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注

 

(１)　本書において、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、下記の語は下記の意味を有するものとします。

アジア政府 中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポー

ル及びタイの政府のいずれか

アジア通貨 中国人民元、香港ドル、インドネシア・ルピア、韓国ウォン、マレーシ

ア・リンギット、フィリピン・ペソ、シンガポール・ドル及びタイ・バー

ツのいずれか

営業日 シンガポール及び香港で商業銀行が営業し、(ⅰ)香港証券取引所が通常取

引を行っており(香港証券取引所における取引が、平日の通常終業時前に終

了することが予定されている日を除く。)、かつ(ⅱ)本基礎指数が集計さ

れ、公表される日をいう。ただし、台風警報シグナル８以上又は「黒色」

暴風雨警報シグナル(又は本受託者が事実上これに類似すると判断する警報

若しくはシグナル)が、香港証券取引所が正式に取引を開始した後、香港証

券取引所が当該日の取引を正式に終了する前において香港で発令されてい

る日(又は本マネージャー及び本受託者が随時決定するその他の日)を除

く。

監督委員会 本信託の運用及び管理に関連する一定事項に関して、本受託者及び本マ

ネージャーを指揮し監督するために、本信託証書の条件に従い設置された

監督委員会

クリエイション・ユニット 10,000ユニット又は本マネージャーが本受託者の事前承諾を得て決定し目

論見書に記載されるその他の単位

参加者契約 本ユニットの設定及び償還に関し、本受託者、本マネージャー、本受付代

理人及び認定参加者の間で締結する契約

指数構成経済 中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポー

ル及びタイのいずれか(これらをあわせて「指数構成諸経済」と総称す

る。)

指数構成銘柄 アジア政府、アジア政府のエージェンシー若しくは外郭団体又はアジア政

府が支援する団体若しくは準アジア政府団体により発行又は保証されたア

ジア通貨建債券、及び国際金融機関、国際金融機関のエージェンシー若し

くは外郭団体又は国際金融機関が支援する主体により発行されたアジア通

貨建債券(いずれの場合も、本指数提供者により決定され、その時点におけ

る本基礎指数を構成する銘柄)

シンガポール集団投資スキーム規約 シンガポール通貨庁が発布する集団投資スキーム規約(随時修正される。)

(Code on Collective Investment Schemes)

シンガポール証券先物規則 シンガポールの証券先物(投資募集)(集団投資スキーム)規則(Securities

and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes)

Regulations of Singapore)

シンガポール証券先物法 シンガポールの証券先物法(第289章)(Securities and Futures Act,

Chapter 289 of Singapore)

シンガポール通貨庁 シンガポール通貨監督庁 (the Monetary Authority of Singapore)

その他の公債 国際金融機関、国際金融機関のエージェンシー若しくは外郭団体又は国際

金融機関が支援する主体により発行されたアジア通貨建債券

投資ガイドライン規約 シンガポール集団投資スキーム規約の附属書１に規定される基幹投資ガイ

ドライン及びシンガポール集団投資スキーム規約の附属書５に規定される

インデックス・ファンドに関するガイドライン

トランザクション日 本ユニットを設定する注文(又は本ユニットを償還する注文)が本受付代理

人により受領された日又は受領されたとして処理される日

取引日 本信託の存続期間中の各営業日及び/又は本マネージャーが本受託者の事前

承認を得て随時決定するその他の日
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認定参加者 (ⅰ)CCASS参加者、又は(ⅱ)CCASS参加者を通じて取引を行うことが可能で

ある者で、参加者契約の当事者となっている者をいう。

非指数構成銘柄 指数構成銘柄と同一の発行体により発行される指数構成銘柄以外の一定の

証券

本アドミニストレーター 本信託の一般事務管理会社としてのHSBCインスティテューショナル・トラ

スト・サービシーズ(アジア)リミテッド (HSBC Institutional Trust

Services (Asia) Limited)

本受付代理人 本信託の受付代理人としての資格において行為するHSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド

本カストディアン 本信託のカストディアンとしての資格において行為するHSBCインスティ

テューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド

本基礎指数 マークイット iBoxx® ABF 汎アジア指数(Markit iBoxx® ABF Pan-Asia

Index)

ホンコン・クリアリング ホンコン・セキュリティーズ・クリアリング・カンパニー・リミテッド

(Hong Kong Securities Clearing Company Limited)

香港証券先物委員会 香港証券先物委員会(The Hong Kong Securities and Futures Commission)

香港証券先物委員会規約 ユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド、投資連動保証スキー

ム及び非上場仕組み投資商品のための香港証券先物委員会ハンドブックの

香港証券先物委員会ユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド規

約(Hong Kong SFC Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the SFC

Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds, Investment - Linked

Assurance Schemes and unlisted Structured Investment Products)

香港証券先物委員会ハンドブック ユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド、投資連動保証スキー

ム及び非上場仕組み投資商品のための香港証券先物委員会ハンドブック

(Hong Kong SFC Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds,

Investment-Linked Assurance Schemes and Unlisted Structured

Investment Products)

香港証券先物令 香港証券先物令(第571章)(Securities and Futures Ordinance (Cap. 571)

of Hong Kong)

香港証券取引所 香港証券取引所株式会社(The Stock Exchange of Hong Kong Limited)

香港政府 香港特別行政区政府

本指数提供者 マークイット・インディシーズ・リミテッド(Markit Indices Limited)(旧

インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッド

(International Index Company Limited))

本受託者 HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)

リミテッド(HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited)

本信託 ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(ABF Pan Asia Bond Index Fund)

本信託証書 本マネージャーと本受託者との間で締結された、2006年６月28日付変更証

書、2007年６月28日付第２回変更証書、2008年６月27日付補足証書、2011

年６月24日付第３変更証書及び2018年７月10日付第４変更証書による修正

済みの2005年６月21日付信託証書

本投資対象 指数構成銘柄、非指数構成銘柄及び/又は本信託証書に基づき許可される他

の投資対象物

本登録機関 本信託の登録機関としての資格においてHSBCインスティテューショナル・

トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド

本取引手数料 クリエイション・ユニット又は他のユニット集合の設定及び償還に関する

移転その他の取引コストを補うための本マネージャーが課すことができる

設定取引手数料及び償還取引手数料

本評価時 クリエイション・ユニットのNAVの計算のために、取引日において、本基礎

指数の評価が完了する時点
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本マネージャー ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リ

ミテッド(State Street Global Advisors Singapore Limited)

本ユニット 本信託のユニット

本預託財産 本信託の総資産(受取収益及び分配のための勘定に計上されている金額を除

く。)

本ライセンス契約 本基礎指数及び商標を利用するための本指数提供者、本マネージャー及び

本受託者間のライセンス契約

マークイット マークイット・インディシーズ・リミテッド(Markit Indices Limited)

ライセンス・フィー 本基礎指数及び商標を利用するために本信託から本指数提供者に支払われ

るライセンス・フィー

CCASS 香港における中央決済システム(Central Clearing and Settlement

System)

CCASS参加者 当該時点においてホンコン・クリアリングによりCCASSの参加者として認可

されているブローカー又はカストディアン

CIS 集団投資スキーム

EMEAP 東アジア・オセアニア中央銀行グループの役員会議(The Executives'

Meeting of East Asia and Pacific Central Banks)

HKSCCノミニーズ HKSCCノミニーズ・リミテッド(HKSCC Nominees Limited)

IFRS 国際財務報告基準

JASDEC 株式会社証券保管振替機構

NAV 純資産額

 

(２)　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」は米国の法定通貨である米ドルを指すものとします。本書にお

いて便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、１米ドル＝108.81円、１シンガポール・

ドル＝79.81円又は１香港ドル＝13.90円の換算率(2019年11月14日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買

相場の仲値)により計算されています。

(３)　本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。
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第一部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】
 

１【ファンドの性格】

(１)【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの形態

ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(ABF Pan Asia Bond Index Fund)(以下「本信託」といいます。愛称とし

て、「アジア国債・公債ETF」ということがあります。)は、シンガポールの証券先物法(第289章)(Securities and

Futures Act, Chapter 289 of Singapore)(以下「シンガポール証券先物法」といいます。)の第286条及び香港証券

先物令(第571章)(Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) of Hong Kong)(以下「香港証券先物令」といいま

す。)の第104条に基づき認可を受けているシンガポールのユニット・トラストであり、ステート・ストリート・グ

ローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(State Street Global Advisors Singapore Limited)(以下

「本マネージャー」といいます。)とHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミ

テッド(HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited)(以下「本受託者」といいます。)の間でそれぞ

れ締結された、2006年６月28日付変更証書、2007年６月28日付第２回変更証書、2008年６月27日付補足証書、2011年

６月24日付第３回変更証書及び2018年７月10日付第４回変更証書による修正済みの2005年６月21日付信託証書(以下

「本信託証書」といいます。)の条件に基づき組成されています。本信託の基準通貨は、米ドルです。本信託のユ

ニット(以下「本ユニット」といいます。)は、香港証券取引所株式会社(The Stock Exchange of Hong Kong

Limited)(以下「香港証券取引所」といいます。)に上場しています。

本信託の本ユニットは、原則として10,000ユニット又はその倍数で、本マネージャーが本受託者の事前承諾を得て

決定し目論見書に記載される単位(以下「クリエイション・ユニット」といいます。)(ただし、本受託者から求めら

れた場合、クリエイション・ユニットのサイズの増加について、受益者に対して通知がなされます。)又はその倍数

により発行及び販売されます(各月の最終取引日は除きます。)。

本信託の金額に上限はありません。

 

②　ファンドの目的

本信託の投資目的は、手数料及び経費控除前において、マークイット iBoxx® ABF汎アジア指数(Markit iBoxx®

ABF Pan-Asia Index)(以下「本基礎指数」といいます。)の総利回りに密接に対応した投資成果を提供しようと努め

ることです。
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③　本基礎指数の説明

本基礎指数は、マークイット・インディシーズ・リミテッド(Markit Indices Limited)(旧インターナショナル・

インデックス・カンパニー・リミテッド(International Index Company Limited))(以下「マークイット」又は「本

指数提供者」といいます。)によって決定され、構成されます。

本基礎指数は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール若しくはタイの政府

(以下それぞれを「アジア政府」といいます。)、アジア政府のエージェンシー若しくは外郭団体、又はアジア政府が

支援する団体若しくは準アジア政府団体により発行又は保証された中国人民元、香港ドル、インドネシア・ルピア、

韓国ウォン、マレーシア・リンギット、フィリピン・ペソ、シンガポール・ドル又はタイ・バーツ(以下それぞれを

「アジア通貨」といいます。)建債券、及び国際金融機関、国際金融機関のエージェンシー若しくは外郭団体又は国

際金融機関が支援する主体により発行されたアジア通貨建債券(以下「その他の公債」といいます。)の投資利回りに

関する指標です。いずれの場合も、本指数提供者の決定に従い、その時点における本基礎指数の銘柄を構成します

(かかる銘柄を以下「指数構成銘柄」といいます。)。

純粋な時価総額に基づき各国の債券市場全体の規模に相当する市場別の加重をして構成される典型的な債券指数と

は異なり、本基礎指数の市場別加重は時価総額を使用していますが、投資家が本基礎指数を構成する債券市場に効果

的なエクスポージャーを持つことができるようなその他の要素も考慮しています。本基礎指数は現地の債券市場の規

模、現地の国債格付け及びGEMLOC投資適格指標(GEMLOC Investability Indicators)に関連する要素を用います。

GEMLOC投資適格指標は、複合的な要因を用い世界銀行により設定された市場の投資適格に関する公平な評価基準で

す。これらの要素には、市場流動性、市場取引コスト、国債の市場格付け及び投資家に対する市場の開放性が含まれ

ます。

香港証券先物委員会(The Hong Kong Securities and Futures Commission)(以下「香港証券先物委員会」といいま

す。)が本基礎指数をもはや認め難いと判断した場合、香港証券先物委員会は本信託の認可を取り消す権利を有しま

す。
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本基礎指数に関する追加情報は下記の通りです。

 

本基礎指数

 

本項目に表示されている情報は、公に入手可能な文書から抽出したものであり、これらの文書は本マネー

ジャー、本受託者、監督委員会又はそれらのそれぞれの関連会社若しくはアドバイザーによって、本ユニットの

募集及び上場との関連において作成されたものでも独立した検証が行われたものでもなく、これらの者はいずれ

も本章の正確性又は完全性に対していかなる表明を行うものではなく、いかなる責任を負うものでもありませ

ん。本項目の中に表示されている情報は、本指数提供者が変更する可能性があります。本基礎指数に関する詳細

情報は、http://www.markit.com/product/IBoxxから入手することができます。
*

　

 

本基礎指数の構成

 

ソブリン及び下位ソブリンの負債証券(ただし、本指数提供者が決定する特定の信用格付要件に従います。)のみ

が、本基礎指数に組み入れられる資格を持ちます。

 

本基礎指数の組入上位10構成銘柄

 

2019年11月12日現在、本基礎指数の組入上位10構成銘柄の構成及び組入比率は、以下の通りでした。
**

 

発行者名 クーポン 満期日 組入比率

シンガポール政府債 3.500% 2027年３月１日 1.11%

シンガポール政府債 3.000% 2024年９月１日 1.10%

シンガポール政府債 2.750% 2023年７月１日 1.09%

シンガポール政府債 1.250% 2021年10月１日 1.07%

香港政府債プログラム 2.460% 2021年８月４日 1.03%

シンガポール政府債 2.750% 2046年３月１日 0.99%

シンガポール政府債 2.250% 2021年６月１日 0.96%

シンガポール政府債 3.375% 2033年９月１日 0.96%

香港政府債プログラム 1.100% 2023年１月17日 0.96%

シンガポール政府債 3.125% 2022年９月１日 0.78%

 

*　　　　本基礎指数のガイドはhttp://www.markit.com/product/IBoxxから入手することができます。サイトにア

クセスし、「ドキュメンテーション」タブをクリックした後、「ルール　ベンチマーク」タブをクリッ

クしてください。本基礎指数のガイドは「アジア(除く日本)」のセクションで入手することができま

す。

**　　　 本基礎指数は毎月リバランスを行います。そのため、組入上位10構成銘柄及び/又はその組入比率は変化

する可能性があります。下記の「指数リバランス手続き」のセクションをご覧ください。

 

指数算出手法の説明

 

本基礎指数を算出するために、以下の７つの基準を使用します。(ⅰ)債券のタイプ、(ⅱ)発行者のタイプ、(ⅲ)

発行者の所在地、(ⅳ)格付け、(ⅴ)発行時の償還期間、(ⅵ)満期までの期間並びに(ⅶ)発行残高。
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債券のタイプ

 

以下のタイプの有価証券が、本基礎指数に組み入れられる資格を持ちます。(ⅰ)固定利付債、ゼロクーポン債、

コンパウンドクーポン債及びステップアップクーポン債並びに(ⅱ)固定償還日程に従う減債基金付債券及びアモチ

ゼーション債券。

 

以下の属性を１つでも持つ有価証券は、本基礎指数に含まれません。(ⅰ)コール・オプション又はプット・オプ

ションが埋め込まれた債券、(ⅱ)変動利付債券及び当初固定変動利付債券、(ⅲ)ワラント債、(ⅳ)転換社債、(ⅴ)

永久債、(ⅵ)指数連動債及びクレジット連動債並びに(ⅶ)担保付債券。

 

キャッシュ・フローがあらかじめ決定している債券のみが本基礎指数に組み入れられる資格を持ちます。

 

本基礎指数は毎月リバランスを行います。そのため、組入上位10構成銘柄及び/又はその組入比率は変化する可

能性があります。下記の「指数リバランス手続き」のセクションをご覧ください。

 

リテール債券は、本基礎指数に含まれません。

 

選択された少数の投資家のみを対象に募集される私募債は、本基礎指数に含まれません。

 

担保付債券は本基礎指数に含まれません。

 

利息又は元本が異なる通貨で支払われる単一通貨建ての債券は、本基礎指数に考慮されません。

 

発行者のタイプ

 

ソブリン及び下位ソブリンの負債証券(ただし、特定の信用格付要件に従います。)のみが、本基礎指数に組み入

れられる資格を持ちます。

 

準ソブリン債は、下位ソブリン債とその他ソブリン債に分けられます。

 

アジア政府によって自国通貨以外のアジア通貨建てで発行される負債証券は、準ソブリン指数において、「ソブ

リン」に区分されます。アジア通貨以外の通貨建てで発行される債券は、本基礎指数に組み入れられる資格を持ち

ません。

 

下位ソブリン債は、法的規定、コンフォート・レター又はその業務の公共サービス的性格によって明示的又は黙

示的な政府のバックアップがある事業体によって発行されるものです。発行者には、その債券が中央政府による明

示的な保証を受けていない場合、中央政府の強力な所有権が要求されます。

 

下位ソブリンには、以下の４つのカテゴリーがあります。(ⅰ)エージェンシー、(ⅱ)政府保証、(ⅲ)地方政府及

び(ⅳ)国際機関。

 

国際機関の発行者は、複数の中央政府が所有及び/又は出資する事業体です。現在の本基礎指数の対象の例に

は、アジア開発銀行、欧州投資銀行及び国際復興開発銀行が含まれます。

 

地方政府又は地域政府によって発行される地方政府債は、中央政府による明示的保証がある場合に限り、資格を

持ちます。
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中央政府による明示的な保証を受けている発行者による債券は、「政府保証」に区分され、本基礎指数に組み入

れられる資格を持ちます。保証を受けている債券及び発行者は、本来の発行者が本質的に準ソブリンであったとし

ても、この領域に区分されます。

 

エージェンシーは、政府の主導により公的で非競争的なサービスを提供する役割を実現することをその主要業務

とする事業体です。多くの場合、その業務の範囲が個別の法によって定義されているか、又は発行者が明示的な政

府のバックアップを受けています。エージェンシーには、以下の３つのカテゴリーがあります。(ⅰ)金融、(ⅱ)イ

ンフラ及び交通並びに(ⅲ)公共施設。

 

発行者が準ソブリンであるかコーポレートであるかは、原則として、業務範囲及び法的規定によって、政府の所

有権の強力さも考慮して決まります。さらに、政府と準ソブリンとの間の格付けの差も考慮されます。例えば、ソ

ブリンと比較した大幅な格付けの低さ(例えば３ノッチ)は、その発行者が準ソブリンのセクターに含まれないこと

を示唆します。

 

発行者区分は、定期的に再検討し、地位に変化のあった発行者は、次回のリバランスの際に本基礎指数に組み込

まれます。格付けのない準ソブリン債の場合又はソブリンと発行者との間の格付けに大幅な差がある場合は、区分

決定を文書化した追加情報が提供されます。

 

発行者の所在地

 

超国家的な場合を除き、すべての発行者－又は財務上の子会社の場合、発行者の保証人－は８つのアジア債券

ファンド(「ABF」はAsian Bond Fundの頭文字である。)を構成する市場、すなわち、(ⅰ)中華人民共和国、(ⅱ)香

港特別行政区、(ⅲ)インドネシア共和国、(ⅳ)大韓民国、(ⅴ)マレーシア、(ⅵ)フィリピン共和国、(ⅶ)シンガ

ポール共和国及び(ⅷ)タイ王国のうちのどこかに所在している必要があります。

 

格 付 け

 

自国通貨建中央政府負債証券には、格付けの必要はありません。本基礎指数のクレジットの質の高さを確保する

ため、準ソブリン債の大部分は、投資適格の格付けを得ている必要があります。以下の３つの信用格付機関による

格付けが検討されます。(ⅰ)フィッチ・レーティングス(Fitch Ratings)、(ⅱ)ムーディーズ・インベスターズ・

サービス(Moody's Investors Service)(以下「ムーディーズ」といいます。)又は(ⅲ)スタンダード・アンド・プ

アーズ・レーティング・サービシーズ(Standard & Poor's Rating Services)。

 

投資適格は、フィッチ及びスタンダード・アンド・プアーズのBBB-以上並びにムーディーズのBaa３以上として

定義されます。債券が複数の信用格付機関による格付けを得ている場合、すべての格付けの平均格付けが使用され

ます。格付けは直近の格付け段階に統一されます。格付けのノッチは使用されません。

 

国際機関は、最低でもAA-の格付けを得ている必要があります。

 

投資適格の市場における格付けのない債券又は発行者は、以下の準ソブリンの領域に組み入れられる資格しか持

ちません。(ⅰ)政府保証及び(ⅱ)金融機関。ただし、その発行者が中央政府との強いつながりとその支援を得てい

ること(例えば、商業銀行が自己資本比率の計算においてリスク・ウエイトの軽減を受けている場合、取締役会に

上級政府代表者が含まれる場合等)が確認できることが条件です。格付けのない金融機関を含めるか否かは、個別

に決定されます。

 

投資適格未満に格付けされた市場における準ソブリン債は、それが投資適格の格付けを得ていない限り、本基礎

指数には含まれません。適用されるソブリン負債証券格付けは、フィッチ、ムーディーズ及びスタンダード・アン

ド・プアーズによる現地通貨建負債証券格付けの中で最高のものとします。
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発行時の償還期間

 

すべての債券は、発行時において最低18カ月の償還期間を有していなければなりません。最低償還期間は、最初

の決済日から当該債券の満期日までの期間として計算し、最も近い月単位に四捨五入します。

 

満期までの期間

 

すべての債券は、いずれのリバランス日においても満期まで１年以上の残存期間を有していなければなりませ

ん。満期までの期間は、リバランス日から当該債券の最終満期日までの期間として、当該債券の本来の日数計算方

式を用いて計算します。

 

減債基金付債券及びアモチゼーション債券については、満期までの残存期間を計算する際に、最終満期の代わり

に平均償還期間を使用します。

 

発行残高

 

本基礎指数に組み入れられる資格を持つ債券の最低発行残高は、以下の通りです。

 

国/地域 通貨 ソブリン 準ソブリン

中国 人民元 20,000,000,000 10,000,000,000

香港 香港ドル 500,000,000 500,000,000

インドネシア インドネシア・ルピア 2,000,000,000,000 1,000,000,000,000

マレーシア マレーシア・リンギット 2,000,000,000 500,000,000

フィリピン フィリピン・ペソ 5,000,000,000 3,000,000,000

シンガポール シンガポール・ドル 500,000,000 200,000,000

韓国 韓国ウォン 1,000,000,000,000 100,000,000,000

タイ タイ・バーツ 20,000,000,000 2,000,000,000

　

準ソブリン発行者当たりの銘柄数制限

 

ソブリン負債証券に対しては、銘柄数の制限はありません。

 

　本基礎指数の投資適格性を高めること及び発行者の分散度の高さを維持することを目的として、各準ソブリン発

行者(ブルームバーグの銘柄コードで識別)ごとの銘柄数は、１つの通貨につき５銘柄までに制限されています。同

一通貨建てで５を超える債券が本基礎指数に組み入れられる資格を持つ場合は、流動性の順位を利用してどの債券

の流動性が高いか、そしてどの債券が本基礎指数に組み入れられるかを決定します。流動性の順位は、以下の３つ

の要因に基づきます。(ⅰ)規模(発行残高)、(ⅱ)経過期間(発行からの期間)及び(ⅲ)満期までの期間。

 

債券を同一発行者の他の債券と比較してその相対的流動性を評価するための公式が開発されています。詳細情報

については、http://www.markit.com/product/IBoxxでご覧いただけます。
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市場別組入比率

 

本基礎指数は、異なる規模の債券市場を持つ様々な市場を対象としています。時価総額による単純な加重方式で

は、指数構成が最も大きな市場(中国及び韓国)に大幅に偏り、より先進的で、流動性及び投資家によるアクセス性

が高い小規模負債証券市場(例えば、香港又はシンガポール)の比重が減ることになります。したがって、標準的な

指数構成アプローチは、汎アジア負債証券には不適切で、投資家が指数の基礎となる債券市場への十分なエクス

ポージャーを得ることの妨げとなります。

 

市場別組入比率構成

 

算出手法は現在、他の市場と比較して明確に小さい市場に対して、小さな組入比率ベースラインを割り当ててい

ます。したがって、中規模の債券市場に対する組入比率ベースラインは、大規模の市場に対する組入比率の50%と

なっています。このため、各市場の規模は、１年以上の残余期間のあるすべての政府債を含む国内政府債市場の大

きさと定義されています。500億米ドル以上の規模の市場は大規模とされ、500億米ドル未満の規模の市場は中規模

の市場とされます。現在、本基礎指数が「中規模」カテゴリーに該当する市場は香港市場のみです。本基礎指数に

おける他の市場は「大規模」カテゴリーに該当します。中規模市場における現行の組入比率ベースラインは

6.67%、大規模市場における現行の組入比率ベースラインは13.33%です。

 

ベースラインとなる組入比率は、以下の要因によって調整されます。(ⅰ)現地通貨建債券市場の規模、(ⅱ)現地

ソブリン負債証券の格付け及び(ⅲ)GEMLOC投資適格指標。GEMLOC投資適格指標は、データソースと共に公に入手可

能な公平かつ客観的な基準です。これは、ターンオーバー、呼び値スプレッド、ベンチマーク・イールド・カーブ

及び社債価格データを基にした複合要因スコアを用いて市場の流動性を評価します。この手法は、純粋なターン

オーバー手法に比べ、より深く詳細な流動性の視点を提供します。GEMLOCとは、現地通貨の債券市場を発展させ新

興市場経済を支援する世界銀行グループのイニシアチブであるグローバル・エマージング・マーケッツ・ローカ

ル・カレンシー・ボンド・プログラムを意味します。

 

各市場の市場別組入比率を評価するための公式が開発されています。詳細情報については、

http://www.markit.com/product/IBoxxでご覧いただけます。

 

認められる市場別組入比率の最大値は、25%に上限が設定されています。理論的な組入比率が25%を超過した場

合、残余分は、その他の市場にそれぞれの組入比率に比例して配分されます。

 

個別の市場別組入比率の再検討

 

再検討過程は、通常の再検討と臨時の再検討で異なります。本基礎指数の安定性を拡大し、８市場における長期

的なトレンドを捕捉することを目的として、市場別組入比率は毎年10月31日のリバランスで再検討されます。市場

別組入比率は、臨時再検討が行われない限り、再検討日と再検討日の間に変更されることはありません。臨時再検

討は、８つの市場の１つ又は複数の国における重大な事象によって当該再検討中に市場別組入比率が大幅に変化す

ることが示唆される場合に毎月のリバランスで実施される可能性があります。そうした変化の例には、債券発行若

しくは流動性の大幅な増加又はGEMLOC投資適格指標に大幅な影響を及ぼす大きな規制上の変化があります。
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現行の組入比率

 

次の定期的市場別組入比率再検討は、2020年10月31日(又は、本指数提供者が随時決定することのできるその他

の日)に行われる予定です。2019年10月31日から有効な新しい本基礎指数の組入比率は以下の通りです。

 

市場 組入比率

中　　国 25.00%

香　　港 8.52%

インドネシア 7.85%

マレーシア 11.41%

フィリピン 5.99%

シンガポール 15.71%

韓　　国 15.75%

タ　　イ 9.77%

　
指数リバランス手続き

 

本基礎指数のリバランスは、毎月の最終暦日の業務の終了後に実施されます。格付け、発行残高等の静的なデー

タの変化は、月の終わりから３営業日前に公知のものとなっている場合に限り考慮されます。月末の２取引日にお

ける格付け又は発行残高の変化は、次回のリバランス時に考慮されます。新規発行債券は、月の終わりまでに決済

されていなければならず、関係するすべての情報は、月末の最低でも３取引日前に知られていなければなりませ

ん。

 

既発行債券の区分も、月次リバランス時に再検討され、結果として生じた区分の変化はリバランスに反映されま

す。つまり、政府との関係が十分に密接ではなくなったとみなされた準ソブリン発行者は、コーポレート発行者と

して再区分され、結果的に月次リバランスで指数から除かれることになります。

 

各債券の最終残高の記載された組入リストは、各月末の３営業日前に公開されます。このリストは翌月の債券の

構成を含みます。債券の終値及び本基礎指数の債券の価格に基づいた様々な債券の分析が記載された最終組入リス

トは各月の最終営業日に公開されます。

 

本基礎指数の計算のためのデータ

 

静的データ

 

本基礎指数の計算に使用される情報は、目論見書から入手し、標準的なデータ提供者に照らして確認します。

 

債券及び指数のデータ

 

本基礎指数は、最低でも１つの債券がすべての組入基準に該当する場合には計算されます。本基礎指数に組み入

れられる資格を持つ債券が存在しなくなった場合、その水準はそのまま固定された状態となります。最低でも１つ

の債券が再び入手可能となった場合、本基礎指数の計算は、直近の計算された水準から再開されます。

 

計算は、統合取引値が入手可能となり次第、日次単位で実施されます。本基礎指数は、８つの国のいずれかにお

いて祝日である場合を除き、毎取引日(月曜日から金曜日)に計算されます。本基礎指数はまた、祝日又は週末にか

かわらず、毎月の最終暦日にも計算されます。いずれかの国の非営業日にあたる日に本基礎指数を計算する場合

は、直前取引日の統合価格が繰り延べられ、その価格並びにその時点での経過利子及びクーポン支払データを利用

して本基礎指数を計算します。
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本基礎指数は、買い呼び値に基づいて計算します。各新規債券は、指数に含まれる時点のそれぞれの売出価格で

本基礎指数に組み入れられます。特定の債券に対して統合価格が確立できない場合、本基礎指数は入手可能な最新

の統合価格に基づいて計算が継続されます。

 

月の最終取引日には、その月のリストに対する日次指数計算(最終暦日の指数の計算も含みます。)が実施された

後に、リバランスが実施されます。月の最終取引日に、価格提供者は、新たな月の本基礎指数に組み入れられるこ

とが予定されているすべての新規債券に対して買い呼び値及び売り呼び値を提出します。

 

本基礎指数の計算の正確性及び完全性に影響を与える可能性がある事態

 

本基礎指数及びその計算又はこれに関係するあらゆる情報の正確性又は完全性に対して、いかなる保証又は表明

も行われません。本基礎指数の計算及び算定の手続き及び基礎並びにこれに関係する公式、構成銘柄及び要因は、

本指数提供者が通知なくいつでも変更又は修正することができます。さらに、本基礎指数の計算の正確性及び完全

性は、構成銘柄の価格の入手可能性及び正確性、市場要因並びに算定における過誤の影響(ただし、これらに限ら

れません。)を受ける可能性があります。

 

本基礎指数にかかわる最新情報

 

目論見書に記載されている本基礎指数に関する情報は、2019年６月13日現在において正確です。本基礎指数に関

する以前の情報については、http://www.markit.com/product/IBoxxから入手することができる本指数提供者によ

る以前の指数基準の書類を参照してください。
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(２)【ファンドの沿革】

 

日 付 沿 革

2005年６月21日 本信託証書締結

2005年６月29日 当初設定

2005年７月７日 香港証券取引所上場

2009年６月19日 東京証券取引所上場

 

(３)【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み
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②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要

 

名　称 ファンドの運営上の役割 契約等の概要

ステート・ストリー

ト・グローバル・アド

バイザーズ・シンガ

ポール・リミテッド

マネージャー

上場代理人

本信託証書。本マネージャーは、本信託のマネー

ジャーを務めます。本マネージャーは、本信託の上場

代理人を務めます(以下「本上場代理人」といいま

す。)。

HSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・

サービシーズ(シンガ

ポール)リミテッド

受託会社

本信託証書。本受託者は、本信託の受託者に任命され

ています。

HSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・

サービシーズ(アジア)

リミテッド

一般事務管理会社

本マネージャー、本受託者及びHSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッ

ド間の2005年６月21日付ファンド事務管理・登録サー

ビス契約。これに基づき本信託の一般事務管理会社で

あるHSBCインスティテューショナル・トラスト・サー

ビシーズ(アジア)リミテッド(以下「本アドミニスト

レーター」といいます。)は、一定のファンド管理及

び本信託に関する評価サービスを遂行します。

カストディアン

本受託者及びHSBCインスティテューショナル・トラス

ト・サービシーズ(アジア)リミテッド間の2005年６月

21日付カストディアン契約。HSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッ

ドは、本信託のカストディアン(以下「本カストディ

アン」といいます。)として、本信託の全資産を保有

します。

登録機関

本マネージャー、本受託者及びHSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッ

ド間の2005年６月21日付ファンド事務管理・登録サー

ビス契約。HSBCインスティテューショナル・トラス

ト・サービシーズ(アジア)リミテッドは、本信託の登

録機関(以下「本登録機関」といいます。)として、本

信託の受益者名簿の作成及び管理を行います。

受付代理人

本マネージャー、本受託者及びHSBCインスティテュー

ショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッ

ド間の2005年６月21日付受付代理契約。HSBCインス

ティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジ

ア)リミテッド(以下「本受付代理人」といいます。)

は、受付代理人として、認定参加者による本ユニット

の設定及び償還に関係する一定の業務を履行します。

かかる業務には、認定参加者からの設定・償還注文の

受領、認定参加者への決済指図の発行及び取引決済日

における現金と本ユニットの交換の促進が含まれま

す。

マークイット・イン

ディシーズ・リミテッ

ド

指数提供者

本マネージャー、本受託者及び本指数提供者間の2005

年６月23日付ライセンス契約。本マネージャー及び本

受託者は、本基礎指数に基づいて本信託を設定するこ

と並びに本基礎指数の特定の商標及び著作権を使用す

ることを目的として本基礎指数を使用するライセンス

を本指数提供者から付与されています。

HSBCバンク・ピーエル

シー
証券貸付代理人

本受託者及び本証券貸付代理人間の2018年７月６日付

証券貸付委任契約。証券貸付代理人としてHSBCバン

ク・ピーエルシーは、証券貸付取引を行い、本信託の

証券貸付取引に関連して受領した担保の管理人となり

ます。
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本信託の運用及び管理に関連する一定事項に関して、本受託者及び本マネージャーを指揮及び監督するために、本

信託証書の条件に従い、上記会社に加えて監督委員会(以下「監督委員会」といいます。)が設置されました。監督委

員会の権限には、本信託の全体構造に関連する事項並びに本信託の運用及び管理に関連する戦略的(日常的でない)問

題に関して本受託者及び本マネージャーを指図する権限並びに本マネージャー又は本受託者が解任されるべきと提案

する権限が含まれます。監督委員会は15人以下のメンバーによって構成されるものとします。

 

下記の者は、2019年５月31日現在、監督委員会のメンバーに任命されています(15名までがメンバーとなることが

できます。)。

ガイ・デベル博士(Dr. Guy Debelle)、オーストラリア準備銀行副頭取

チェン・ユル氏(Mr. Chen Yulu)、中国人民銀行副頭取

エディ・ユエ氏(Mr. Eddie Yue)、香港通貨庁最高責任者代理

ドディー・ブディー・ワルヨ氏(Mr. Dody Budi Waluyo)、インドネシア銀行副頭取

内田眞一氏、日本銀行理事

キュイル・チュン博士(Dr. Kyuil Chung)、韓国銀行副頭取

アブドゥル・ラシード・ガフール氏(Mr. Abdul Rasheed Ghaffour)、マレーシア銀行副頭取

ジェフ・バスカンド氏(Mr. Geoff Bascand)、ニュージーランド準備銀行副頭取

マ・ラモナG.D.T.サンティアゴ氏(Mrs. Ma. Ramona G. D. T. Santiago)、フィリピン・セントラル・エヌジー銀行

副頭取

ジャクリーン・ロー氏(Ms. Jacqueline Loh)、シンガポール通貨庁経営局長代理

マーティ・スパポンス氏(Mr. Mathee Supapongse)、タイ中央銀行副総裁

 

監督委員会の構成員の任命及び罷免は、継続的に、監督委員会自身によって行われるものとします。監督委員会

は、必要に応じて、また最低でも年に一度開くものとします。本信託証書の条項に従って、特定の事項には監督委員

会の承認が必要とされています。さらに、監督委員会は、本信託の運用及び管理に関連する事項について、本受託者

及び本マネージャーに対する指図の権能並びに監督の義務を持ちます。監督委員会は、とりわけ以下の権限を持つも

のとします。

 

・　本信託の全体構造に関連する事項並びに本信託の運用及び管理に関連する戦略的(日常的でない)問題に関して本

受託者及び本マネージャーを指図すること、

・　本信託の運用及び管理にかかわるあらゆる事項、行為又は物について、並びに本信託証書に従った本マネー

ジャー又は本受託者のあらゆる裁量の行使に関連して(これには、業務提供者の任命及び罷免に関すること並び

に本マネージャーの現行及び将来のマーケティング計画が含まれますが、これらに限定されません。)、本受託

者及び本マネージャーに対して監督委員会への報告を義務づけること、

・　本信託の監査人の任命を承認すること、

・　他のあらゆる法域における本ユニット又は本信託の登録又は認定の提案を検討し、本受託者及び本マネージャー

に推薦すること並びにこれらを承認すること、
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・　商業的妥当性、関係市場の法規制面での準備態勢、全般的な市場環境、オペレーション要件及び市場の発展と

いった要因に配慮しつつ、他の認知された取引所における本ユニットの追加的上場の提案を検討し、本受託者及

び本マネージャーに推薦すること並びにこれを承認すること、

・　受益者による事前承認の対象とならない本信託証書の修正、変更又は改変を承認すること。

 

監督委員会はまた、本マネージャー及び本受託者の罷免を勧告する権能を持ちます。

上記にかかわらず、本マネージャー及び本受託者は、本マネージャー若しくは本受託者によるそれぞれの受益者に

対する受託者義務に対する違反又は本マネージャー、本受託者及び/若しくは本信託による関係法規制に対する違反

を引き起こすような行為の履行若しくは行為の不履行を本マネージャー又は本受託者に要求することとなる監督委員

会による指図は、そのいかなるものも受け入れず、それに基づいて行動してはならないものとします。

監督委員会の構成員は、自らの詐欺、無謀行為、不誠実又は意図的な不履行に該当する範囲を除き、かつ関係法に

規定されている範囲を除き、監督委員会の構成員として行為した結果として生じるいかなる債務に対しても、本信託

のポートフォリオから損害賠償請求を受けることを免除される権限を持ちます。

監督委員会のどの構成員も、監督委員会の構成員としての任命に関して本信託からいかなる報酬を受ける権限も持

たないものとします。

監督委員会の構成員に対しては、確立された一群の資格基準が存在します。とりわけ、監督委員会の構成員は、金

融面の諸事項についての立証可能な知識を有していなければならず、監督委員会の構成員としての適格性に直接関連

するいかなる犯罪による有罪判決を受けたことも、裁判所又は規制当局によって詐欺的又は不誠実な行為をしたと認

められたことがあってもなりません。

監督委員会の構成員は、全員一致の決定により監督委員会を恒久的に解散することができ、その場合、本信託証書

に従って監督委員会の承認、同意又は合意が要求されるいかなる事項も、かかる承認を以後要求されないものとしま

す。

一般的に、本ユニットの設定又は償還は認定参加者を通して行われます。

 

③　管理会社の概況

(ⅰ) 設立準拠法

本マネージャーは、シンガポール会社法(第50章)に基づいてシンガポールにおいて設立されました。

 

(ⅱ) 会社の目的

本マネージャーは、東南アジア地域の顧客に対してファンド運用サービスをシンガポールから提供します。本マ

ネージャーは2000年からこのサービスを提供しています。

 

(ⅲ) 資本の額

2018年12月31日現在の本マネージャーの発行済資本額は、1,360,000シンガポール・ドル(108,541,600円)です。
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(ⅳ) 会社の沿革

本マネージャーは、2000年３月31日に、非公開会社としてシンガポールで設立された、ステート・ストリート・

コーポレーション(State Street Corporation)(その株式は、ニューヨーク証券取引所で取引されています。)に間接

的に保有される完全子会社です。

本マネージャーは、東南アジア地域の顧客に投資運用サービスを提供するために設立され、シンガポール証券先物

法に基づき、シンガポール通貨庁により、ファンド運用のために、資本市場業務許可(capital markets services

license)の保有者として営業許可を得ており、他者に対して直接若しくは公告又は出版物を通して、また電子的、印

刷物その他の形態で、証券及び集団投資スキームに関する助言を行うことについて、シンガポールのファイナンシャ

ル・アドバイザー法(Financial Advisers Act)(第110章)において免除されたファイナンシャル・アドバイザーで

す。本マネージャーは、2001年３月29日に、非公開会社から公開会社に組織変更しました。

本マネージャーはまた、2005年６月４日に、香港において外国会社として登記し、香港証券先物委員会により、証

券の助言並びに資産運用等の規制対象である活動を行うための営業許可を得ています。

本マネージャーは、(a)2002年４月にシンガポール証券取引所で上場された、シンガポール取引所で取引される

ファンドである、SPDR®・ストレイト・タイムズ・インデックス・ETF(SPDR® Strait Times Index ETF)(旧ストリー

トトラックス®・ストレイツ・タイムズ・インデックス・ファンド(streetTRACKS® Straits Times Index Fund))及び

(b)2005年７月に香港証券取引所で上場されたシンガポール取引所で取引されるファンドである本信託のマネー

ジャーとして行為します。

 

(ⅴ) 大株主の状況

(2018年12月31日現在)

名　　　称 住　　　　　所 所有株式数 比　率

ステート・ストリート・グローバ
ル・アドバイザーズ・インク(State
Street Global Advisors, Inc.)

デラウェア州、ウィルミントン、ス
イート400、2711 センターヴィル・
ロード
アメリカ合衆国　郵便番号19808

普通株式
1,360,000株

100%

 

(４)【ファンドに係る法制度の概要】

シンガポール証券先物法(第289章)

シンガポールにおける集団投資スキーム(以下「CIS」といいます。)の募集は、シンガポール証券先物法の第13章第２

節の下で規制されており、シンガポール証券先物法の監督当局はシンガポール通貨庁です。

シンガポールの個人投資家向けに募集されるシンガポール籍のCISは、(ⅰ)シンガポール証券先物法の第286条に基づい

て、シンガポール通貨庁により認定を受け、(ⅱ)同法の第296条に基づいて、目論見書をシンガポール通貨庁に提出し、

シンガポール通貨庁により目論見書の登録を受けなければなりません。
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シンガポール証券先物法の第286条に基づくユニット・トラストとして組成されたCISが認可を受けるための主要な要件

は次の通りです。

(a) ファンド運用のための資本市場業務許可(そのCISが上場不動産投資信託である場合には、不動産投資信託運用の

ための資本市場業務許可)を取得している、又はシンガポールで許認可を取得した銀行、商業銀行、金融会社若

しくは保険会社であるためにシンガポール証券先物法において資本市場業務許可の取得が免除されている、CIS

のマネージャーが存在しなければなりません。

(b) シンガポール証券先物法第289条に基づき認可されたCISのための受託者が存在しなければなりません。

(c) 所定の要件(かかる要件は、シンガポールの証券先物(投資募集)(集団投資スキーム)規則(Securities and

Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations)(以下「シンガポール証券

先物規則」といいます。)に規定されています。)を遵守する、マネージャーと受託者により締結された信託証書

が存在しなければなりません。

(d) CIS、マネージャー及び受託者は、シンガポール通貨庁により発布されたシンガポール証券先物法及びシンガ

ポール集団投資スキーム規約を遵守しなければなりません。

シンガポール証券先物法第296条に基づくCISの目論見書の登録に関する重要な要件は、目論見書が所定の開示要件(シ

ンガポール証券先物規則の別紙３に規定されています。)及び適用されるシンガポール集団投資スキーム規約における追

加の開示要件を遵守しなければならないということです。

CISのマネージャーは、シンガポール証券先物法第296条Aに従って、シンガポール証券先物規則及びシンガポール通貨

庁により発布された商品ハイライト・シートに関する業務通達に則った商品ハイライト・シートの作成及び投資家に対す

る提供もしなければなりません。

 

シンガポール証券先物規則

シンガポール証券先物規則は、特に、認可されたCISに関する、信託証書に含まれるべき合意事項及び詳細項目、目論

見書で開示することが必要な事項並びに広告の要件及び制限を規定します。

 

シンガポール集団投資スキーム規約

シンガポール通貨庁が発布したシンガポール集団投資スキーム規約は、とりわけシンガポール証券先物法の第286条に

基づいて認可されるCISのマネージャー及び受託者の各々の役割、責任及び業務上の義務について規定しています(CISの

財産からのマーケティング費用支払いの禁止、関連会社との取引の制限、受益者に対する償還金の支払時期、受益者に対

する報告書及び決算書の作成と送付に関する要件、受益者に対する重要な変更の通知の送付に関する要件、信託証書の修

正のために受益者の集会が必要とされる状況、ファンド資産の評価方法に関するガイドライン、評価エラーに関する補償

の要件、現金割戻し及びソフト・ダラーの受領に対する制限、ファンド名に関するガイドライン、金融デリバティブの使

用に関する要件、ファンド(インデックス・ファンドを含みます。)の種類別の投資及び借入に関するガイドライン及び制

限並びに追加的な目論見書の開示要件を含みます。)。
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(５)【開示制度の概要】

①　シンガポールにおける開示

(ⅰ) 目論見書の開示要件

シンガポールの個人投資家向けに募集されるシンガポール籍の認可されたCISに関する各目論見書は、シンガポー

ル通貨庁によって登録される前に、シンガポール証券先物規則の別紙３において記述される開示要件に従わなければ

なりません。それらの開示要件には、とりわけ、CISの名称、目論見書の登録及び有効期限、CISの設立場所、信託証

書及び補足証書のリストに関連する開示が含まれ、それらの証書が閲覧され最新の年次・中間報告書及び決算書が取

得される場合には、CISに適用される評価方法、マネージャーの名称、住所及び実績、(もしあれば)サブ・マネー

ジャーの名称及び実績、受託者の名称、マネージャーの各取締役及び重要な役員の関連する過去の実務経験、学歴、

専門的な資格、専門分野又は責任、マネージャーが第三者に何らかの職務を委任しているかどうか、当該代理人の名

称及び委任された職務、受託者の名称、受託者及びカストディアンの財政上の監督機関、CISに関する保管契約、(も

しあれば)投資アドバイザーの名称及び実績、並びに登録機関の名称に関連する開示が含まれ、受益者の受益者名簿

が閲覧される場合には、CISの監査人の名称、CISの構造、マネージャーの投資目的、焦点及びアプローチ方法、受益

者及びCISが支払うべき手数料及び料金、CISへの投資における一般的及び特殊なリスク、引受の手順の説明、初期及

び後期の引受金額、取引の期限(価格決定が将来か過去かを含みます。)、数値で表した引受の例、受益者に引受の確

認書が発行される期間、(CISが異なるクラスに分けられている場合には)各クラスの特色と権利及び義務に関する説

明、定期的積立貯蓄プラン及び投資家が定期的積立貯蓄プランへの参加をやめることができる旨の説明(もしあれ

ば)、現金化の手順、保有及び現金化の最少金額、数値で表した現金化の例、受益者に現金化による収入が支払われ

る期間、ユニットの交換(適用される場合には)の手順、受益者によるユニット価格の取得方法に関する説明、ユニッ

トの発行又は償還が停止される可能性のある例外的な状況、CISの過去の実績(適用される場合には)、CISの業績に関

するベンチマーク(適用される場合には)、経費率及び回転率、ソフト・ダラー手数料、利益の相反、CISの会計年度

末、受益者が報告書及び決算書を受け取る期間、マネージャーに対する質問及び苦情の連絡先番号、並びにその他の

重要な情報に関連する開示が含まれます。

さらに、シンガポール籍の認可されたCISに関する目論見書は、シンガポール集団投資スキーム規約のうち、適用

される開示要件にも従わなければなりません。かかる開示要件は、とりわけ、マネージャーの社内信用評価基準(当

該マネージャーが信用格付機関が出す格付を使用している場合)、金融デリバティブの使用及び証券貸付/レポ取引活

動の詳細に関する開示を含み、インデックス・ファンドについては指数の市場/セクター、指数算出手法、指数の特

徴及び構成、指数の組入上位10構成銘柄の名称及び比重、指数トラッキング方法、トラッキング・エラーについての

警告、指数提供者及びマネージャー間の関係、指数の集中に関する警告、指数の構成の変更、市場の変化に適応する

ためのマネージャーの裁量権の欠如、指数の使用に関する重要な認可条件並びに指数が利用不能になった場合の危機

管理計画に関する開示を含みます。
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また、認可されたスキームのマネージャー(ファンド管理のキャピタル・マーケット・サービスの免許を有してい

なければなりません)は、ファンド管理会社の流動性リスク管理実務に関するガイドラインを遵守する必要があり、

これにより当該マネージャーは、当該マネージャーが流動性リスク管理に関連して取る一般的なアプローチ、CISの

構成書類で定めた流動性管理ツールの詳細及びかかるツールが投資家の償還を受ける権利に及ぼしうる影響を説明す

る明確な開示をCISの公募書類に含めなければなりません。

 

(ⅱ) 報告書及び決算書

シンガポール集団投資スキーム規約に基づき、認可されたCISのマネージャーに対しては下記を作成することが求

められ、認可されたCISの受託者に対しては下記を送付すること(又は電子的手段により入手可能にすること)が求め

られます。

(a) CISの中間期終了後２カ月以内に受益者に送付されるべき、半期報告書及び半期(未監査)決算書。

(b) CISの会計年度終了後３カ月以内に受益者に送付されるべき、年次報告書及び年次監査済決算書。

認可されたCISに関する報告書には、少なくともシンガポール集団投資スキーム規約において定められた情報が記

載されなければなりません。それらの情報には下記が含まれます(当てはまる場合には)。当該期間末の時点における

投資対象の市場価格及びCISの純資産額(以下「NAV」といいます。)における割合、当該期間末の時点と前年の同時点

における投資対象上位10の市場価格及びCISのNAVにおける割合、当該期間末の時点における金融デリバティブへのエ

クスポージャー、他のファンドに投資されているCISのNAVの金額及び比率、当該期間末の時点における借入金の金額

及び対CISのNAV比率、当該期間中の償還及び引受の金額、当該期間中の関連当事者取引の金額、当該期間中及び前年

の同期間中のCISの実績及びベンチマーク、経費率及び回転率、CISの評価に悪影響を及ぼす重要な情報、並びに受領

されたソフト・ダラーに関する説明。さらに、CISが金融デリバティブを使用する場合、参照ポートフォリオ(又はベ

ンチマーク)として相対的バリュー・アット・リスク・アプローチが使用されているときは、報告書に、グローバ

ル・エクスポージャーの計算に使用した方法及び使用されたレバレッジ水準についての情報を含まなければならない

ものとします。さらに、CISが有価証券の貸付又は再購入取引を行う場合、当該CISの半期及び年次報告書には、譲渡

可能な貸付有価証券の合計価格、貸付可能な資産合計における貸付有価証券の金額及び管理下にある当該CISの資産

の金額、再購入取引の絶対量、担保保有の概要及び様態、当該CISが受領する担保有価証券の上位10位、有価証券の

貸付及び再購入取引の相手方上位10位、非現金の担保の時価並びに資産クラス及び格付によるその内訳(当てはまる

場合には)、現金担保で行われる投資の価格及び種類並びに資産クラス及び格付によるその内訳(当てはまる場合に

は)、有価証券の貸付及び再購入取引の(i)担保の種類、(ii)通貨、(iii)期間、(iv)相手方の地理的な位置、(v)現金

担保と非現金担保の比率、(vi)非現金担保の満期及び(vii)決済/精算(トライ・パーティー、二者間又は中央精算機

関、当てはまる場合には)による内訳、担保を提供した相手方を特定する情報、カストディアンの数及び各カスト

ディアンが保有する資産の量、カウンターパーティーが保有する有価証券を受領する方法(すなわち隔離口座又は貯

蓄口座)、CISの計算期間中、有価証券の貸付でCIS及びマネージャーが得た収益(当てはまる場合には)並びに有価証

券の貸付及び再購入取引から得た利益と現金担保再投資から得た利益の商に関する開示が含まれている必要がありま

す。
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(ⅲ) 投資家に対する通知

シンガポール集団投資スキーム規約の下では、認可されたCISのマネージャーは、CISに対してなされる重要な変更

について、その変更が発効する１カ月前までに受益者に通知するように求められます。重要な変更の例としては、投

資目的、焦点又はアプローチ方法の変更、マネージャー若しくは受託者に支払われる報酬の増額、CISから支払われ

るその他の手数料若しくは料金の大幅な増額、又は受益者が支払う手数料若しくは料金における重大な変更、CISの

財産からの報酬又は経費の支払形式を新たなものにする信託証書又は目論見書の修正、新しいマネージャー、サブ・

マネージャー、投資アドバイザー若しくは受託者の交替、解任若しくは任命、受益者に重大な不利益をもたらすこと

になる受益者の権利若しくは義務における変更、並びに直接投資からフィーダー・ファンド構造への変更及びその逆

の変更が含まれます。

さらに、インデックス・ファンドについて、シンガポール集団投資スキーム規約は、指数算出手法若しくは特定の

状況における原則の変更、指数の目的若しくは特徴の変更、又はCISの指数トラッキング方法の変更を含むインデッ

クス・ファンドに関する重大な変更について、マネージャーは可能な限り速やかに受益者に対して通知すべきことも

要請します。

 

②　香港における開示

(ⅰ) 目論見書の開示要件

本信託の目論見書には、投資家が提案された投資について十分な情報を得た上で判断できるよう必要な情報が含ま

れなければなりません。特に香港証券先物委員会規約及び香港証券先物委員会ハンドブックに従い、同ハンドブック

の「包括的な原則セクション」において記述される情報が記載されなくてはなりません。それらの情報には例えば下

記が含まれます。本信託の構造、投資の目的及び制限、本基礎指数に関する記載及びその他の情報、本信託及び本基

礎指数に関する関連情報(取引の種類に関する情報及びそれらの情報を投資家に与えるルートを含みます。)を投資家

が取得する方法、本信託の担保方針及び担保基準、資産及び価格の評価、流動性リスク管理、運用者及び責任者、ユ

ニットの特徴、設定及び償還の手続き、分配の方針、手数料及び料金(本信託の見積もり合計支出率を含みます。)、

関連当事者取引、課税、財務報告書書、投資家の質問又は苦情の連絡先の情報、適切なリスクの警告、一般情報、本

信託の終了及び認可状況又は本信託に付与された免責、保管契約並びに商品重要事項説明書等です。
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(ⅱ) 財務報告書

本信託は、各会計年度に関して少なくとも２冊の財務報告書を発行するように求められます。年次報告書には、香

港証券先物委員会規約の附属書Eにおいて記述される情報が含まれなければなりません。それらの情報には下記が含

まれます。資産及び負債の計算書、損益計算書、資本勘定変動計算書、主要な会計方針、関係者との取引、ソフト・

ダラー手数料の取り決め、借入及び偶発債務、並びにコミットメント、形成コスト、配当、ユニットの詳細、取引コ

スト、監査報告書、投資ポートフォリオ、保有担保、実績表及び金融デリバティブ商品から生じるエクスポージャー

の情報。年次報告書及び決算書は本信託の当該会計年度が終了した後４カ月以内に、香港証券先物委員会規約の附属

書Eにおいて要求されている情報を含む中間報告書は当該中間期が終了した後２カ月以内に、発行されなければなり

ません。シンガポールでの要件に従い、本信託の年次報告及び決算は、本信託の会計年度末から３カ月以内に公表さ

れることをご承知おきください。本信託の年次報告書、決算書及び中間報告書は英語及び中国語で発行されます。

 

(ⅲ) 投資家に対する通知

香港証券先物委員会規約の下では、本信託の設定文書、主要な運用者、投資の目的、方針及び制限、手数料の構

造、取引及び価格の取り決めに対する変更、受益者の権利若しくは利益に重大な不利益をもたらす可能性のあるその

他の変更、又は本信託の基礎指数の差替については、(変更が重大でない変更でありかつ合理的な手続に該当し、香

港証券先物委員会より事前の承認を要求されない場合を除き、)事前に承認を得るために香港証券先物委員会に提出

されなければならず、同委員会はそれらの変更が発効する前に、受益者に通知すべきか否かを判断し、適用すべき通

知の期間を決定します。本信託に対するその他の変更については、香港証券先物委員会規約において明示的に規定さ

れない限り、マネージャーは、受益者が本信託のポジションを評価するために必要な本信託に関する情報を、妥当に

実行可能な限り速やかに受益者に通知すべきです。

香港証券先物委員会は、本基礎指数の許容性に影響を与えうるあらゆる事象について協議しなければなりません。

本基礎指数に関連する重大な事由についても、実行可能な限り速やかに受益者に通知すべきです。それらの事由に

は、本基礎指数を編集若しくは算定する方法/ルールの変更、又は本基礎指数の目的若しくは特徴の変更を含む可能

性があります。

マネージャーは、受益者に対する通知が誤解を招くものではなく、投資家に伝えておくべき正確かつ十分な情報を

含んでいることを保証する責任を負っています。すべての通知には、投資家が問い合わせるための香港の連絡先番号

を記載すべきです。

 

(ⅳ) 取引情報

香港証券取引所の取引時間中に一般的に入手可能な株式に関する情報(例えば買い/売り呼び値や気配値画面)に加

えて、本信託は下記の取引情報(放棄されない限り)を、本信託のウェブサイト、本信託のウェブサイトの香港証券取

引所(Hong Kong Exchange and Clearing Limited)へのハイパーリンク、香港の小口ブローカーからアクセスできる

本信託の取引情報を日常の業務において普及させる情報提供機関の情報ページ、又は香港証券先物委員会が容認する

その他の経路を通じて、リアルタイム若しくはそれに近いベースで、一般の人々に対して提供しなければなりませ

ん。
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(a) 推定純資産額又は基礎ポートフォリオの参考価格

(b) 純資産額の最新の終値

(c) 取引の停止及び再開に関する通知

(d) 構成有価証券の構成(実行可能であれば)

本信託が、指数のパフォーマンスを再現するために金融デリバティブ商品を使用して合成的にこれを再現する方法

を採用する場合、本信託は、当てはまる場合には、各カウンターパーティーに対するエクスポージャーの合計純額並

びに受領した担保の価値、性質及び構成を(本信託の純資産価値の割合として)公表すべきものとされています。

 

③　日本における開示

(ⅰ) 金融商品取引法上の開示

日本において受益証券の募集又は売出しがなされないため、有価証券届出書は作成されません。同様に金融商品取

引法に基づく目論見書も作成・交付されません。

本マネージャーは、本信託の各事業年度の財務状況等を開示するために、各計算期間終了後６カ月以内に本信託の

有価証券報告書を、また、各半期終了後３カ月以内に半期報告書を、さらに、本信託に関する重要な事項について変

更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。希望する者は、これらの書類を関

東財務局又はEDINETにおいて閲覧することができます。

 

(ⅱ) 投資信託及び投資法人に関する法律上の開示

本マネージャーは、本信託の受益証券が東京証券取引所に上場しているため、投資信託及び投資法人に関する法律

(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といいます。)に基づく金融庁長官への届出は行われていません。また、投

信法に基づく運用報告書も作成されません。

 

(ⅲ) 東京証券取引所規則に基づく開示

東京証券取引所が定める事項に関する開示が、東京証券取引所の提供する適時開示情報システム(TDnet)を通じて

なされます。

 

(６)【監督官庁の概要】

シンガポール証券先物法の監督当局(すなわちシンガポールにおけるCISの募集に関する規制者)はシンガポール通貨庁

です。シンガポール通貨庁は同国の中央銀行であり、その役割はシンガポールの中央銀行として活動すること(金融政策

の実施、通貨の発行、支払システムの監視並びにシンガポール政府の銀行及び金融代理人としてのサービスの提供を含み

ます。)、総合的な金融サービスの監督と金融安定の監視を実施すること、シンガポールの外貨準備を管理すること、並

びにシンガポールを国際的な金融センターとして発展させることです。
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認可されたCISのマネージャー及び受託者は、シンガポール通貨庁の監督に服します。シンガポール通貨庁は、認可さ

れたCISのマネージャーに対し、シンガポール通貨庁が適切なシンガポール証券先物法に基づく管理のために随時必要と

するCISに関する情報又は記録の提供を求めることができます。シンガポール通貨庁は、公衆の利益のため必要又は適切

と考える命令を、認可されたCISのマネージャー又は受託者に対し、発令する権限を有しています。認可されたCISのマ

ネージャーがシンガポール証券先物法又はシンガポール集団投資スキーム規約に従わなかった場合は、シンガポール通貨

庁は認可されたCISの受託者に対し、当該マネージャーを解任し新たなマネージャーを指名するよう指示することができ

ます。シンガポール通貨庁がCISの認可を取り消した場合、シンガポール通貨庁は、自らがマネージャーにとって適切と

思われる命令を出すこともできます(投資家から出資されたすべての金銭の返金命令、又は投資家に対してマネージャー

からすべての出資金の返金を受けるか若しくはユニットの償還を受けるかを選択する権利をシンガポール通貨庁が認めた

条件により与える命令を含みます。)。
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２【投資方針】

(１)【投資方針】

①　投資目的

本信託の投資目的は、手数料及び経費控除前において、本基礎指数の総利回りに密接に対応した投資成果を提供し

ようと努めることです。

 

②　投資の基本方針

(ⅰ) 投資の基本方針

本マネージャーは、代表サンプリング又は類似の方法を採用して、アジア政府、アジア政府のエージェンシー若し

くは外郭団体又はアジア政府が支援する団体若しくは準アジア政府団体により発行又は保証されたアジア通貨建債

券、及び国際金融機関、国際金融機関のエージェンシー若しくは外郭団体又は国際金融機関が支援する主体により発

行されたアジア通貨建債券(いずれの場合も、本指数提供者により決定され、その時点における本基礎指数を構成す

る銘柄。)(以下「指数構成銘柄」といいます。)を中心として本信託の資産を投資することにより、また指数構成銘

柄と同一の発行体により発行される指数構成銘柄以外の一定の証券(以下「非指数構成銘柄」といいます。)に対して

も本信託の資産を投資することにより、本信託の投資目的を達成するべく努めます。代表サンプリングとは、本基礎

指数と類似の投資特徴を有する、本基礎指数を構成する証券の代表サンプルに投資するという方法です。選択された

証券は、全体として本基礎指数と類似の特徴(利回り及び満期等)を有します。本信託は、原則として、本基礎指数に

含まれるすべての証券を保有するものではありません。

一定の指数構成銘柄の流動性が低い点を考慮すると、代表サンプリングという方法の利用は、本信託のトラッキン

グ・エラーを減少させるのに必要です。代表サンプリングを用いるに当たり、本マネージャーは、全体として資本構

成、産業及び基本的な投資特徴が本基礎指数と同様の実績を示すような形で、本信託のポートフォリオを構築するこ

とに努めます。時間の経過と共に、本マネージャーは、本基礎指数の特徴の変化を反映させるために、又は本信託の

パフォーマンス及び特徴を本基礎指数とより近いものとするために、本信託のポートフォリオ構成を変更(又は、

「再調整」)することができます。

アジア通貨建債券市場の流動性が低いことに鑑み、本マネージャーは、本基礎指数のパフォーマンスに関連する本

信託のトラッキング・エラーを最低限に抑えるべく、一定の非指数構成銘柄への投資を行うことを認められます。適

格な非指数構成銘柄とは、米ドル建証券及びアジア通貨建証券であって、指数構成銘柄ではないが、指数構成銘柄の

発行体により発行され、本マネージャーの意見において、同等の指数構成銘柄に実質的に類似し、本信託の投資目的

に合致した動きをする可能性があるものをいいます。非指数構成銘柄に対するエクスポージャーの総額は、本信託の

NAV総額の20%を限度とします。以上にかかわらず、本マネージャーは、実現可能でありかつ本信託の投資目的の達成

に合致する範囲で、指数構成銘柄に投資することを予定しています。さらに、本信託は、本基礎指数における対応す

る組入比率を超えて指数構成銘柄を保有することができます。ただし、指数構成銘柄のエクスポージャーの総額は、

当該指数構成銘柄の本基礎指数における組入比率を、本信託のNAV総額の５%相当額を超えて超過しないことを前提と

します。
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本マネージャーは、本基礎指数のパフォーマンスに関連する本信託の総利回りのトラッキング・エラーを最低限に

抑えることを目的として、本基礎指数の構成、組入比率又は構成銘柄の変更を反映させるため、随時本信託の投資

ポートフォリオの再調整を行います。かかる再調整は、非指数構成銘柄への投資の形で行う可能性があります。

中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール及びタイ(以下、個別に「指数構成経

済」といい、「指数構成諸経済」と総称します。)のそれぞれは、本基礎指数における経済組入比率を有します。経

済組入比率は、基礎となる債券市場及び通貨市場の変動並びに上記「１ ファンドの性格　(１) ファンドの目的及び

基本的性格　③ 本基礎指数の説明」に記載する要素を含め、多くの要素の影響を受けます。しかしながら、大まか

な見方では、2019年６月14日時点で、本マネージャーは、各指数構成経済は、次のような経済組入比率の範囲を有す

るものと考えています。

 

 組入比率の範囲

中国 18－25　%

香港 ４－16　%

インドネシア ３－11　%

マレーシア ４－16　%

フィリピン ３－11　%

シンガポール 10－25　%

韓国 10－25　%

タイ ４－16　%

 

本基礎指数における指数構成経済の組入比率の範囲は、時間の経過と共に変更される可能性があり、そのため、本

信託の指数構成経済の組入比率の範囲もまた、これに従って変更され、上記の当初組入比率の範囲から外れる可能性

があります。

本基礎指数の詳細情報については、上記「１ ファンドの性格　(１) ファンドの目的及び基本的性格　③ 本基礎

指 数 の 説 明 」 を 参 照 し て く だ さ い 。 本 基 礎 指 数 の 現 行 の 市 場 別 組 入 比 率 に つ い て の 情 報 は 、

http://www.markit.com/product/IBoxxから入手することができます。

本信託は、シンガポール通貨庁により発布されたシンガポール集団投資スキーム規約(Singapore Code on

Collective Investment Schemes)(随時修正されます。)(以下「シンガポール集団投資スキーム規約」といいます。)

の附属書１に規定される基幹投資ガイドライン及びシンガポール集団投資スキーム規約の附属書５に規定されるイン

デックス・ファンドに関するガイドライン(これらをあわせて「投資ガイドライン規約」と総称します。)の適用を受

けます。

香港証券先物委員会ユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド規約(Hong Kong SFC Code on Unit Trusts

and Mutual Funds)(以下「香港証券先物委員会規約」といいます。)及びシンガポール集団投資スキーム規約に従

い、本マネージャーは、本信託が、少なくとも異なる６銘柄の証券に投資し、かつ同一銘柄の証券(アジア政府債又

はその他の公債。指数構成銘柄及び非指数構成銘柄を含みますが、これらに限られません。)への投資が本信託のNAV

総額の20%を超えないことを確保します。この目的上、同一発行体が発行した同一シリーズであっても、利払額、利

払時期又は満期日が異なる証券は、異なる銘柄として扱われます。
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デリバティブは、ヘッジのため(例えば、金利リスクの管理)及び/又は効率的なポートフォリオ運用のために使用

することができます。本マネージャーは、本信託のポートフォリオ中のデリバティブを、本信託のポートフォリオを

本基礎指数及び本基礎指数に連動させるのに重要なその他の特徴に密接に対応させることにより、本信託の投資目的

の達成を助長するために利用します。

本信託は、本信託の投資目的の達成との整合性を保ちながら本基礎指数と密接に連動したパフォーマンスを目指す

際及びキャッシュ・フローを管理する際、(ヘッジ目的の場合を除き)NAV総額の15%を上限として(本信託による支払

いであるか本信託への支払いであるかを問わず関係商品の契約額の評価又は(オプション及びワラントの場合には)プ

レミアムの総額を参照して確定します。)、本基礎指数に関係し又は本信託が保有する指数構成銘柄若しくは非指数

構成銘柄のポジションに関係するレポ契約、先物契約、先物契約に対するオプション、オプション、ワラント及びそ

の他のデリバティブ商品に投資することができます。ヘッジ目的のために行う同様の投資に対しては、別途15%の制

限が適用されます。

「アクティブ運用」されるユニット・トラスト及びミューチュアル・ファンドとは異なり、本信託は、連動先であ

る市場を「上回ろう」とするものではなく、また市場が停滞するか又は一部の基準により過大評価されているような

場合にも一時的に防御的ポジションを取ることはしません。したがって、本基礎指数が低下することにより、これに

対応して本信託のNAVが減少することになります。

 

(ⅱ) 相　　関

「相関」は、ある投資について定期的に測定される総利回りが他の投資のものと類似している程度を測定するもの

です。指数が理論上の金融的計算であるのに対し、本信託は現実の投資ポートフォリオです。本信託及び本基礎指数

のパフォーマンスは、報酬及び費用、取引コスト、構成証券の変動、市場の影響並びに時期の違いにより、多少異な

ります。

本マネージャーは、長期にわたって、本信託と本基礎指数の総利回りの間の相関が、報酬及び費用の控除前におい

て、95%以上となるものと予想しています。100%という数値は、完全な相関を示します。本信託とその関連する本基

礎指数の費用控除前の総利回りの間のトラッキング・エラーは、年間で0.4%を下回ることが見込まれます。トラッキ

ング・エラーとは、本信託の総利回りと本基礎指数の総利回りとの間の変動の測定値です。本信託の年間の費用控除

前の総利回りと本基礎指数の総利回りとの相違は、長期にわたる平均に基づけばほとんどの期間について、このト

ラッキング・エラーの額を下回るはずです。本マネージャーは上記の相関を達成するものと考えていますが、本信託

の総利回り(報酬及び費用の控除前)と本基礎指数の総利回りとの間の実際の相関が予想したものより小さかったとし

ても、本マネージャー及び本受託者はいずれもその責任を負いません。

 

(ⅲ) トラッキング・エラーを最低限に抑える方法

トラッキング・エラーを最低限に抑えるために、本マネージャーは、本信託をそのポートフォリオのデュレーショ

ン、イールドカーブ及びクレジット・リスクを常に本基礎指数のものと密接に対応させるというパッシブ運用を行う

ことを予定しています。
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本信託のポートフォリオ構成証券は、本信託の平均的なポートフォリオのデュレーション、部門、満期時の一括分

配、イールドカーブ・リスク及びクレジット・リスクが本基礎指数のものと類似するように選ばれます。ただし、投

資又は取得時において市場において当該指数構成銘柄が入手可能であることを前提とします。

指数構成銘柄は、本基礎指数に対応させるために本信託ポートフォリオの保有としては常に非指数構成銘柄に優先

されます。したがって、本マネージャーは、必要な指数構成銘柄が投資又は取得時において市場において合理的価格

で入手できない場合に、かかる指数構成銘柄に代わるものとして非指数構成銘柄に投資することを意図しています。

日次ベースで、本信託ポートフォリオのパフォーマンスは、本基礎指数のパフォーマンスとの対比で密接に監視さ

れます。本マネージャーが意図するところは、本信託ポートフォリオとベンチマークのパフォーマンスの間の相違が

事前に決定された額(現在は0.05%(ただし、投資家に通知することなく本マネージャーにより合理的に決定される異

なる額に変更される場合があります。))を１日の中で上回る場合(キャッシュインフロー又はキャッシュアウトフ

ローにより生じたひずみを含みません。)、本マネージャーは、ベンチマークに対して、本信託の平均的なポート

フォリオのデュレーション、部門及び満期時の一括分配を参考としてそのポートフォリオのリスク・ポジションの再

評価を行うというものです。本ユニットの設定及び償還の過程で、本マネージャーは、その日が終了するまでに必要

な証券の売買をすべて完了させることを目指し、それにより本信託の現金保有額を最小限に抑えようとします。

金曜日(営業日ではない場合、前営業日)の営業終了時における本信託の証券ポートフォリオの保有は、本信託専用

のウェブサイト上で、かかる日から７暦日以内(営業日ではない場合、翌営業日)に公表されます。

「営業日」とは、シンガポール及び香港で商業銀行が営業し、(ⅰ)香港証券取引所が通常取引を行っており(香港

証券取引所における取引が、平日の通常終業時前に終了することが予定されている日を除きます。)、かつ(ⅱ)本基

礎指数が集計され、公表される日をいいます。ただし、台風警報シグナル８以上又は「黒色」暴風雨警報シグナル

(又は本受託者が事実上これに類似すると判断する警報若しくはシグナル)が、香港証券取引所が正式に取引を開始し

た後、香港証券取引所が当該日の取引を正式に終了する前において香港で発令されている日(又は本マネージャー及

び本受託者が随時決定するその他の日)を除きます。
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(ⅳ) 証券の貸付

本信託は、効率的なポートフォリオ管理を唯一の目的として、証券の借入を希望するブローカー、ディーラー及び

その他の金融機関に対して、これら自身又はその顧客のための取引完了を目的として、保有する証券を貸し付けるこ

とができます。本信託はまた、潜在的な投資家が適格取引先(以下をご参照下さい。)である場合、クリエイション/

リデンプション・ユニットを設定するための注文を出すことを希望する潜在的投資家に対しても証券を貸し付けるこ

とができます。ただし、かかる貸付は、当該貸付から得た資産を含む本信託のNAVの10%を超えてはなりません。同時

に貸付を行うことができる同一銘柄の証券の上限は、本受託者及び本マネージャーが合意したメカニズムに従って、

本マネージャーがその絶対的裁量で決定します。さらに、貸付が行われる又は貸付が予定されている時はいつでも、

貸付が行われる銘柄の有価証券の金額は、証券貸付代理人が指名し本受託者が承認したサービス提供者(以下「デー

タサービス提供者」といいます。)が決定する貸付可能な当該銘柄の有価証券の市場保有の50%を超えてはなりませ

ん。現在のデータサービス提供者はマークイット・グループ・リミテッド(Markit Group Limited)です。データサー

ビス提供者は、貸付可能な同一銘柄の有価証券の量(以下「貸付可能量」といいます。)を決定するため、多数のレン

ダーからデータを受領します。証券貸付代理人は、本信託が貸し付ける当該銘柄の有価証券を監視し、本信託が貸し

付ける当該銘柄の有価証券の量が貸付可能量(データサービス提供者が提供するデータにより決定されます。)の50%

を超えることがないよう、このデータに照らし、当該貸付を追跡します。当該50%基準を受動的に違反してしまった

場合には、証券貸付代理人は十分な貸付リコールを借入人に発行し、上限要件を満たすようにします。

本信託は、本受託者が承認した借入人に対してのみ証券を貸し付けます。借入人は、すべての法令(投資ガイドラ

イン規約を含みます。)で求められる証券貸付契約の相手方の基準を満たす者に制限されます。2019年６月13日現

在、投資ガイドライン規約により証券貸付契約の相手方は、とりわけ、少なくともムーディーズの「A」、スタン

ダード・アンド・プアーズの「A」又はフィッチの「A」(これらの下位のカテゴリ又は等級を含みます。)の長期格付

けを有していなければなりません。

証券貸付取引が本マネージャー、本受託者又はそれぞれの関係者を通じて行われた場合、当該当事者は、自己のた

めに、当該証券貸付取引に関連して商業的に対等な条件で受領する報酬又は手数料を留保する権限を有します。本信

託は、証券貸付取引から得た証券貸付収益合計の50%以上を受領し、本信託のコスト及び費用の一部に充当します(現

在は証券貸付取引から得た収益合計の70%が本信託の勘定に計上されます)。証券貸付収益の残高は、証券貸付代理

人、本カストディアン及び/又は本アドミニストレーターのためのものとします。

「関係者」とは、任意の会社(以下「当該者」といいます。)に関連して、以下を意味します。

(a) 当該者の普通株式資本の20%以上を、直接間接を問わず実質的に所有する者、又は当該者の議決権株式資本

に帰属する議決権総数の20%以上を、直接間接を問わず行使することができる者。

(b) 上記(a)項に記載の者により支配されている者又は会社。この目的で、会社の「支配」とは以下を意味しま

す。

・　その会社の取締役会の構成の支配(直接間接を問いません。)

・　その会社の議決権株式資本に帰属する議決権の過半数の支配(直接間接を問いません。)、又は
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・　発行済株式資本(利益若しくは資本分配において一定金額を超える分配金に対する権利が付与されない発

行済株式資本は除く。)の過半数の保有(直接間接を問いません。)

ただし、本受託者と本マネージャーが「支配」に関して香港証券先物委員会の認めるその他の定義に合意す

る場合は常に、当該定義が上記定義に取って代わるものとします。

(c) 当該者の持株会社若しくは子会社(いずれの場合も香港の法律である会社法(第622章)の第２条の意味の範囲

内)又は当該持株会社の子会社である会社

(d) 当該者の取締役若しくはその他の役員、又は上記(a)、(b)若しくは(c)項に従う、当該者の関係者である会

社の取締役若しくはその他の役員

証券貸付取引は、証券貸付の専門家と認定されている決済機関又は金融機関であって本受託者が認める金融機関を

通じて実施されます。現在の証券貸付代理人は、HSBCバンク・ピーエルシーです。

本信託は、関連市場における標準的な決済時間に従って、いつでも貸付有価証券を取り戻すことができます。証券

貸付取引の一環として、本信託は担保を受領し、その価値は、証券貸付契約の存続期間中、貸付有価証券の日々の時

価評価の評価価格合計の100%を上回るものとします。投資ガイドライン規約の適用を受け、証券貸付に関して徴求す

べき担保は、指数構成銘柄、非指数構成銘柄及び/又は本受託者が承認し本信託証書に基づき許可されるその他の質

の高い現金と同等の投資対象物で構成するものとします。本信託は、担保がユーロクリア・エス・エー(Euroclear

SA)の担保管理システムを通じて充当され、かつ当該システムの当該担保提供手続において、現金担保の間質での充

当が要求される場合にのみ、現金担保を受け入れます。銀行であるHSBCバンク・ピーエルシーが保有するかかる現金

担保には利息は支払われません。本信託はその証券貸付に関連して受領する担保の再投資を行いません。

HSBCバンク・ピーエルシーは本信託の証券貸付取引に関連して担保を受領するカストディアンとして指名されまし

た。HSBCバンク・ピーエルシーは、本信託の証券貸付取引に関連して受領した担保の保管を行うサブ・カストディア

ン(HSBCバンク・ピーエルシーの関連会社の如何を問いません。)を指名することができます。

証券貸付代理人は、借主の債務不履行リスクを軽減するため、借主に債務不履行保護を提供します。借主が債務不

履行に陥った場合、一定の行動を起こします。これは、証券貸付代理人であるHSBCバンク・ピーエルシーは、(i)

返ってこない貸付証券の数に等しい同等の有価証券の購入(当該有価証券が市場で入手できる限り)及び(ii)借主の債

務不履行が影響を受けるすべての借入に関して、債務不履行が発生していなかったかのように、債務不履行借主の義

務を履行すること(同等の有価証券の再交付を含みます。)を含みます。努力を尽くしたとしても、市場で同等の有価

証券を入手することができない結果、証券貸付代理人が同等の有価証券を再交付することができない場合、証券貸付

代理人は、取得することのできる同等の有価証券を再交付し、本信託名義の口座の貸方に、取得することのできな

かった残りの同等の有価証券の価値を表示する現金合計を、関連する価値又は残りの同等の有価証券の(債務不履行)

市場価値に基づいたプロラタベースで、証券貸付代理人が上記の同等の有価証券の購入を開始した日付より前に発生

した関連する記録日の貸付有価証券に対するすべての拠出金の価値とともに記入するものとします。
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本信託の証券貸付業務に関連して、本マネージャー、本受託者若しくは各関係者が本信託の証券貸付代理人として

指名される場合、又はこれらの者が本信託の証券貸付取引の相手方となる場合、利益相反が生じる可能性がありま

す。現在の本信託の証券貸付代理人は、HSBCバンク・ピーエルシーで、本信託の関係者です。しかしながら、本マ

ネージャーは自社又はその関係者を証券貸付代理人として指名することはせず、また、自社、その関係者若しくはそ

の関連企業(シンガポール会社法第50章セクション４(１)で定義されます。)が本信託の証券貸付取引の相手方となる

ことも許容していません。しかしながら、本信託は、(i)借主が本マネージャー又は本受託者の関係者又は関連企業

(シンガポール会社法第50章セクション４(１)で定義されます。)となる証券貸付取引、又は(ii)本マネージャー若し

くはその関係者を本信託の証券貸付代理人とする指名を容認していません。証券貸付からの収益は本マネージャーに

帰属しません。その結果として、本マネージャー及び本受託者は、本信託の証券貸付業務から生じる利益相反は充分

に縮小されていると考えています。

 

(ⅴ) 投資制限

シンガポール集団投資スキーム規約に基づき、本信託は投資ガイドライン規約の適用を受けます(下記「(５) 投資

制限」を参照してください。)。本信託証書の条件に基づき、本信託は、本信託が保有する同一銘柄(アジア政府債又

はその他の公債を除きます。)の評価額が本信託のNAV総額の10%を超えることとなるような投資対象を保有すること

を制限されます。

前述した通り、本信託はまた、本信託が保有する同一銘柄の指数構成銘柄及び非指数構成銘柄(アジア政府債又は

その他の公債であるもの)の評価額が本信託のNAV総額の20%を超えることとなるような投資対象を保有することを制

限されます。

投資ガイドライン規約に従うことを前提として、香港証券先物委員会規約及び/又は本信託証書の適用ある制限の

いずれか(管轄規制当局から免除を受けていないもの)に(価格変動その他の結果として)違反した場合、本マネー

ジャーは、受益者の利益を斟酌した上で、合理的期間内にかかる状況を是正するために必要なあらゆる措置を講じる

ことを最優先の目的とします。

本信託は、(上記の制限に加え)さらに多くの投資制限に服します。本信託は、以下を行ってはなりません。

・　本信託のNAV総額の20%を超えて非指数構成銘柄を保有すること。

・　本信託が保有する指数構成銘柄の評価額が、当該指数構成銘柄の本基礎指数における組入比率を、本信託のNAV

総額の５%相当額を超えて超過することとなる指数構成銘柄を保有すること。

・　レポ取引、先物、先物オプション、オプション、ワラント及びその他デリバティブ商品を保有すること。ただ

し、本基礎指数に関連する場合又は本信託が保有する指数構成銘柄若しくは非指数構成銘柄のポジションに関連

する場合を除き、それは、以下に限られます。

○　本基礎指数に密接に連動するパフォーマンスを目指すために、かつ、キャッシュ・フローの運用において、

指数構成銘柄(又は本信託が保有する非指数銘柄)に対するエクスポージャーを得る目的(ヘッジ目的を除き

ます。)で上記金融商品に係る契約が締結された場合、本信託のNAV総額の15%以内。

○　上記金融商品がヘッジ目的で締結された場合、本信託のNAV総額の15%以内。
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・　原則として、本信託のNAVの10%を超えて現金、現金等価物(短期預金又は預金証書を含みます。)を保有すること

(ただし、現金による申込金の受領時又は償還時の現金支払いの資金調達のためのものを除きます。)。

・　本信託のNAVの５%を超えて、単一の銀行へ預金をすること、又はかかる銀行が発行した預金証書若しくはその他

の銀行証書に投資すること。

・　集団投資スキームに対する持分を保有すること。

・　種類を問わず不動産を保有すること。

・　本信託証書で許容される場合を除き、空売りを行うこと。

・　無制限の債務引受を伴う投資を行うこと。

その他投資制限に関する詳細な情報は、本信託証書を参照してください。

本マネージャーは、上記の制限に従うことを前提として、本信託に関して、公認の先物取引所又は店頭市場(以下

「OTC」といいます。)で取引されるレポ取引、先物、先物オプション、オプション、ワラント及びその他デリバティ

ブ商品に係る契約を締結する裁量を有しています。レポ取引及びOTCデリバティブ取引を締結するにあたり、本マ

ネージャーは、一定の格付基準(投資ガイドライン規約の中の相手方について適用される格付基準を含みます。)を満

たしている相手方と取引を行うことを予定しています。レポ取引を締結した結果として生じるすべての収益(支払う

べき報酬又は手数料の控除後)は、本信託の勘定に計上され、レポ取引のために供される担保は現金又は現金等価物

の形になります(投資ガイドライン規約の中の証券貸付及びレポ取引についてのガイドラインに服します。)。

ヘッジ及び/又は効率的ポートフォリオ運用の目的で、金融デリバティブを使用する可能性があります。本マネー

ジャーは、金融デリバティブの利用に関連するリスクを制御・管理するために必要な専門知識を備えており、採用さ

れたリスク管理、コンプライアンス手続き及び管理が妥当なものとなること並びにこれらが実施されていること又は

実施されることを確保します。本マネージャーは、本信託の金融デリバティブに対するエクスポージャーを決定する

ため、投資ガイドライン規約に規定されるコミットメント・アプローチを使用します。

デリバティブは、信託宣言、ファンドの宣言文書又は投資運用ガイドラインでその利用が明示的に認められるポー

トフォリオにおいてのみ利用することができます。デリバティブ及びそれに関連するリスクを管理するために採用さ

れる管理及びシステムは、その複雑さや意図される目的に適ったものが選ばれます。

デリバティブのエクスポージャーを監視及び計測するために用いる分析ツールは、業界の標準的な情報と価格決定

のソースと共に、デリバティブのポジションを評価・監視し、既定のヘッジや投資のパラメーターが確実に遵守され

るために用いられます。そのようなシステムを評価するために用いる基準は、デリバティブの単独のリスクを監視で

きるばかりでなく、デリバティブのポジションを投資ポートフォリオ全体の中でとらえ、デリバティブによる直接的

及び間接的なポジションを統合することによって、投資ガイドラインの違反を総合的に監視できるものであるべきで

す。これらのエクスポージャーは、ポートフォリオにおける投資ポジションのリスク・エクスポージャーを監視しモ

デル化するためのイールド・ブック等の第三者のアプリケーションや専有リスク管理ツールによって監視されます。
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デリバティブのエクスポージャーは、ポートフォリオのリスク・エクスポージャーが投資リスク制限の範囲内で管

理されるように、独立したリスク・マネージャーが定期的にポートフォリオをレビューすることによって監視されま

す。さらに、コンプライアンス・チームがすべての投資ガイドラインと承認された取引相手方のリストが確実に遵守

されるように定期的な審査を行います。

下記記載を除いて、本マネージャーは、預金又は現金投資を行っている銀行について以下の信用格付要件を適用し

ます。

・　銀行は、以下の格付種類のうち少なくとも１つについて、ムーディーズからA３以上、又はマグロウヒル・カン

パニーズ・インクの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ(以下「スタンダード・アンド・プアーズ」

といいます。)若しくはフィッチ・インク、フィッチ・レーティングズ・リミテッド及びその子会社(以下

「フィッチ」といいます。)から同等の格付けを得ていなければなりません。

○　長期無担保優先債務格付け又は同等の格付種類

○　ムーディーズから発行体格付け

○　スタンダード・アンド・プアーズから長期発行体信用格付け

・　長期無担保優先債務格付け又は発行体格付けを得られない場合、１年内に満期を迎える定期預金に関係する銀行

及び１年内に決済されるOTC取引に関する相手方は、ムーディーズからPrime-１以上又はスタンダード・アン

ド・プアーズ若しくはフィッチから同等の格付けを得ていなければなりません。

本マネージャーはまた、銀行が本受託者により承認されている場合には、上記信用格付要件を満たしていない銀行

に現金を預託若しくは投資することができます。

本マネージャーは、投資ガイドライン規約の中の相手方(レポ取引及びデリバティブ取引の相手方を含みます。)に

ついて適用される格付要件を適用します。

本マネージャーが信用格付機関により発行された格付けに依存するため、本マネージャーは一連の社内信用評価基

準を確立し、その投資がそれらの基準と一致することを確保するため、信用評価プロセスを導入しました。本マネー

ジャーの信用評価プロセスの情報は、請求に応じて投資家に入手可能となります。

 

(ⅵ) 本基礎指数が入手不能になった場合の危機管理計画

本基礎指数が入手不能になった場合、本マネージャーは、本基礎指数と実質的に同様であると自らが認める、即時

使用可能な代替指数(必要な場合、本指数提供者又は本マネージャーがカスタマイズします。)の調達に努め、受益者

の利益を考慮に入れながら、この指数を使用して本信託のポートフォリオを運用するものとします。この指数の使用

は本受託者、監督委員会及び香港証券先物委員会による事前承認を条件とします。

当該指数が即時入手可能でない場合、本マネージャーは本基礎指数と実質的に同様の指数を設定できる指数提供者

を探す可能性を検討するか、又は必要があれば、本信託を清算することが受益者の全般的な最善の利益であるか否か

を検討するものとします。本マネージャーが手続きを進めることを許可されるためには、本受託者及び監督委員会が

事前に同意する必要があります。

ベンチマーク指数が入手不能である移行期間中、本マネージャーは、指数トラッキング・ファンドのパッシブ・ス

タイルと一致した方法で、かつ、本マネージャーが本基礎指数の方法論を決定できる範囲内で当該方法論に従って、

本信託のポートフォリオの運用を継続するものとします。
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(ⅶ) 借　　入

本マネージャーは、本信託に関して随時一定の借入権限を行使することができますが、本信託によるすべての残存

借入の元本額は、いずれの取引日(定義については下記「第２ 管理及び運営　１ 申込(販売)手続等　(２) シンガ

ポールにおける設定　① 本ユニットの設定」を参照してください。)においても、本信託の総資産(受取収益及び分

配のための勘定に計上されている金額を除きます。)(以下「本預託財産」といいます。)の10%相当額を超えることが

できません。借入は、米ドル又はアジア通貨建てで行わなければならず、償還を行うため及び１又は複数の以下の特

定の目的に応じるため一時的(４週間を超えることはできません。)なつなぎの要求のために行うことができます。

・　本ユニットの償還時に本信託証書に基づく支払いを行うため。

・　本信託証書の条件に従い、かつ、シンガポール集団投資スキーム規約及び香港証券先物委員会規約により認めら

れる、指数構成銘柄又は非指数構成銘柄の購入又は売却を決済するため及びその他の投資を行うか又はその他の

取引を締結するため。

・　本信託証書に基づき認められる本信託報酬、費用及び債務を支払うため。

・　本信託証書に従い、収益分配の支払いを行うため。

借入の元本総額が許容額を超える場合、本マネージャーは、投資家の利益を斟酌した上で、合理的期間内にかかる

状況を是正するために必要なあらゆる措置を講じることを最優先の目的とします。借入に関して生じた利息及び/又

は費用は本信託により支払われます。

本マネージャーは、本信託の資産(受取収益を構成する資産を除きます。)を借入の担保に供することができます。

本受託者は、本信託証書に従い締結される、許容された借入に起因する本預託財産の評価額の減少から生じるいか

なる損失についても、責任を負いません。

 

③　ベンチマーク及びパフォーマンス

　2019年６月30日現在の本信託及び本基礎指数の過去のパフォーマンスは以下の通りです。

 

 ３年 １年
2005年６月29日設定来

(年率換算)

本　信　託 2.25% 6.80% 4.35%

本基礎指数 2.76% 7.33% 4.96%

注：

１.　パフォーマンスの測定開始日は、本信託のユニットが初めて発行された2005年６月29日です。

２.　本信託の利回りは、配当金を含む米ドル建純資産額から計算されています。１年未満のパフォーマンスの利回りは

計上されていません。

３.　これらの数値は、本信託の2019年度アニュアル・レポートから引用しております。

４.　投資家は、本信託及び本基礎指数の過去のパフォーマンスが必ずしも将来のパフォーマンスの指標にならないとい

うことに注意してください。
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(２)【投資対象】

上記「(１) 投資方針」を参照してください。

 

(３)【運用体制】

①　投資目的及び指標指数の理解

投資ニーズ及び選択された指標指数のリスク特性を十分理解するために、ポートフォリオ・マネージャーは、ファ

ンドの投資目的及び投資ガイドラインを検討します。

 

②　投資ポートフォリオの構築

ポートフォリオ・マネージャーは、通貨、修正デュレーション、満期に関する情報、債券発行者及び分野ごとの債

券総額等の、指標指数の主要なリスク特性に対抗するため、層別抽出法を使用して、投資ポートフォリオを構築しま

す。当該プロセスは、定期的な月次指数の見直し及び顧客によるファンドの引受又は償還の注文のために遵守されま

す。

 

③　取引の執行

上記②で示した取引は、市場で相手方との間でトレーダーにより執行されます。執行された取引の詳細は、取引入

力システムに入力され、その後オペレーション・チームにより処理されます。

 

④　ポートフォリオの監視及び調整

ポートフォリオ及び指数のエクスポージャーを示すリスク報告書は、ポートフォリオのエクスポージャーが指標指

数と一致することを確保するために、取引執行の翌日にポートフォリオ・マネージャーによって作成されます。ポー

トフォリオのエクスポージャーは、ポートフォリオ運用チーム及びリスク管理チームにより監視されます。ポート

フォリオのエクスポージャーの調整は、指数のエクスポージャーから著しい逸脱がある場合に行われます。コンプラ

イアンス・チームもまた、投資目的、ガイドライン及び地域の規制の遵守を確保するために、ポートフォリオ投資活

動を監視します。

 

(４)【分配方針】

本信託は、半期ごとに、各分配期間内に、受益者に対して、収益配当及び正味実現キャピタルゲインを支払います。収

益配当及び正味実現キャピタルゲインの額を決定するための最初の分配期間は、当初設定日に開始し、2006年６月30日に

終了しました。その後の各分配期間は、前回の分配期間の末日の翌日に開始し、６月30日(又は本マネージャーが(本受託

者の事前承認を得て)決定するその他の日)に終了します。本マネージャーは、７月１日から12月31日の期間について中間

分配を行うことを意図しています。現在、本マネージャーの完全な裁量及び本信託による事前の承認によって別途合意さ

れた場合を除き、配当再投資サービスは実施しておりません。
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本マネージャーは、本基準日の直前の香港営業日(以下それぞれ「配当落日」といいます。)において、受益者に対する

分配に利用可能な収益及び正味実現キャピタルゲインの額を決定します。

「本基準日」は、１月22日及び７月22日です。ただし、当該日が香港営業日でない場合、本基準日は、直後の香港営業

日(又は本マネージャーが本受託者の事前承認を得て決めるその他の日)とします。「香港営業日」とは、香港証券取引所

が通常取引を行っている日(香港証券取引所における取引が、平日の通常終業時前に終了することが予定されている日を

除きます。)をいいます。ただし、台風警報シグナル８以上又は「黒色」暴風雨警報シグナル(又は本受託者が事実上これ

に類似すると判断する警報若しくはシグナル)が、香港証券取引所が正式に取引を開始した後、香港証券取引所が当該日

の取引を正式に終了する前において香港で発令されている日(又は本マネージャー及び本受託者が随時決定するその他の

日)を除きます。

本信託の半期分配期間中の中間配当落日の場合には、本受託者は、当該基準日における本信託の受益者に対し、中間分

配((ⅰ)(a)本信託の全純収益(収益から適切に支払うべき本信託の報酬、コスト及び費用を控除し、収益から適切に支払

うべき未払報酬、コスト及び費用の支払いに関する適切な引当金を積み立てた後のものとします。)と(b)本基礎指数の平

均利回りを乗じた本信託の本預託財産の平均評価額と等しい金額(当該金額から、収益から適切に支払うべきすべての報

酬、コスト及び費用並びに収益から適切に支払うべき未払報酬、コスト及び費用の支払いに関する適切な引当金に関する

金額を控除します。)の低い額(いずれの場合においても、前回の最終配当落日から始まる期間に関するものとします。)

並びに、(ⅱ)前回の最終配当落日から始まる半期分配期間に関する、本マネージャーが当該半期の期間における本基礎指

数の総利回りを十分考慮の上決定する正味実現キャピタルゲインの額、分配される純収益の額及び受益者全体の利息。)

を配分します。

本信託の通年分配期間中の最終配当落日の場合には、本受託者は、当該基準日における本信託の受益者に対し、最終分

配((ⅰ)(a)本信託の全純収益(収益から適切に支払うべき本信託の報酬、コスト及び費用を控除し、収益から適切に支払

うべき未払報酬、コスト及び費用の支払いに関する適切な引当金を積み立てた後のものとします。)と(b)本基礎指数の平

均利回りを乗じた本信託の本預託財産の平均評価額と等しい金額(当該金額から、収益から適切に支払うべきすべての報

酬、コスト及び費用並びに収益から適切に支払うべき未払い報酬、コスト及び費用の支払いに関する適切な引当金に関す

る金額を控除します。)の低い額(いずれの場合においても、通年分配期間に関するものとし、中間分配として、以前に配

分及び分配された額を控除します。)並びに、(ⅱ)中間分配として以前に配分及び分配された正味実現キャピタルゲイン

の額を控除した、通年分配期間に関する、本マネージャーが当該期間における本基礎指数の総利回りを十分考慮の上決定

する正味実現キャピタルゲインの額、分配される純収益の額及び受益者全体の利息。)を配分します。通年分配期間に関

して受益者に配分、分配されなかった純収益(本信託の報酬及び費用を控除した後のもの)並びに正味実現キャピタルゲイ

ンは、通年分配期間の最終基準日後に本預託財産として配分されるものとします。

各本ユニットに関して分配される額は、本ユニット１口当たり0.01米ドル未満について切り捨てられます(又はかかる

数値の丸め方は本マネージャーがその時々で決定するものとします)。半期分配期間において分配されなかった収益額

は、次回の最終配当落日において各受益者への配分及び分配に利用できる額を計算する時に斟酌されるものとします。

基準日及び配当落日並びにこれに応じた分配期間は、本受託者の事前承認を得て本マネージャーが決定するところに従

い、変更又は追加される可能性があります。
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本受益者に支払うべき分配金は、各半期及び年次分配に関して、当該配当落日から４週間以内に支払われるものとしま

す。本受託者及び本マネージャーがHKSCCノミニーズ・リミテッド(HKSCC Nominees Limited)(以下「HKSCCノミニーズ」

といいます。)に支払いを行った場合には、その限度で、本受託者及び本マネージャーはいずれも、その保有する本ユ

ニットをHKSCCノミニーズ名義で登録している、香港の中央決済システム(Central Clearing and Settlement System)(以

下「CCASS」といいます。)におけるブローカー又はカストディアンとしてホンコン・クリアリングより当該時点において

認可された参加者(以下「CCASS参加者」といいます。)に対するHKSCCノミニーズによる、分配金の支払いについて、いか

なる責任も負いません。

本マネージャーは、本信託が受領する収益を、それが分配されるまでの間、本信託の投資目標の達成に合致した方法で

投資することができます。

受益者に対する支払金で12カ月を超過した未請求金は、本受託者が特別口座に積み立てるものとします。本受託者は、

受益者の６年を超過した未請求金に相当する当該金額を、該当する場合はその利息と共に、裁判所に払い込むものとしま

すが、払込金額は当該支払いに関連して発生するすべての手数料、コスト及び経費を控除した後の金額とします。ただ

し、上記金額が、当該手数料、コスト及び経費合計に満たない場合、本受託者は、本信託財産に遡及する権利がありま

す。CCASS参加者に対して支払うべき未請求金は、その時点で有効なCCASSの一般規則及びCCASS手続きが適用されます。

 

(５)【投資制限】

「(１) 投資方針　② 投資の基本方針　(ⅴ) 投資制限」に定められた投資制限に加え、本信託は投資ガイドライン規

約の適用を受けます。それに関して、本信託は、信用取引、借入、集中投資及び他のファンドへの投資についての次の制

限を含む投資ガイドライン規約の投資制限の適用を受けます。

１.　信用取引についての制限はありません(OTCデリバティブのためのマージンからのエクスポージャーが10%のスキー

ムのNAVの制限(適格金融機関の場合)又は５%のスキームのNAVの制限(その他の場合)の適用を受ける場合は除き、

カウンターパーティーの支払不能から保護されていないエクスポージャーを含みます。)。

２.　スキームは、償還を行い、つなぎの要求に応じるために、一時的に借入を行うことができます。スキームは認可

された銀行及び他の特定の種類の金融機関からのみ、借入を行うことができます。借入期間は１カ月を超えるべ

きではありません。総借入額は当該借入を受ける時点におけるスキームのNAVの10%を超えるべきではありませ

ん。

３.　原則として、スキームは、CISのNAVの10%超を単一の企業体又は信託の株式又は株式に相当する証券、負債性証券

の個々の発行又はマネー・マーケット商品に投資してはなりません。

４.　スキームは、基本的スキームが認定若しくは公認されたスキームである場合又はシンガポール集団投資スキーム

規約に規定される特定の他の要件を満たす場合にのみ、他のスキームに投資できます。
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３【投資リスク】

(１)　投資リスク

投資家は、本ユニットへの投資によって損失を受ける可能性があります。申込者は、本ユニットへの投資を行うかど

うかを決定する前に、以下に記述されているリスク要因を、本書及び目論見書に含まれるその他の情報のすべてと共に

慎重に検討する必要があります。

本ユニットの市場価格及び本ユニット１口当たりNAVは、上がることも下がることもあります。投資家が本ユニットに

対する自らの投資から利回りを得ること又は投資した資本から利回りを得ることについて、いかなる保証もありませ

ん。

 

本信託は、以下に記述する主要リスクにさらされます。これらのリスクの一部又はすべてが、本信託のNAV、本ユニッ

ト価格、取引価格、利回り、総合利回り及び/又は本信託がその諸目的を満たす能力に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

①　本信託に固有のリスク要因

市場リスク。　本信託のNAV及び取引価格は、証券市場の動向に反応します。投資家は、短期的には本信託のNAV及び

取引価格が市場の動向に反応して変動することにより、また、より長期的には市場の下落により、損失を受ける可能

性があります。

 

金利リスク。　本信託は債券に投資するため、金利リスクにさらされます。金利リスクとは、本信託のポートフォリ

オの評価額が金利の上昇を原因として低下するリスクです。金利リスクは、一般的に短期の投資対象ほど小さく、長

期の投資対象ほど大きくなります。

 

インカム・リスク。　市場金利の低下を原因として、本信託のポートフォリオからの収益が減少するリスクのことで

す。これは、市場金利が低下している環境において、ポートフォリオのその時点での収益率を下回る市場金利で、本

信託が新たな本ユニットの設定に伴ってポートフォリオ構成銘柄の現物預託を受けるとき、又は本信託が本基礎指数

の満期若しくはデュレーションへ適合させるための方法の一つとして売却した証券の売却手取金をより長期の銘柄に

再投資するとき、起こる可能性があります。

 

新興市場リスク。　本信託は、新興市場とみなされている特定のアジア債券市場に投資します。これらの市場は、新

興市場における外国投資に伴う特別のリスク(一般的に流動性が低くかつ非効率的な証券市場、一般的に大きな価格

ボラティリティ、為替レート変動及び為替管理、資金又はその他の資産の国外持出しに関する制限の実施、発行者に

関する公開情報の不足、課税の実施、高額な取引費用及びカストディー・コスト、決済の遅延及び損失リスク、契約

の履行上の困難、証券市場の規制が比較的少ないこと、小規模な時価総額、会計及び開示基準の相違、政府による干

渉、高い市場閉鎖リスク、資産没収リスク、高いインフレ率、社会的、経済的及び政治的不確実性、並びに戦争リス

クを含みますが、これらに限られません。)にさらされます。
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カウンターパーティー及び決済リスク。　カウンターパーティー・リスクとは、本信託と取引を行う当事者が、当該

相手方の財務状況の悪化又は当該相手方によるその他の何らかの不履行に起因して支払う又は取引の決済の義務を満

たすことができなくなるリスクです。本信託は、決済不履行のリスクを負っています。かかる不履行も、本信託及

び/又は本ユニットの評価額に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。カウンターパーティーの不履行のリスク

は、カウンターパーティーの信用力に直接的に結びつけられます。

 

信用リスク。　本信託の評価額は、裏付投資対象の信用力の変化に起因するリスクにさらされます。例えば、債券の

発行者が金利及び元本の支払義務を満たすことができない可能性、又は発行者に対する債券投資家全体の評価が下

がった結果として当該発行者の債券の価格が下落する可能性があります。

 

トラッキング・エラー・リスク。　本信託のNAVの変化が本基礎指数における変化を正確に再現する可能性は低いと

考えられます。本信託の手数料及び経費、市場の流動性、本信託の銘柄の利回りと本基礎指数の銘柄の利回りとの間

の相関の不完全性、本基礎指数に対する変更、並びに規制政策といった要因が、本信託の本基礎指数との密接な相関

を達成しようとする本マネージャーの能力に影響を及ぼす可能性があります。ポートフォリオ構成銘柄の利回りと本

基礎指数との間の相関の不完全性は、非指数構成銘柄に該当する銘柄に本信託が投資する程度の範囲で生じる可能性

が比較的高くなります。したがって、本信託の利回りは、本基礎指数の利回りとは乖離する可能性があり、本基礎指

数の正確な再現については保証も確約もありません。しかし、本基礎指数の下落は、それに対応する本信託のNAVの

下落を起こします。

 

無保証。　本信託の投資目的が満たされることについて、確約されません。本信託が支払義務を負う手数料及び経費

の水準は変動する可能性があります。本信託の特定の通常の経費の額を見積もることは可能ですが、本信託の利回り

を予想することはできず、またそれゆえにそのNAVを予想することもできません。そのため、本信託のパフォーマン

ス又はその経費の実際の水準に関して確約を与えられません。

 

過去における活発な市場の不存在。　本ユニットは香港証券取引所に上場されていますが、活発な取引市場が形成さ

れたり維持されたりすることについて、確約されません。本ユニットが取引される実際の価格水準や規模を予測する

ための確実な保証は存在しません。さらに、本ユニットの取引や価格形成のパターンが、投資会社によって他の法域

で発行された又は本基礎指数以外の指数を基礎とする市場取引銘柄の取引や価格形成のパターンと類似することにつ

いて、確約されません。
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流動性リスク。　リバランス又はその他の場合に本信託がポートフォリオ構成銘柄を購入又は売却することのできる

価格及び本ユニットの評価額は、本信託のポートフォリオ構成銘柄の取引市場が制限され若しくは存在しない場合、

又はスプレッドが大きい場合に、悪影響を受けます。本信託は、アジア債券及び流動性の水準が低い可能性がある特

定の市場に投資されます。したがって、設定又は償還注文(それぞれ本マネージャーがアジア債券を購入又は売却す

る必要が生じます。)に高い取引コストがかかったり、本信託のポートフォリオに完全に含まれるまでに時間がかか

る結果として本信託の資産配分に乱れが生じたりするリスクが存在します。また、本信託の当初設定規模が比較的大

きくなり、ポートフォリオの定期的なリバランスのコストが高まる影響の可能性も予想されています。

 

香港証券取引所において本ユニットの取引が停止される可能性があります。　投資家は、香港証券取引所が本ユニッ

トの取引を停止している間、香港証券取引所で本ユニットの購入又は売却ができなくなります。香港証券取引所は、

香港証券取引所が投資家を保護するための公正かつ秩序ある市場という観点から適切であると判断する場合はいつで

も、本ユニットの取引を停止できます。香港証券取引所での本ユニットの取引が停止されている場合は、クリエイ

ション/リデンプション・ユニットの設定及び償還も停止される可能性があります。

 

本ユニットの香港証券取引所での上場が廃止される可能性があります。　香港証券取引所は、香港証券取引所の証券

(本ユニットを含みます。)の上場継続に対して特定の要件を課しています。投資家は、本信託が香港証券取引所での

本ユニットの上場を維持するために必要な要件を継続的に満たすこと、又は香港証券取引所が上場要件を変更しない

ことについて、確約されません。本ユニットが香港証券取引所の上場を廃止された場合、本信託は終了する可能性が

あります。

 

本ユニットはNAV以外の価格で取引される可能性があります。　本信託のNAVは、本ユニットの購入又は売却のための

公正価格を表現します。他の上場ファンドと同様に、本ユニットの流通市場での取引価格はこのNAVよりも高い価格

又は低い価格となる可能性があり、したがって、受益者がこの理想的な公正評価額に近い価格で購入又は売却をする

ことができないリスクが存在します。NAVからの乖離は、いくつもの要因に依存しますが、香港証券取引所での本ユ

ニットに対する市場の需要と供給に大きな不均衡が存在する時に拡大します。しかし、本ユニットは、(一般的にク

リエイション/リデンプション・ユニット集合単位でNAVによる)設定及び償還が可能なため、本マネージャーは、本

ユニットのNAVに対する大きなディスカウント又はプレミアムは維持されないだろうと考えています。「ビッド/アス

ク」スプレッド(潜在的購入者が希望している価格と潜在的売却者が求めている価格との差)が、NAVからの乖離のも

う１つの原因です。ビッド/アスク・スプレッドは、市場のボラティリティ又は市場の不確実性が増大した時期に拡

大し、NAVからの乖離が拡大する可能性があります。
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最低設定及び償還規模。　本ユニットは、一般的にクリエイション/リデンプション・ユニット集合単位(現在は

10,000本ユニット又は本マネージャーが本受託者の事前承認を得て随時決定し、目論見書に記載されるその倍数であ

り、本信託証書で要求される場合、クリエイション/リデンプション・ユニット集合単位のサイズの変更について、

受益者に対して事前通知がなされなければなりません。)でのみ発行又は償還が行われます(ただし、(ⅰ)本ユニット

は、月の最終取引日にはクリエイション/リデンプション・ユニット集合単位で発行又は償還される必要はなく、

(ⅱ)本マネージャーは、本受託者の承認を得て、特定の場合において、クリエイション/リデンプション・ユニット

集合単位より小さい単位で本ユニットを発行又は償還することができます。)。投資家がクリエイション/リデンプ

ション・ユニット集合単位を保有しない場合は、香港証券取引所において本ユニットの実勢取引価格で本ユニットを

売却することによってしか、保有する本ユニットの評価額を実現することができない可能性があります。

 

１日当たりの最大取引制限。　本信託は、設定及び償還注文に関して最大限度を設けています。投資家が本ユニット

を設定又は償還することを望む場合、当該注文の規模が１日当たりの制限を超過した場合、又は他の投資家の注文も

含む当該取引日に要求される純設定額の合算規模及び/若しくは純償還額の合算規模が１日当たりの制限を超過した

場合は、当該注文が受理されず又は部分的にのみ受理される可能性があります。特定の債券の流動性水準の低さ及び

特定の指数構成諸経済における為替交換制限が原因で、設定注文又は償還注文の数を随時制限する必要が生じる可能

性があると、本マネージャーは考えています。１日当たりの最大取引制限についての詳細情報については、下記「第

２ 管理及び運営　２ 買戻し手続等　＊２ 設定及び償還に関するその他の規定　(３) 設定及び償還の制限」を参照

してください。

 

市場の変化に適応するための本マネージャーの裁量権の欠如。　多くのユニット・トラスト及びミューチュアル・

ファンドとは異なり、本信託は「アクティブ運用」されません。したがって、本信託は、本基礎指数のデュレーショ

ン及び総合利回りへの密接な連動を目指すことを目的とする場合を除き、ポートフォリオの構成を調整しません。本

信託は、トラックする市場に「勝つ」努力をすることはなく、市場が下落した時又は市場が過剰評価されていると判

断される時にも暫定的にディフェンシブなポジションを求めることはありません。そのため、本基礎指数の下落は、

それに対応した本信託のNAVの下落を起こします。

 

認定参加者への依存。　本ユニットの設定及び償還は、一般的に認定参加者のみが実行できます。任意の一時点にお

ける認定参加者の数は制限されます。認定参加者は、投資家のために本ユニットの申込み又は償還の指示を受理する

義務を負いません。認定参加者は、例えば香港証券取引所での取引が制限若しくは停止されている間、CCASSでの証

券の決済が中断している間、又は本基礎指数の算定や公開が行われない間は、本ユニットの設定又は償還ができない

可能性があります。さらに、認定参加者は、本信託のNAVの計算を妨げるその他の何らかの事態が生じた場合、又は

本信託のポートフォリオ構成銘柄の処分の実行が不可能な場合に、本ユニットの設定又は償還をすることはできませ

ん。
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設定及び償還の停止。　本信託証書の条項に従って本マネージャーが本ユニットの設定及び償還を一時的に停止した

場合、香港証券取引所での本ユニットの取引が必ずしも停止されない可能性があります。本ユニットの設定及び償還

が一時的に停止される場合、本ユニットの取引価格は悪影響を受けて、本信託の裏付資産の市場評価額とは異なるも

のになる可能性があります。

 

先物及びオプション契約の利用には特定のリスクが伴います。　本マネージャーは、本信託の投資目的の達成の観点

から、ヘッジのため(例えば、金利リスクの管理のため)及び/又は効率的なポートフォリオ運用のために、先物契約

及びオプションを利用できます。とりわけ、本マネージャーは、本基礎指数に対応するパフォーマンスを求める目的

及びキャッシュ・フローを管理する目的のために本信託の資産を先物契約及びオプションに投資できます。これらの

取引は、取引所及び取引所外(店頭)でカウンターパーティーと締結され、本信託をカウンターパーティー・リスクに

さらす可能性があります。このようなテクニックが狙い通りの結果となることについての保証はありません。先物契

約及びオプションの利用には、特定の投資リスクが存在します。このようなリスクには、(ⅰ)流動性のある流通市場

が存在しないことによる先物契約又はオプションの解消不能及び(ⅱ)先物契約又はオプションの価格動向と対象とな

るポートフォリオ構成銘柄又は本基礎指数の価格動向の相関の不完全が含まれる可能性があります。さらに、要求さ

れる預託金が少ないこと及び先物の価格形成におけるレバレッジが極めて高いことの両方に起因して、先物契約の取

引における損失のリスクは潜在的に高いものとなります。結果として、先物契約における比較的小さな価格の動きが

本信託に即座に大きな損失(又は利得)をもたらす可能性があります。

 

レポ契約の利用には特定のリスクが伴います。　例えば、レポ契約下にある証券の売り手がその債務超過又はその他

の事由により裏付証券を買い戻す義務を怠った場合、本信託は当該証券を処分しようと努めますが、それにはコスト

又は遅延が伴う可能性があります。当該売り手が当該証券を買い戻すことができない場合、本信託は、裏付証券の売

却手取金が買戻し価格を下回る範囲において損失を受ける可能性があります。当該売り手が債務超過となり、適用さ

れる破産法又はその他の法律によって清算又は更生の対象となる場合、本信託が裏付証券を処分する能力が制限され

る可能性があります。最後に、本信託が裏付証券に対する権利を立証できない可能性もあります。

 

スワップ契約のリスク。　スワップに関する損失リスクは、原則として、本信託が契約上履行義務を負う支払いの純

額に限定されます。スワップ契約はまた、当該スワップの相手方がその義務の履行を怠るリスクにさらされます。万

一そのような不履行が生じた場合、本信託は当該取引に関連する契約に従って契約上の救済を受けます。しかし、そ

のような救済は、破産法及び倒産法の適用を受ける可能性があり、それが本信託の債権者としての権利に影響を及ぼ

す可能性があります。例えば、本信託が契約上受け取る権利を有する支払いの純額を受け取ることができない可能性

があります。
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本信託の認可が終了する可能性があります。　香港証券先物委員会及びシンガポール通貨庁が本基礎指数をもはや認

め難いと判断した場合、香港証券先物委員会又はシンガポール通貨庁は本信託の認可を取り消す権利を留保していま

す。香港証券先物委員会又はシンガポール通貨庁が本信託に対する認可を取り消した場合、本信託は終了する可能性

があります。

 

マーケット・メーカーへの依存。　本信託に、マーケット・メーカーが存在することも存在しないこともあります。

投資家は、本信託に対するマーケット・メーカーが存在しない場合には、本ユニットの流通市場における流動性に悪

影響が及ぶ可能性があることに注意する必要があります。

 

本基礎指数の特定の発行者への集中。　本基礎指数及び本信託の投資対象は、単一又は複数の発行者の証券に集中す

る可能性があります。発行者の財務状況の変化、特定の発行者に影響を及ぼす個別の経済的又は政治的状況の変化及

び全体的な経済的又は政治的状況の変化が、発行者の証券の評価額に影響を及ぼす可能性があります。そうした発行

者固有の変化は、本信託が保有する証券に影響を及ぼす可能性があります。

 

資産クラス・リスク。　本信託が投資する証券が生む利回りは、他のクラスの証券又は異なる資産クラスの利回りと

同等の利回りをもたらさない可能性があります。本信託が投資する証券は、他のクラスの証券との相対パフォーマン

スの周期的低下にさらされる可能性があります。

 

本信託に対するEMEAPの投資。　東アジア・オセアニア中央銀行役員会議(以下「EMEAP」といいます。)を構成する各

中央銀行及び金融政策当局は、本信託の他のいかなる投資家とも同様であり、それぞれが保有する本ユニットに対す

る持分を処分する権利を持っています。EMEAPを構成する中央銀行及び金融政策当局が本信託への投資家であり続け

ることの保証はありません。EMEAPを構成する中央銀行及び金融政策当局が自らの本ユニットのすべて若しくは一部

の売却又は償還を決定した場合、本信託及び本ユニットの価格に重大な悪影響が及ぶ可能性があります(EMEAPの当初

資金投入に関する情報については、下記「第２ 管理及び運営　３ 資産管理等の概要　(５) その他　② 当初資金」

を参照してください。)。

 

商業的最小規模。　本信託は、運用及び信託報酬が低いインデックス・ファンドとして組成されています。本信託が

(本信託のNAVに対する割合として)報酬の少ないインデックス・ファンドであるという事実から、本信託は、商業的

に成立するために、他の典型的なユニット・トラストと比較して相当に大きな規模を有する必要があります。

 

特定の市場へのアクセス。　例えば中国のような特定の市場では、その市場において本信託が金融取引に関わること

が許される特別な取り決めを本信託が有する可能性があります。本信託は、ベンチマーク指数をトラックする能力を

確実にするためには、このような市場に対する継続的なアクセス並びに市場への投資能力及び資金の引揚能力に依存

していますが、本信託の規模が現行規模を超えて拡大した場合にはこのアクセスが制限される可能性があります。
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本信託の登録又は他の市場へのクロス上場。　将来本信託が他の市場に登録され、若しくは他の取引所にクロス上場

され、又はその他の形で他の法域で募集される可能性があります。これは、既存の受益者にとって流動性を改善し、

裁定範囲の拡大による流通市場での価格形成の効率化につながるため、本マネージャーが関係コストを本信託に負担

させることが本受託者によって許可される可能性があります。

 

証券の貸出。　証券貸付取引は、借主が貸付有価証券を適時に返却することができず、担保の価値が貸付有価証券の

価値を下回るリスクを含む可能性があります。

本信託は、その証券の貸出のすべてにおいて担保を受け取りますが、借主が借り受けた証券を返却する義務を怠った

場合、本信託は損失のリスクにさらされることになります(例えば、貸し出した証券が、本信託が保有する担保の評

価額を超えて値上がりしている可能性があります。)。

借主が全額を決済する期限が到来し、その義務を履行できない場合、本信託のその義務及びその他支払約定の実現を

満たす能力が影響を受ける可能性があります。借主が取引を完結させることができなくなり、その結果破産又はその

他の状態になることにより、その義務について債務不履行に陥る可能性があります。さらに、借主の債務不履行に続

き、本信託は貸付有価証券の代わりの資金を調達するためその担保を市場で売却することができます。しかしなが

ら、担保の不十分な価格決定、担保価値の悪い市場動向、貸付有価証券の価値の変化、担保発行者の格付の下落、及

び/若しくは担保が取引等されている市場の流動性により、担保の価値が貸付有価証券と比べて下落している場合、

又は貸付有価証券の価値が担保と比べて上昇している場合、本信託は損失を被る恐れがあります。さらに、(i)貸付

と同時に又はそれ以前に担保を受領せずに有価証券が貸し付けられる場合、又は(ii)貸付を受領せずに担保を返却す

る場合に、引渡リスクが生じる可能性があります。カストディアン又は貸付代理人が合意したとおりに取引を処理し

ない場合、本信託は、決済の遅れや失敗などの業務上のリスクにもさらされる可能性があります。これは、市場の担

保化レベルで評価し損なうこと、追加のマージンを取り損ねること、超過マージンを返却し損ねること、コーポレー

ト・アクション及び所有権のすべての経済的利益を含む収益を記録し損ねることを含みます。
1

 

1
　証券貸付代理人は、借主の債務不履行リスクを軽減するため、借主に債務不履行保護を提供します。借主が債務

不履行に陥った場合、一定の行動を起こします。これは、証券貸付代理人であるHSBCバンク・ピーエルシーは、(i)

返ってこない貸付証券の数に等しい同等の有価証券の購入(当該有価証券が市場で入手できる限り)及び(ii)借主の債

務不履行が影響を受けるすべての借入に関して、債務不履行が発生していなかったかのように、債務不履行借主の義

務を履行すること(同等の有価証券の再交付を含みます。)を含みます。努力を尽くしたとしても、市場で同等の有価

証券を入手することができない結果、証券貸付代理人が同等の有価証券を再交付することができない場合、証券貸付

代理人は、取得することのできる同等の有価証券を再交付し、本信託名義の口座の貸方に、取得することのできな

かった残りの同等の有価証券の価値を表示する現金合計を、関連する価値又は残りの同等の有価証券の(債務不履行)

市場価値に基づいたプロラタベースで、証券貸付代理人が上記の同等の有価証券の購入を開始した日付より前に発生

した関連する記録日の貸付有価証券に対するすべての拠出金の価値とともに記入するものとします。

 

早期解約リスク。　本信託は、「解約」と題される項目において記載される一定の条件及び方法に基づき、終了され

る可能性があります。当該終了時に、投資家は、自らの投資損失を確定しなければならず、最初に投資した資本額と

同額を受領することはできなくなります。
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②　本信託の流動性に関するリスク

償還義務を履行できない可能性。　本信託への投資は、世界的及び地域的な経済事情、地政学的事情及び財政事情の

悪影響にさらされており、その影響を受ける可能性があります。受益者は、いかなる取引日においても、本ユニット

の一部又は全部を償還できるため、本信託の投資対象の流動性とその償還義務の間に不一致が生じる可能性がありま

す。(特に、本信託が、流動性が低い傾向にある債券及びその他の資産に投資する場合に、)本信託がポートフォリオ

投資を売却するための、活発で流動的な市場があること又は償還義務を履行するためのポートフォリオ投資が売却さ

れうる価格がつけられることについての保証はありません。かかる不安定で緊張した市場状態において、本信託はそ

の償還義務を履行できない可能性があり、又は不利な条件で資産を処分した後でしか、かかる義務を履行できない可

能性があります。かかるリスクは、本信託から多額の資本を引き出す場合に高まります。

 

③　本基礎指数のリスク要因

本基礎指数を利用するライセンスが終了する可能性があります。　本マネージャー及び本受託者は、本基礎指数に基

づいて本信託を設定することを目的として本基礎指数を利用し、特定の商標及び本基礎指数のあらゆる著作権を利用

するライセンスを本指数提供者から認められています。本マネージャー、本受託者及び本指数提供者の間における当

該ライセンス契約が終了した場合、本信託はその目的を達成できず、終了する可能性があります。本基礎指数の算定

又は公開が行われなくなり、本基礎指数の計算に使用される計算方法と同一又は実質的に同様な公式を利用する代替

指数が存在しない場合も、本信託は終了する可能性があります。

 

本基礎指数の算定。　本基礎指数を構成する証券は、本信託のパフォーマンスを考慮することなく本指数提供者に

よって決定及び算定されます。本信託に関して、本指数提供者は支援、認定、販売又は販売促進を行いません。本指

数提供者は、一般的な証券投資又は特に本信託への投資の適否に関して、本信託への投資家又はその他の者に対し

て、明示的であれ黙示的であれ、いかなる表明又は保証も行いません。本指数提供者は、本基礎指数の決定、算定又

は計算において本受託者、本マネージャー又は本信託への投資家のニーズを考慮する義務を持たず、結果的にその行

為が本信託、本マネージャー又は投資家の利害を損なわないという保証はありません。さらに、本基礎指数の計算の

正確性及び完全性は、その構成銘柄の価格の入手可能性及び正確性、市場要因及び算定上の過誤によって(ただし、

これらに限られません。)影響を受ける可能性があります。

 

本基礎指数の構成が変化する可能性があります。　本基礎指数の構成は、指数構成銘柄の満期の到来若しくは償還に

よって、又は新規証券の本基礎指数への組込みによって、変化する可能性があります。かかる事態が起きた場合、本

信託が所有する証券の比重又は構成は、本信託の投資目的を達成することを目的として本マネージャーが適切と考え

る形で変更されることになります。そのため、本ユニットへの投資は、一般的に本基礎指数の構成の変化に伴って本

基礎指数を反映し、必ずしも本ユニットへの投資時点での構成を反映することにはなりません。
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④　その他のリスク要因

国際金融及びクレジット市場における最近の事象。　国際金融及びクレジット市場における最近の危機の結果として

重大な追加リスクが存在しています。当該リスクには次のものが含まれますが、これらに限られません。(ⅰ)本信託

の投資対象の発行者がヘッジ契約を解消すること、及び/又はかかる投資対象の裏付けとなる資産を処分すること

が、より困難になる可能性、(ⅱ)本信託の投資対象の評価額が、(ある場合においては大幅に)それらの当初の評価額

又は発行価格から既に低下している可能性、及び/又は今後低下しうる可能性、並びに(ⅲ)本信託の投資対象の条項

に基づき、発行者が義務の履行を怠る可能性(例えば、カウンターパーティー・リスク)が大幅に増加する可能性があ

ります。これらの追加リスクは、ひいては、本信託への投資の評価額に悪影響を与える可能性、及び/又は本信託へ

の投資家に重大な損失若しくは全損失をもたらす結果になる可能性さえあります。

 

本信託の投資対象の発行者に当初与えられた信用格付けが、いかなる理由であれその後低下した場合には、投資対

象の市場価額及び流動性が悪影響を受ける可能性があります。発行者の財政状態の悪化、並びに/又は関連する法域

における一般的な政治、社会及び/若しくは経済状況及び/若しくは法的若しくは規制的ポジションもまた、関連する

金融商品に基づく支払義務を履行する発行者の能力を損ない、又はこれに著しい悪影響を与える可能性があります。

かかる不履行のリスクは、本信託が一つの発行者に集中する場合には増大します。本信託の投資対象に関して不履行

が生じた場合、回収可能額又は回収時期についての保証はありません。

最近の危機は、主要経済の政府によってとられた措置により、世界的クレジット市場の特定の部門について緩和さ

れていますが、本信託が投資する関連する金融並びに/又はクレジット市場及び/若しくはそれらの部門が、同時に又

はその他の市場及び/若しくはそれらの部門と同じ程度まで回復するという保証はありません。

 

アジア政府の政治的、経済的及び社会的リスク。　指数構成諸経済のいずれかにおいて主要な政治的、経済的又は社

会的状況に重大な変化があった場合、当該指数構成経済及び/又は本基礎指数の構成銘柄のNAVに対して、またその結

果として本ユニットの評価額に対して、重大な悪影響が及ぶ可能性があります。

 

為替リスク。　本基礎指数は、ヘッジなしベースで、つまり通貨リスクへのエクスポージャーをすべて持つ形で、米

ドル建てで表現されます。本信託の投資目的は本基礎指数をトラックすることですから、このことは、本信託の中で

保有されているアジア通貨のヘッジが行われず、そのようなアジア通貨と米ドルとの間の為替レートのいかなる動き

も、米ドルベースで計算された場合の本信託のNAVにすべて影響することを意味します。為替レートにおける不利な

動きは、本ユニットのNAVの評価額の減少を引き起こす可能性があり、本信託への投資家は、為替レート・リスクに

さらされます。
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投資家は、各取引日に関して、本評価時における本信託の本ユニット１口当たりNAVを決定するために使用される

評価原則のいずれかが国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)(又は、関係する範囲において、かつシンガ

ポール通貨庁によって要求される場合は、シンガポール公認会計士協会が発行する推奨会計実務(以下「RAP ７」と

いいます。))と抵触している又は抵触するに至った範囲で、本信託の計算書類が公表されている本ユニット１口当た

りNAVと必ずしも整合しない可能性があるということに注意する必要があります。この場合、本信託の計算書に、

IFRS(又は、関係する範囲において、かつシンガポール通貨庁によって要求される場合、RAP ７)の適用によって得た

評価額と本信託の評価原則を適用して得た本信託の本ユニット１口当たりNAVとを突合調整するための突合調整注記

を含める必要がある可能性があります。

 

FATCA、米国源泉徴収税及び報告義務に関するリスク。　一定の支払いに適用される2010年追加雇用対策法の外国税

務コンプライアンス条項(以下「FATCA」といいます。)は、原則として非米国口座及び非米国事業体の米国人の直接

及び間接の所有権について米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)への報告を要求し、必要な情報の提供を怠っ

た場合にはかかる投資に30%の米国源泉徴収税がかかると定められています。本信託は、FATCAに基づく源泉徴収税の

賦課を避けられるよう本信託に課せられた義務を果たすよう努めます。しかしながら、本信託がこれらすべての義務

を果たすことについては保証されません。本信託がFATCAの結果かかる源泉徴収税を負うことになった場合、本ユ

ニットのNAVは結果として重大な損失を被る可能性があります。

 

米国適格金融契約ステイ・ルールに関するリスク。　米国適格金融契約ステイ・ルールの結果として、本信託が金融

機関に対する投資又は金融機関との取引を行いかつ当該金融機関（又は当該金融機関の関連会社）が経営危機に陥っ

た場合において、本信託は、ある特定の状況下において投資若しくは取引を終了させ又は担保権を実行する権利を行

使することを妨げられ若しくは遅延させられる可能性があり、また、当該投資若しくは取引に基づく当事者の支払若

しくは履行の義務が停止され又は本信託の同意なく他の機関が当該金融機関に代わる可能性があります。さらに、当

該金融機関の権限者から要請された場合には、本信託が、適用される法令に基づき「ベイルイン」リスクの対象とな

る可能性があり、これにより当該金融機関の債務が減額、削減又は株式若しくは別の形の持分に転換される可能性が

あります。金融機関のベイルインは、結果としてその証券の一部又は全部の価値の目減りをもたらし、ベイルインが

起きた際に本信託が当該証券を保有していた場合又は当該有価証券の取引を行っていた場合も、本信託は同様の影響

を受ける可能性があります。

 

(２)　投資リスクに対する管理体制

本信託の投資リスクは、投資リスク管理チームからの監督と支援を受けて、ポートフォリオ・マネージャーが監視しま

す。本信託がさらされる特定の投資リスクについては以下のような対応がなされます。

 

(a) 市場価格リスク：本信託の市場価格リスクは、投資ポートフォリオの分散化によって管理されます。

 

(b) 金利リスク：本マネージャーは、本信託の全体的な金利感応度を日々監視しています。
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(c) 信用リスク：上場有価証券のすべての取引については、指定ブローカーを使った引渡しの時点で決済/支払いが行わ

れます。ブローカーは支払いを受領してから売却対象の有価証券を引き渡すため、その際のデフォルトのリスクは極

めて小さいと考えられます。ブローカーがその有価証券を受領してから、その購入に対する支払いが行われます。も

しいずれかの当事者が各自の義務を履行しなければ、その取引は成立しません。本信託では、高格付けを有しかつ本

信託が確固とした基礎を有すると考えるブローカー・ディーラー、銀行及び規制下にある取引所との間で、大半の有

価証券の取引及び契約によるコミットメント活動を行うことによって、信用リスクに対するエクスポージャーを制限

します。
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(d) 流動性リスク：本信託はその資産の大半を、取引が盛んで、容易に処分することのできる市場で取引されている投資

対象へと投資します。本信託は、７日以内に流動化することができると期待される投資対象に投資することによりそ

の流動性リスクに対処しています。本マネージャーは、本信託の重大な市場、流動性及び運用リスクに対するエクス

ポージャーを管理し軽減するため、リスク管理方針及び手続きを設定しています。特に、本信託の特定の資産が容易

に処分できない場合に、特定の資産を売却する能力は、本信託の評価額、投資目標を達成する本信託の能力及び適時

に償還依頼に応える本信託の能力に悪影響を与える可能性があります。本マネージャーは、流動性リスクを監視し、

必要な場合には流動性管理ツールを活用します。本マネージャーは、本信託の日々のポートフォリオ投資機能から体

系的及び機能的に独立している、リスク委員会の小委員会である流動性委員会(以下「流動性委員会」といいます。)

により、支援を受けています。流動性委員会は、本信託の流動性リスク特性の監視、流動性リスク評価及び健全性審

査の結果の見極め、リスク管理方針及び手続きの実行の監督並びに関連する管理及び報告システム及び方針の再検討

及び向上を担当します。流動性委員会は、効率的な予備的計画を作成し、必要な場合には適切な対応を決定するため

に、定時及び臨時の会議を開催することができます。流動性委員会のメンバーの大半は、本信託の日々のポートフォ

リオ投資機能から独立しています。

 

(e) 新興市場リスク：指数に連動するファンドとして、本マネージャーは本信託の市場のウエイトやデュレーション等の

主要な特徴を本基礎指数の特徴に近づけることによって、新興市場リスクに対する本信託のエクスポージャーを管理

します。
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４【手数料等及び税金】

(１)【申込手数料】

本マネージャーは、その裁量により、クリエイション/リデンプション・ユニット又は他のユニット集合の設定及び償

還に関する移転その他の取引コストを補うために、設定取引手数料及び償還取引手数料(以下それぞれを「本取引手数

料」といいます。)を課すことができます。下記「第２ 管理及び運営　１ 申込(販売)手続等　(２) シンガポールにおけ

る設定　⑤ 設定取引手数料」を参照してください。

現金による本ユニットの設定及び償還がある場合、印紙税、課税、取引コスト等のようなコスト(以下「通常チャー

ジ」といいます。)を原因として、支払義務が発生する可能性があります。本マネージャーは、本ユニットの現金による

設定又は償還に関する通常チャージにとって適切な引き当てであると考えた場合、かかる金額の支払いを求める裁量を有

します。本マネージャーは、また、本信託の資産のいかなる希釈化をも避けるべく、証券の買値及び売値の差、かかる証

券の市場価格及びその他本信託が負担する希釈化コストについての本信託の支払義務(以下「希釈化チャージ」といいま

す。)に関し、特に、大きい注文について、追加報酬を課す裁量を有します。これらの追加手数料は、下記の「第２ 管理

及び運営　２ 買戻し手続等　(２) シンガポールにおける償還　＊１ 希釈化」でより詳細に説明されます。通常チャー

ジ及び希釈化チャージの引き当てが実際の支払額及び希釈化による額を上回る場合、その超過分は本信託に算入されま

す。通常チャージ及び希釈化チャージの額が実際の支払額及び希釈化による額を下回る場合は、かかる不足分は本信託が

負担します。

 

(２)【買戻し手数料】

本マネージャーは、その裁量により相殺勘定取引及びクリエイション/リデンプション・ユニット、その他のユニット

の設定及び償還に関する取引コストにつき、取引手数料を課すことができます。下記「第２ 管理及び運営　２ 買戻し手

続等　(２) シンガポールにおける償還　④ 償還取引手数料」を参照してください。通常チャージ及び希釈化チャージに

ついては、上記「(１) 申込手数料」を参照してください。

 

(３)【管理報酬等】

①　運用報酬

本信託は、本信託の日々の純資産平均について年間0.13%(ただし、10億米ドル(108,810,000,000円)までについ

て。10億米ドル(108,810,000,000円)超については、250百万米ドル(27,202,500,000円)までは年間0.12%、さらに250

百万米ドル(27,202,500,000円)までは年間0.11%、それ以上は年間0.10%です。)のレートにより決定される運用報酬

(毎月後払いされ、日々発生します。)を本マネージャーに支払います。

本信託証書の条件に基づき、本マネージャーは、本信託の日々の純資産平均について年間0.25%を最高額とする運

用報酬を受け取る権限を有します。運用報酬を現在の所定水準から引き上げる場合には、少なくとも３カ月前までに

受益者及び認定参加者に対して通知されます。かかる引き上げは、本受託者に対する事前通知及び監督委員会の事前

承認も必要とします。本マネージャーは本信託に関するいかなるトレーラー報酬も支払わないため、運用報酬は本マ

ネージャーにより保持されます。
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②　信託報酬

本信託は、本信託の日々の純資産平均について年間0.05%の信託報酬を本受託者に毎月後払いにて支払います。加

えて、本受託者は、本信託の投資ポートフォリオの取引活動に基づく通常の取引手数料(かかる手数料は、取引ごと

に25米ドルから65米ドルと一般に見積もられています。)を受け取ります。

信託報酬は、受益者及び認定参加者に対する書面により３カ月前に通知し、本マネージャー及び監督委員会の事前

承諾を得ることにより、本信託の日々の純資産平均について年間0.15%まで増額することができます。

 

③　ライセンス・フィー

本マネージャー及び本受託者は、本基礎指数及び本指数提供者の有する商標を使用するためのライセンス契約(以

下「本ライセンス契約」といいます。)を本指数提供者と締結しています。

本基礎指数及び本指数提供者の有する商標を使用するために本信託から本指数提供者に支払われるライセンス・

フィー(以下「ライセンス・フィー」といいます。)は、本信託のNAVに対する割合によるスライド制で計算されま

す。ライセンス・フィーは、現在、年間で本信託のNAVの0.0175%を上限とし、年間184,000米ドルの最低請求額が適

用されます(最低請求額及びライセンス・フィーは、米ドル・ユーロ間の10%を超える為替レートの変動を考慮するた

めに、毎年見直され、修正される可能性があります。)。

 

(４)【その他の手数料等】

①　設立費用

本信託の設立、認可及び上場に関係するすべての準備費用は、本マネージャー及び本受託者により負担されていま

す。かかる費用は、香港証券先物委員会規約に従うことを前提として、本信託の資産から支払われ、本信託の当初５

年間にわたって償却されます。当該費用は850,000米ドル(92,488,500円)を超えないものと予想されています。

投資家は、準備費用の償却が、かかる費用を発生時に償却することを義務づけるIFRS(又は関連する範囲におい

て、かつシンガポール通貨庁により要求される場合、RAP ７)に従っていないことに留意すべきです。本マネー

ジャー及び本受託者は、かかる不遵守の影響を斟酌しており、この点が本信託の計算書類に重大な影響を与えるとは

予想していません。

 

②　その他の継続費用

本マネージャー及び本受託者は、一定の租税、手数料及びその他の継続コスト・費用について、本信託の資産に対

して請求するか又は本信託の資産から回収する権限を有します。これには、以下のものが含まれます。

・　シンガポール通貨庁及び香港証券先物委員会の認可手数料並びにその他の関連する規制当局の手数料(本信託又

は本ユニットが認可されるか又は登録されるその他の法域(日本も含みます。)の規制当局の手数料を含みま

す。)

・　強制積立基金スキームを構成するファンド及び認められたプール投資ファンドの資金を本信託に投資できるよう

にするための香港強制積立基金スキーム庁(Hong Kong Mandatory Provident Fund Schemes Authority)による本

信託の承認に関連又は起因して同庁に対して支払われた手数料
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・　本信託に関して締結されたライセンス及びデータ提供契約(ライセンス契約を含むが、これに限りません。)に基

づき支払われるコスト、報酬及び費用

・　本信託の資産の全部若しくは一部が関係する取引又は本ユニットの設定、償却若しくは償還に係る印紙税、租

税、政府課徴金、ブローカー手数料・コミッション、為替コスト・手数料及び銀行手数料

・　本信託から支払われるか又は本信託に支払われる租税債務又は還付金についての同意及び/又は異議申立てに係

る専門家報酬

・　本カストディアン及び本アドミニストレーターの経費(適用ある場合)

・　本登録機関及び本受付代理人の経費

・　本信託に関連して本受託者又は本マネージャーが任命した法律顧問、監査人、ブローカー及びその他の専門家の

それぞれの職務に関係するこれらの者の報酬及び費用

・　本信託の計算による投資対象に関する保護預り、取得、保有、換金又はその他の取引に関して生じた報酬、手数

料、費用及び出費

・　本信託の資産及び財産の付保に伴う手数料及び費用

・　本信託に関する目的における法的手続きの遂行又は裁判所への申立てにおいて負担した手数料及び費用

・　本マネージャー及び本受託者間の連絡並びに受益者、認定参加者、本登録機関、本カストディアン、本アドミニ

ストレーター、本受付代理人その他の者との連絡において又はその他本信託に関係して本マネージャー及び本受

託者が負担した手数料及び費用

・　受益者集会又は監督委員会の会議の招集及び開催に伴い負担した手数料及び費用

・　香港証券取引所への上場並びに/又はシンガポール証券先物法及び香港証券先物令若しくは世界のあらゆる地域

(日本も含みます。)におけるその他の法律若しくは規則に基づく本信託の認可の取得及び/若しくは維持におけ

る本マネージャー及び本受託者の報酬及び費用

・　CCASSにおける本ユニットの預託及び保有に関係する手数料及び費用(手続処理代理人に支払う報酬及び費用を含

みます。)

・　本ユニット１口当たりのNAV並びに/又は本ユニットの発行及び償還の停止についての計算及びこれらについての

シンガポール、香港及びそれ以外の地域(必要であれば日本も含みます。)の新聞において行う公表に関して生じ

るコスト

・　香港証券先物委員会規約及びシンガポール集団投資スキーム規約により認められる範囲で、本信託専用のウェブ

サイトのデザイン、制作及び保守に関して生じるすべてのコスト

・　本有価証券報告書及び目論見書の作成、公表、配布及び更新に伴うコスト、報酬及び費用

・　本信託証書の補足証書の作成及び本信託に関する契約の作成に関する報酬、コスト及び費用

・　本受託者又は本マネージャーが本信託証書の条件又はその他の規制要件に基づき発行を要求される計算書類、報

告書、小切手、明細書、証明書及び通知の作成並びに作成及び交付の手配に当たって生じる費用

・　監督委員会の１ないし複数の委員のための保険の取得及び維持に関して生じるすべての保険料、手数料、コスト

及び費用

・　本信託に関係する監査人のすべての報酬及び費用
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・　本マネージャー、本受託者若しくは監査人の辞任若しくは解任又は新任のマネージャー、受託者若しくは監査人

の任命に関係して生じるすべての報酬及び費用

・　監督委員会の職務委任及び本信託証書に基づき監督委員会の指図を受けた代理人、銀行、会計士、ブローカー、

弁護士又はその他の専門家のすべての報酬及び費用

・　収益の回収に当たって生じるすべての費用

・　本信託証書に基づき宣言された分配に関連するすべての費用

・　本信託の終了に際して本マネージャー及び本受託者が負担したすべての手数料及び費用

・　本信託の管理において、かつ本信託証書に基づく本受託者及び本マネージャーの各自の責務の遂行に従い、本受

託者及び本マネージャーの意見において適切に生じるその他のすべての合理的なコスト、手数料及び費用

・　一般法上、本受託者が本信託に対して請求する権限を有するすべての手数料、コスト、費用及び支出

 

③　マーケティング費用

マーケティング又は販売促進費用は、本信託に対して、請求されないものとします。

 

④　継続費用の支払いに不足する収益

上記の本信託の継続報酬、コスト及び費用並びにその他の本信託の継続コスト及び費用の額が、本信託のポート

フォリオ証券に関して支払われる収益、利益及びクーポンに関して本信託が受領した額、預金について受領する利息

並びに本信託が受領するその他の収益を上回る場合、その限度で、超過額は、本信託のポートフォリオ証券又はその

他の投資の一部の処分により支払われます。かかるポートフォリオ証券又はその他の投資の処分は、本信託の投資目

的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(５)【課税上の取扱い】

①　日本

本信託の日本の受益者に対する日本の税法上の課税については、以下のような取扱いとなります。

 

(ⅰ)(a) 　本信託の分配金は、公募国内株式投資信託の分配金と同じ取扱いとなります。ただし、将来における

税務当局の判断によっては、これと異なる取扱いがなされる可能性があります。

(b) 　受益証券は特定口座において取扱うことができます。

(c) 　個人が本信託の普通分配金を受け取る場合、その課税方法は以下の通りとなります。

支払いを受ける普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、及び地方税５%)

の源泉徴収税率が適用されます。確定申告不要制度を選択した場合、源泉徴収された税額のみで課税関

係は終了します。確定申告を選択した場合、受益者は、申告する上場株式等(公募株式投資信託を含

み、以下同様です。)の配当所得の金額の合計額について、総合課税の他に、申告分離課税を選択する

ことができます。申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、及び地

方税５%)の税率が適用されます。源泉徴収選択口座に受け入れた配当及び普通分配金は、上場株式等の

譲渡損との損益通算及び繰越控除(３年間)が可能です。
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(d) 　法人が本信託の普通分配金を受け取る場合、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の源泉徴収が

行われます。受取配当の益金不算入の適用は認められません。

(e) 　個人が受益証券を譲渡した場合、その課税方法は以下の通りとなります。

受益証券の譲渡価額(邦貨換算額)から当該受益者の取得価額(邦貨換算額)を控除した金額が譲渡所得等

の金額となり、譲渡所得等の金額に対しては、その年分の課税譲渡所得等の金額に対して20.315%(所得

税15%、復興特別所得税0.315%、及び地方税５%)の税率により課税されます。確定申告不要制度を選択

した場合、源泉徴収(20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、及び地方税５%)の税率となりま

す。)された税額のみで課税関係は終了します。譲渡損益については、確定申告によって、他の上場株

式等の譲渡損益及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。また、源

泉徴収選択口座内における損益通算及び繰越控除(３年間)も可能です。

(f) 　法人が受益証券を譲渡した場合、譲渡益があれば益金に算入され、譲渡損があれば損金に算入されま

す。

(g) 　一定の場合に、支払調書又は特定口座年間取引報告書が税務署へ提出されることとなります。

 

(ⅱ)　　本信託のユニットへの投資に関するシンガポール及び香港における一般的な課税の取扱情報について

は、下記項目を参照してください。

 

なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがあります。

 

②　シンガポール、香港及び米国

いかなる投資においてもそうであるように、投資家となろうとする者は、自らが投資する本ユニットにどのように

して課税がなされるかを考えるべきです。下記の税制に関する情報は一般論としてのものであり、税制上や法的なア

ドバイスを含むものではありません。投資家となろうとする者は、本ユニットへの投資に関する課税について、自ら

の税の専門家に相談するべきです。

 

この概要は、本信託への参加に関係するすべての税制上の考慮事項の完全な分析とすることを意図したものではあ

りません。受益者となろうとする者は、自らの特定の状況に適用されることがあるその他のあらゆる税務管轄域の法

律の下で発生する税務上の影響を含め、自らの特定の状況における税務上の影響に関して、自らの税務顧問に相談を

する必要があります。

 

本ユニットの発行に関与した本受託者又は本マネージャー若しくはその他の者が、本ユニットの取得、保有又は処

分/償還によるいかなる税制上の影響又は負債についても責任を負わないことには十分ご留意ください。
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シンガポールにおける本信託及び本受益者の税制

以下の説明は、本信託における本ユニットの購入、所有及び処分/償還についてのシンガポール税制上の影響の概

要です。この概要は、関係する税法及びそれに基づく規制の規定及び本書現在におけるすべての慣行に基づいてお

り、そのすべてが将来的又は遡及的に修正及び解釈変更を受ける可能性があります。

 

本信託は、2014年改正シンガポール所得税法(第134章)第35(14)条(以下「ITA」といいます。)における指定ユニッ

ト・トラスト(以下「DUT」といいます。)としての資格をシンガポール内国歳入庁(以下「IRAS」といいます。)から

与えられています。2014年９月１日から効力が発生する2014年５月30日付のシンガポール通貨庁による通達に規定さ

れているように、DUTスキームは自己評価基準に従って遂行されることとなります。本受託者は、法定期限又はIRAS

によって承認された延長期限までに、評価年度(以下「YA」といいます。)毎の所得申告(Form UT)及び年次の申告

フォームを提出することによってYAにおける本信託のDUTの繰延税金利益を請求する可能性があります。ただし、本

信託は、対象となるYAに関連する基準期間において、以下を含むDUT要件をすべて充足する必要があります。

(ⅰ) 　本信託がシンガポール証券先物法第286条の規定に基づく集団投資スキームであり、本ユニットの申

込みが公開されていること。

(ⅱ) 　本信託が不動産投資信託又はシンガポールの不動産に直接投資するプロパティ・トラストではない

こと。

(ⅲ) 　受託者がシンガポールの税法上の居住者であること。

(ⅳ) 　ファンド・マネージャーが、シンガポール証券先物法に基づきファンド運用の資本市場営業許可を

保有しているか、シンガポール証券先物法に基づいてかかる免許の保有を免除されており、本信託がシ

ンガポールにおけるファンド・マネージャーによって運用されていること。

 

2019年の予算案で、DUTスキームが2019年３月31日より後は失効することが発表されましたが、既存のDUTは、既存

のDUTが引き続きすべてのDUT要件を充足する場合、2019年４月１日以降、DUTスキームの下の繰延税金利益を引き続

き受領します。本マネージャーは、DUTの繰延税金利益が請求されたYA毎のDUT要件を充足するべく、本信託の業務を

遂行するよう努めます。

 

現在、一般的に本信託は以下の場合にはDUTの繰延税金利益を受け続けることができます。

(ⅰ) 　2019年４月１日を含む基準期間に先立つ基準期間におけるすべてのDUT要件を充足し、前者の期間に

おいて本信託に申し込むためのDUTの繰延税金利益のための選出が行われていること。

(ⅱ) 　すべてのDUT要件を充足し、後続のYA毎に本信託に適用するためにDUTの繰延税金利益を選択してい

ること。
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本信託は、2019年４月１日以降に開始する基準期間に関連するYAにおいてDUT要件を充足できなかった場合、又は

2019年４月１日以降に開始する基準期間においてDUTの繰延税金利益のための選出が行われなかった場合には、DUTの

繰延税金利益を享受しません。DUTの繰延税金利益は、基準期間に関連するYA及び後続するYAの本信託には適用され

ません。

 

DUTの課税に関わる要点の概要を以下に示します。

 

(a) 信託レベル

信託の収益は、一般的にその受託者によって課税されます。本信託は、(前述の)請求をするため定められたYAにお

いてDUTの繰延税金利益について適格性があり、選出されている場合、以下の収益(以下「特定収益」といいます。)

は本信託の法定収益には含まれず、さらに本信託レベルで課税されません。

・　シンガポール又はその他の場所において証券の処分から得た利得又は利益

・　利息(ITA第45条に従って税が差し引かれる利息を除きます。)

・　シンガポール外で発生してシンガポール内で受領した配当金

・　以下に由来する利得又は利益

○　為替取引

○　先物契約の取引

○　金利又は通貨の先物、スワップ又はオプション契約の取引、及び

○　証券又は金融指数に関わる先物、スワップ又はオプション契約の取引

・　シンガポール外で発生してシンガポール内で受領した外国ユニット・トラストからの分配金

・　特定の指定された者との証券の貸与又は買戻しの取り決めからの手数料及び補償的支払金(ITA第45A条に従って

税が差し引かれる手数料及び補償的支払金を除きます。)

・　賃貸及びシンガポール内で受領したシンガポール外の不動産資産によるその他収益

・　シンガポール外で発生してシンガポール内で受領した割引

・　2006年２月17日から2023年12月31日までの期間に発行された適格負債証券からの割引

・　国際的主体が発行する債務証書、株式、持分又は債券から得た利得又は利益

・　2007年２月15日から2023年12月31日までの期間に発行された適格負債証券からの前払費用、償還プレミアム及び

取引ブレイク費用、及び

・　所定の日以降に発行される適格負債証券に直接分配される、規制によって規定されたその他収益

 

免税されない限り、特定収益の上記リストに該当しない利得又は利益(すなわち、非特定収益)は、基本的に本受託

者によって一般的な法人税率(現行では17%)による課税の対象となります。

 

本信託によるすべての受益者に対する分配金はシンガポールの源泉徴収税の対象になりません。
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(b) 受益者レベル－分配金

受益者に渡るDUTからの分配金の税務上の取扱いは、以下の通りです。

・　個人(シンガポールの居住者であるかどうかを問いません。)が受け取ったいかなる分配金も、シンガポール所得

税が免除されます。免税は、分配金がシンガポールのパートナーシップを通じて個人により取得される場合又は

事業、業務若しくは専門職を営むことに由来する場合には適用されません。

・　特定収益(前述の通りです。)から発生した外国投資家が受け取ったいかなる分配金も、シンガポール所得税は課

税されません。

 

「外国投資家」とは、

・　個人については、シンガポールに居住していない個人、

・　会社については、シンガポールに居住しておらず、シンガポールの恒久的施設を通じて業務を行っていない

会社であり、かつ発行済株式の総数の80%を下回らない部分が、直接又は間接的にシンガポールの市民でも

シンガポールの居住者でもない者によって実質的に所有されているものとし、また

・　トラスト・ファンドについては、当該トラスト・ファンドの評価額の少なくとも80%が直接又は間接的に、

上記の二つの段落において言及されている外国投資家によって所有されており、ただし、大臣又はシンガ

ポール財務大臣が任命する者によって免除されない限り、

○　当該トラスト・ファンドがシンガポール外で組成され、かつ

○　当該トラスト・ファンドの受託者がシンガポールの市民でもシンガポールの居住者でもないこと、及

びシンガポールにおける恒久的施設を通じて業務を行っていないこと、が条件となります。

 

・　他の受益者(すなわち、個人でもなく、上記の通り外国投資家でもありません。)への分配(前記に記載の特定収

益によるものをいいます。)は、受益者の収益とみなされ、基本的に受益者に対する課税対象となります。

・　信託レベルで課税対象となる非特定収益によるいかなる分配金も、追加で受益者によるシンガポール所得税の課

税対象にはなりません。

・　シンガポール所得税を免税される非特定収益(例えば、シンガポールにおける一段配当)のうち、本信託によって

支払われた分配金は受益者に対する免税対象となります。

 

(c) 　受益者レベル－一定の条件で本受益者が得たものと扱われる未払いの配当

本信託の特定収益が、DUTの繰延税金利益(以下「繰延税金特定収益」といいます。)及び該当日が2015年６月１日

以降である以下の表の第１列に記載されている事象の発生を理由として、過去１年又は複数のYAの間、本受託者の法

定収益の一部を形成しなかった場合には、特定の受益者は(前記項目(b)の三つ目の事項に述べられているものを含み

ますが、前記項目(b)の一つ目及び二つ目に述べられているものは除きます。)、該当日までに受益者に分配されるべ

き未払いの所定の額の繰延税金特定収益に相当する収益額を該当日に得たものとして取扱われます。
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所定の額とは、信託証書の条件による分配方針に基づいて、関連する投資家に対して分配されるべき額のことをい

います。信託証書に定められた額の確認ができない場合(例えば、信託証書に規定された分配方針がない場合、分配

方針が不明確な場合、又は信託証書の条件下で変更される場合をいいます。)には、所定の額は、該当日における本

信託の総ユニット数における、関連する投資家が保有するユニット数の割合に基づくものとします。

 

事象 該当日

本信託は解散し、解散が発生した基準期間(注)の

YAにおいてDUTとなる。

解散の日

本信託がいずれかのYAにおいてDUTスキームにおけ

る１つ又は複数の条件を満たさない(すなわち、

DUTではない。)。

直前のYAの基準期間(注)の最終日

本信託は、いずれかのYAにおいて本信託のDUTの繰

延税金利益の請求を選択していない。

直前のYAの基準期間(注)の最終日

本信託は、いずれかのYAにおける基準期間(注)の

一部の期間についてのみ得られる収益に適用され

るDUTの繰延税金利益を選択している(例えば、別

の優遇税制への移行のために、本信託がそのDUTの

税制上の資格を放棄する場合。)。

基準期間(注)の当該期間の最終日

注：ある評価年度における「基準期間」とは、当該年度の利益の税金が評価される当該利益に係る期間のことをい

い、本ケースにおいては、６月30日に終了した会計年度のことをいいます。

 

(d) 　受益者レベル－本ユニットの処分

受益者による本ユニットの処分による利得は、以下の場合を除いて、シンガポールでの課税対象とはなりません。

・　シンガポール内で行われた事業又は業務の過程に由来して利得を受領した場合、又は

・　シンガポール外で行われた事業又は業務の過程に由来してシンガポール内で利得が受領された場合、若しくは受

領したとみなされる場合(外国所得)。条件が満たされる場合、一定の外国所得の税額控除が適用される場合があ

ります。

 

課税上の取扱いは、投資家の状況によるため、投資家においては、本信託の分配及び本ユニットの処分による利得

に関する課税について、自身の租税専門家に相談すべきです。

 

(e) 　本信託レベル－物品サービス税

本信託の費用には、シンガポールの物品サービス税(以下「GST」といいます。)が発生する場合があります。GSTが

発生した場合には、本信託は、2019年の予算案で発表され2024年12月31日まで延長されたGST免除の該当要件を満た

している場合、GSTを請求することが可能です。請求されるGSTの額は、毎年改訂される固定比率に基づきます。2019

年の固定比率は87%です。

 

しかし、本信託が該当要件を満たしていない場合には、発生するGST(ある場合)が、本信託の追加費用となりま

す。
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本マネージャーは、本信託がGST免除に該当するためのDUT要件を満たすべく、本信託の業務を遂行するよう努めま

す。

 

香港利益税

本信託は、証券の売却又は処分に関係して発生する香港利益税を免除されています。香港利益税は、当該投資家が

香港内で証券の取引の事業、専門職又は業務を営んでいない限り、本ユニットの売却、償還又はその他の処分におい

て得られたいかなる利得又は利益についても投資家に支払義務は生じません。

 

香港印紙税

2005年６月21日の香港特別行政区政府(以下「香港政府」といいます。)の金融国庫局長が発行した免除命令に従

い、投資家による流通市場における本ユニットの売却及び購入に対するいかなる香港印紙税も、免除又は返金されま

す。何らかの預託証券又は償還銘柄が香港の印紙税法(第117章)に定義される借入資本を構成する場合、その移転

は、香港印紙税の対象となりません。いかなる事態においても、

・　1999年10月20日に香港政府の国庫局長が発行した免除命令に従い、投資家による本ユニットの設定のための本預

託証券の移転に対する香港印紙税は、免除又は返金されます。同様に、本ユニットの償還の際における投資家へ

の償還銘柄の移転に対する香港印紙税も、免除又は返金されます。

・　2015年(改正)印紙税法に従い、香港証券取引所において取引された株式又はETFのユニットの取引に関する契約

証書及び移転証書に対して支払われる印紙税は、2015年２月13日を効力日として免除されます。

 

本ユニットの発行又は償還若しくは流通市場における本ユニットの売却及び購入に対しては、香港印紙税の支払義

務はありません。

 

FATCA、米国源泉徴収税及び報告義務

FATCAは米国追加雇用対策法の一部として2010年に米国で法制化されました。

FATCAは新たな報告体制を課し、米国における投資資産であるもの及び米国における投資資産とみなされるものに

関してなされる一定の支払い(総手取高及び収益の支払いを含みます。)に対する30%の米国源泉徴収税を課す可能性

があります。一般的な事項として、FATCAに基づく新たな規則は、非米国口座及び非米国事業体の米国人の直接及び

間接の所有権についてIRSへの報告を義務づけることを意図しています。30%源泉徴収税体制は、要求された米国所有

権に関する情報を提供しない場合に適用されます。

一般的に、新たな規則は、外国金融機関(FATCAに基づく最終的な米国財務省規則又は適用される政府間協定(以下

「IGA」といいます。)に定義されています。)(以下「FFI」といいます。)により受領される、FATCAの下で適用され

るすべての支払いに対して30%の米国源泉徴収税を課します。ただし、FFIが(i)IRSとの契約(以下「FFI契約」といい

ます。)を締結している場合、(ii)適用されるIGAの要件を遵守している場合、又は(iii)その他免除される場合を除

きます。
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シンガポールは、2014年12月９日付でModel 1 IGA(以下「シンガポールIGA」といいます。)を米国と締結しまし

た。シンガポールIGAの要件の下、一定のシンガポールを拠点とする金融機関(例えば、シンガポール居住又はシンガ

ポール法の下で設立された機関及びシンガポールの税法上の居住者又はシンガポール法に基づいて設立されていない

場合におけるシンガポール国内の支店をいい、シンガポール国外の支店を除きます。)は、関連するITAの規定を読み

込み、シンガポールIGAの要件に基づくFATCAの規定、並びにシンガポールIGAを施行する規則(随時修正されます。)

(以下「シンガポールIGA法令」と総称します。)の遵守を義務づけられます。シンガポールIGAに基づき、シンガポー

ル居住の金融機関はシンガポール税務当局(IRAS)に対して、(a)特定の米国投資家、(b)特定の米国支配外国法人投資

家、及び(c)関連する米国財務省規則及び適用されるIGAの要件を遵守していない非米国金融機関投資家の所有権並び

に支払いについて報告することを義務づけられます。シンガポールIGAの下、かかる情報はシンガポール税務当局に

よりIRSに報告されます。

シンガポールは、2018年11月13日に米国と租税情報交換協定(以下「TIEA」といいます。)及び相互外国口座税務コ

ンプライアンス法Model 1 政府間協定(以下「相互シンガポールIGA」といいます。)を締結しました。TIEAは、シン

ガポール及び米国が租税目的のため情報交換することを許可します。相互シンガポールIGAは、FATCAに基づく金融口

座に関する情報の自動的交換をするためにあります。相互シンガポールIGAは、発効したときに、現行の非相互シン

ガポールIGAに優先されます。TIEAは、シンガポールによる批准後に発効します。相互シンガポールIGAは、シンガ

ポール及び米国の双方による批准後に発効します。

本信託は、(ⅰ)みなし協力金融機関としてIRASに登録されており(登録番号：0T75S4)、(ⅱ)FFI(グローバル仲介者

証明番号(Global Intermediary Identification Number)(GIIN)：0T75S4.99999.SL.702)としてIRSに登録されていま

す。本信託は、シンガポールIGA法令に基づく該当する義務を果たすよう努力しており、かかる遵守の結果として、

本信託は上記のFATCAに基づく30%の源泉徴収税の課税対象とはなりません。本信託がこれらの該当する義務を果たす

ことができる保証はありません。本信託がかかる義務を果たすことができない場合、本信託は上記のFATCAに基づく

30%の源泉徴収税を負う可能性があり、また本ユニット毎にNAVがマイナスの影響を与える可能性があり、本信託は重

大な損失を被る可能性があり、これらは受益者に重大な損失を与える可能性があります。

FATCAに基づく源泉徴収税は、(a)本信託がシンガポールIGA法令に基づく義務を果たすために要求されている情報

の開示に同意していない米国人、(b)非米国人としての資格取得に失敗した者、(c)関連する米国財務省規則又は該当

するIGAを遵守しない、又は免除されていない非米国金融機関投資家、及び(d)米国所有権に関する証明書又は情報を

提供していない特定のその他の非米国法人、に対する支払いを原因として適用されるFATCAに従って、支払いの一部

に対して課される可能性があります。

本信託のシンガポールIGA法令に基づく義務の遵守能力は、本信託が、本信託の義務を果たすのに必要と判断する

要求された情報を本信託に提供する各受益者に依存します。受益者が必要な情報を提供できなかったこと又はかかる

義務を果たせなかったことが源泉徴収を引き起こした場合、その受益者によってかかる源泉徴収が経済的に負担され

るようにするため、本信託は、信義則に従い合理的な根拠に基づいて、本信託の設定文書が許容する範囲内で、適用

ある法令及び規則に従って、受益者の本ユニット又は償還金に関して、あらゆる措置(関連する受益者が有する本ユ

ニットの強制的な償還並びに合理的な金額の償還金からの控除及び相殺を含みます。)を講じます。
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かかる本信託から要求された情報の提供ができなかった受益者は、シンガポール課税当局への報告対象となる可能

性があり、かかる受益者がシンガポールIGA法令及び/又はFATCAを遵守しなかったことを原因とする特定の種類の収

益に対して源泉徴収税が徴収される可能性があります。

受益者及び将来の投資家は、本ユニットへの投資に対するFATCAに基づく課税の可能性について自身の租税専門家

に相談すべきです。

 

金融口座に関する自動的情報交換

(a) 一般情報

共通報告基準(以下「CRS」といいます。)は、金融口座情報の自動的情報交換(以下「AEOI」といいます。)に関す

る国際的に合意された基準で、経済協力開発機構(以下「OECD」といいます。)並びに租税目的の透明性及び情報交換

に関するグローバル・フォーラムが署名したものです。現在、100以上の地域が2018年までにCRSを実施すると約束し

ています。

シンガポールは、2018年にCRSに基づいたAEOIを開始する国際的な約束をし、その結果、所得税(国際税務コンプラ

イアンス契約)(共通報告基準)規則2016(随時改正されます。)(以下「シンガポールCRS法制」といいます。)を制定し

ました。シンガポール基準の金融機関(除外されない限り)は、シンガポールCRS法制と共に、CRSの定めを遵守する義

務を負います。かかる報告シンガポール金融機関(以下、あわせて又は個別に「報告SGFI」といいます。)は、2017年

１月１日以降、そのすべての顧客の税法上の居住者を確立し、シンガポール租税当局(すなわちIRAS)へ、シンガポー

ルがCRSに基づいて情報を交換する多国間協定(以下「CAA」といいます。)を締結している法域に居住する顧客の金融

口座情報を報告する必要があります。

本信託はIRASに報告SGFIとして登録されています。本信託はシンガポールCRS法制に基づいて適用される要件を遵

守する必要があります。本信託がシンガポールCRS法制に基づくその義務を履行する能力は、本信託がかかる義務を

履行するのに必要に応じて決定する必要な情報を本信託に提供する各ユニット保有者次第であります。意図的にあな

たの租税居住者状況に関する誤った情報を提供することは、判決によってITAに基づく刑事制裁が課される犯罪を構

成する可能性があることにご留意ください。

香港では2016年内国歳入法(第三改正)(以下「本法」といいます。)が、2016年６月30日に発効しました。これは香

港においてAEOIを実施するものです(以下「香港AEOI規則」といいます。)。本法は、香港に所在する金融機関(以下

「報告金融機関」といいます。)に対し、報告金融機関に金融口座を保有している香港の税法上の非居住者に関する

関連情報を収集及び検査し、本法により要求される情報を香港内国歳入局(以下「IRD」といいます。)に提供するこ

とを要求しています。IRDは、税務上の目的で、かかる情報を口座保有者が居住する法域と交換します。通常、税務

情報は、香港が所轄当局間合意を締結しているAEOIパートナー法域(以下「AEOIパートナー法域」といいます。)との

間でのみ交換されます。しかしながら、AEOIパートナー法域以外の法域に居住する口座保有者に関する情報も収集さ

れる可能性があります。もっとも、IRDに提供されるのは要報告口座に関する情報のみです。

本信託は、香港AEOI規則を遵守する必要があり、これは、本信託、本マネージャー、本受託者及び/又はそれらの

あらゆる代理人が、受益者及び投資家となろうとする者に関する税務情報を収集し、IRDに提供しなければいけない

ことを意味します。
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IRDにより実施されている香港AEOI規則は、本信託に対しとりわけ(i) 報告金融機関として本信託の状況をIRDに登

録すること、(ii) 本信託の口座が香港AEOI規則上要報告口座(以下「要報告口座」といいます。)とみなされるか確

認するために、かかる口座についてデュー・デリジェンスを実施すること及び(iii) かかる要報告口座についての情

報をIRDに報告することを求めています。IRDは、2018年以降、１年ごとに、IRDに報告された情報をAEOIパートナー

法域に伝達する予定です。要報告口座は、(i) AEOIパートナー法域の税法上の居住者である個人又は法人及び(ii)

AEOIパートナー法域の税法上の居住者である個人により支配される特定の法人が保有する金融口座を含みます。本法

において、受益者の詳細(氏名、誕生日及び出生地(該当する場合)、住所、税法上の居住地、納税者番号(ある場

合)、口座の詳細、口座残高/価額並びに収入又は売上金若しくは償還金を含みますが、これらに限りません。)は、

IRDに報告され、その後AEOIパートナー法域と交換されます。

 

(b) 本信託及び受益者への影響

受益者は、本信託への投資及び/又はその継続により、本信託が香港AEOI規則及びシンガポールCRS法制を遵守する

ために、本マネージャー、本受託者及び/又はその代理人に対し、追加的な情報を提供し、提供した情報についての

あらゆる変更を通知することが求められることを承認します。受益者の情報は、IRD及び/又はIRASから他の法域にあ

る当局に対して伝達される可能性があります。受益者が、要求された情報を提供しなかった場合には、本マネー

ジャー及び/又は本受託者は、その裁量に基づき、信義則に従い合理的な根拠に基づいて、本信託の設定文書が許容

する範囲内で、適用ある法令及び規則に従って、関係する受益者についての強制的な償還又は解約を含む(ただし、

これらに限られません。)、あらゆる措置を講じ、及び/又は改善策を実施する可能性があります。

受益者及び投資家となろうとする者は、それぞれ、本信託への現在又は将来的な投資における、香港AEOI規則及

び/又はシンガポールCRS法制の事務手続理上の影響及び実質的な影響について、自身の専門家に相談すべきです。
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５【運用状況】

(１)【投資状況】

(2019年６月30日現在)
 

資産の種類 国名 米ドル 円 投資比率(%)

国債・公債等 香港 317,541,716 34,551,714,118 8.56

 インドネシア 294,238,106 32,016,048,314 7.94

 大韓民国 611,539,891 66,541,655,540 16.50

 マレーシア 436,970,965 47,546,810,702 11.79

 フィリピン 207,064,750 22,530,715,448 5.59

 シンガポール 589,996,952 64,197,568,347 15.92

 タイ 374,067,260 40,702,258,561 10.09

 中国 871,695,396 94,849,176,039 23.51

合計 3,703,115,036 402,935,947,067 100
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(２)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

評価額上位銘柄明細

(2019年６月30日現在)

順
位

銘柄名又は
発行者名

種類
利率
(%)

満 期 日 保有数
金額(米ドル)

投資比
率(%)

簿価 時価
単価 総額 単価 総額

１
シンガポー
ル政府

固定
金利

2.75
2046年３
月１日

60,900,000 0.101867909 45,629,319 0.103212770 46,446,891 1.25

２
シンガポー
ル政府

固定
金利

2.75
2023年７
月１日

60,000,000 0.104265411 46,672,779 0.103914410 46,071,563 1.24

３
シンガポー
ル政府

固定
金利

3.50
2027年３
月１日

54,300,000 0.112797824 46,166,559 0.111150510 44,598,187 1.20

４ 中国政府
固定
金利

3.52
2046年４
月25日

310,000,000 0.101410506 49,520,749 0.095919550 43,310,845 1.17

５
シンガポー
ル政府

固定
金利

2.25
2021年６
月１日

54,800,000 0.103143576 42,912,231 0.101174850 40,969,347 1.11

６
シンガポー
ル政府

固定
金利

3.25
2020年９
月１日

49,750,000 0.106518536 39,190,091 0.101817900 37,430,285 1.01

７ 中国政府
固定
金利

3.25
2028年11
月22日

250,000,000 0.099362240 36,874,703 0.100164720 36,473,935 0.99

８
シンガポー
ル政府

固定
金利

3.375
2033年９
月１日

43,000,000 0.111418574 36,288,160 0.113233150 35,978,907 0.97

９
フィリピン

政府
固定
金利

8.00
2031年６
月19日

1,461,174,950 0.136215004 42,401,298 0.121483360 34,649,315 0.94

10 中国政府
固定
金利

2.95
2023年６
月16日

230,000,000 0.097318648 35,258,713 0.099817020 33,439,538 0.90

11 中国政府
固定
金利

4.07
2020年10
月17日

220,000,000 0.099206905 34,380,100 0.101705850 32,590,907 0.88

12
シンガポー
ル政府

固定
金利

3.00
2024年９
月１日

40,700,000 0.106224722 33,457,477 0.105797250 31,818,134 0.86

13 タイ政府
固定
金利

4.675
2044年６
月29日

703,000,000 0.129232376 25,977,903 0.130883512 29,971,045 0.81

14
シンガポー
ル政府

固定
金利

3.125
2022年９
月１日

38,300,000 0.109120977 31,884,428 0.104443590 29,558,779 0.80

15 タイ政府
固定
金利

3.65
2021年12
月17日

839,500,000 0.104345084 25,304,929 0.104589999 28,600,425 0.77

16
中国輸出入

銀行
固定
金利

3.33
2026年２
月22日

200,000,000 0.100108800 31,538,774 0.097484640 28,398,409 0.77

17
シンガポー
ル政府

固定
金利

2.75
2042年４
月１日

36,500,000 0.099184879 27,842,041 0.104220130 28,109,323 0.76

18
シンガポー
ル政府

固定
金利

2.00
2024年２
月１日

37,000,000 0.100188649 27,395,223 0.100968070 27,605,251 0.75

19
インドネシ
ア政府

固定
金利

7.00
2027年５
月15日

383,000,000,000 0.097868856 28,630,683 0.098266420 26,687,494 0.72

20 韓国政府
固定
金利

2.00
2022年９
月10日

30,000,000,000 0.098664667 27,556,590 0.102120092 26,532,739 0.72

21 韓国政府
固定
金利

2.00
2021年３
月10日

30,000,000,000 0.103600533 26,736,595 0.101456425 26,360,306 0.71

22 中国政府
固定
金利

3.54
2028年８
月16日

170,000,000 0.101060265 25,112,390 0.102424040 25,361,717 0.68

23
中国国家開
発銀行

固定
金利

3.18
2026年４
月５日

180,000,000 0.097997887 27,786,367 0.096546350 25,312,567 0.68

24 韓国政府
固定
金利

3.00
2042年12
月10日

23,000,000,000 0.097310872 20,625,635 0.1267342344 25,244,770 0.68

25 韓国政府
固定
金利

3.75
2022年６
月10日

27,000,000,000 0.105919298 25,523,876 0.106660370 24,941,151 0.67

26 韓国政府
固定
金利

4.25
2021年６
月10日

27,000,000,000 0.106875328 25,783,977 0.105501640 24,670,197 0.67

27 タイ政府
固定
金利

1.875
2022年６
月17日

750,000,000 0.100216760 23,037,709 0.100313957 24,506,667 0.66

28 タイ政府
固定
金利

4.875
2029年６
月22日

594,000,000 0.117751134 19,660,702 0.124254713 24,041,466 0.65

29 中国政府
固定
金利

3.36
2022年５
月24日

160,000,000 0.100016813 25,207,835 0.101181110 23,580,187 0.64

30 韓国政府
固定
金利

2.00
2046年３
月10日

25,000,000,000 0.105121959 22,536.490 0.108466004 22,536,490 0.63
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②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

(３)【運用実績】

①【純資産の推移】

 

計算期間/各月末
純資産額 一口当たり純資産額

米ドル 円 米ドル 円

2017年６月30日 3,906,417,228.29 425,057,258,610.24 114.76 12,487.04

2018年６月29日 3,701,850,821.24 402,798,387,859.12 113.25 12,322.73

2018年11月30日 3,689,255,149.68 401,427,852,836.68 112.25 12,213.92

2018年12月31日 3,727,139,214.82 405,550,017,964.56 114.09 12,414.13

2019年１月31日 3,815,052,271.37 415,115,837,647.77 114.86 12,497.92

2019年２月28日 3,654,059,667.50 397,598,232,420.68 114.89 12,501.18

2019年３月29日 3,678,852,986.23 400,295,993,431.69 115.63 12,581.70

2019年４月30日 3,653,595,157.35 397,547,689,071.25 114.15 12,420.66

2019年５月31日 3,611,805,278.23 393,000,532,324.21 113.70 12,371.70

2019年６月28日 3,702,724,919.83 402,893,498,526.70 117.15 12,747.09

2019年７月31日 3,720,255,921.47 404,801,046,815.15 116.29 12,653.51

2019年８月30日 3,609,664,525.96 392,767,597,069.71 116.06 12,628.49

2019年９月30日 3,623,766,556.73 394,302,039,037.79 116.25 12,649.16

2019年10月31日 3,667,678,330.36 399,080,079,126.47 117.47 12,781.91

2019年11月29日 3,643,692,503.87 396,470,181,346.10 117.61 12,797.14

注：　上記表中の純資産額は分配金を含まない額となっております。分配のための基準日は会計期間末日と暦月末の

いずれでもないため、上記表には分配金を含んだ額を記載しておりません。

 

　2016年７月１日から2019年６月30日までの期間における分配は、下記の通りです。

 

支払日 基準日 分配総額
一口当たりの

分配額
(米ドル)

一口当たりの
分配額
(円)

2016年８月４日 2016年７月22日 40,571,318 1.25 136.01

2017年２月７日 2017年１月23日 51,284,228 1.52 165.39

2017年８月３日 2017年７月24日 56,015,411 1.65 179.54

2018年２月１日 2018年１月22日 57,457,556 1.74 189.33

2018年８月２日 2018年７月23日 59,742,673 1.84 200.21

2019年１月31日 2019年１月22日 57,653,647 1.76 191.51

2019年８月１日 2019年７月22日 51,849,869 1.64 178.45
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香港証券取引所における一口当たりの市場相場

 

計算期間/各月末 相場(米ドル) 相場(円)

2017年６月30日 115.00 12,513.15

2018年６月29日 113.20 12,317.29

2018年11月30日 112.20 12,208.48

2018年12月31日 113.70 12,371.70

2019年１月31日 114.80 12,491.39

2019年２月28日 115.30 12,545.79

2019年３月29日 115.55 12,573.00

2019年４月30日 114.20 12,426.10

2019年５月31日 113.60 12,360.82

2019年６月28日 116.40 12,665.48

2019年７月31日 116.85 12,714.45

2019年８月30日 116.55 12,681.81

2019年９月30日 116.55 12,681.81

2019年10月31日 117.60 12,796.06

2019年11月29日 117.65 12,801.50

 

東京証券取引所における一口当たりの市場相場

 

各月末 相場(米ドル) 相場(円)

2017年６月30日 118.3715 12,880

2018年６月29日 115.4306 12,560

2018年11月30日 116.8091 12,710

2018年12月28日 115.0630 12,520

2019年１月31日 114.8791 12,500

2019年２月28日 116.7172 12,700

2019年３月29日 116.8091 12,710

2019年４月26日 118.0039 12,840

2019年５月31日 114.9711 12,510

2019年６月28日 116.2577 12,650

2019年７月31日 116.2577 12,650

2019年８月30日 113.2249 12,320

2019年９月30日 115.0630 12,520

2019年10月31日 117.0848 12,740

2019年11月29日 118.6472 12,910
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②【分配の推移】

　本ユニット一口当たりの分配金の推移は以下の通りです。

 

期別 米ドル 円

2016年７月１日～2017年６月30日 2.77 301.40

2017年７月１日～2018年６月30日 3.39 368.87

2018年７月１日～2019年６月30日 3.60 391.72

 

③【収益率の推移】

　本信託の収益率の推移は以下の通りです。

 

期別 収益率(%)

2016年７月１日～2017年６月30日 -1.49

2017年７月１日～2018年６月30日 1.59

2018年７月１日～2019年６月30日 6.80

 

(４)【販売及び買戻しの実績】

 

 販売口数 買戻口数 発行済口数

2017年６月30日に終了した事業年度 4,511,680 1,400,000 34,018,734

2018年６月30日に終了した事業年度 1,180,110 2,520,000 32,678,844

2019年６月30日に終了した事業年度 1,436,930 2,480,000 31,635,774
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第２【管理及び運営】
 

１【申込(販売)手続等】

(１)　日本における設定

日本国内において、本信託の設定の募集は一切行っておらず、下記(２)はシンガポールにおける設定について参考まで

に記載するものです。

 

(２)　シンガポールにおける設定

①　本ユニットの設定

本信託の本ユニットは、10,000ユニットのサイズのクリエイション/リデンプション・ユニット又はその倍数を単

位としてのみ(本マネージャーが本受託者の事前承諾を得て随時決定し、目論見書に記載される単位で、本信託証書

に従い求められた場合、クリエイション/リデンプション・ユニットのサイズの増減について、受益者に対して事前

通知がなされなければなりません(ただし、(ⅰ)本ユニットは、毎月の最終取引日において、クリエイション/リデン

プション・ユニット単位で発行される必要はなく、(ⅱ)本マネージャーは、本受託者の承諾を得て、特定の場合にお

いて、クリエイション/リデンプション・ユニット単位より小さい単位で本ユニットを設定及び発行することができ

ます。)。)、継続して、本受付代理人を通じて、本受付代理人が適切な様式による注文を受領するか又は受領したと

扱われる取引日において、本基礎指数の評価が完了する時点(以下「本評価時」といいます。)における終値により計

算されたその時点のNAVにより、発行及び販売することができます。

「取引日」とは、本信託の存続期間中の各営業日及び/又は本マネージャーが本受託者の事前承認を得て随時決定

するその他の日をいいます。

いずれかの取引日において、本ユニットは、本評価時における本信託のクリエイション/リデンプション・ユニッ

ト当たりNAV(以下「クリエイション/リデンプション・ユニット当たり発行価格」といいます。)により現金と引き替

えに、クリエイション/リデンプション・ユニット単位で申込みに供されます。ただし、(ⅰ)毎月の最終取引日にお

いて又は(本受託者の承諾を得た)特定の場合において、ユニットは、クリエイション/リデンプション・ユニット単

位で設定する必要はなく、本評価時における本信託の本ユニット１口当たりのNAV(以下「本ユニット１口当たり発行

価格」といいます。)により申込みが可能であり、(ⅱ)マーケットメーカーである認定参加者はいかなる取引日にお

いても、いかなる本ユニット単位でも本ユニットを設定することができます。なお、本受託者(又は本受託者を代理

する本マネージャー)が、クリエイション/リデンプション・ユニット当たり発行価格又は本ユニット１口当たり発行

価格(場合によります。)(以下「発行価格」といいます。)並びに租税・手数料及び取引手数料の全額が、決済済みの

資金により、当該申込みに関して本受託者又はその代理人により適式に受領されていると認める場合でなければなり

ません。

本マネージャーがその裁量により決定するところに従い、設定に関して追加の租税・手数料が当該投資家に対して

(本信託の計算で)請求される可能性があります(詳細は、下記「２ 買戻し手続等　＊１ 希釈化」に記載されていま

す。)。
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本マネージャーは、本信託証書の条件に従い、ケース・バイ・ケ－スで、本ユニットの設定に関する現物支払いを

受け入れる絶対的裁量を有しています(ただし、受け入れる義務を負わないものとします。)。本マネージャーがその

裁量により認定参加者の請求による本ユニットの現物による設定を受け入れることに同意する場合、本マネー

ジャー、本受付代理人及び認定参加者は、かかる設定に関する詳細な手続き(証券バスケット、現金部分及び設定さ

れる本ユニット数を含みます。)に関して、常に本信託証書に従って合意しなければなりません。当初の設定時を除

き、本マネージャーは原則として設定に関して現物による支払いを受け入れる予定はありません。

 

②　本ユニットの設定手続き

本ユニットを設定する注文を本受付代理人に対して行う資格を有するために、主体は(ⅰ)CCASS参加者であるか、

(ⅱ)CCASS参加者を通じて取引を行うことができる者でなければならず、さらに、本ユニットの設定及び償還に関

し、本受託者、本マネージャー、本受付代理人及び認定参加者の間で締結する契約(以下「参加者契約」といいま

す。)を交わしていなければなりません。この当事者を「認定参加者」と呼びます。投資家は参加者契約を交わした

認定参加者の名前で本受付代理人と接触できます。また、最新の認定参加者のリストは本信託のウェブサイトで閲覧

できます。設定された本ユニットは、その設定方法にかかわらずすべて、CCASS参加者の勘定でHKSCCノミニーズ名義

でCCASSの記録に記入されます。

本受付代理人は、本ユニットを設定する注文はすべて、当該取引日の香港時間正午12時(以下「設定取引締切時

刻」といいます。)(又は本マネージャーが(本受託者の事前承認を得て)随時決定し、５営業日前に認定参加者に事前

通知をしたその他の時刻)までにすべて受領しなければなりません。適式な注文が取引日の設定取引締切時刻を過ぎ

て本受付代理人により受領された場合、本マネージャーが本受託者の同意を得た上で、遅い注文を当該取引日に承認

及び受領してよいことを本受付代理人と確認するという例外的状況を除き、かかる注文は次の取引日に受領されたと

みなされます(ただし、いかなる場合でも、当該取引日の本評価時より後に受領された遅い注文が当該取引日につい

て承認されることはありません。)。設定注文が設定取引締切時刻までに本受付代理人により受領されたかどうかは

本受付代理人が判定し、この判定が最終的で、拘束力を有するものとします。本ユニットを設定する注文(又は本ユ

ニットを償還する注文)が本受付代理人により受領された日又は受領されたとして処理される日を「トランザクショ

ン日」と呼びます。注文は認定参加者により書面で、又は参加者契約に定められた手続きに従って本受付代理人に

とって受け入れ可能な他の伝達方法により、本受付代理人に伝達されなければなりません。しかし、認定参加者は本

受付代理人に電話をかけ、本受付代理人による設定注文の受領を確認することができます。深刻な経済若しくは市場

の混乱若しくは変化、又はファクシミリ若しくはその他の通信の故障が、本受付代理人又は認定参加者への伝達能力

を妨げることもあります。

本ユニットを設定する投資家の注文はすべて、認定参加者に対し、それが求める様式でなされなければなりませ

ん。さらに、その認定参加者は、必要に応じて現金での支払いに備えるなどといった特定の表明又は契約締結を当該

注文について投資家に要請することができます。投資家は、その特定のブローカー又はディーラーが参加者契約を締

結しておらず、したがって参加者契約を交わしている認定参加者を通じて本ユニットを設定する注文を出さなければ

ならない、ということもありうることを承知していなければなりません。その場合、そうした投資家には追加の負担

が発生する可能性があります。いかなる時でも、認定参加者は限られた数しか存在しません。

EDINET提出書類

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

 70/208



本ユニットの注文を出す者は十分な時間を確保して、当該取引日の設定取引締切時刻より前に注文を正しく本受付

代理人に出せるようにすべきです。

 

③　設定の申込み

取引日に本ユニットの発注を行うには、認定参加者は、該当する取引日の設定取引締切時刻までに記入済みの注文

書を本受付代理人に提出しなければなりません。本受付代理人は、そうした注文をすべて本マネージャーと本受託者

に連絡する義務があります。

本ユニットの設定に関わる現金支払額(本取引手数料及びその他の租税・手数料を加えた額)は、当該トランザク

ション日から２日目の営業日(T+２)の香港時間午前11時30分(又は本マネージャーが(本受託者の事前承認を得て)随

時決定し、５営業日前に認定参加者に事前通知をしたその他の時刻)までに本カストディアンに受領されるように、

時機を逸せず本カストディアン宛に直接送金されなければなりません。しかし、本カストディアンがその現金(本取

引手数料及びその他の租税・手数料を加えた額)を当該トランザクション日から２日目の営業日(T+２)の香港時間午

前11時30分(又は本マネージャーが(本受託者の事前承認を得て)随時決定し、５営業日前に認定参加者に事前通知を

したその他の時刻)までに受領しないならば、その設定注文は取消となります。上記にかかわらず、本マネージャー

は当該トランザクション日の２CCASS営業日後に現金が本カストディアンに支払われるように要求することができま

す。本受付代理人への書面通知があり次第、この取り消された注文は次の取引日に再度提出することができます。

「CCASS営業日」とは、CCASSの総則に従ってCCASSがCCASS参加者を相手に業務を行う日をいいます。

設定注文が取り消された場合、認定参加者は、本取引手数料に加え、本ユニットの設定と償還の両方に適用される

租税・手数料、及び認定参加者が出した設定注文が本信託証書若しくは参加者契約の認める以外の方法で認定参加者

により取り消され又は認定参加者が必要な現金の引き渡し若しくは送金を行わなかった結果として取り消されたこと

により生じる、本マネージャーが決定する額の取消手数料を課される可能性があります。この取消手数料は、設定注

文及びその取消に関係して本信託に又は本信託のために発生する管理費用を補填するためのものです。取消手数料は

現在、設定注文１件当たり1,000米ドルです。認定参加者はさらに、本信託が当該取消との関連で指数構成銘柄、非

指数構成銘柄、及び/又は本信託証書に基づき許可される他の投資対象物(以下「本投資対象」といいます。)を売却

及び/又は購入したことについて生じた損失及び支払利息の額、並びに(ⅰ)取消対象である本ユニットの設定注文の

トランザクション日における発行価格と(ⅱ)取消日における当該本ユニットの償還価格の差額を課される可能性があ

ります。延滞利息も上記金額に加算して支払わなければなりません。

正しい申請に従って行われた本ユニットの譲渡及び引き渡しは、当該トランザクション日から(本信託証書の規定

に基づき本受託者と本マネージャーの間で決定及び合意されない限り)２日目の取引日(T+２)までに行われます。
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④　設定の申込みの承諾

本受託者及び本マネージャーは、本信託について本受付代理人に伝達された設定注文につき理由を示すことなく拒

絶する絶対的権利を留保しています。本マネージャーは、本ユニットの申込みの全部又は一部について理由を示すこ

となく受理又は拒絶する絶対的裁量を有していますが、次の場合に設定注文を拒絶することが本マネージャーの現在

の意図です。(ⅰ)その注文が本マネージャーにより定められた１日当たりの取引限度を超過している、(ⅱ)その注文

が正しい様式を取っていない、(ⅲ)適用される法律又は規制の下で、申請者が本ユニットの応募、購入若しくは保有

のための資格を有していないか、又は申請者による本ユニットの購入若しくは保有のために、本信託、本マネー

ジャー若しくは本受託者が通常であれば負担し、被り若しくは服することのない納税義務を負担し、その他の金銭的

不利益を被り、若しくは法律又は規制の適用に服する可能性が、本信託若しくは本マネージャーの裁量において存在

すると認められる、(ⅳ)本受託者、本カストディアン、本受付代理人又は本マネージャーの管理が及ばない状況のた

めに、設定注文の処理がいかなる実際的目的のためにも不可能である(この状況の例としては、不可抗力；火災、洪

水、極端な気象条件、停電のために電話、ファクシミリ及びコンピューターが故障するなどといった公共サービス又

は公益事業の問題；取引の停止の原因となる市場の状況又は活動;本受託者、本マネージャー、本受付代理人、本カ

ストディアン、CCASS、香港証券取引所又は設定手続きの他の参加者に影響する、コンピューター又はその他情報シ

ステムが関わるシステム故障及び類似の異常な出来事)。認定参加者が出した注文が拒絶された場合、本受付代理人

はそれをその認定参加者に通知します。

本受託者、本マネージャー、本カストディアン及び本受付代理人は、本信託について本受付代理人に伝達された設

定注文を拒絶する理由を示す義務を負いません。

設定注文はトランザクション日の香港時間午後５時00分より前に認定参加者に確認されます。しかし、認定参加者

は本受付代理人に電話して、提出した設定注文を本受付代理人が受領したことを確認することができます。

割り当てられた本ユニットの数を詳しく記載した確認書が、本ユニットの発行日から２営業日以内に受益者に送ら

れます。

本ユニットの設定及び償還が停止されている期間中は、本ユニットは発行されず設定注文は受け入れられません

(下記「２ 買戻し手続等　＊２ 設定及び償還に関するその他の規定　(２) 設定及び償還の停止」を参照してくださ

い。)。

本マネージャーは、本受託者の事前承認を得た上で、本ユニットを設定するため、クリエイション/リデンプショ

ン・ユニット集合を構成する本ユニットの数を自己の裁量で変更することができます。
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上記にかかわらず、本マネージャーは例外的状況において、その裁量により、また本受託者の事前承認を得た上で

認定参加者ではない投資家からの設定注文を受け入れることができます。ただし、本マネージャーと本受託者が別途

合意する場合を除き、設定注文を行う者が、認定参加者を通じて行われる設定に適用される条件と同等の条件をすべ

ての重要な側面において遵守することに同意していることをその条件とします。本マネージャーは、次のように考え

る場合に限り、その裁量権を行使して認定参加者ではない投資家からの設定注文を受け入れるものとします。つま

り、(a)認定参加者を通じた設定注文について定められたプロセスよりも効率的な設定メカニズムを当該投資家につ

いて定めることができ、(b)当該投資家については認定参加者を通じた設定の方が非効率である例外的状況が存在

し、さらに(c)本受託者の意見によると、それが他の受益者の利益を著しく棄損することがないと考える場合です。

 

⑤　クリエイション・ユニット毎の発行価格

ユニットは先渡取引ベースで販売されています。これはクリエイション・ユニット毎の(本評価時において決定さ

れた)発行価格は本評価時の後に計算されることを意味します。本評価時とは、各ディーリング日における香港時間

の午後５時(又は、本受託者の事前承認を得て本マネージャーによって決定されたその他の時刻)です。例えば、

ディーリング日の設定取引締切時刻又はそれ以前に購入した場合、ディーリング日におけるクリエイション・ユニッ

トの発行価格に基づいて支払うことになります。また、ディーリング日の設定取引締切時刻より後に購入した場合に

は、翌ディーリング日におけるクリエイション・ユニットの発行価格に基づいて支払うことになります。本信託にお

けるすべてのディーリング日のクリエイション・ユニット毎の発行価格は常に翌ディーリング日に計算されます。

 

⑥　設定取引手数料

上述の設定手続きを通じて行われる設定取引に伴う譲渡及びその他の事務コストを補償するために、認定参加者

は、一定の取引手数料を本信託に支払わなければならず、各設定注文に関し、現在1,000香港ドル(13,900円)(約128

米ドル)が請求されますが、最高1,000米ドル(108,810円)まで増額される可能性があります。かかる手数料は、設定

されるクリエイション/リデンプション・ユニット又は本ユニットの数にかかわらず、注文ごとに請求されます。取

引手数料の水準は、本マネージャーの裁量により変更され得ます。また、かかる取引手数料の増額の場合、少なくと

も１カ月前までに、認定参加者に通知されます。認定参加者は、本手数料の全部又は一部を、代理して注文が行われ

た投資家に帰属させることができます。認定参加者は、また、自らの計算で、追加の手数料を請求することができま

す。

下記「２ 買戻し手続等　＊１ 希釈化」においてより詳細に説明されている通り、本信託の財産のいかなる「希釈

化」をも防止するために、本マネージャーは、本信託の租税・手数料の引当金(かかる金額は、本マネージャーの裁

量により、決定されます。)に関して、追加の手数料を請求する裁量を有します。
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２【買戻し手続等】

(１)　日本における償還

日本国内において、本信託の償還の取扱いは一切行っておりません。下記(２)はシンガポールにおける償還について参

考までに記載するものです。

 

(２)　シンガポールにおける償還

①　本ユニットの償還

本信託の本ユニットは、一般的に、本受付代理人が適切な様式で請求を受領するか又は受領したものと扱われる取

引日(すなわち、トランザクション日)に関して本評価時で計算されるその時点のNAVで、本受付代理人を通じてのみ

償還することができます。本ユニットは、クリエイション/リデンプション・ユニット単位より小さい額で償還する

ことができません。ただし、(ⅰ)特定の場合において、本マネージャーは本受託者の承諾を得て、クリエイション/

リデンプション・ユニット単位より小さい単位で本ユニットを償還することができ、また、(ⅱ)その月の最終取引日

を除きます。取引日において、受益者は、償還請求を提出することができます。本ユニットは、クリエイション/リ

デンプション・ユニット単位により、本受付代理人が適切な様式で請求を受領するか又は受領したものと扱われる取

引日(すなわち、トランザクション日)に関して本評価時で計算されるその時点のNAVで、償還することができます。

ただし、(ⅰ)その月の最終取引日の場合又は(本受託者の承諾を得た)特定の場合には、本ユニットは、クリエイショ

ン/リデンプション・ユニット単位以外の単位により、本ユニット１口当たりのその時点のNAVで、償還することがで

き、また、(ⅱ)許可されたマーケット・メーカーである認定参加者は、いかなる取引日においても、いかなるユニッ

ト単位でも、本ユニット１口当たりのその時点のNAVで、ユニットを償還することができます。

本ユニットの償還を求める投資家には、本マネージャーがその裁量で決定するところにより、追加の租税・手数料

が(本信託の勘定で)課される可能性があります(下記「＊１ 希釈化」で詳述されています。)。

本マネージャーは、本信託証書の条件に従い、ケース・バイ・ケースで現物による償還を実行する絶対的裁量を有

します(ただし、実行する義務を負わないものとします。)。本マネージャーが、その裁量により、認定参加者の請求

により、本ユニットの現物償還を実行することを望む場合には、本マネージャー、本受付代理人及び認定参加者は、

その詳細な手続き(償還銘柄の一覧表、現金償還部分及び償還される本ユニットの数を含みます。)に関して、常に本

信託証書に従って合意しなければなりません。本マネージャーは、原則として現物による償還を実行する意図はあり

ません。
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②　償還の申込み

一般に認定参加者のみが本受付代理人に償還請求を行うことができます。

取引日における本ユニットの現金償還に対する請求はすべて、当該取引日の香港時間正午12時(又は本マネー

ジャーが(本受託者の事前承認を得て)随時決定し、５営業日前に認定参加者に事前通知をしたその他の時刻)までに

本受付代理人により受領されなければなりません(以下「償還取引締切時刻」といいます。)。正しい様式の償還請求

が取引日の償還取引締切時刻を過ぎて本受付代理人により受領された場合、本マネージャーが本受託者の同意を得た

上で、遅い償還請求を当該取引日に受け入れ受領してよいことを本受付代理人と確認するという例外的状況を除き、

かかる請求は次の取引日に受領されたとみなされます(ただし、いかなる場合でも、当該取引日の本評価時より後に

受領された遅い償還請求が当該取引日について受け入れられることはありません。)。償還請求が償還取引締切時刻

までに本受付代理人により受領されたかどうかは本受付代理人が判定し、この判定が最終的で、拘束力を有するもの

とします。償還請求は、参加者契約に定められた手続きに従って、書面又は本受付代理人にとって受け入れ可能な他

の伝達方法で認定参加者により本受付代理人に伝達されなければなりません。しかし、認定参加者は本受付代理人に

電話をかけ、本受付代理人による償還請求の受領を確認することができます。深刻な経済若しくは市場の混乱若しく

は変化、又はファクシミリ若しくはその他の通信の故障が、本受付代理人又は認定参加者への伝達能力を低下させる

こともあります。

本ユニットの取引日の償還請求はすべて、認定参加者に対し、認定参加者が求める様式で行わなければなりませ

ん。投資家は、その特定のブローカー又はディーラーが本マネージャー及び本受託者と参加者契約を締結しておら

ず、したがって本ユニットの償還請求は、そのブローカー又はディーラーが参加者契約を締結した認定参加者を通じ

て行わなければならない、ということもありうることを承知していなければなりません。その場合、そうした投資家

には追加の負担が発生する可能性があります。いかなる時でも、認定参加者は限られた数しか存在しません。

認定参加者が決済の延長を要求し本マネージャーが(本受託者の承認を得て)許容しない限り、償還される本ユニッ

トはすべて、トランザクション日から２日目の営業日(T+２)の香港時間午前11時30分(又は本マネージャーが(本受託

者の事前承認を得て)随時決定し、５営業日前に認定参加者に事前通知をしたその他の時刻)までに本受託者又はその

代理人に引き渡されなければなりません。引き渡される本ユニット、並びにその有効性、形式及び適格性(受領時刻

を含みます。)は本受託者が判定し、この判定が最終的で、拘束力を有するものとします。本受託者又はその代理人

がトランザクション日から２日目の営業日(T+２)の香港時間午前11時30分(又は本マネージャーが(本受託者の事前承

認を得て)随時決定し、５営業日前に認定参加者に事前通知をしたその他の時刻)までに要求した本ユニットを受領し

なかった場合、償還請求は本マネージャーの同意を条件として取り消されます。上記にかかわらず、本マネージャー

は、償還されるべき本ユニットがトランザクション日から２日目のCCASS営業日に本受託者又はその代理人に引き渡

されることを要求できます。本受付代理人への書面通知があり次第、この取り消された請求は次の取引日に再度提出

することができます。
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償還請求の中止に関して、認定参加者がトランザクション日から２日目の営業日(T+２)の香港時間午後１時00分ま

でに適切に償還されるべき本ユニットの決済の延期を要求し、本マネージャーが(本受託者の承認を得て)その裁量で

かかる要求を承認している場合、償還されるすべての本ユニットは本受託者又はその委託した者に、本マネージャー

が受領した当該要求書で指定された決済の延期日の香港時間午前11時30分までに引き渡されなければなりません。引

き渡された本ユニットに関するすべての疑問点、その有効性、形式及び適格性(受領のタイミングを含みます。)は、

本受託者が決定し、その決定は最終的かつ拘束力のあるものであります。本受託者又はその委任する者は、本マネー

ジャーが受領した当該要求書で指定された決済の延期日の香港時間午前11時30分までに必要な本ユニットを受領しな

い場合、決済の延期と償還の請求は、本マネージャーの同意を得て、取り消されます。本マネージャーは、その裁量

で、償還請求の決済の延期に関する認定参加者の要求を受入又は拒絶することができます。決済の延期の要求のない

償還請求に関して、決済の延期の要求の受入を理由に、償還請求の手数料に追加の手数料が認定参加者から本マネー

ジャーに支払われることはありません。

償還請求(決済の延期を伴う償還請求を含みます。)が取り消された場合、認定参加者は、本取引手数料に加え、本

ユニットの償還と設定の両方に適用される租税・手数料、及び認定参加者が出した償還請求が本信託証書若しくは参

加者契約の許容する以外の方法で取り消され、又は認定参加者が必要な本ユニットを引き渡さなかった結果として取

り消されたことにより生じる、本マネージャーが決定する額の取消手数料を課される可能性があります。この取消手

数料は、この償還未遂に関係して本信託で発生するか本信託のために発生する管理費用を補填するためのものです。

取消手数料は現在、償還請求１件当たり1,000米ドルです。認定参加者はさらに、本信託による本投資対象の売却及

び/又は購入に関連して生じた損失及び支払利息の額、当該償還未遂に関連して本信託で発生した支払利息、並びに

(ⅰ)取消日における当該本ユニットの発行価格と(ⅱ)トランザクション日における取消対象である本ユニットの償還

評価額の差額を課される可能性があります。延滞利息も上記金額に加算して支払わなければなりません。

本ユニットの償還を請求する者は十分な時間を確保して、当該取引日の償還取引締切時刻より前に請求を正しく本

受付代理人に出せるようにしなければなりません。認定参加者が決済の延期を要求し、本マネージャーが(本受託者

の承認を得て)その裁量で認めない限り、償還請求に従ったユニットの設定及び譲渡は、(本信託証書の規定に従って

本信託者及び本マネージャーが別途決定及び合意した場合を除き)当該トランザクション日から２営業日以内(T+２)

に行われ、所定の償還金は参加者契約の条件に従って、通常トランザクション日から４営業日以内(T+４)に、認定参

加者宛に又はその指図に従って送金されます。認定参加者が決済の延期を要求し、本マネージャーがその裁量でこれ

を受け入れた場合、償還請求に基づく本ユニットの決済及び引渡しは、本マネージャーが受領した要求書で指定され

た決済の延期日までに行われ、参加者契約の条件に従って(通常、本ユニットの決済の延期日の次の営業日)、必要な

償還手続は認定参加者に移行されます。

償還金は、償還される本信託のクリエイション/リデンプション・ユニット総額(又は場合によって本ユニット)の

NAV(これはトランザクション日の本評価時で計算されます。)から償還の本取引手数料と以下に述べる追加の租税・

手数料を差し引いた額となります。

償還請求はトランザクション日の香港時間午後５時00分より前に本受付代理人によって認定参加者に確認されま

す。ただし、認定参加者は本受付代理人に電話して、提出した償還請求を本受付代理人が受領したことを確認するこ

とができます。
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本ユニットが本ユニットの設定と償還が停止されている期間に現金で償還されることはなく、現金償還請求が受け

入れられることはありません(下記「＊２ 設定及び償還に関するその他の規定　(２) 設定及び償還の停止」を参照

してください。)。

本マネージャーは、その裁量により、また本受託者の事前承認を得た上で、本ユニットの償還実施を目的にクリエ

イション/リデンプション・ユニット集合を構成する本ユニットの数を変更することができます。

 

③　認定参加者を通さない償還請求

上記にかかわらず、本マネージャーは例外的状況において、その裁量により、また本受託者の事前承認を得た上で

認定参加者ではない投資家からの償還請求を受け入れることができます。ただし、本マネージャーと本受託者が別途

合意する場合を除き、償還請求を行う者が認定参加者を通じて行われる償還に適用される条件と同等の条件をすべて

の重要な側面において遵守することに同意していることをその条件とします。本マネージャーは、次のように考える

場合に限り、その裁量権を行使して認定参加者ではない投資家からの償還請求を受け入れるものとします。つまり、

(a)認定参加者を通じた償還請求について定められたプロセスよりも効率的な償還メカニズムを当該投資家について

定めることができ、(b)当該投資家については認定参加者を通じた償還の方が非効率である例外的状況が存在し、さ

らに(c)本受託者の意見によると、それが他の受益者の利益を著しく棄損することはないと考える場合です。

 

④　リデンプション・ユニット毎の発行価格

ユニットは先渡取引ベースで販売されています。これは、リデンプション・ユニット毎の(本評価時において決定

された)発行価格が本評価時後に計算されたことを意味します。本評価時とは、各ディーリング日における香港時間

の午後５時(又は、本受託者の事前承認を得て本マネージャーによって決定されたその他の時刻)です。例えば、

ディーリング日の償還取引締切時刻に、又はその以前に購入した場合、ディーリング日におけるリデンプション・ユ

ニットの発行価格に基づいて支払うことになります。また、ディーリング日の償還取引締切時刻より後に購入した場

合には、翌ディーリング日におけるリデンプション・ユニットの発行価格に基づいて支払うことになります。本信託

におけるすべてのディーリング日のリデンプション・ユニット毎の発行価格は常に翌ディーリング日に計算されま

す。

 

⑤　償還取引手数料

認定参加者は、上記償還手続きを通じて負担される譲渡及びその他の事務コストを相殺するために一定の取引手数

料を本信託に支払わなければなりません。取引手数料は、クリエイション/リデンプション・ユニット単位又は償還

される本ユニットの数にかかわらず、各償還注文に関し、現在1,000香港ドル(13,900円)(約128米ドル)が請求されま

すが、最高1,000米ドル(108,810円)まで増額される可能性があります。取引手数料の水準は、本マネージャーの裁量

により変更され得ます。また、かかる取引手数料の増額の場合、少なくとも１カ月前までに、認定参加者に通知され

ます。認定参加者は、取引手数料の全部又は一部を、償還を行う投資家に帰属させることができます。認定参加者

は、また、自らの計算で、追加の手数料を請求することができます。
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下記「＊１ 希釈化」においてより詳細に説明されている通り、本信託の財産のいかなる「希釈化」も防止するた

めに、本マネージャーは、本信託の租税・手数料の引当金(かかる金額は、本マネージャーの裁量により、決定され

ます。)に関して、追加の手数料を請求する裁量を有します。

 

＊１　希釈化

本ユニットの申込時に受領した現金申込金を投資する際に負担したコスト、本ユニットの償還について現金償還手取金を支

払う際に負担したコスト、又はポートフォリオ証券の取扱いに関連して負担したコスト、印紙税、租税その他の通常の本信託

のコストの結果、本信託の財産の評価額は、減少する可能性があります。さらに、当該証券の購入及び売却価格とかかる証券

の時価との差異により、希釈化コストが存在する可能性があります。本信託の投資家に対する潜在的な悪影響がある場合にこ

れを防止するために、また、かかる租税・手数料及び/又は希釈化コストによる本信託の財産の希釈化を避けるために、本マ

ネージャーは、本ユニットが発行又は償還された場合に、本信託のNAVの減少を補償するために通常チャージ及び希釈化チャー

ジから構成される報酬を本受益者に請求する裁量を有します。本信託に支払われるいかなる当該報酬も、本信託の財産の一部

になり、また、本マネージャーが当該報酬の適切な引当金に相当すると考える通りに、本マネージャーにより決定されます。

かかる報酬(もしあれば)は、また、本マネージャーが当該租税・手数料の適切な引当金に相当すると考える通りに、本マネー

ジャーにより決定されます。本信託が負担した実際の通常チャージ及び希釈化チャージが、本マネージャーのこれらに係る引

当金より少ない場合には、かかる差額は、本信託の利益となります。

 

＊２　設定及び償還に関するその他の規定

(１)　NAVの決定

下記「３ 資産管理等の概要　(１) 資産の評価」を参照してください。

 

(２)　設定及び償還の停止

取引の停止に関するシンガポール集団投資スキーム規約の規定に従い、香港証券取引市場での本ユニットの取引が規制

又は停止される場合、本マネージャーは本ユニットの設定及び償還を停止することができ、さらに、本受託者の事前承認

を得て、何時にても、本ユニットの設定若しくは償還を(認定参加者を通じて)請求する投資家の権利の停止、並びに/又

は以下のいずれかに該当する期間中の償還請求に関する償還手取金の分配(及び/若しくは収益の分配)を延期することが

できます。

・　香港証券取引所、CCASS又はその他の関連ある取引所若しくは清算・決済システムが閉鎖されている期間

・　香港証券取引所における本ユニットの取引が制限又は停止されている期間

・　CCASS又はその他の関連ある清算・決済システムにおける証券の決済又は清算が中断されている期間

・　本マネージャーの意見において、受益者の利益を損なうことなく通常通り本信託のポートフォリオから資金を送金で

きない期間

・　本基礎指数が集計又は公表されない期間

・　本信託のポートフォリオの評価額若しくは本信託の債務の決定に通常用いる方法の破損又はそれ以外の理由により、

その時点において本信託を構成するいずれかの資産の評価額又は本信託の債務が迅速かつ正確に確認できない場合
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・　本マネージャー又は本受託者の意見において、他方の事前承認を得て、受益者全体としての利益若しくは本信託の本

預託財産を著しく損なう可能性のある事態の存在

・　シンガポール通貨庁又は香港証券先物委員会が発した命令若しくは指示に従って本ユニットの取引が停止されている

期間

・　疫病、戦争、テロ行為、暴動、革命、社会不安、反乱、ストライキ若しくは天災の結果又はこれらに起因して、本信

託の運営に関連する本マネージャー又は受託者の事業運営が実質的に中断若しくは閉鎖されている期間

 

本マネージャーは、本信託のNAV及び各本ユニットのNAVの計算が停止されているという事実を、当該停止後直ちに公表

し、また停止期間中少なくとも１カ月に一度、シンガポールにおいてStraits Times紙及びLianhe Zaobao紙並びに香港に

おいてHong Kong Economic Times紙及びSouth China Morning Post紙で公表し、かつ各取引日に本信託専用のウェブサイ

トで公表します。

当該停止を終了する環境が整ったとき、及び、どのような場合でも当該停止の開始から21日以内には、実行可能な限り

速やかに当該停止を終了すべきです。停止を継続することが本ユニットを取引する受益者にとって最大の利益になるとし

て本マネージャーが本受託者を納得させた場合、停止期間を延長することができ、当該延長は本受託者による週次レ

ビューを受けます。

 

(３)　設定及び償還の制限

本マネージャーは取引日に発行できるクリエイション/リデンプション・ユニットの総数を1.5百万本ユニット(かかる

取引日に有効な償還が受理された本ユニットの正味数)又は本マネージャーが本受託者及び認定参加者に対し随時合理的

な事前通知を行った上で決定するその他の数に制限する権限を有しています。

本マネージャーは受益者が取引日に償還請求できる本ユニットの総数を1.5百万本ユニット(かかる取引日に有効な引受

が受理された本ユニットの正味数)(又は、本マネージャーが本受託者と認定参加者に対し随時合理的な事前通知を行った

上で決定するその他の数)に制限する権限を有しています。この上限は、当該取引日の償還実施を有効に請求したすべて

の認定参加者に対し、償還が請求された各保有分のうち償還される割合がすべての認定参加者について同じになるように

按分比例されます。ただし、本マネージャーは200,000ユニットまでについてマーケットメーカーの償還を優先する意向

です。特定の取引日について償還されない本ユニットは、次の取引日の償還に繰り越されるものとします(設定及び償還

についての上記上限がさらに適用されます。)。

本受託者は、償還が当該トランザクション日から１営業日以内(T+１)に延期された本ユニットを認定参加者に連絡しま

す。償還請求が繰り越された場合、受領されたその他後続の償還請求も繰り越され、当該後続取引日における当該本ユ

ニットの償還に対する請求としてみなされるものとします。本マネージャーは、この上限を各後続取引日の償還に適用

し、未実施の各償還請求を上記に従って繰り越すことができます。
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＊３　クリエイション/リデンプション・ユニット総額の設定及び償還の数値例

(１)　クリエイション・ユニット総額の設定

クリエイション・ユニット１口当たりの想定価格を1,000,000米ドルとし、正味投資額を1,000,000米ドルとすると、設

定し発行するクリエイション・ユニットの数は次のように計算されます*。

 

1,000,000米ドル x １クリエイション・ユニット = 1,000,000米ドル

(クリエイション・ユニット
１口当たりのNAV)

 (10,000ユニットを設定し発行)  (正味投資額)

*　認定参加者に対する手数料を除きます。

 

1,000,000米ドル + 128米ドル + 2,300米ドル = 1,002,428米ドル

(正味投資額)  (本取引手数料)  (租税・手数料)  (総投資額)

 

(２)　リデンプション・ユニット集合の償還

リデンプション・ユニット１口当たり1,000,000米ドルの想定価格でリデンプション・ユニット１口を償還するなら

ば、正味償還手取金は次のように計算されます。

 

１リデンプション・
ユニット

x 1,000,000米ドル =
1,000,000
米ドル

-
128

米ドル
-

1,250
米ドル

=
998,622
米ドル

(償還請求)  
(リデンプション・ユニット

１口当たりのNAV)  (総償還金)  
(本取引
手数料)  

(租税・
手数料)  (正味償還金)

 

３【資産管理等の概要】

(１)【資産の評価】

本アドミニストレーターが、本ユニットの設定及び償還を目的として、各取引日において、本評価時における本信託の

本ユニット１口当たりNAVを計算します。本信託の各本ユニットのNAVは、その資産(ポートフォリオ構成銘柄を含みま

す。)の市場評価額の総額から本信託の経費及び債務のすべてを差し引き、その結果を発行済本ユニット数で除すことに

よって計算されます。本ユニット１口当たりNAVは、小数点以下第四位まで計算されます。クリエイション/リデンプショ

ン・ユニット単位のNAVを計算するために、本アドミニストレーターは、本ユニット１口当たりのNAV(小数点以下第四位

まで計算されます。)に10,000(又はそれ未満の数で、本マネージャーが本受託者の事前承諾を得て随時決定するもの若し

くは本マネージャーがその月の最終取引日に決定するもの)を乗じます。すべての評価は、本受託者及び本マネージャー

によるレビューの対象となります。

本信託のNAVを決定する際、経費は日次単位で発生及び適用され、市場取引値が容易に入手できる証券及びその他の資

産は本マネージャー及び本受託者が承認した厳選された価格提供サービスを使用して市場評価額で評価されます。このよ

うな取引値が容易に入手できない場合、本信託の資産は、本信託証書に準拠して本アドミニストレーターが採用し、かつ

本マネージャー及び本受託者が承認した手続きに従って計算された公正価値で価格が決定されます。

各取引日における本ユニット１口当たりNAVは、香港証券取引所の施設を通じて、及び本信託の専用ウェブサイト上で

翌取引日に公表されます。

日本においては、各取引日における本ユニット１口当たりのNAVは、東京証券取引所の提供する適時開示情報システム

(TDnet)を通じて、原則的に翌取引日に公表されます。
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(２)【保管】

本ユニットは、CCASS上で受入、預託、清算及び決済が行われます。本ユニットは、ブックエントリー方式で保持され

ます。つまり、本ユニットの証書は発行されません。HKSCCノミニーズは、本信託のすべての発行済本ユニットの登録所

有者(つまり、記録上の唯一の受益者)となり、したがって、あらゆる目的に関してすべての本ユニットの法的所有者とし

て認知されることになります。

本ユニットを所有する投資家は、CCASS又はCCASS参加者の記録に示される受益所有者です。CCASSは、すべての本ユ

ニットの証券保管所として機能します。CCASS参加者には、証券ブローカー及びディーラー、銀行並びにホンコン・クリ

アリングによって認められたその他の機関が含まれます。投資家は、本ユニットの証書を受領する又は自らの名前で本ユ

ニットを登録する権限を持たず、そのため投資家は本ユニットの登録所有者とはみなされません。したがって、かかる投

資家は、本ユニットの受益所有者としての権利を行使するためには、CCASS及びその参加者の手続きに依存しなければな

りません。これらの手続きは、その他のあらゆる香港上場株式に適用されるものと同一です。

 

(３)【信託期間】

本信託の存続期間は確定しておらず、本受託者は、以下のいずれかの事由が生じた場合、本マネージャー((ⅶ)及び

(ⅹ)の場合を除きます。)及び監督委員会((ⅲ)、(ⅳ)、(ⅸ)及び(ⅹ)の場合を除きます。)の事前承認を得て、後記の書

面通知をもって、本信託を終了することができます。すなわち、

(ⅰ) 本信託の継続が、違法となるか、又は本受託者の意見において不可能若しくは実現不能である場合。

(ⅱ) 本信託が、所得又はキャピタルゲインに関して、受益者が当該指数構成銘柄及び非指数構成銘柄を直接所有する場

合にかかる受益者が負担するであろう税率に対して本マネージャーが過大であると考える税率により、納税義務(シ

ンガポールかその他かは問わない。)を負う場合。

(ⅲ) 本ユニットの香港証券取引所への上場が廃止される場合。

(ⅳ) 本信託が、シンガポール証券先物法第286条に基づく認可を失うか、又はシンガポール証券先物令第104条に基づく

認可を失った場合。

(ⅴ) 汎アジア指数が集計又は公表されなくなり、後継指数が存在しない場合。

(ⅵ) 本ライセンス契約が終了し、汎アジア指数又は後継指数に関する新たなライセンス契約が本受託者と本マネー

ジャーとの間で締結されない場合。

(ⅶ) 本マネージャーが清算するか(事前に本受託者により書面により承認された条件に基づく再編又は合併を目的とする

任意清算を除く。)、破産若しくは支払不能の宣告を受けるか、又は清算人を任命する場合、本マネージャーの財産

若しくは事業又はその一部に関して管財人が任命されるか、本マネージャーに関して司法上の管財人が任命される

か、又は本マネージャーが類似の手続きの対象となった場合(いずれの場合も、その状況において適用されることの

あるその他の法律に基づく。)で、３カ月が経過しても、本受託者が本信託証書の規定に従って新たなマネージャー

を指名していない場合。

(ⅷ) 本受託者の意見においてマネージャーの変更が受益者及びCCASS参加者の利益にとって望ましいと考えられる旨を本

信託証書の規定に従って本マネージャーに通知してから３カ月経過後、本受託者が、本信託の本マネージャー職を受

諾する用意のある他の会社で、本受託者、監督委員会、シンガポール通貨庁及び香港証券先物委員会が承認するもの

を見つけられなかった場合。
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(ⅸ) １日の本信託の評価額の平均が連続する３カ月間について250百万米ドルを下回る場合。

(ⅹ) シンガポール通貨庁又は香港証券先物委員会が、シンガポール証券先物法又はシンガポール証券先物令(場合によ

る。)に基づき、本信託の終了を命じた場合。

ここに定める場合((ⅶ)を除きます。)における本受託者及び本マネージャーの決定は、最終的なものとし、すべての関

係当事者を拘束するものとしますが、本受託者及び本マネージャーは、上記その他に基づき本信託を終了しなかったこと

を理由としていかなる責任も負わないものとします。

「汎アジア指数」とはマークイットにより組成、管理及び計算された本基礎指数を意味し、その総利回りが本信託の実

績(手数料及び費用控除前)に密接に連動するように本マネージャーが決定したものです。本基礎指数の集計若しくは公表

がされなくなる場合又は基礎指数に関する本ライセンス契約が何らかの理由で終了した場合、本マネージャーは、本受託

者及び監督委員会の事前承諾を得て、本マネージャーの意見を用いて本基礎指数と同じ又は計算方法が実質的に類似した

数式である代替又は後継指数を決定しなければならず、かかる代替又は後継指数は「汎アジア指数」又は「後継指数」と

いいます。

本受託者は、本信託証書に定める方法により、本信託の終了に関し書面により、受益者及びCCASS参加者に対して通知

するものとし、かかる通知をもって当該終了の効力発生日を定めるものとします。かかる日は、当該通知の送達から３カ

月以降とするものとします(ただし、上記(ⅰ)に従い本信託の継続が違法であるという理由により、本信託が終了する場

合を除き、かかる場合は、受益者に事前に通知することなく即時に終了の効力が発生する可能性があります。)。

本信託は、受益者の特別決議でいつでも終了することができ、当該終了は当該特別決議が可決された日又は特別決議が

定めるそれ以降の日(定めた場合)から効力を生じるものとします。

本信託の終了に際して、すべての借入及びその他本信託の手数料、費用及び債務の残額は、返済又は支払いされなけれ

ばなりません。以後、本受託者の裁量により、本信託の証券ポートフォリオ及びその他の財産は、本信託証書の条件に

従って、本ユニットの保有数に比例して、現物で分配又は受益者の利益のために売却されます。個人投資家の受益者の場

合は、本受託者は、当該受益者に現金で分配するため、それらの者が保有する本ユニット数に比例して、本信託の証券及

びその財産を売却します。

受益者に対して、本信託の終了の少なくとも３カ月前に通知を行うものとします(本信託が違法を原因として終了した

場合を除きます。かかる場合は、受益者に対する事前の通知は必要ありません。)。

 

(４)【計算期間】

本信託の計算期間は、毎年６月30日に終了します。

 

(５)【その他】

①　本信託証書の変更に関する手続き

本受託者及び本マネージャーは、受益者の特別決議による承認を得ずに、本信託証書の条件を改定、修正又は変更

することはできません。ただし、以下に該当する改定、修正又は変更を除きます。

・　本信託がいずれかの国又は当局の財務上又はその他の制定法上若しくは公式の要件(法的拘束力を有するかを問

いません。)を遵守できるようにする場合。ただし、本受託者が、本受託者の意見において、これを遵守するた

めにかかる変更が必要であると書面により証明することを条件とします。
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・　明白な誤謬を是正するために必要であり、かつ本受託者がそれに応じて書面により証明する場合。

・　いかなる目的であれ、有益であり、かつ、本受託者が、本受託者の意見において、当該改定、修正又は変更が以

下の場合であることを書面により証明する場合。

－　受益者の利益を著しく損なうものではないこと。

－　本受託者、本マネージャー又はその他のいずれかの者について受益者に対する責任を本質的部分まで免除す

るものではないこと。

－　本信託から支払うべきコスト及び費用(本信託証書の改定、修正又は変更において生じるコストを除きま

す。)を増大させないこと。

さらに、いかなる改定、修正又は変更も、特別決議による承認の有無にかかわらず、いかなる受益者に対しても、

当該受益者が保有する本ユニットに関して、追加支払義務又は本ユニットに関して追加債務引受義務を課さないもの

とします。

本受託者は、さらに、本信託証書の変更が、本ユニットの香港証券取引所若しくは監督委員会によって承認された

公認取引所への上場若しくは上場維持のために、又は、監督委員会によって承認されたその他の法域での本ユニット

若しくは本信託の登録若しくは認可のために本受託者の意見において必要又は望ましいという旨を証明することがで

きます。この場合、特別決議による受益者の承認は、かかる変更を行うのに必要とされません。

本信託証書に基づき、受益者の事前承認を必要とせずに本マネージャー及び本受託者により本信託証書になされる

変更は、監督委員会の事前承認を必要とします。本信託証書の規定及びシンガポール集団投資スキーム規約又は香港

証券先物委員会規約の適用される規定に従い、本マネージャーは、受益者の承認を得ずに本信託証書について行われ

る変更について、書面による通知を受益者に行います(香港証券先物委員会又はシンガポール通貨庁(場合によりま

す。)の別段の承諾がある場合を除きます。)。

 

②　当初資金

本信託の当初資金約10億米ドルはEMEAPが大半を提供しました。当初の出資は大部分が本投資対象の現物出資でし

た。

EMEAPは次のアジア・太平洋地域の中央銀行と金融当局から構成されています。すなわち、オーストラリア準備銀

行、中国人民銀行、香港金融当局、インドネシア銀行、日本銀行、韓国銀行、マレーシア中央銀行、ニュージーラン

ド準備銀行、フィリピン中央銀行、シンガポール通貨庁、タイ銀行です。

EMEAPのメンバーである中央銀行と通貨当局は、他の投資家と同様に本信託に加わっており、EMEAPのメンバーであ

る中央銀行と通貨当局が本ユニットへの各持分をいつ処理するかについても制約がありません。EMEAPのメンバーで

ある中央銀行と通貨当局が本信託の投資家であり続けるという保証はありません。

EMEAPのメンバーである中央銀行と通貨当局は、当初設定について本取引手数料を課されることもなく、租税・手

数料の支払義務を負うこともありません。

当初設定に従ってEMEAPのメンバーである中央銀行と通貨当局に発行される本ユニットは、認定参加者を通じて発

行されるものではありません。

EMEAPのメンバーである中央銀行と通貨当局のいずれも、本信託を助成、後援、推薦、発行又は保証していませ

ん。
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③　本基礎指数の免責事項

マークイット・インディシーズ・リミテッド

ここにおいて参照されている本基礎指数はマークイット・インディシーズ・リミテッド(つまり、本指数提供者)の

財産であり、本信託に関連する使用が許可されています。各当事者は、本信託が本指数提供者によって支援、認定又

は販売推進されていないことを認め、これに同意しています。本指数提供者は明示的であれ黙示的であれ、いかなる

表明も行わず、本基礎指数、これに含まれるデータ又はこれについてのデータに関するすべての保証(その商品性又

は特定の目的若しくは使用に対する適合性についての保証を含むが、これらに限定されません。)も明示的に否認し

ます。特に、本基礎指数又はこれに含まれるデータの品質、正確性及び/又は完全性、あらゆる特定の日時における

本基礎指数及び/又は本基礎指数の構成銘柄の利用により得た結果、及び/又はあらゆる企業体の信用力、又はある特

定の日時における本基礎指数におけるオブリゲーションに関連するクレジットイベント又は類似事象(ただし、定義

されます。)の発生の可能性についてのいかなる保証も否認します。本指数提供者は本基礎指数におけるあらゆる過

誤について、当該当事者又はその他の者に対して(過失の有無を問わず)責任を負うべきでなく、本指数提供者は当該

指数におけるあらゆる過誤について、当該当事者又はあらゆる者に対して助言する義務を負うものではありません。

本指数提供者は、本信託の購入又は売却の妥当性、関連市場の実績に連動する本基礎指数の能力、本基礎指数又は

これに関する取引若しくは商品、又は関連するあらゆるリスクの想定について、明示的であれ黙示的であれ、いかな

る表明も行いません。本指数提供者は、本基礎指数の決定、構成又は計算について、いかなる当事者の要望も考慮す

る義務を負っていません。本信託を購入又は売却する当事者も本指数提供者も、本基礎指数の決定、調整、計算又は

維持に関連して本指数提供者が行ったあらゆる作為又は不作為について、いかなる当事者に対しても責任を負うもの

ではありません。

 

本マネージャー及び本受託者

本マネージャーも本受託者も、本基礎指数又はそこに含まれるいかなるデータの正確性及び/若しくは完全性も保

証するものではなく、本マネージャー及び本受託者は、その中のいかなる錯誤、脱漏又は中断に対しても補償義務を

持たないものとします。本マネージャー及び本受託者は、本信託、本ユニットの所有者又はその他の者若しくは主体

が、本基礎指数又はそこに含まれるデータの利用から取得した結果に関して、明示的であれ黙示的であれ、いかなる

保証も行いません。本マネージャー及び本受託者は、いかなる明示的又は黙示的な保証を行うこともなく、本基礎指

数又はそこに含まれるいかなるデータに関しても、その商品性又は特定の目的若しくは使用に対する適合性について

の保証を明示的に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合でも、本マネージャー又は本受託

者は、いかなる特別の、懲罰的、直接的、間接的若しくは結果的損害(逸失利益も含みます。)に対しても、たとえか

かる損害の可能性について通知されていた場合でも、賠償責任を負いません。
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４【受益者の権利等】

(１)【受益者の権利等】

投資家は、本ユニットの証明書を受領し、又は自らの名前で本ユニットを登録する権限を持たないため、投資家は本ユ

ニットの登録所有者とはみなされません。したがって、かかる投資家は、本ユニットの受益所有者としての権利を行使す

るために、CCASS及びその参加者の手続きに依存しなければなりません。

①　配当の請求

本受益者に支払われるべき配当は、関係する配当落日の４週間以内にそれぞれの半期及び通期配当として支払われ

るものとします。本受託者及び本マネージャーがHKSCCノミニーズに対して支払いを行った限りにおいて、本受託者

も本マネージャーも、所有する本ユニットがHKSCCノミニーズの名義で登録されているCCASS参加者へのHKSCCノミ

ニーズによる支払金の分配に対していかなる責任も持ちません。

 

②　設定及び償還の請求

一般的に、本ユニットは、シンガポールの認定参加者を通じてのみ設定及び償還することができます。

 

③　残余財産の分配

本信託の終了時に、本信託のすべての借入金残高並びにその他の手数料、経費及び債務は、返済又は支払いを行わ

なければなりません。それ以後は、本受託者の裁量により、本信託の証券ポートフォリオ及びその他の財産は、本信

託証書の条項に従って保有する本ユニットの数で按分して現物で配布するか又は受益者のために売却されます。リ

テール投資家が受益者の場合、本受託者は、かかる受益者に対して現金分配を行うために、受益者が所有する本ユ

ニットの数で按分して本信託の証券及びその他の財産を売却します。

 

④　損失に対する請求

香港証券先物委員会規約は、本受託者も本マネージャーも、香港法に従って課されるか又は詐欺若しくは不注意に

よる信託義務違反について課される受益者への賠償責任から免除されることはできないと定めており、また、かかる

賠償責任について受益者から又は受益者の経費により補償を受けることはできません。

本信託証書は、本受託者及び本マネージャーを利する形で、本受託者又は本マネージャーの詐欺、不注意、不誠実

又は意図的不履行に関するもの以外の賠償責任からの一定の除外及び免責を含んでいます。

 

⑤　受益者の総会

本ユニットの10%以上を保有する登録受益者は、本マネージャーに対し、受益者の総会の招集を請求することがで

きます。(個人の場合)自ら若しくは委任により出席し、又は(企業の場合)その代表者の１人若しくは委任により出席

している各受益者は、その個人又は企業が受益者となっている各本ユニットに対して１つの投票権を持ち、その個人

又は企業が権限を有するすべての票を同じように投じる必要はありません。詳細については、下記「第４ 外国投資

信託受益証券事務の概要　(３) 受益者総会」を参照してください。
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(２)【為替管理上の取扱い】

日本の受益者に対する本信託の受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、シンガポールにおける外国為替管理上

の制限はありません。

 

(３)【本邦における代理人】

継続開示に関する代理人は、以下の者です。

 

弁護士　伊東　　啓

東京都千代田区大手町一丁目１番２号　大手門タワー

西村あさひ法律事務所

 

(４)【裁判管轄等】

本信託に関する紛争については、シンガポールの裁判所に訴訟提起するものとし、また、本信託は、すべての点におい

て、シンガポール法に準拠し、シンガポール法に従い解釈されるものとします。
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第３【ファンドの経理状況】
経理状況

 

(ⅰ)　本書に記載された本信託の日本語の財務書類(以下「日本語財務書類」といいます。)は、国際財務報告基準に従って英

文で作成された原文の財務書類(以下「原財務書類」といいます。)を翻訳したものです。この日本語財務書類は、「特定

有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第

５項但書きの規定の適用によるものです。

 

(ⅱ)　原財務書類はシンガポールにおける独立監査人であるプライスウォーターハウス・クーパース(PricewaterhouseCoopers

LLP)によって国際財務報告基準に従い監査され、監査報告書を受領しております。

 

(ⅲ)　本信託の原財務書類は米ドルで作成され表示されていますが、日本語財務書類には元本額の円換算額も併記されていま

す。日本円への換算に適用した為替相場は、株式会社三菱UFJ銀行が米ドルの対円直物電信為替売買相場仲値として2019年

11月14日に顧客に提示した相場：１米ドル＝108.81円です。

 

(ⅳ)　上記円換算額は原財務書類に記載されておらず、上記(ⅱ)で述べた独立監査人による監査を受けていません。
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１【財務諸表】

 

(１)【貸借対照表】

純資産計算書

2019年６月30日現在

 

  2019年６月30日  2018年６月30日

 注記 米ドル  円  米ドル  円

資　　産         

流動資産         

投資

８
(f)、
10(b)
及び
(c)

3,703,115,036  402,935,947,067  3,703,091,528  402,933,389,162

ユニットの引受時未収金  3,514,602  382,423,844  -  -

ブローカーから受け取る
べき金額

 46,958,408  5,109,544,374  81,292,908  8,845,481,319

その他の未収金  7,187  782,017  -  -

銀行預金 ８(e) 12,287,784  1,337,033,777  13,309,163  1,448,170,026

資産合計  3,765,883,017  409,765,731,080  3,797,693,599  413,227,040,507

         

負　　債         

流動負債         

ユニットの償還時未払金  1,167,325  127,016,633  1,132,451  123,221,993

ブローカーに支払うべき
金額

 50,001,330  5,440,644,717  87,976,464  9,572,719,048

未払監査報酬  70,862  7,710,494  72,040  7,838,672

未払受託者報酬 ８(d) 140,560  15,294,334  149,312  16,246,639

未払マネジメント報酬 ８(c) 1,003,519  109,192,902  1,055,148  114,810,654

未払指数ライセンス報酬 ９(a) 205,597  22,371,010  120,256  13,085,055

その他の未払金  6,361,400  692,183,934  6,165,700  670,889,817

負債(ユニット保有者に帰属
する純資産を除く。)

 58,950,593  6,414,414,024  96,671,371  10,518,811,879

ユニット保有者に帰属する
純資産

３ 3,706,932,424  403,351,317,055  3,701,022,228  402,708,228,629

 

HSBCインスティテューショナル・トラスト・

サービシーズ(シンガポール)リミテッド

ステート・ストリート・グローバル・

アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

 

注記は、これらの財務書類の一部を形成しています。
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(２)【損益計算書】

包括利益計算書(損益計算書)

2019年６月30日に終了した事業年度

 

  2019年６月30日に終了した事業年度  2018年６月30日に終了した事業年度

 注記 米ドル  円  米ドル  円

収　　益         

銀行預金利息 ８(e) 103,622  11,275,110  44,555  4,848,030

投資に対する純利益 ６ 261,409,145  28,443,929,067  84,912,561  9,239,335,762

為替差損失  △464,569  △50,549,753  △590,023  △64,200,403

証券貸付収益
５、
８(g)

21,325  2,320,373  -  -

その他の収益 ５ 407,074  44,293,722  116,178  12,641,328

投資収益総額  261,476,597  28,451,268,520  84,483,271  9,192,624,718

         

費　　用         

マネジメント報酬 ８(c) 4,275,241  465,188,973  4,248,240  462,250,994

受託者報酬 ８(d) 1,831,470  199,282,251  1,941,660  211,272,025

指数ライセンス報酬 ９(a) 349,040  37,979,042  349,040  37,979,042

出版印刷費用  41,092  4,471,221  38,891  4,231,730

監査報酬  72,108  7,846,071  73,208  7,965,762

手続処理代理人報酬 ９(b) 16,467  1,791,774  12,922  1,406,043

保護預り及び銀行手数料 ８(e) 16,960  1,845,418  16,507  1,796,127

法務及び専門家報酬  430,894  46,885,576  190,739  20,754,311

年間保険料  29,425  3,201,734  26,750  2,910,668

その他の運用費用  15,112  1,644,337  26,285  2,860,071

運用費用総額  7,077,809  770,136,397  6,924,242  753,426,772

運用利益  254,398,788  27,681,132,122  77,559,029  8,439,197,945

         

金融コスト         

ユニット保有者への分配金 12 △117,396,320  △12,773,893,579  △113,472,967  △12,346,993,539

利息費用 ８(e) △20,228  △2,201,009  △17,193  △1,870,770

  △117,416,548  △12,776,094,588  △113,490,160  △12,348,864,310

         

分配後及び税引前利益/損失
(△)

 136,982,240  14,905,037,534  △35,931,131  △3,909,666,364

税金 ７ △9,653,841  △1,050,434,439  △10,537,039  △1,146,535,214

分配及び税引後利益/損失
(△)/運用によるユニット保
有者に帰属する純資産の増
加/減少(△)額  127,328,399  13,854,603,095  △46,468,170  △5,056,201,578

 

注記は、これら財務書類の一部を形成しています。
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ユニット保有者に帰属する純資産の変動表

2019年６月30日に終了した事業年度

 

 2019年６月30日に終了した事業年度  2018年６月30日に終了した事業年度

 米ドル  円  米ドル  円

期首残高 3,701,022,228  402,708,228,629  3,903,994,527  424,793,644,483

ユニットの発行額 162,556,561  17,687,779,402  136,894,063  14,895,442,995

ユニットの償還額 △283,974,764  △30,899,294,071  △293,398,192  △31,924,657,272

ユニットの純償還額 △121,418,203  △13,211,514,668  △156,504,129  △17,029,214,276

ユニット保有者に帰属する純資産
の増加/減少(△)額

127,328,399  13,854,603,095  △46,468,170  △5,056,201,578

期末残高 3,706,932,424  403,351,317,055  3,701,022,228  402,708,228,629

 

注記は、これら財務書類の一部を形成しています。
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キャッシュ・フロー計算書

2019年６月30日に終了した事業年度

 

 2019年６月30日に終了した事業年度  2018年６月30日に終了した事業年度

 米ドル  円  米ドル  円

運用活動からのキャッシュ・フロー        

ユニット保有者に帰属する純資産の
増加/減少(△)額

127,328,399  13,854,603,095  △46,468,170  △5,056,201,578

調整額：        

銀行預金に対する利息 △103,622  △11,275,110  △44,555  △4,848,030

利息費用 20,228  2,201,009  17,193  1,870,770

ユニット保有者への分配金 117,396,320  12,773,893,579  113,472,967  12,346,993,539

税金 9,653,841  1,050,434,439  10,537,039  1,146,535,214

外国為替評価利益 △211,742  △23,039,647  △21,497  △2,339,089

運用資本の増減前の運用利益 254,083,424  27,646,817,365  77,492,977  8,432,010,827

投資の純増加(△)/減少額 △23,508  △2,557,905  204,518,927  22,253,704,447

ブローカーから受け取るべき金額の
純減少/増加(△)額

34,334,500  3,735,936,945  △57,173,223  △6,221,018,395

未収利息の純減少額 -  -  1  109

その他の未収金の純増加額 △7,187  △782,017  -  -

ブローカーに支払うべき金額の純減
少(△)/増加額

△37,975,134  △4,132,074,331  54,696,660  5,951,543,575

未払金及び未払費用の純増加/減少
(△)額

14,290  1,554,895  △378,857  △41,223,430

運用活動から発生したキャッシュ・
フロー

250,426,385  27,248,894,952  279,156,485  30,375,017,133

銀行預金の受取利息収益 103,622  11,275,110  44,556  4,848,138

税金 △9,448,649  △1,028,107,498  △9,686,909  △1,054,032,568

運用活動から発生した正味キャッ
シュ・フロー

241,081,358  26,232,062,564  269,514,132  29,325,832,703

        

財務活動からのキャッシュ・フロー        

ユニット保有者への分配金 △117,396,320  △12,773,893,579  △113,472,967  △12,346,993,539

支払利息費用 △20,228  △2,201,009  △17,193  △1,870,770

ユニットの発行額 159,041,959  17,305,355,559  136,894,063  14,895,442,995

ユニットの償還額 △283,939,890  △30,895,499,431  △294,561,019  △32,051,184,477

財務活動に使用した正味キャッ
シュ・フロー

△242,314,479  △26,366,238,460  △271,157,116  △29,504,605,792

現金及び現金同等物の純減少額 △1,233,121  △134,175,896  △1,642,984  △178,773,089

為替効果 211,742  23,039,647  21,497  2,339,089

期首の現金及び現金同等物 13,309,163  1,448,170,026  14,930,650  1,624,604,027

期末の現金及び現金同等物 12,287,784  1,337,033,777  13,309,163  1,448,170,026

現金及び現金同等物の残高の詳細：        

銀行預金 12,287,784  1,337,033,777  13,309,163  1,448,170,026

 

注記は、これら財務書類の一部を形成しています。
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財務活動から生じた負債の調整

 2019年６月30日に終了した事業年度  2018年６月30日に終了した事業年度

 米ドル  円  米ドル  円

７月１日時点 1,132,451  123,221,993  2,295,278  249,749,199

        

財務キャッシュ・フローの変化        

　支払償還額 △283,939,890  △30,895,499,431  △294,561,019  △32,051,184,477

        

その他の変化        

　ユニットの償還 283,974,764  30,899,294,071  293,398,192  31,924,657,272

        

６月30日時点 1,167,325  127,016,633  1,132,451  123,221,993

 

次へ
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財務書類に対する注記
 

１．一般的な情報

 

ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(以下「本信託」といいます。)は、シンガポール証券先物法(289章)第286条及

び香港証券先物令(571章)第104条に基づき認可されたシンガポールのユニット・トラストです。本信託は、ステート・ス

トリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド及びHSBCインスティテューショナル・トラスト・

サービシーズ(シンガポール)リミテッドの間の2005年６月21日付けの信託証書(以下「本信託証書」といいます。)により

設立されました。本信託証書は、2006年６月28日付けの変更証書、2007年６月28日付けの第２変更証書、2008年６月27日

付けの補足証書、2011年６月24日付けの第３変更証書及び2018年７月10日付けの第４変更証書により修正及び変更されま

した。本信託証書及びすべての補足証書はシンガポール法に準拠しています。また本信託は香港証券取引所及び東京証券

取引所にも上場しています。本信託の運用開始日は2005年６月29日です。

 

本信託の投資目的は、マークイット iBoxx ABF パン・アジア指数(以下「本基礎指数」といいます。)の総利回りに緊密

に相関する投資成績の、手数料及び経費差引前での提供を追求することです。本基礎指数は、マークイット・インディ

シーズ・リミテッド(以下「本指数提供者」といいます。)により決定され、構成されています。本基礎指数は、政府、準

政府機関又は国際金融機関により発行された又は保証された、本基礎指数のその時点の構成証券である中国人民元、香港

ドル、インドネシア・ルピア、韓国ウォン、マレーシア・リンギット、フィリピン・ペソ、シンガポール・ドル又はタ

イ・バーツ(以下それぞれを「アジア通貨」といいます。)建ての負債証券の投資利回りの指標であり、それぞれの場合に

おいて本指数提供者により定められた通りとなっています。

 

２．重要な会計方針の要約

 

これらの財務書類の作成に適用された主要な会計方針は、以下に提示されています。これらの方針は、特に明記されて

いない限り、表示されたすべての年に継続して適用されています。

 

(a)　作成の基礎

 

本信託の財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に従い作成されています。本財務書類は、利

益又は損失を通じ公正価値で保有された金融資産及び負債(金融派生商品を含みます。)の再評価により修正された通

りに、歴史的原価の原則のもとで作成されています。

 

本財務書類のIFRSに準拠した作成は、特定の重要な会計上の見積りを用いることを義務付けています。また、本マ

ネージャーに、本信託の会計方針の適用の過程において判断を行うよう義務付けています。財務書類に重要な影響を

与える高度な判断若しくは複雑な仮定及び見積りは、注記４で開示されています。
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当期に適用され、本信託により適用される新しく変更された基準

 

IFRS９、「金融商品」は金融資産及び金融負債の分類、測定及び認識の中止を定めています。同基準は、IAS39に

おける複数の分類及び測定のモデルを置き換え、2018年１月１日以後に開始する事業年度から適用されます。

負債資産の分類及び測定は、金融資産及び金融資産の性質を有する契約上のキャッシュ・フローを管理する報告事

業体の事業モデルによって決定されます。債券は、事業モデルの目的が契約上のキャッシュ・フロー並びに元本及び

利息の支払いのみを表示する債券(SPPI)に基づく契約上のキャッシュ・フローの回収のために金融資産を保有するこ

とである場合、償却原価で測定されます。債券は、事業モデルの目的がSPPIから生じる契約上のキャッシュ・フロー

の回収及び売却の双方のために金融資産を保有することである場合、その他包括利益を通じた公正価値で測定されま

す。その他のすべての債券は、損益を通じた公正価値で認識されなければなりません。

報告事業体は、測定又は認識の矛盾を解消又は大幅に低減することができる場合には、金融資産を損益を通じた公

正価値で測定するものとして当初の認識時に取消不能な選択をすることができます。また、IFRS９は新しい予想信用

損失(ECL)減損モデルを導入しています。

IFRS９は本信託により遡及して適用されましたが、注記２(b)で述べたように金融商品の分類又は測定に変化は生

じさせませんでした。本信託の投資ポートフォリオは引き続き損益を通じた公正価値として分類され、回収目的で保

有されているその他金融資産は引き続き償却原価で測定されます。新しい減損モデルの適用による適用時の重大な影

響はありませんでした。

2018年７月１日に開始する事業年度について、本信託の財務書類に重大な影響を与える、適用されているその他の

基準、基準の変更又は解釈はありません。

 

本信託に関連し、2018年７月１日後に発効するが、本信託により早期に適用されていない、新基準及び基準の変更

 

多くの新基準、基準の変更及び解釈が2018年７月１日後に開始する事業年度について発効するが、これらの財務書

類の作成では適用されていません。これらのいずれも本信託の財務書類に重大な影響を与えると予想されていませ

ん。
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(b)　投　　資

 

分　　類

 

資　　産

 

本信託はその投資を、本信託の金融資産及び金融資産の性質を有する契約上のキャッシュ・フローを管理する本信

託の事業モデルの両方に基づき分類します。金融資産のポートフォリオは管理され、業績は公正価値ベースで評価さ

れます。本信託は主に公正価値情報に焦点を当て、その情報を資産の業績を評価するため及び意思決定のために使用

します。本信託の負債証券の契約上のキャッシュ・フローは、元本及び利息のみですが、これらの証券は契約上の

キャッシュ・フローの回収目的の保有又は契約上のキャッシュ・フローの回収及び売却の両方のための保有のどちら

でもありません。契約上のキャッシュ・フローの回収は、本信託の事業モデルの目的の達成に付随的であるのみで

す。その結果として、すべての投資は損益を通じた公正価値で測定されます。

 

このように、本信託はその投資ポートフォリオのすべてを損益を通じた公正価値による金融資産として分類しま

す。

 

認識、認識の中止及び測定

 

投資の購入及び売却は、取引日ベース(本信託が投資を購入又は売却することを約束した日)で計上されています。

投資は当初、負担した費用処理される取引コストを除き、公正価値にて認識されており、その後、公正価値にて再測

定されています。実現した及び未実現の投資の利益及び損失は、それらが発生した年の包括利益計算書に含められて

います。投資は、投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅するか、本信託が所有に伴うすべてのリスク

及び便益を実質的に移転した時点でその認識を中止しています。

 

当初の認識時の後、損益を通じた公正価値のすべての金融資産及び金融負債は公正価値で測定されます。「損益を

通じた公正価値の金融資産又は金融負債」区分の公正価値の変化から生じた利益及び損失は、それらが発生した期間

の包括利益計算書の投資に対する純利益/損失(△)内で表示されます。

 

公正価値の見積り

 

公正価値は、測定日の市場及び参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取る又は負債を移転

するために支払う価値です。活発な市場で取引される金融資産及び金融負債の公正価値は、報告日の取引終了時の取

引相場価格に基づきます。
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取引所に上場しているか又は取引されている投資には、公表買呼値に基づき公正価値が付けられています。取引所

に上場していない投資は、ブローカーからの呼び値を利用することにより評価されています。投資には、経過利息を

含めた公表買呼値に基づき公正価値が付けられています。

 

公正価値のヒエラルキー間における振替

 

公正価値のヒエラルキー間における振替は、報告期間の開始時に発生したものとみなされます。

 

(c)　収　　益

 

銀行預金の受取利息収益は、実効利子率法を用い、期間按分方式に基づき認識されています。投資の受取利息収益

は、包括利益計算書の中に投資の純利益/損失の一部として計上されています。証券貸付収益及びその他の収益は、

包括利益計算書の中に発生主義で計上されています。

 

(d)　費　　用

 

費用は包括利益計算書の中に発生主義で計上されています。

 

(e)　課　　税

 

本信託は、香港証券先物令の第104条に基づき集団投資スキーム規約として認可されており、香港内国歳入法の第

26A(1A)条に基づく事業所得税の課税対象にならないため、香港事業所得税引当金が計上されたことはありません。

 

本信託は、中国源泉のキャピタルゲイン及び利息収益について、関連する租税条約によって減額又は免除されない

限り、中国の源泉所得税を支払う義務を負う可能性が潜在的にあります。源泉徴収税は、包括利益計算書の中に個別

に開示されています。

 

(f)　現金及び現金同等物

 

現金及び現金同等物は手持ちの現金及び当初満期が３カ月以下の銀行預金から成っています。

 

(g)　ブローカーから受け取るべき/に支払うべき金額

 

ブローカーから受け取るべき及びブローカーに支払うべき金額は、売却された証券の未収金及び購入した証券の未

払金で、契約は締結済みであってもそれぞれ純資産計算書日において決済又は受け渡しされなかったものを表示して

います。ブローカーから受け取るべき金額の残高は、回収目的で保有されます。
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これらの金額は当初、公正価値で認識され、その後、償却原価で測定されます。各報告日に、当初の認識時以降、

信用リスクが大幅に増加した場合、本信託はブローカーから受け取るべき金額の損失引当金を、全期間予想信用損失

に相当する金額で測定すべきです。報告日に、当初の認識時以降、信用リスクが大幅に増加していない場合、本信託

は損失引当金を12カ月予想信用損失に相当する金額で測定すべきです。広く周知されているブローカーの資金難、ブ

ローカーが破産に陥る又は金融再編成する可能性、及び支払いの債務不履行は、すべて、損失引当金が必要となる指

標と考えられています。信用リスクが信用減損であると考えられるほど増加した場合、利息収益は損失引当金のため

に調整された帳簿価格総額に基づき計算されます。財務書類における表示のための測定の目的で、信用リスクの大幅

な増加は、30日超、期限を経過している契約上の支払いとして定義され、90日超、期限を経過している契約上の支払

いは信用減損と考えられています。本マネージャーは、エクスポージャー及び信用リスクの増加を監視するための所

定の手段を有しています。

 

(h)　証券貸付

 

本信託は貸付金の固定金利証券からの利息収益を受け取る権利を与えられており、実質的にすべてのリスク及び便

益を保有しているため、貸付金証券は、本信託の投資ポートフォリオに含まれます。本信託が受け取る関連する証券

貸付収益は、包括利益計算書の証券貸付収益に含まれます。

 

貸付金証券の目的で受け取る担保は、通常、固定金利証券担保からなります。受け取る固定金利証券担保はオフ・

バランスシート取引としてみなされ、本信託は固定金利証券担保からの利息収益を受け取る権利はなく、実質的にす

べてのリスク及び便益を保有していないため、それは純資産計算書に含まれません。固定金利証券担保から受け取る

利息は、本信託に担保を提供する取引相手に支払われます。

 

(i)　外国通貨の換算

 

機能通貨及び表示通貨

 

本信託によるユニットの引受及び償還は米ドル(以下「米ドル」といいます。)建てで行われます。本信託の業績

は、本信託の機能通貨及び表示通貨である米ドルで測定及び投資家へ報告されます。

 

取引高及び残高

 

外国通貨取引は、取引日の為替レートを用いて機能通貨に換算されています。外国通貨資産及び負債は、年度末日

の為替レートを用いて機能通貨に換算されています。

換算から生じた為替差益及び差損は、包括利益計算書の中に含まれています。

現金及び現金同等物に関する為替差益及び差損は、包括利益計算書の「純為替差益又は差損」内に表示されます。
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(j)　償還可能ユニット

 

本信託は償還可能ユニットを発行します。償還可能ユニットは、ユニット保有者のオプションにより償還可能であ

り、金融負債として分類されます。償還可能ユニットは、本信託の純資産価額の比例持分に相当する現金で本信託に

買い取らせることができます。ユニット保有者が本信託に償還可能ユニットを買い取らせる権利を行使した場合、償

還可能ユニットは、償還日に支払われるべき償還金額にて計上されます。

 

償還可能ユニットは、ユニット保有者のオプションにより、発行時又は償還時の本信託のユニット１口当たりの純

資産価額に基づく価格にて発行され償還されます。本信託のユニット１口当たりの純資産価額は、ユニット保有者に

帰属する純資産を発行済みの償還可能ユニットの総数で割ることにより計算されています。

 

(k)　セグメント情報

 

事業セグメントは、業務執行上の最高意思決定者が使用する内部報告と一致した方法で報告されます。事業セグメ

ントの資源配分及び業績評価に対して責任を持つ、本マネージャーは、戦略的な決定をする業務執行上の最高意思決

定者として認定されています。

 

(l)　分　　配

 

ユニット保有者への予定分配金は、それらが適切に承認されたときに包括利益計算書の中で認識されています。償

還可能ユニットにおける分配金は、包括利益計算書の中で金融コストとして計上されています。

 

３．ユニット保有者に帰属する純資産及び発行済ユニット数

 

ユニット保有者に帰属する純資産

 

本信託の資本は本信託の中のユニットで表され、貸借対照表の中でユニット保有者に帰属する純資産として表示されて

います。本信託の本信託証書に従い、償還可能ユニットは2013年６月20日からは通常10,000口又はその倍数単位でのみ、

発行及び償還されます。その年中のユニットの申込みと償還は、ユニット保有者に帰属する純資産の変動表に表示されて

います。投資目的を達成するために、本信託は、定義された投資方針に従いその資本を投資しようと努め、その一方で償

還の求めに応じるための十分な流動性を維持しています。
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ユニット保有者に帰属する純資産は、貸借対照表の中では負債で表示されており、ユニット保有者が本信託のユニット

を償還する権利を行使した場合には貸借対照表日における償還金額により計上されています。

 

発行済ユニットの数   

 2019年６月30日 2018年６月30日

 口 口

期首の発行済ユニット 32,678,844 34,018,734

ユニットの発行 1,436,930 1,180,110

ユニットの償還 △2,480,000 △2,520,000

　   

期末の発行済ユニット 31,635,774 32,678,844

 

 2019年 2018年

 米ドル 米ドル

ユニット保有者に帰属する純資産 3,706,932,424 3,701,022,228

ユニット保有者に帰属する純資産(ユニット１口当たり) 117.18 113.25

クリエイション・ユニット１口当たりの純資産価額(１ク
リエイション・ユニットは10,000ユニットに相当する。)

1,171,753 1,132,544

 

４．　重要な会計上の見積り及び仮定

 

本マネージャーは、将来に関する見積り及び仮定を行います。もたらされた会計上の見積りは、あくまで見積りであ

り、関連する実際の結果と等しくなることは稀です。見積りは継続的に評価され、その状況の下で合理的と考えられる将

来の事象の予測を含む過去の経験及びその他の要因に基づいています。

 

本マネージャーは当事業年度において本信託に重大な会計上の見積及び仮定はなかったと考えています。

 

５．　証券貸付収益及びその他の収益

 

証券貸付収益は、約定貸付手数料率で貸付証券の終了時の価額に基づき決定され、日々計算されます。

 

設定の引受又はユニットの償還それぞれについて、本信託は申請１件につき1,000香港ドル(約128米ドル)の取引手数

料、ユニットの設定について0.23%及びユニットの償還について0.125%を希薄化チャージとして認定参加者から受け取る権

利を与えられています。本信託が受け取った取引手数料は、包括利益計算書の「その他の収益」内で認識されます。
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６．　投資に対する純利益

 

 2019年 2018年

 米ドル 米ドル

投資の価額のうち未実現の利益/損失(△)の変動額 167,007,478 △85,013,697

投資の売却により実現した利益 94,401,667 169,926,258

 261,409,145 84,912,561

 

７．　課　　税

 

本信託は、香港証券先物令の第104条に基づき集団投資スキーム規約として認可されており、香港内国歳入法の第26A

(1A)条に基づく事業所得税の課税対象にならないため、香港事業所得税引当金が計上されたことはありません。

 

本信託はまた、シンガポールにおける指定ユニット・トラストでもあり、したがって、以下の所得は所得税法(134章)第

35(12)条及び第(12A)条に従い課税対象になりません。

 

(a)　シンガポール又はその他からの有価証券の売却で生じた売却益又は利益

 

(b)　利息(所得税法第45条に基づき税が控除された利息以外)

 

(c)　シンガポール以外から発生し、シンガポールで受け取った配当金

 

(d)　外国為替取引、先物契約における取引、金利又は為替先物予約における取引、スワップ又はオプション契約及び金融

指数のあらゆる有価証券に関する先物、スワップ又はオプション契約における取引で生じた売却益又は利益

 

(e)　シンガポール国外で発生し、シンガポールで受け取った外国ユニット・トラストからの分配金

 

2019年６月30日に終了した年度中、本信託は9,653,841米ドル(2018年10,537,039米ドル)の税金を計上しました。当該金

額には、中国、フィリピン及びインドネシアにおける源泉徴収税の合計8,859,123米ドル(2018年:9,807,373米ドル)並びに

法人所得税及びその他の税の支払いに関する794,718米ドル(2018年:729,666米ドル)が含まれます。
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中国の負債証券のキャピタルゲイン

本信託は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の中国銀行間債券市場(以下「CIBM」といいます。)の人民元建

て債(以下「人民元債」といいます。)に投資しています。中国の現行の税法に基づけば、外国の機関投資家による人民元

債の処分の課税について定めた特別なルール又は規制は存在しません。法人所得税の一般税規定に基づき、本信託は、中

国源泉のキャピタルゲインについて、関連する租税条約によって減額又は免除されない限り、10%の中国の源泉所得税を支

払う義務を負う可能性があります。中国国家税務総局と中国地方税務当局の現在の口頭による解釈によると、これらの税

務当局は、中国負債証券の処分から外国の機関投資家により獲得されたキャピタルゲインは中国源泉所得とみなされるべ

きではないため、中国の源泉所得税の対象とならないと考えています。しかしながら、当該解釈を明確にするための中国

税務当局により公布された書面による税務規定はありません。実際の慣行では、負債証券の取引から税務上の非中国居住

者である企業により実現されたキャピタルゲインに対する中国源泉所得税は中国税務当局により厳格に実施されていませ

ん。本マネージャーはかかるエクスポージャーの可能性を評価し、本信託の運用開始以降、中国税務当局により徴収され

たことがないことに基づいて、重大な税のエクスポージャーはないとみています。そのため、財務書類において、かかる

キャピタルゲインからの課税に対する引当金は計上されていません。しかしながら、中国税務当局は現在の解釈を変更

し、若しくは債権取引所得に対する課税措置を明確化する具体的な法規を公布する可能性があります。本マネージャーは

状況の監視を継続し、調整をすることに十分な根拠があると考えられる場合には、適切な調整を加えます。

 

さらに、優先する規制によって特に減額又は免除されない限り、財税[2016]36号通達(以下「36号通達」といいます。)

に基づき、2016年５月１日より６%の増値税(以下「VAT」といいます。)がこれらの流通可能な証券の売買価格の差異に課

されます。中国人民銀行により、CIBMの人民元建て負債証券の取引から外国機関投資家に生じたと認識された利益は、36

号通達及び財税[2016]70号通達に基づき、中国においてVATを免除されます。

 

中国の負債証券の利息収益

本年中に受領した利息収益のうち一定のものに対して、中国の源泉徴収税が課せられました。

 

2018年11月７日、財政部及び中国国家税務総局(以下「SAT」といいます。)は、外国機関投資家が、2018年11月７日以

降2021年11月６日の間に受領した債券の利息収益に関し、中国の源泉徴収税及びVATを一時的に免除される旨定めた財税

[2018]108号通達(以下「108号通達」といいます。)を連名で発表しました。

 

そのため、本マネージャーは、本信託の税引当金方針の変更を決定し、2018年11月７日以降2021年11月６日の間に中国

の非政府債から受領した利息収益に対する中国の源泉徴収税のための引当金の計上を廃止しました。
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2019年６月30日現在、本信託は、2018年11月６日までに受領した中国の非政府有価証券からの利息収益に対する源泉徴

収所得税のために4,621,376米ドルの引当金を用意しました(2018年：3,966,939米ドル)。総額は純資産計算書の「その他

未払金」に計上されます。さらに、36号通達に基づき政府債及び地方政府債からの受取利息はVATを免除されます。しか

し、現行のVAT規則は外国機関投資家が2016年５月１日以降2018年11月６日の間に受領した利息のVAT免除を明示的に示し

ていません。そのため、非政府債(社債を含む)の2016年５月１日以降2018年11月６日の間の利息収益は6.72%のVAT及び地

方付加税の対象となります。

 

2019年６月30日及び2018年６月30日現在、本マネージャーは、2016年５月１日以降2018年11月６日の間に中国の非政府

債から受け取った本信託の累積利息収益から生じる、潜在的なVAT及び付加税のエクスポージャーを、重要と考えていま

せん。

 

８．　本マネージャー及びその関係者を含む関連当事者との取引及び残高

 

本マネージャーの関係者とは、香港証券先物委員会により設定されたユニット・トラスト及びミューチュアル・ファン

ドに関する規約(以下「香港証券先物委員会規約」といいます。)に定義された通りの者です。本信託の本マネージャー及

び本受託者とはそれぞれ、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド及びHSBCイ

ンスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドのことです。ステート・ストリート・グ

ローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドはステート・ストリート・コーポレーションの子会社です。HSBC

インスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドは、HSBCホールディングスPlc(HSBC

Holdings Plc)の子会社です。本信託と、本マネージャー及びその関係者を含む関連当事者の間で本年中に実施されたすべ

ての取引は、通常の事業プロセス及び取引条件にて実施されました。本マネージャーの知る限り、本信託は、以下に開示

するものを除き、本マネージャーの関係者との取引を有しません。

 

(a)　本マネージャー及び本受託者の関係者との外国通貨取引

 

2019年６月30日に終了した年度中、本マネージャーはその関連会社、ステート・ストリート・グローバル・マー

ケッツ・エルエルシー(State Street Global Markets, LLC)並びに本受託者の関連会社であるHSBC香港及びHSBCオー

ストラリアを通じ、本信託の投資及び決済目的のため、総額878,441,978米ドル(2018年：922,577,384米ドル)の外国

通貨取引を実施しました。本金額は、2019年６月30日に終了した年度中の本信託のすべての外国通貨取引の100%

(2018年：100%)に相当します。
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会社名
外国通貨取引の

総価額
すべての外国通貨

取引額に対する比率

 米ドル %

2019年
HSBCオーストラリア

601,543,835 68.48

HSBC香港 216,618,143 24.66

ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ・エル
エルシー

60,280,000 6.86

　   

2018年
HSBCオーストラリア

573,165,015 62.13

HSBC香港 229,272,369 24.85

ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ・エル
エルシー

120,140,000 13.02

 

2019年及び2018年６月30日に終了した年度中、上記の本マネージャー及び本受託者の関係者との取引は、本信託が

締結した外国通貨取引に関するスプレッドを含めて通常の事業プロセス及び取引条件にて実施されました。2019年及

び2018年６月30日に終了した年度中、直接手数料は、本マネージャー又は本受託者の関係者に支払われていません。

 

(b)　ユニットの保有

 

2019年６月30日現在、本マネージャーの役員及び取締役は、本信託のユニットを保有していません(2018年：ゼ

ロ)。本受託者の関連当事者である香港上海銀行(The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited)は、

その顧客を代表してノミニーとして本信託の27,155,314ユニット(2018年：27,841,917ユニット)を保有していまし

た。これは、本信託の純資産の85.84%(2018年：85.17%)に相当します。

 

(c)　マネジメント報酬

 

本信託は本マネージャーに、本信託の日々の平均純資産に基づき以下の通りの割合で決定され、毎日発生するマネ

ジメント報酬＊を毎月後払いで支払います。

 

   

最初の10億米ドル  0.13%

次の250百万米ドル  0.12%

次の250百万米ドル  0.11%

その後  0.10%

 

＊　かかる報酬は、ユニット保有者へ３カ月前までに書面にて通知することで、年に最大で0.25%まで増額するこ

とができます。
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(d)　受託者報酬

 

本信託は本受託者に、本信託の日々の平均純資産の年0.05%の、毎日発生する受託者報酬＊を毎月後払いで支払い

ます。

 

＊　かかる報酬は、ユニット保有者へ３カ月前までに書面にて通知することで、年に最大で0.15%まで増額するこ

とができます。

 

(e)　銀行預金残高

 

本信託の銀行預金残高は、本受託者の関連当事者(すなわち、香港上海銀行)にて保有されます。かかる取引の詳細

は、以下の通りです。

 

 2019年６月30日現在 2018年６月30日現在

 米ドル 米ドル

銀行預金残高 12,287,784 13,309,163

 

2019年及び2018年６月30日に終了した年度中、包括利益計算書に記載された本信託の銀行預金残高に関する以下の

収益及び費用が、本受託者の関連当事者(すなわち、香港上海銀行)から/に対して、生じました/支払われました。

 

 
2019年６月30日に
終了した事業年度

2018年６月30日に
終了した事業年度

 米ドル 米ドル

受取利息 103,622 44,555

支払利息 20,228 17,193

 

(f)　投資

 

2019年及び2018年６月30日現在、本信託は本受託者の関連当事者(すなわち、HSBCインスティテューショナル・ト

ラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド)と投資を行いました。かかる投資の詳細は、以下の通りです。

 

 2019年６月30日現在 2018年６月30日現在

 米ドル 米ドル

投資 3,703,115,036 3,703,091,528
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(g)　証券貸付取引

 

2019年６月30日に終了した年度中に、本信託は本受託者の関連当事者(すなわち、HSBCバンク・ピーエルシー)を証

券貸付代理人として証券貸付取引を開始しました。かかる取引の詳細は、以下の通りです。

 

 
2019年６月30日に
終了した事業年度

2018年６月30日に
終了した事業年度

 米ドル 米ドル

HSBCバンク・ピーエルシーが分離口座に保有する担保 72,241,674 -

HSBCバンク・ピーエルシーを通じた証券貸付取引合計 136,330,050 -

 

(h)　本マネージャー及び本受託者の関係者との債券取引

 

(i)　2019年６月30日に終了した年度中に、本信託は本受託者の関連会社を買主又は売主として、以下の債券取引を実

施しました。

 

会社名 買付取引の総価額 売付取引の総価額

 米ドル 米ドル

2019年
HSBCバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド

36,139,035 -

HSBCシンガポール 176,125,390 175,296,692

　   

2018年
HSBCバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド

31,787,283 38,049,690

HSBCシンガポール 73,928,743 129,294,083

 

(ii)　2019年６月30日に終了した年度中に、本信託は本受託者の関連会社を受渡又は受取代理人として、以下の債券

取引を実施しました。

 

 取引の総価額 取引の総価額

会社名 2019年６月30日 2018年６月30日

 米ドル 米ドル

HSBCバンク(チャイナ)カンパニー・リミテッド 36,139,035 69,836,973

HSBC香港 52,604,243 37,312,343

HSBCインドネシア 38,162,900 52,066,649

HSBCマレーシア 9,107,655 25,209,761

HSBCフィリピン 13,082,916 13,686,175

HSBCソウル 141,352,470 87,586,819

HSBCシンガポール 94,866,401 7,008,546

HSBCタイ 35,516,051 13,265,556
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９．　その他の費用

 

(a)　指数ライセンス報酬

 

指数ライセンス報酬は、本基礎指数の本指数提供者に支払われています。指数ライセンス報酬は、最低年184,000

米ドル(2018年：年184,000米ドル)を条件として、本信託の日々の平均純資産価額に基づき最大年0.0175%(2018年：

年0.0175%)の評価割合で計算されています。指数ライセンス報酬は毎日発生し、四半期ごとに後払いで支払われま

す。

 

(b)　手続処理代理人報酬

 

手続処理代理人報酬は、香港コンバージョン・エージェンシー・サービシーズ・リミテッド(Hong Kong

Conversion Agency Services Limited)に支払われています。手続処理代理人は、ユニットの設定時におけるCCASSへ

のユニットの預託及び償還時におけるCCASSからのユニットの引き出しの円滑化を含め、認定参加者によるユニット

の引受及び償還に関連する特定の業務を香港中央結算有限公司(Hong Kong Securities Clearing Company Limited)

を通じて実施しています。

 

さらに毎月5,000香港ドルの顧問料報酬も本信託に課されています。

 

10．　金融リスクの管理

 

(a)　金融商品を利用する際の戦略

 

本信託の投資目的は、本基礎指数の総利回りに緊密に相関する投資成績の、手数料及び経費差引前での提供を追求

することです。本基礎指数は、本指数提供者により決定され、構成されています。本基礎指数は、アジアの政府、ア

ジアの準政府機関又は国際金融機関により発行された又は保証された、本基礎指数のその時点の構成証券であるアジ

ア通貨建ての負債証券の投資利回りの指標であり、それぞれの場合において本指数提供者により定められた通りと

なっています。

 

すべての金融資産及び負債は、投資を除き、「償却原価で測定される金融資産又は負債」に分類されています。投

資は、損益を通じた公正価値による金融資産に分類されています。

 

本信託は、市場価格リスク、金利リスク、信用リスク、流動性リスク、通貨リスク及び新興市場リスク等のリスク

にさらされています。

 

これらのリスク及びこれらのリスクを管理するために本信託により採用されているリスク及び個々のリスクの管理

方針は、以下で議論されています。
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(b)　市場価格リスク

 

市場価格リスクとは、市場価格の変化の結果として、市場価格の変化が個別の商品に特有の要因であろうと市場の

商品すべてに影響を及ぼす要因であろうと、金融商品の価額が変動するリスクです。

 

本信託は、マークイット iBoxx ABF 汎アジア指数のパフォーマンスを追跡することが予定されており、そのた

め、本信託の市場リスクへのエクスポージャーは、実質的に、追跡される指数と同じです。本マネージャーは、ポー

トフォリオの主な特徴が、追跡される指数の特徴と密接に同調することを確実にすることで、本信託の市場リスクに

さらされている額を管理しています。年度末時点において、全市場でリスクにさらされている金額は以下の通りで

す。

 

 2019年  2018年

 公正価値 取得価格
純資産に

対する比率

 
公正価値 取得価格

純資産に
対する比率

 米ドル 米ドル %  米ドル 米ドル %

投資
－負債証券

3,703,115,036 3,755,547,560 99.90
 

3,703,091,528 3,922,531,530 100.06

 3,703,115,036 3,755,547,560 99.90  3,703,091,528 3,922,531,530 100.06

 

市場でリスクにさらされている額

下の表は、本信託が保有するすべての金融資産及び負債を通じた根底にある市場リスクを織り込んだ、本信託が

様々な市場に対して、市場でリスクにさらされている額を示しています。

 

 2019年 2018年

 米ドル相当額 米ドル相当額

市場でリスクにさらされている額   

中　　国 871,695,396 900,043,434

香　　港 317,541,716 329,116,331

インドネシア 294,238,106 284,000,035

マレーシア 436,970,965 412,771,256

フィリピン 207,064,750 215,795,823

シンガポール 589,996,952 580,742,371

韓　　国 611,539,891 614,873,284

タ　　イ 374,067,260 365,748,994

 3,703,115,036 3,703,091,528

 

2019年６月30日及び2018年６月30日時点における、本信託の純資産価額の10%を超える市場価額を有する単一の発

行者により発行された投資は以下の通りです。

 

 2019年 2018年

 比率(%) 比率(%)

中国政府 18.36 18.17

韓国財務省 16.03 16.23

シンガポール政府 13.90 14.06
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2019年６月30日に終了した年度中、本基礎指数は7.33%増加し(2018年６月30日時点の１年利回り：2.08%増加)、配

当金を含む本信託の利回りは6.80%増加しています(2018年６月30日時点の１年利回り：1.59%増加)。

 

下の表は、ユニット保有者に帰属する純資産に対する、本信託がリスクにさらされている本基礎指数の上昇/下落

の結果としての影響をまとめたものです。分析は、他のすべての変数が不変である場合に本基礎指数がそれぞれの比

率で上昇/下落し、かつ本信託の投資は本基礎指数との過去の相関に従い変動したという仮定に基づいています。

 

 2019年  2018年

 
市場指数の
変動比率

影響
 市場指数の

変動比率
影響

 (%) 米ドル  (%) 米ドル

 ＋/－ ＋/－  ＋/－ ＋/－

マークイット iBoxx ABFパン・アジ
ア指数(米ドル建て)

6.00 222,186,902
 

6.00 222,185,492

 

仮定：本信託の設立以来、変動は本基礎指数の年率換算利回りに基づいており、本信託と本基礎指数の過去の相関

性を考慮していますが、本基礎指数が非常に不安定であるという証拠が存在する場合、変更されます。

 

本マネージャーは、上記の市場感応度分析の中で利用するための変化を見積るために、それぞれの主要市場におい

て何が「合理的な動き」であるかに関する自身の見解を用いています。

 

上記の開示は絶対ベースで示されており、変動及び影響はプラスかマイナスのいずれかになります。市場指数の変

動比率は、市場の変動性及びその他の関連する要因に関する運用管理者の最新の見解に基づき毎年改定されていま

す。

 

(c)　金利リスク

 

金利リスクとは、金融商品の価額が市場の金利の変化によって変動するリスクのことです。通常、金利リスクは短

期投資では低く、長期投資では高くなります。

 

本信託の金融資産及び負債の大部分には利子が付いています。したがって、本信託は市場金利の実勢レベルの変動

による多大なリスクにさらされています。いかなる過剰な現金及び現金同等物も短期市場金利にて運用されていま

す。

 

本マネージャーは、全満期にわたる市場エクスポージャー及びデュレーション・リスクを基に、本信託が本基礎指

数の動きを効果的に再現できるよう確保することで、投資ポートフォリオを管理しています。
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下の表は、本信託の金利リスクにさらされている金額をまとめたものです。これには、契約上の金利改定日又は満

期日のいずれか早い方により分類された、本信託の公正価値による資産及び負債が含まれています。

 

2019年６月30日現在

 

 １年まで １～５年 ５年超 利子なし 合計

 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル

資　　産      

投資 194,449,342 1,387,393,459 2,121,272,235 - 3,703,115,036

銀行預金 12,287,784 - - - 12,287,784

ユニットの引受時未
収金

- - - 3,514,602 3,514,602

ブローカーから
受け取るべき金額

- - - 46,958,408 46,958,408

その他の未収金 - - - 7,187 7,187

資産合計 206,737,126 1,387,393,459 2,121,272,235 50,480,197 3,765,883,017

      

負　　債      

ユニットの償還時未
払金

- - - △1,167,325 △1,167,325

ブローカーに
支払うべき金額

- - - △50,001,330 △50,001,330

未払監査報酬 - - - △70,862 △70,862

未払受託者報酬 - - - △140,560 △140,560

未払マネジメント報
酬

- - - △1,003,519 △1,003,519

未払指数ライセンス
報酬

- - - △205,597 △205,597

その他の未払金 - - - △6,361,400 △6,361,400

ユニット保有者に
帰属する純資産

- - - △3,706,932,424 △3,706,932,424

負債合計 - - - △3,765,883,017 △3,765,883,017

金利感応度
ギャップ合計

206,737,126 1,387,393,459 2,121,272,235   
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2018年６月30日現在

 

 １年まで １～５年 ５年超 利子なし 合計

 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル

資　　産      

投資 205,286,809 1,480,368,561 2,017,436,158 - 3,703,091,528

銀行預金 13,309,163 - - - 13,309,163

ブローカーから
受け取るべき金額

- - - 81,292,908 81,292,908

資産合計 218,595,972 1,480,368,561 2,017,436,158 81,292,908 3,797,693,599

      

負　　債      

ユニットの償還時未
払金

- - - △1,132,451 △1,132,451

ブローカーに
支払うべき金額

- - - △87,976,464 △87,976,464

未払監査報酬 - - - △72,040 △72,040

未払受託者報酬 - - - △149,312 △149,312

未払マネジメント報
酬

- - - △1,055,148 △1,055,148

未払指数ライセンス
報酬

- - - △120,256 △120,256

その他の未払金 - - - △6,165,700 △6,165,700

ユニット保有者に
帰属する純資産

- - - △3,701,022,228 △3,701,022,228

負債合計 - - - △3,797,693,599 △3,797,693,599

金利感応度
ギャップ合計

218,595,972 1,480,368,561 2,017,436,158   

 

2019年６月30日現在、金利が50ベーシスポイント(2018年：50ベーシスポイント)下落/上昇し、残りのその他の変

数すべてが不変であった場合、当年のユニット保有者に帰属する純資産の増加/減少が、負債証券の市場価額の増加/

減少から実質的に生じ、それぞれ、約133,011,421米ドル及び123,722,914米ドル(2018年：124,127,783米ドル及び

115,951,702米ドル)となります。

 

仮定：変動は過去の金利変動に基づいていますが、金利が非常に不安定であるという証拠が存在する場合、変更さ

れます。

 

(d)　信用及び取引相手リスク

 

信用及び取引相手リスクとは、発行者又は取引相手が支払額を期限に全額支払うことができない又は支払おうとし

ないリスクです。
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有価証券におけるすべての取引は、認可されたブローカーを利用して受け渡し時に決済/支払いがなされます。売

却された証券の受け渡しは、ブローカーが支払金を受け取った場合のみに行われるため、取引債務不履行のリスクは

最小であると考えられています。支払いは、ブローカーが証券を受け取った際の購入時に行われます。いずれかの当

事者がその債務を履行しなかった場合、取引は不成立となります。

 

本信託の取引相手リスクの集中に潜在的にさらされている金融資産は主として銀行預金、カストディアンが保有す

る資産及び証券貸付代理人が保有する担保で構成されています。

 

下の表は、2019年及び2018年６月30日現在の銀行、カストディアン及び証券貸付代理人に預託されている資産をま

とめたものです。

 

2019年６月30日現在

 

 米ドル 信用格付け 信用格付けの出所

カストディアン及び銀行    

香港上海銀行 3,715,402,820 Aa1 ムーディーズ

証券貸付代理人    

HSBCバンク・ピーエルシー 72,241,674 Aa2 ムーディーズ

 

2018年６月30日現在

 

 米ドル 信用格付け 信用格付けの出所

カストディアン及び銀行    

香港上海銀行 3,716,400,691 Aa2 ムーディーズ

 

下の表は、スタンダード・アンド・プアーズ又はiBoxxにより提供される信用格付けごとに投資ポートフォリオを

分類したものです。

 

格付け区分別ポートフォリオ

 

格 付 け(マークイット iBoxx) 2019年 2018年

 
投資に対する

比率(%)
投資に対する

比率(%)

AAA 15 14

AA 25 25

A 36 35

BBB 18 22

格付けなし 6 4

合　　計 100 100

 

EDINET提出書類

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

111/208



2019年６月30日に終了した年度中に、本信託は証券貸付取引を開始しました。本信託の証券貸付取引はいずれも、

効果的なポートフォリオ管理の目的でのみ実施され、リスクの最小限の増加でスキームに追加的な収益を生み出すこ

とを目標とします。証券の貸付が行われる又は貸付が予定されている時はいつでも、貸付が行われる銘柄の証券の金

額は、市場保有高合計の50%を超えてはなりません。本信託は、本受託者が承諾した借入人にのみ証券を貸し付けま

す。借入人は、適用あるすべての法令に基づき要求される証券貸付契約の相手方の基準を満たすものに限定されま

す。現時点では、証券貸付取引の借入人は、最低でもムーディーズの「A」、スタンダード・アンド・プアーズの

「A」又はフィッチの「A」の長期格付けを得ている必要があります。

 

証券貸付取引の一環として、本信託は担保を受け取ります。担保の評価額は、証券貸付契約の存続期間中、貸付証

券の日次時価評価の評価額全体の100%を超えるものとします。証券貸付に関し取得される担保は、基礎指数の証券、

非基礎指数の証券及び/又は本受託者が承諾し本信託証書において許容される他の品質の高い現金同等物投資を含み

ます。非現金担保については、適格な担保は、政府債又は最低でもムーディーズの「A」、スタンダード・アンド・

プアーズの「A」又はフィッチの「A」の長期格付けを得ている国際機関債を含みます。本信託は、ユーロクリアSA担

保管理システムを通じて担保を受け付け、かつ当該システムの担保差替プロセスが現金担保の間質的な受付を要する

場合のみ、現金担保を受け付けます。かかる現金担保に利息は支払われず、当該担保は、HSBCバンク・ピーエルシー

が銀行として保有します。本信託は、その証券貸付に関し受け取った担保を再投資しません。

 

下の表は、ムーディーズ・レーティング・サービシーズにより提供される担保提供者の信用格付けごとに証券貸付

を分類したものです。

 

2019年６月30日現在

 

担保提供者 担保提供者の信用格付け
１ 担保の公正価値 証券貸付

  米ドル 米ドル

BNPパリバ・ロンドン Aa3 72,241,674 67,676,811

  72,241,674 67,676,811

2018年６月30日時点において、本信託により証券は貸し付けられていませんでした。

 

注　　記

１
　ムーディーズ・レーティング・サービシーズによる長期取引相手リスク信用格付け
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2019年及び2018年６月30日時点において、信用及び取引相手リスクにさらされている最大値は、下記で示される通

りの金融資産の帳簿価格です。

 

 2019年 2018年

 米ドル 米ドル

投資 3,703,115,036 3,703,091,528

ユニットの引受時未収金 3,514,602 ‒

ブローカーから受け取るべき金額 46,958,408 81,292,908

その他の未収金 7,187 ‒

銀行預金 12,287,784 13,309,163

 3,765,883,017 3,797,693,599

 

本マネージャーは、本信託の有価証券の大半の取引及び契約上の義務を履行するための活動について、高格付けを

取得し、さらに本マネージャーが安定した地位にあるとみなしているブローカー・ディーラー、銀行及び規制を受け

た取引所を相手にすることにより、取引相手リスクにさらされることを制限しています。

 

本信託は、信用リスク及び予想される信用損失を、債務不履行の可能性、債務不履行のリスクにさらされている額

及び債務不履行時の損失を用いて測定しています。2019年６月30日及び2018年６月30日時点において、その他の未収

金、ブローカーから受け取るべき金額、ユニットの引受時未収金、銀行預金は、1カ月以内に決済期限を迎えます。

運用管理者は、予想される信用損失の測定のため、過去の分析及び将来の情報の双方を考慮します。運用管理者は、

取引相手が、近い時期の契約上の義務を満たす強固な能力を有するものとして、債務不履行の可能性をゼロに近いと

判断します。その結果、かかる減損処理はいずれも本信託にとってまったく重要ではないため、12カ月の予想される

信用損失に基づき、損失引当金は認識されません。

 

(e)　流動性リスク

 

流動性リスクとは、本信託が、償還の請求を含む負債の返済で困難に直面し、又は高い費用が発生するリスクで

す。

 

本信託は本信託のユニットの日々の償還リスクにさらされています。本マネージャーは本信託の資産の大半を、容

易に処分することのできる活発な市場で取引されている投資対象に投資しています。2019年６月30日に終了した年度

中に、本信託は証券貸付取引を開始しました。2019年６月30日時点において、67,676,811米ドルが借入人に貸し付け

られ、要求に応じ回収可能です。
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下の表は、本信託の非デリバティブ金融負債を、年度末時点における契約上の満期日までの残りの期間に基づき、

関連する満期でグルーピングして分析したものです。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローです。割引

の影響はわずかであるため、12カ月以内に期日を迎える残高はその帳簿残高と等しくなっています。

 

 １カ月未満 １～３カ月未満 ３カ月以上

 米ドル 米ドル 米ドル

    

2019年６月30日現在    

    

ユニットの償還時未払金 1,167,325 - -

ブローカーに支払うべき金額 50,001,330 - -

未払監査報酬 - 70,862 -

未払受託者報酬 - 140,560 -

未払マネジメント報酬 - 1,003,519 -

未払指数ライセンス報酬 - 205,597 -

その他の未払金 37,668 79,838 6,243,894

ユニット保有者に帰属する純資産 3,706,932,424 - -

契約上のキャッシュ・アウトフロー 3,758,138,747 1,500,376 6,243,894

    

2018年６月30日現在    

    

ユニットの償還時未払金 1,132,451 - -

ブローカーに支払うべき金額 87,976,464 - -

未払監査報酬 - 72,040 -

未払受託者報酬 - 149,312 -

未払マネジメント報酬 - 1,055,148 -

未払指数ライセンス報酬 - 120,256 -

その他の未払金 37,451 89,547 6,038,702

ユニット保有者に帰属する純資産 3,701,022,228 - -

契約上のキャッシュ・アウトフロー 3,790,168,594 1,486,303 6,038,702

 

本ユニットは、ユニット保有者の選択による請求に基づき償還されます。しかし、ユニット保有者は、通常、自分

のユニットを中長期間保有するため、本受託者及び本マネージャーは、上記の表で開示された契約上の満期は実際の

キャッシュ・アウトフローを表していないと予想しています。2019年及び2018年６月30日時点において、本信託のユ

ニットの10%超を保有するユニット保有者が２名おり、本信託のノミニー口座ユニット保有者でした。詳細について

は注記13を参照してください。
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本信託は、１カ月以内に流動化することができると期待される投資対象に投資することによりその流動性リスクを

管理しています。下の表は保有する資産の流動性の見込みを示しています。

 

 １カ月未満 １～12カ月

 米ドル 米ドル

2019年６月30日現在   

資産合計 3,765,883,017 -

   

 １カ月未満 １～12カ月

 米ドル 米ドル

2018年６月30日現在   

資産合計 3,797,693,599 -

 

(f)　通貨リスク

 

通貨リスクとは、為替レートの変化により金融商品の価額が変動するリスクです。

 

本信託は、機能通貨である米ドル以外の通貨建ての資産及び負債を保有しています。したがって、本信託は通貨リ

スクにさらされており、それは為替レートの変化の結果、その他の通貨建ての資産及び負債の価額が変動するためで

す。本信託は積極的にはヘッジ活動を行っていませんが、本マネージャーは、ユニットの引受及び償還の決済、並び

に祝日で市場が閉まる前にポートフォリオのバランスを整え通貨リスクに対する本信託のエクスポージャーをカバー

するなどその他の運用上の用途に関連して、為替レートの変動をヘッジするために適宜スポット及び先物為替予約を

締結する可能性があります。

 

下の表は、本信託の通貨リスクにさらされている金額をまとめたものです。

 

 2019年 2018年

 米ドル相当額 米ドル相当額

   

香港ドル 318,166,675 329,366,690

インドネシア・ルピア 294,480,902 283,459,165

マレーシア・リンギット 434,833,778 412,871,787

フィリピン・ペソ 206,829,532 215,387,906

人 民 元 875,080,442 897,457,451

シンガポール・ドル 591,742,465 580,031,150

韓国ウォン 612,308,613 616,675,797

タイ・バーツ 374,204,705 366,480,362
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下の表は、本信託がリスクにさらされており、リスクにさらされている金額が上の表の通りになっている主要な為

替レートの上昇/下落の結果、ユニット保有者に帰属する純資産に対する影響をまとめたものです。分析は、他の変

数がすべて不変である場合に、為替レートがそれぞれの率で上昇/下落したという仮定(過去の為替変動に基づいてい

ますが、為替が非常に不安定であるという証拠が存在する場合、変更されます。)に基づいています。

 

 2019年 2018年

 変化 影響 変化 影響

 
比率(%)
＋/－

米ドル
＋/－

比率(%)
＋/－

米ドル
＋/－

     

香港ドル 1 3,181,667 1 3,293,667

インドネシア・ルピア 12 35,337,708 12 34,015,100

マレーシア・リンギット 12 52,180,053 12 49,544,614

フィリピン・ペソ 12 24,819,544 12 25,846,549

人 民 元 11 96,258,849 11 98,720,320

シンガポール・ドル 8 47,339,397 8 46,402,492

韓国ウォン 12 73,477,034 12 74,001,096

タイ・バーツ 12 44,904,565 12 43,977,643

 

(g)　新興市場リスク

 

本信託は、新興市場であるとみなされている特定のアジアの債券市場に投資しています。これらの市場は、こうし

た新興市場への外国からの投資に関連する特有のリスクにさらされています。これには、以下が含まれますが、これ

らに限定されるものではありません。一般的に証券市場の効率性が低いこと、一般的に価格の変動性が高いこと、為

替レートの変動及び為替管理、資金又はその他の資産の国外への持ち出しに対して制限が課されること、発行者に関

する入手可能な公開情報が少ないこと、課税、取引及び保管コストが高いこと、決済の遅れ及び紛失のリスク、契約

履行の困難、証券市場の規制が甘いこと、時価総額が小さいこと、会計基準及び開示基準が異なること、政府による

介入、市場閉鎖リスクが高いこと、資産の没収リスク、高度インフレ並びに社会的、経済的及び政治的な不確実性。

 

本信託は、アジアの幅広い国の通貨の債券指数である、本基礎指数の動きを追跡するように設計されています。し

たがって、本信託の中で新興市場リスクにさらされている程度は、本基礎指数と実質的に同じになります。インデッ

クスファンドのため、本マネージャーは、市場のウェート及びデュレーションのような本信託の主要な特徴を本基礎

指数の特徴にきっちりと合わせることを確実にすることにより、本信託の新興市場リスクにさらされている状況を管

理しています。
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(h)　キャピタル・リスク管理

 

本信託の資本は、ユニット保有者に帰属する純資産により表されます。本信託は、ユニット保有者の裁量による

日々の申込み及び償還の対象となるため、ユニット保有者に帰属する純資産の額は、日次ベースで大きく変動する可

能性があります。資本管理における本信託の目的は、ユニット保有者に対するリターン及びその他の利害関係者に対

する利益を提供し、並びに本信託の投資活動の発展を支える強固な資本基盤を維持するために、継続事業体としての

本信託の存続力を守ることです。

資本構成を維持又は調整するための、本信託の方針は、以下を実施することです。

 

－　流動資産に関連する日々の申込み及び償還のレベルを監視すること、並びに

－　本信託の信託証書及び補足証書に従いユニットを償還及び発行すること。

 

本受託者及び本マネージャーは、ユニット保有者に帰属する純資産の価値ベースで資本を監視しています。

 

(i)　公正価値の見積り

 

活発な市場で取引される金融資産及び金融負債の公正価値は、年度末日の取引終了時の取引相場価格に基づきま

す。本信託が保有する金融資産に用いられる取引相場価格は現在の買呼値です。

 

相場価格が、為替、ディーラー、ブローカー、業界団体、価格提供業者又は規制機関から容易にかつ定期的に利用

可能で、それらの価格が実際の、かつ定期的に発生する独立当事者の立場での市場取引を象徴している場合、金融商

品は活発な市場で取引されているとみなされます。

 

貸倒引当金控除後の他の債権及び未払金の帳簿価格は、それらの公正価値に近似すると仮定されます。開示のため

の金融負債の公正価値は、将来の約定キャッシュ・フローを、類似の金融商品について本信託が利用可能な現在の市

場利率で割り引くことにより見積られます。

 

IFRS 13は本信託が、測定を行う際に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて公

正価値測定を分類することを要求しています。公正価値ヒエラルキーは次のレベルを有します。

 

－　本信託が測定日にアクセス可能な同一の資産又は負債に関する活発な市場での相場価格(調整なし)(レベル１)。

－　資産又は負債に関して、直接的(すなわち、価格)又は間接的(すなわち、価格から算出される金額)に観察可能

な、レベル１に含まれる相場価格以外のインプット(レベル２)。

－　観察可能な市場データに基づかない、資産又は負債のインプット(すなわち、観察不能なインプット)(レベル

３)。
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公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体として公正価値測定に重要な最も低いレベルの

インプットに基づいて決定されます。このため、インプットの重要性は全体として公正価値測定に対して評価されま

す。公正価値測定が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、そ

の測定はレベル３測定です。全体の公正価値測定に対する特定のインプットの重要性を評価するには、その資産又は

負債に特有の要因について考慮しつつ判断することが求められます。

 

何が「観察可能」を構成するのかの決定には、本信託による重要な判断が求められます。本信託は、観察可能な

データとは、すぐに利用可能で、定期的に配信又は更新され、信頼できるものでかつ検証可能なものであり、独占的

なものではなく、そして、関連市場において活発に関与する独立した情報源により提供される市場データであると考

えています。

 

下の表は、2019年及び2018年６月30日現在の公正価値で測定される本信託の投資(クラス別)を公正価値ヒエラル

キー内で分析したものです。

 

2019年６月30日現在 レベル１ レベル２ レベル３ 残高合計

 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル

　     

投資     

－負債証券 - 3,703,115,036 - 3,703,115,036

 - 3,703,115,036 - 3,703,115,036

 

2018年６月30日現在 レベル１ レベル２ レベル３ 残高合計

 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル

　     

投資     

－負債証券 - 3,703,091,528 - 3,703,091,528

 - 3,703,091,528 - 3,703,091,528

 

その価値が活発な市場における取引相場価格に基づく投資は、レベル１に分類されます。2019年及び2018年６月30

日現在、本信託はレベル１に分類される投資を保有していませんでした。

 

市場で取引をするが、取引相場価格、ディーラーの提示する価格又は観察可能なインプットによって支持される代

替的な価格決定の情報源に基づいて評価される金融商品は、レベル２に分類されます。2019年及び2018年６月30日現

在、本信託はレベル２に分類される負債証券である投資を保有しています。

 

レベル３に分類される投資は、あまり取引がなされないため、重大な、観察不能なインプットを有します。2019年

及び2018年６月30日現在、本信託はレベル３に分類される投資を保有していませんでした。
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2019年及び2018年６月30日に終了した年度中において、レベル間の振替は行われませんでした。

 

純資産計算書に記載される資産及び負債は、投資を除いて、償却原価で計上され、その簿価は公正価値の合理的な

近似値です。

 

11．　ソフト・ダラー慣行

 

本マネージャーは、かかる取引が「最良執行」の基準と一致しているということを条件に、本信託の負担により、本マ

ネージャー又はその関係者の誰かが契約を締結している他者の仲介により取引を実施する場合があります。契約に基づ

き、その当事者は、本マネージャー又はその関係者の誰かに、そうした提供が本信託全般に恩恵をもたらすと合理的に期

待され、かつ本信託の運用実績の向上に貢献する可能性がある性質の、物品、サービス又はその他の便益(調査及び投資顧

問業務、専門的なソフトウェア又は調査業務に関連したコンピューター・ハードウェア並びに実績測定等)を適宜提供した

り、又は調達したりします。疑義を回避するために付言すると、かかる物品及びサービスに、旅行、宿泊、娯楽、一般的

な管理品若しくはサービス、一般的な事務用備品若しくは事務所、会費、従業員の給与又は直接的な現金の支払いを含め

ることはできません。

 

2019年６月30日及び2018年６月30日に終了した年度中において、本マネージャーは、いかなる取引に関しても本信託の

負担でソフト・ダラー契約に関与したことはありません。

 

12．　分　　配

 

 2019年 2018年

 米ドル 米ドル

　   

中間分配   

- 2019年１月31日付けで32,757,754口に対し1.76米ドルの支払い 57,653,647 -

- 2018年２月１日付けで33,021,584口に対し1.74米ドルの支払い - 57,457,556

　   

最終分配   

- 2018年８月２日付けで32,468,844口に対し1.84米ドルの支払い 59,742,673 -

- 2017年８月３日付けで33,948,734口に対し1.65米ドルの支払い - 56,015,411

分配総額 117,396,320 113,472,967

 

13．　セグメント情報

 

本マネージャーは本信託のために戦略的資源の分配をしています。本信託は、本マネージャーにより吟味された報告書

に基づき事業セグメントを決定し、そしてその報告書は戦略決定をするために用いられます。
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本マネージャーは、本信託のポートフォリオ全体に対して責任があり、そのビジネスは単一の事業セグメントを有して

いると考えています。本マネージャーの資産分配決定は、単一かつ統合投資戦略に基づいており、本信託のパフォーマン

スは総合的に評価されます。

 

本信託の投資目的は、手数料及び経費差引前において、マークイット iBoxx ABF パン・アジア指数の総利回りに対応し

た投資成績の提供を追求することです。

 

本信託の資産、負債及びパフォーマンスに関して本マネージャーに提供される内部報告は、常にIFRSの測定及び認識の

原則に基づいて作成されます。

 

2019年及び2018年６月30日に終了した年度中に報告セグメントの変更はありませんでした。

 

本信託のすべての活動は、アジア太平洋地域で主として行われた投資活動の単一のビジネスです。本信託の収益は、ア

ジア太平洋地域の組織が発行した負債証券への投資から生じるものです。

 

本信託は非流動資産に分類される資産を有していません。本信託は多様な投資ポートフォリオを有しています。本信託

の純資産の10%超を占める単一の発行体により発行される投資の保有については注記10を参照してください。

 

本信託の本基礎指数、すなわち、マークイット iBoxx ABF パン・アジア指数は、2019年６月30日時点で指数の10%超の

構成株式を有していませんでした(2018年：ゼロ)。

 

本信託はまた、多様化したユニット保有人口を有します。2019年６月30日現在、本信託のユニットの10%超を保有するユ

ニット保有者が２名おり、本信託のノミニー口座ユニット保有者でした(2018年：２名)。２名の本信託のノミニー口座ユ

ニット保有者は、2019年６月30日現在、本信託のユニットの86%及び10%を保有していました(2018年：85%及び11%)。

 

14．　補足的比率

 

 2019年 2018年

　   

経費率
１ 0.19% 0.18%

回転率
２ 21.15% 41.46%
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注　　記

１
　経費率はシンガポール投資管理協会(Investment Management Association of Singapore)により規定されたガイドラ

インに基づき計算されています。事業年度末の経費率の計算は、当期の7,077,809米ドル(2018年：6,924,242米ドル)

の運用費用総額を3,671,577,409米ドル(2018年：3,894,741,334米ドル)の平均純資産価額で割ったものに基づいてい

ます。運用費用総額は、(適用される場合には)ブローカーへの手数料並びにその他の取引コスト、パフォーマンス報

酬、支払利息費用、ユニット保有者へ支払われる分配金、外国為替差益/差損、他のファンドの購入又は売却から生じ

た販売手数料又は解約手数料及び源泉徴収税又は受取収益から生じる税金を含みません。本信託はいかなるパフォー

マンス報酬も支払いません。平均純資産価額は日々の残高に基づいています。

 

２
　ポートフォリオ回転率は、集団投資スキーム規約に記述された公式に従って計算されています。ポートフォリオ回転

率の計算は、購入又は売却の総価値の低い額に基づいており、776,605,239米ドルの投資の購入(2018年：

1,614,654,216米ドルの購入)を、日々の平均純資産価額3,671,577,409米ドル(2018年：3,894,741,334米ドル)で割っ

たものです。シンガポール勅許会計士協会(Institute of Singapore Chartered Accountants)により発行された推奨

会計実務７「ユニット・トラストのための報告の枠組み」(「RAP７」)に沿うよう、当期の購入又は売却の総価値はブ

ローカーへの手数料及びその他の取引コストを含みません。

 

15．　年度末日後に発生した事象

 

年度末の後2019年７月15日に、本信託はユニット１口当たりにつき1.64米ドルの配当金分配を発表しました。配当金は

2019年８月１日に支払われました。2019年６月30日付けのユニット保有者に帰属する純資産は、上述の未払分配配当金を

計上していません。

 

16．　財務書類の承認

 

本財務書類は2019年９月27日付けで本受託者及び本マネージャーにより承認されました。
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(３)【投資有価証券明細表等】

上記「第１ ファンドの状況　５ 運用状況　(２) 投資資産　① 投資有価証券の主要銘柄」を参照してください。
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２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

 (2019年６月30日現在)

Ⅰ　資産総額
3,765,883,017米ドル
(409,765,731,080円)

Ⅱ　負債総額
58,950,593米ドル
(6,414,414,024円)

Ⅲ　調整額
0米ドル
(0円)

Ⅳ　純資産総額(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ)
3,706,932,424米ドル
(403,351,317,055円)

Ⅴ　発行済数量 31,635,774口

Ⅵ　１単位当たり純資産額(Ⅳ/Ⅴ)
117.18米ドル
(12,750円)

注：これらの数値は、本信託の2019年度アニュアル・レポートから引用しております。より詳細な情報については、本信託の

2019年度アニュアル・レポートを参照してください。
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第４【外国投資信託受益証券事務の概要】
 

(１)　本受益証券の名義書換

本ユニットは、香港のCCASS上で受入、預託、清算及び決済が行われます。本ユニットは、ブックエントリー方式で保

持されます。つまり、本ユニットの証書は発行されません。HKSCCノミニーズは、本信託のすべての発行済本ユニットの

登録所有者(つまり、記録上の唯一の受益者)となり、したがって、あらゆる目的に関してすべての本ユニットの法的所有

者として認知されることになります。

日本では、株式会社証券保管振替機構(以下「JASDEC」といいます。)又はそのノミニーが指定する、受益者のための外

国信託証券についての管理事項は、証券についての管理事項を管轄する機関及び分配金支払取扱銀行として指名された三

菱UFJ信託銀行株式会社がJASDECの規則に従って管理します。

日本の金融商品の取引所で上場及び取引されているすべての本ユニットは、仲介者経由又はその他の形で、香港の

CCASSにJASDECが維持する口座に預託されなければなりません。同じ取引証券会社の日本における顧客の間の決済は、そ

れらの各外国証券取引口座間の振替により行われ、異なった取引証券会社の顧客の間の決済は各取引証券会社が決済会社

に開設している口座間の振替によって行われます。結果として、かかる名義書換はJASDECが香港でCCASS口座に保管して

いる本ユニットの数に変化を引き起こすことはありません。しかしながら、日本の外に本ユニットが移転される場合、

JASDECが香港のCCASS口座に保有する本ユニットの数に変化を引き起こす可能性があります。

 

(２)　受益者名簿の閉鎖の時期

(ⅰ) 受益者名簿は、本受託者が随時本マネージャーの事前承認を得て決定する時期及び期間に閉鎖することができま

す。ただし、受益者名簿は１年間のうち合計して30営業日を超えて閉鎖されないものとします。

(ⅱ) 本受託者は該当する本基準日における本信託の受益者の間で分配を行います。上記「第１ ファンドの状況　２ 投

資方針　(４) 分配方針」を参照してください。

 

(３)　受益者総会

(ⅰ) 本受託者、本マネージャー又は監督委員会は、それぞれ、何時にても受益者の集会を招集することができ(また本マ

ネージャーは、当該時点において発行済本ユニットの10%以上を保有するものとして登録された受益者が書面で請求

した場合には、そのように招集するものとします。)、かかる招集は、シンガポール(又は本受託者が決定するその他

の場所)において、当該集会を招集する当事者が適切と考える日時及び場所において(後記の規定に従うことを前提と

します。)行うことができ、以下の規定がかかる集会に適用されるものとします。

(ⅱ) 本マネージャーは、かかる集会の通知を受領し、かかる集会に出席する権限を有するものとします。本受託者の取

締役その他の適切に授権された役員及びその弁護士、本マネージャーの取締役、秘書役及び弁護士並びにこれらの者

の代理権限を本マネージャーより与えられた者は、かかる集会において出席及び発言することができます。監督委員

会の委員も、かかる集会の通知を受領し、かかる集会において出席及び発言する権限を有するものとします。
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(ⅲ) すべての集会について、少なくとも21日(通知の送達日又は通知が送達されたとみなされる日及び通知がなされた日

を除きます。)前の通知が、本信託証書に規定される方法で、受益者に対してなされるものとします。この通知は、

集会の場所、日時及び当該集会で提案される予定である議案の内容を特定するものとします。本受託者により招集さ

れた集会を除き、集会通知の写しが本受託者に郵送されるものとします。いずれかの受益者に対する過誤による通知

の発送漏れ又はいずれかの受益者による通知の不受領は、集会の手続きを無効としないものとします。この「第４

外国投資信託受益証券事務の概要　(３) 受益者総会」の項目において、「受益者」とは、本マネージャーが本受託

者の事前承認を得て定める基準日(本第(ⅲ)項の下における通知が送付される21日前から７日前までの期間としま

す。)に受益者であった者を意味します。ただし、集会の時点又はその他の関連する時点で受益者でないとして知ら

れている者を除きます。集会が延期された場合、本第(ⅲ)項の下でなされる通知への言及は、当該延会について後記

第(ⅴ)項の下でなされた通知への言及であるものとして、本第(ⅲ)項は適用されます(第(ⅴ)項に定める通知期間を

除きます。)。

(ⅳ) 集会においては、当該時点で発行済本ユニットの10%を保有するものとして登録され、本人又は代理人が出席する１

又は複数の受益者が、特別決議の採択を目的とする場合を除き、議事のための定足数を構成するものとします。特別

決議を採択するための定足数は、発行済本ユニットの25%以上を保有するものとして登録され、本人又は代理人が出

席する１又は複数の受益者とします。集会においては、議事開始時点で必要な定足数が出席しない限り、いかなる議

事も行われないものとします。「特別決議」は以下を意味します。

(a) 本信託証書の別紙１に定められた規定に従って正式に招集及び開催された受益者集会で、自ら又は代理人により

投票する資格を有する出席者の総投票数の75%以上の多数によって可決された決議。

(b) 当該時期に発行済みであった本ユニット全体の75%以上の受益者により署名されたか、それを代表して署名され

た書面による決議。

(ⅴ) 集会が受益者の要求により招集されたものである場合、集会指定時刻から30分以内に定足数が出席しないときは、

集会は解散するものとします。それ以外の場合、集会は、議長が指定するその後15日以降の日時及び場所に延期され

るものとし、かかる延会においては本人又は代理人により出席する受益者(出席受益者の数又は出席受益者の保有す

る本ユニット数にかかわりません。)が、議事(特別決議の採択を含みます。)のための定足数を構成するものとしま

す。延期された受益者集会については、少なくとも７日前の通知が当初集会の場合と同じ方法でなされるものとし、

かかる通知は、延会に出席する受益者が、その人数及び保有本ユニット数にかかわらず、定足数を構成すべき旨を記

載するものとします。

(ⅵ) 本受託者により書面で指名された者(受益者である必要はありません。)が集会の議長を務めるものとし、かかる者

が指名されない場合又は指名された者が集会開催指定時刻後10分以内に出席しない場合、出席受益者は、その内から

１名を議長に選任するものとします。

(ⅶ) 議長は、定足数を満たした集会の承諾を得たときは、集会を任意の日時及び場所に延期することができ、また集会

により指示されたときはそのように延期するものとするが、かかる延会では、延期の生じた集会において適法に行う

ことのできた議事を除き、いかなる議事も行われないものとします。

EDINET提出書類

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

125/208



(ⅷ) 集会においては、当該集会の投票に付される決議(特別決議を含みますが、これに限りません。)その他の事項は、

議長が指示する方法による投票で決定されるものとし、投票結果は当該集会の決議とみなします。

(ⅸ) (個人の場合)本人若しくは代理人により出席した受益者又は(法人の場合)代表者の１人若しくは代理人により出席

した受益者は、各自が保有する各本ユニットにつき１議決権を有するものとし、権限を有するすべての議決権につい

て同様に議決権を行使する必要はありません。

(ⅹ) 受益者は、集会に出席して、自己の本ユニットの一定数につき議決権を行使する複数の代理人を任命することがで

きます。複数の議決権の行使を授権された代理人は、議決権を行使する場合、そのすべての議決権を行使する必要は

なく、また行使するすべての議決権を同様に行使する必要もありません。

(ⅹⅰ) 受益者が香港法により認められた証券システム若しくは預託機関又はそのノミニーである場合、かかる受益者

は、適切と考える１名又は複数の者に、受益者集会において代表者若しくは代理人を務める権限を付与することがで

きます。ただし、複数の者が授権された場合、授権書類又は委任状は、受託者が承認する様式によるものとし、かか

る公認決済機関又はそのノミニーを代理して、かかる者が本ユニットの個人保有者であるかのようにして、決済機関

又はそのノミニーが行使できる権利(挙手による議決権を含みます。)を行使できる本ユニットの口数を記載するもの

とします。

(ⅹⅱ) 共有受益者の場合、本人によるか代理人によるかを問わず、議決権行使を申し出た優先順位の高い受益者の議決

権行使が、その他の共有受益者による議決権行使を排除して、受諾されるものとします。この目的上、優先順位は、

受益者名簿における氏名の記載順により、又は共有署名人若しくは(複数の場合)各共有署名人が書面で授権した共有

受益者のうちのその他の者により、決定されるものとします。本ユニットの共有の受益者についての「共有署名人」

は以下を意味します。

(a) 最初の本ユニット申請時に、共有保有者のそれぞれが署名した本受託者宛の書面で指定され、又はその後に共有

保有者のそれぞれが、若しくは直前に共有署名人であった保有者若しくは(複数であれば)各保有者が署名した本

登録機関宛の書面による通知で指定されている、１名又は複数の共有保有者、又は

(b) そのように指定された共有署名人がいないか、又は共有署名人若しくは(複数であれば)各共有署名人が故人若し

くは無能力者である場合、共有保有者のいずれか１名。

(ⅹⅲ) 代理人を任命する証書は、任命者又は適式に書面で授権された任命者の代理人の署名がある書面によるものと

し、また任命者が法人の場合には社印又は書面で授権された役員若しくは代理人の署名がある書面によるものとしま

す。代理人に任命される者は受益者である必要はありません。

(ⅹⅳ) 代理人を任命する証書及び委任状若しくは署名を基礎づけるその他の授権書類(もしあれば)又はかかる委任状若

しくは授権書類の公証謄本は、当該集会の招集通知中において本受託者により若しくは本受託者の事前承認を得て本

マネージャーにより指示された場所に、又はかかる場所が指定されない場合には本登録機関の登録上の事務所に、当

該証書中で指名された者が議決権行使を申し出る投票の実施指定時刻の48時間以上前に預託されるものとし、この預

託がない場合には代理人証書は有効なものとは扱われないものとします。代理人を任命する証書は、その作成日とし

て記載された日から12カ月経過後は無効とします。

(ⅹⅴ) 代理人証書は、本信託証書記載の様式又は本受託者が承認するその他の様式によることができます。
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(ⅹⅵ) 代理人証書の条件に従いなされた議決権行使は、それ以前に生じた本人の死亡若しくは心神喪失、委任状若しく

は委任状の署名を基礎づける委任状その他の授権書類の取消、又は委任状が交付された本ユニットの譲渡にかかわら

ず、有効であるものとします。ただし、当該委任状が使用される集会又はその延会の開始までに、かかる死亡、心神

喪失、取消又は譲渡に関する書面による通告が、委任状預託場所又はかかる場所が指定されていない場合には本登録

機関の登録上の事務所において受け取られていないことを条件とします。

(ⅹⅶ) 法人である受益者は、その取締役会その他の統治機関の決議により、何人に対しても受益者集会において代表者

を務めることを授権することができ、かかる授権を受けた者は、当該集会において、当該法人が個人受益者であるか

のように法人が行使できるものと同一の権能を当該法人を代理して行使する権限を有するものとします。

(ⅹⅷ) すべての集会のすべての決議及び議事の議事録が作成されるものとし、かかる議事録は、本信託の費用負担で本

受託者により又は本受託者を代理してかかる目的で随時作成される議事録簿に適式に編入されるものとします。上記

の議事録は、当該集会の議長により署名されるものとされている場合、その記載事項について確定的な証拠であるも

のとします。反対の証明がなされない限り、その議事について議事録が作成されているかかるすべての集会は適式に

招集及び開催され、そこで決議されたすべての議決は適式に決議されたものとみなされるものとします。

(ⅹⅸ) 普通決議及び特別決議は、当該集会への出席の有無にかかわらず、すべての受益者を拘束するものとし、各受益

者、本受託者及び本マネージャーは、本信託証書に含まれる補償に関する規定の適用を受けることを前提として、当

該特別決議をその内容通り実行する義務を負うものとします。ただし、本信託証書に記載される評価規定には、本受

託者及び本マネージャーの事前の書面による承諾なしに、いかなる改定もなされないものとします。「決議」は以下

を意味します。

(a) 本信託証書の別紙１に定められた規定に従って正式に招集及び開催された保有者の会議で、自ら又は代理人を通

じて投票する資格を有する出席者の総投票数の過半数によって可決された決議、又は

(b) 当該時期に発行済みであった本ユニット全体の50%超の保有者により署名され、又はそれを代表して署名された

書面による決議。

本マネージャー、本受託者、本マネージャーが任命する投資顧問又はそれらの関係者は、自己が著しい利害関係を有す

る、企図された取引に関する会議において、受益者として保有する本ユニットをもって投票すること、又は定足数に数え

られることが禁止されます。

本信託証書は、受益者が特別決議によって行使可能な以下の権限を有することを規定しています。

・　本信託証書に定められた規定の修正又は変更に同意する権限、

・　運用報酬及び信託報酬の上限を引き上げる権限、

・　他の種類の報酬を許可する権限、

・　本信託を終了させる権限、又は

・　シンガポール証券先物法の第295条に従って本マネージャーを解任する権限。

 

(４)　受益者等に対する特典

該当事項はありません。
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(５)　受益者に対する譲渡制限

すべての受益者は、保有する本ユニット(譲渡不能なCPF資金(シンガポール中央積立基金(Central Provident Fund)の

参加者の中央積立基金口座若しくは中央積立基金投資口座からの資金)又はSRS資金(投資家の退職補完制度

(Supplementary Retirement Scheme)口座からの資金)により購入された本ユニットを除きます。)を、通常の様式又は本

受託者が随時承認するその他の様式による書面証書により譲渡する権限を有するものとします。ただし、

・　いかなる譲渡も、その登録の結果として譲渡人又は譲受人が本マネージャーによりその時点において定められる本ユ

ニットの口数(目論見書に記載されることにより又は受益者に対する事前の書面通知により定められた、本受託者が

要求する本ユニットの口数(もしあれば)とするものとします。)を下回る受益者となる場合、登録されないものとし

ます。

・　ある受益者の保有する本ユニットのすべてが譲渡されない限り、本ユニットは、本マネージャーがその時点において

定める本ユニットの口数(目論見書に記載されることにより又は受益者に対する事前の書面通知により定められた、

本受託者が要求する本ユニットの口数(もしあれば)とするものとします。)の整数倍に限り、譲渡することができる

ものとします。
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第二部【特別情報】
 

第１【管理会社の概況】
 

１【管理会社の概況】

(１)　資本金の額等

 2018年12月31日現在

資本金の額
1,360,000シンガポール・ドル

(108,541,600円)

発行する株式の総数 該当なし

発行済株式総数
１株１シンガポール・ドルの普通株式

1,360,000株

 

(２)　会社の機構

①　取締役会

本マネージャーの業務は、取締役によって管理され、又は、取締役の指示若しくは監督の下にあるものとされてい

ます。本マネージャーの定款(以下「本定款」といいます。)により明示的に付与される権限等に加え、取締役は、本

マネージャーが行使しうる権限又は行いうる行為のうち、総会で、本マネージャーにより行使し又は行うことが明示

に指示又は要求されていない、すべての権限を行使し、すべての行為等を行うことができます。かかる場合、シンガ

ポール会社法及び本定款の規定並びに総会で本マネージャーが随時定める規制に従うものとしますが、当該規制の制

定は、当該規制が定められなければ有効であった、取締役の事前の行為を無効にするものではありません。ただし、

取締役は、提案が総会で本マネージャーにより承認されない限り、本マネージャーの事業又は財産の全部又は実質的

に全部の処分の提案を実施しないものとします。

取締役は、業務の処理のために参集し、解散し、又はその他自己が適切と考えるところに従い会議を運営すること

ができます。本定款の規定に従って、会議で発生する問題は、過半数の投票で決議することができ、票が同数の場合

は、会議の議長が２度目の投票又は決定投票を行うものとします。取締役はいつでも取締役会を招集することがで

き、また取締役の要求に応じて秘書役はいつでも招集するものとしますが、その時点においてシンガポールに不在で

ある取締役に対する取締役会の通知は必要ありません。取締役の業務の取引に必要な定足数は、取締役が決定するこ

とができ、決定しない場合は２名とします。定足数を充たす取締役会は、取締役がその時点において行使することが

できるすべての権限及び裁量を行使する資格があります。

シンガポール会社法の規定に従って、取締役(すべて自然人とします。)の数は、２名未満となってはならず、総会

で別途定めない限り、７名を超過してはなりません。総会で本マネージャーが別途決定しない限り、また決定するま

では、取締役は総会の構成員であることを要せず、持株資格を有することを要求されないものの、総会に参加し意見

を述べる権利を有します。
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取締役は、一時的な欠員を補充するため、又は追加的な取締役とするために、いつでも、また随時、いずれかの者

を取締役に任命する権限を有するものの、取締役の合計人数が、その当時の取締役が定めた、本定款に従った人数の

上限を超過しないものとします。本定款の規定又は本マネージャー及び当該取締役との合意にかかわらず、本マネー

ジャーは、通常決議で任期満了前に取締役を解任することができ、解任された取締役の後任として、別の者を任命す

ることができます。

 

②　株　　主

本マネージャーの支払済みの発行済株式資本は、1,360,000シンガポール・ドルであり、１株１シンガポール・ド

ルの普通株式1,360,000株から構成されます。

シンガポール会社法の規定に従い、本マネージャーは、当該年度の他の会議に加え、毎年、年次総会として総会を

開催し、本マネージャーの各計算期間終了後６カ月後以内に開催されます。年次総会を除くすべての総会は、臨時総

会と呼びます。総会の時期及び場所は、取締役が決定します。取締役は、適切と考えるときはいつでも、臨時総会を

招集することができ、シンガポール会社法に定める請求に応じてもまた臨時総会が招集されるものとします。

特別決議及び特別通知に関するシンガポール会社法の規定に従い、総会ごとに少なくとも14日前の書面による通知

が行われるものとします。ただし、シンガポール会社法の求めるところに従い、(ⅰ)年次総会及び決議の場合、参加

する権利のあるすべての構成員によって、並びに(ⅱ)臨時総会及び決議の場合、参加する権利のある構成員の過半数

(参加する権利のあるすべての構成員の議決権の合計95%以上を合計して有する)によって同意された場合は、それよ

りも短い通知がなされたとしても、当該総会は適切に招集されたものとみなされます。

定足数が充たされない限り、いかなる総会においても、問題は処理されないものとします。別途定める場合を除

き、２名の構成員が定足数となりますが、本マネージャーの発行済資本の全部に対する持分を有する法人の場合は、

当該法人の正当に権限が与えられた代理人１名は、通過することが求められているいかなる通常又は特別決議も本マ

ネージャーの総会によって又は本マネージャーの総会において通過したとみなされる旨の議事録に署名することがで

きます。

 

(３)　投資運用の意思決定機構

ファンドの投資判断は、本マネージャーの投資チームにより行われます。投資チームは、定期的に月末に、指数の構成

の変化及び新たな月の指数のエクスポージャーに伴いポートフォリオを見直すために必要な取引につき協議します。

１カ月の間に、投資チームは指数に対するポートフォリオのエクスポージャーの変化を監視し、ポートフォリオの調整

の必要性の有無を判断します。同チームはまた、顧客から受けた引受又は償還の注文を反映するために、同月中に執行す

る必要のある取引につき判断します。
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２【事業の内容及び営業の概況】

本マネージャーは、東南アジアにおいて新しいビジネスとサービス顧客を開拓するため、2000年に設立されました。本

マネージャーは、ファンド運用についての資本市場業務許可を有しており、シンガポール通貨庁の監督下にあり、免除さ

れたファイナンシャル・アドバイザーです。本マネージャーは、顧客に対し、幅広い投資戦略の配列及び革新的な投資解

決法を提供します。さらに詳細な情報は、本マネージャーのホームページを参照してください。

http://www.ssga.com/singapore/index.html

本マネージャーは、下記のようなETF投資運用業に従事しています。

(2019年６月30日現在)

国 種　類
ファンド
本数

純資産額の合計額

シンガポール・ドル/米ドル 円

シンガポール
株式投資
信託

１ 783,433,366シンガポール・ドル 62,525,816,940

アジア地域
債券投資
信託*

１ 3,706,932,424米ドル 403,351,317,055

注：　これらの数値は、関連する為替トレードファンドの監査済みの財務書類に基づいております。

*　　 本信託を、債券投資信託と分類していますが、本信託の投資は債券に限定されるものではありません。
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３【管理会社の経理状況】

 

(ⅰ)　本書に記載された管理会社の日本語の財務書類(以下「日本語財務書類」といいます。)は、シンガポール財務報告基準

に従って英文で作成された原文の財務書類(以下「原財務書類」といいます。)を翻訳したものです。この日本語財務書類

は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」第131条第５項但書きの規定の適用によるものです。

 

(ⅱ)　原財務書類はシンガポールにおける独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー(Ernst & Young LLP)

によってシンガポールの監査基準に従い監査され、監査報告書を受領しています。

 

(ⅲ)　管理会社の原財務書類はシンガポール・ドルで作成され表示されていますが、日本語財務書類には円換算額も併記され

ています。日本円への換算に適用した為替相場は、株式会社三菱UFJ銀行がシンガポール・ドルの対円直物電信為替売買相

場仲値として2019年11月14日に顧客に提示した相場:１シンガポール・ドル＝79.81円です。

 

(ⅳ)　上記円換算額は原財務書類に記載されておらず、上記(ⅱ)で述べた独立監査人による監査を受けていません。
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(１)【貸借対照表】

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

財政状態計算書(貸借対照表)

2018年12月31日現在の財政状態計算書(貸借対照表)

 

 注記 2018年度  2017年度

  
千シンガポール・

ドル
 千円  

千シンガポール・
ドル

 千円

非流動資産         

有形固定資産 ８ -  -  -  -

前払、預金及びその他
受取債権

10
14  1,117  14  1,117

  14  1,117  14  1,117

         

流動資産         

受取債権 ９ 2,733  218,121  2,378  189,788
兄弟会社から受け取るべき
債権

11
564  45,013  -  -

前払、預金及びその他
受取債権

10
120  9,577  27  2,155

現金及び現金同等物 12 9,560  762,984  28,751  2,294,617

  12,977  1,035,694  31,156  2,486,560

         

流動負債         

その他未払及び発生債務 13 5,174  412,937  5,073  404,876

兄弟会社に対する債務 11 331  26,417  326  26,018

未払税金債務  323  25,779  309  24,661

  5,828  465,133  5,708  455,555

         

正味流動資産  7,149  570,562  25,448  2,031,005

         

純資産  7,163  571,679  25,462  2,032,122

         

持分         

株式資本 15 1,360  108,542  1,360  108,542

資本準備金  20  1,596  20  1,596

留保利益  5,783  461,541  24,082  1,921,984

         

資本合計  7,163  571,679  25,462  2,032,122
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(２)【損益計算書】

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

損益及びその他包括利益計算書

2018年12月31日に終了した事業年度

 

 注記 2018年度  2017年度

  
千シンガポール・

ドル
 千円  

千シンガポール・
ドル

 千円

収益 ４ 10,846  865,619  8,495  677,986

その他収入 ４ 851  67,918  538  42,938

         

営業費用
５、
６ △9,649  △770,087  △7,383  △589,237

         

税引前利益  2,048  163,451  1,650  131,687

所得税 ７ △347  △27,694  △282  △22,506

         

当期利益  1,701  135,757  1,368  109,180

         

その他当期税引後包括利益  -  -  -  -

         

当期包括利益合計  1,701  135,757  1,368  109,180
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

株主持分変動計算書

2018年12月31日に終了した事業年度

 

 注記 株式資本  資本準備金  留保利益  合　　計

 
 千シンガポ

ール・ドル
 千円  

千シンガポ

ール・ドル
 千円  

千シンガポ

ール・ドル
 千円  

千シンガポ

ール・ドル
 千円

2017年１月１日

現在

 
1,360  108,542  20  1,596  22,714  1,812,804  24,094  1,922,942

当期包括利益合

計

 
-  -  -  -  1,368  109,180  1,368  109,180

2017年12月31日

及び2018年１月

１日現在

 

1,360  108,542  20  1,596  24,082  1,921,984  25,462  2,032,122

当期包括利益合

計

 
-  -  -  -  1,701  135,757  1,701  135,757

当期中に宣言さ

れた及び支払わ

れた配当金

14、

20 -  -  -  -  20,000  1,596,200  20,000  1,596,200

2018年12月31日

現在

 
1,360  108,542  20  1,596  5,783  461,541  7,163  571,679
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

キャッシュ・フロー計算書

2018年12月31日に終了した事業年度

 

 注記 2018年度  2017年度

  
千シンガポール・

ドル
 千円  

千シンガポール・
ドル

 千円

営業活動による
キャッシュ・フロー

        

税引前利益  2,048  163,451  1,650  131,687

         

受取債権の増加(△)/減少 ９ △355  △28,333  37  2,953

前払、預金及びその他受取
債権の増加(△)/減少

10  
△93  

 
△7,422  

 
9  718

兄弟会社から受け取るべき
債権の増加

11
△564  △45,013  -  -

その他未払及び発生債務の
増加

13  
101  8,061  

 
971  77,496

兄弟会社に対する債務の増
加/減少(△)

11  
5  399  

 
△160  

 
△12,770

         

営業活動から生じた現金  1,142  91,143  2,507  200,084

支払済シンガポール所得税  △333  △26,577  △225  △17,957

営業活動による正味キャッ
シュ・フロー

  
809  64,566  2,282  182,126

         
財 務 活 動 か ら の キ ャ ッ
シュ・フロー

 
       

支払われた配当金
14、
20 △20,000  △1,596,200  -  -

財務活動による正味キャッ
シュ・フロー

 
△20,000  △1,596,200  -  -

         

現金及び現金同等物の
純減(△)/増

  
△19,191  

 
△1,531,634  

 
2,282  182,126

期首の現金及び現金同等物  28,751  2,294,617  26,469  2,112,491

         

期末の現金及び現金
同等物

  
9,560  762,984  

 
28,751  2,294,617

         

現金及び現金同等物の
残高分析

 
       

現金及び銀行残高 12 9,560  762,984  28,751  2,294,617

 

次へ
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財務書類に対する注記 － 2018年12月31日
 

１. 企業情報

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(以下「本マネージャー」といいま

す。)はシンガポールで設立された非公開有限責任会社です。直接の持株会社は米国で設立されたステート・ストリート・

グローバル・アドバイザーズ・インクです。最終持株会社は米国で設立されたステート・ストリート・コーポレーション

(以下「本グループ」といいます。)です。

本マネージャーの登記事務所及び主たる事業所は、シンガポール068912、キャピタルタワー、#33-01、ロビンソンロー

ド168です。

本マネージャーの主たる活動は投資運用サービス及び投資助言サービスの提供です。事業年度中、本マネージャーの主

要な活動の本質に重要な変化はありません。

 

２.１ 作成の基準

 

本マネージャーの財務書類はシンガポール財務報告基準(以下「FRS」といいます。)に従って作成されました。

以下の会計方針で言及される場合を除き、財務書類は取得原価主義で作成されました。

財務書類はシンガポール・ドル(以下「シンガポール・ドル」といいます。)で表示され、別段の表示がない限り、表中

の金額はすべて千(千シンガポール・ドル)の位に四捨五入されています。

 

２.２ 会計方針及び開示の変更

 

本マネージャーは、以下の新改訂版FRSを当期の財務書類から初めて適用しています。

 

FRS 102の改正 株式報酬取引の分類及び測定

FRS 109 金融商品

FRS 115 顧客との契約から生じる収益

 

当該改正の概要及び影響は以下の通りです。

FRS 102の改正は、権利確定条件が現金決済の株式報酬の測定に与える影響、源泉徴収義務に関し純額決済の要素を有す

る株式報酬取引及び取引の分類を現金決済から株式決済へ変更する株式報酬の条件の変更に関する会計処理を提供しま

す。本マネージャーは現金決済の株式報酬取引はなく、源泉徴収に関し純額決済の要素を有する株式報酬取引もないた

め、当該改正は、本マネージャーの財政状態又は成績に影響を及ぼしていません。
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FRS 109 金融商品

FRS 109 金融商品はFRS 39 金融商品:認識及び測定を置き換え、金融資産及び金融債務の分類及び測定、金融資産の減

損並びに一般ヘッジ会計について新たな要件を導入します。

本マネージャーはFRS 9の分類及び測定要件(減損を含みます。)を2018年１月１日現在に認識中止されていない商品には

2018年１月１日(当初適用日)現在まで遡及して適用し、2018年１月１日現在に既に認識中止された商品には要件を適用し

ていません。2017年12月31日現在の帳簿価額及び2018年１月１日現在の帳簿価額の差額は、2018年１月１日現在の期首の

留保利益及び純資産のその他の構成部分において認識され、比較情報を修正再表示しません。

 

分類及び測定の変更

2018年１月１日現在のFRS 39の下での帳簿価額及びFRS 109の下で報告された残高の間の調整は以下の通りです。

 

 

FRS 39の下での
2017年12月31日現在

 

 

 

 

 FRS 109の下での
2018年１月１日現在

カテゴリー 金額  再分類  再測定  金額 カテゴリー

  
千シンガポー
ル・ドル

 千シンガポー
ル・ドル

 千シンガポー
ル・ドル

 千シンガポー
ル・ドル  

金融資産          
          

現金及び現金同等物 L&R
1

28,751
 

-
 

-
 

28,751 AC
2

前払、預金及びその他受取債権 L&R 27  -  -  27 AC
受取債権 L&R 2,378  -  -  2,378 AC

 31,156  -  -  31,156  
金融債務          
          
その他未払及び発生債務 L&R 5,073  -  -  5,073 AC
          
兄弟会社に対する債務 L&R 326  -  -  326 AC

 5,399  -  -  5,399  

１:L&R:貸付金及び受取債権

２:AC:償却減価

 

金融債務について、本マネージャーは2018年１月１日からFRS 109を適用し、本マネージャーは償却減価で現在保有して

いる金融債務を引き続き償却減価で測定するため、本マネージャーの金融債務の分類及び測定について適用の影響は重大

と考えられていません。

FRS 109の下の新たな要件は損益を通じた公正価値に指定された金融債務の会計にのみ影響し、本マネージャーは当該債

務を有していないため、本マネージャーの金融債務の会計に影響はありません。

 

減損モデルの変更

償却減価で計上された営業債権及びその他の金融資産(前払及び預金に含まれる金融資産を含みます。)の予想信用損失

は12カ月予想信用損失に基づきます。これは報告日後12カ月以内に起こりうる金融商品のデフォルト事由から生じる全期

間予想信用損失の一部を表します。しかし、発生以降の信用リスクの重大な増加があった場合、引当金は全期間予想信用

損失に基づきます。経営陣は信用の質及び償却減価でのその他の金融資産の回収可能性を密接に監視し、予想信用損失は

重要でないと考えます。

FRS 109の適用の結果、本マネージャーは金融商品に関するその会計方針を変更し、その詳細は財務書類に対する注記

２．４に説明されています。
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FRS 115 顧客との契約から生じる収益

FRS 115及びその改正はFRS 18 収益及び関連する解釈を置き換え、少数の例外を除き、顧客との契約から生じるすべて

の収益に対し適用されます。FRS 115は、顧客との契約から生じる収益を会計処理するため新しい５段階モデルを制定して

います。FRS 115の下では、収益は、エンティティが顧客への物又はサービスの移転と交換に権利を有すると予測する報酬

を反映する金額として認識されます。FRS 115における原則は、収益の測定及び認識について、より体系的な手法を提供し

ます。基準は広範な定性的及び定量的開示要件も導入し、収益合計の分解、履行義務についての情報、期中の契約資産及

び負債勘定残高の変更並びに主要な判断及び見積りを含みます。

本マネージャーは、適用の修正遡及的手法を使い、FRS 115を適用しました。この手法の下、基準は当初適用日時点のす

べての契約又は当該日に完成していない契約のみのいずれかに適用できます。本マネージャーは2018年１月１日現在で完

成していない契約に基準を適用することを選択しました。本マネージャーはFRS 115を2018年１月１日から適用し、適用は

2018年12月31日に終了する年度の本マネージャーの財務書類に重大な影響はないと考えています。

 

２.３ 公表されているが未発効の基準

 

本マネージャーは、公表されているが未発効の以下の基準を適用していません。

 

説明 下記以降に開始する年次期間に有効

FRS 116 リース 2019年１月１日

INT FRS 123 所得税の取扱いに対する不確実性 2019年１月１日

FRS 109 負の補償を伴う期限前償還要素の改正 2019年１月１日

 

経営陣は、上記基準の適用は最初の適用の事業年度において、財務書類に重大な影響はないと予想します。

 

２.４ 重要な会計方針の要約

 

非金融資産の減損

減損の兆候が存在する場合、又は資産の減損テストを毎年行う必要がある場合、資産の回収可能額を見積もります。資

産の回収可能額は、資産又は資金生成単位の使用価値と、その公正価値の合計から処分費用を差し引いた額のうち大きい

方の金額として計算され、個々の資産について決定されます。ただし、当該資産が他の資産又は資産グループによる現金

流入からほとんど独立した現金流入を生まないという場合、回収可能額は資産が属している資金生成単位について決定さ

れます。

資産の帳簿価額が回収可能額を上回っている場合にのみ、減損損失が認識されます。使用価値を見積もるときは、市場

が現在評価している貨幣の時間価値及び資産に固有のリスクを反映する税引前割引率によって、将来のキャッシュ・フ

ローの見積り額を現在価値に割り引きます。減損損失は、発生した事業年度の損益計算書の減損資産の機能と一致する費

用のカテゴリーに記載されます。

EDINET提出書類

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

139/208



以前認識されていた減損損失がもはや存在しない可能性がある又は減少した可能性がある兆候の有無について各報告期

間末に評価します。このような兆候が存在する場合、回収可能額を見積もります。以前認識されていた資産の減損損失(の

れんを除く。)は、当該資産の回収可能額を決定するのに使用される見積りに変化がある場合のみ戻し入れられますが、以

前に当該資産の減損損失が認識されていなければ、付されていたであろう帳簿価額(減価償却後の純額)を超えることはあ

りません。かかる減損損失の戻入れは、(財務書類において再評価された資産がある場合にのみ)資産が再評価額として計

上されていない限り、再評価された資産に対する関連する会計方針に従って減損損失の戻入れが処理され、発生した事業

年度の損益計算書に記載されます。

 

関連当事者

以下のいずれかの場合に本マネージャーの関連当事者とみなされます。

 

(a)　ある当事者が、個人又は当該個人の近親者であり、

(i)　本マネージャーに支配又は共同支配を及ぼしている

(ii) 本マネージャーに対し重大な影響力を持っている

(iii)本マネージャー又は本マネージャーの親会社の経営幹部の一員である場合

 

又は

 

(b)　当該当事者が、以下のいずれかの要件を満たす事業体である場合

(i)　当該事業体と本マネージャーが同じグループの一員である

(ii) 一方の事業体が他方の事業体(又は他方の事業体の親会社、子会社若しくは兄弟会社)の関連会社又はジョイン

ト・ベンチャーである

(iii)当該事業体及び本マネージャーが同じ第三者のジョイント・ベンチャーである

(iv) 一方の事業体が第三者のジョイント・ベンチャーであり、他方の事業体が当該第三者の関連会社である

(v)　当該事業体が本マネージャー又は本マネージャーの関連当事者である企業の従業員の福利のための退職給付制

度である

(vi) 当該事業体が(a)に分類される個人による支配又は共同支配を受けている

(vii)(a)(i)に分類される個人が、当該事業体へ重大な影響力を有していること、又はかかる企業(若しくは当該事業

体の親会社)の経営幹部の一員である

(viii)当該事業体又は構成グループのメンバーが、本マネージャー又は本マネージャーの親会社に対し、経営幹部と

しての役務を提供している
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有形固定資産及び減価償却

有形固定資産は、累計減価償却費用及び減損損失を差し引いた原価で表示されます。

有形固定資産の取得原価は、購入価格及びその使用目的に従った場所及び作業環境に資産を持ち込むための直接帰属原

価を含んでいます。費用は、有形固定資産の外国通貨建て購入の適格キャッシュ・フロー・ヘッジ損益持分からの移転を

含む可能性があります。

修繕費及び維持費等の有形固定資産の稼働後に生じた支出は、通常、かかる支出が発生した事業年度の損益計算書に計

上されます。認識基準が満たされている場合、大規模な検査費用は交換として帳簿価額に計上されます。有形固定資産の

重要な部分が、定期的に、代替物と交換される必要がある場合、本マネージャーはかかる部分を特定の耐用年数のある個

別の資産として認識し、それに従って減価償却します。

減価償却費は、定額法で有形固定資産における見積耐用年数の残余価値に基づいて計算されます。かかる目的のため使

用される主な償却年数は以下の通りです。

 

事務用機器 － ３～５年

事務用什器備品 － ７～10年

賃借物件改良工事 － 賃借期間又は耐用年数のうち短い方の期間

 

有形固定資産の項目が異なる耐用年数を有する場合、かかる項目の費用は項目によって合理的な基準に基づいて配分さ

れ、各項目は独立して評価されます。少なくとも、各会計期間末に、残余価値、耐用年数及び減価償却の方法は見直さ

れ、調整されます。

当初認識されている重要な項目を含む有形固定資産の項目は、処分されたとき、又はその利用若しくは処分による将来

の経済的便益が期待できなくなったときに認識が中止されます。処分されたとき又は資産の認識が中止された年の損益計

算書における認識された消却は純売却費用及び関連資産の交換費用の差額となります。

 

金融資産

重要な金融要素を含まない営業債権又は本マネージャーが重要な金融要素の影響を調整しない実務上の便法を適用した

営業債権は、FRS 115の下、決定された取引価格で測定されます。すべてのその他金融資産は、損益を通じて公正価値で測

定する金融資産である場合を除き、金融資産の取得に直接付随する取引費用を加えた公正価値で当初認識されます。通常

の方法による金融資産の購入及び売却は取引日、つまり本マネージャーが資産の購入又は売却を約束した日に認識されま

す。

 

(a)　分類及び測定

(i)　FRS 109の下

負債性金融商品は、実効金利法を用いた償却原価で測定され、資産が契約上のキャッシュ・フロー(それらの

契約上のキャッシュ・フローは元本及び利息の支払いのみを示します。)の回収目的で保有された場合、減損の対

象となります。
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資産の契約上のキャッシュ・フローが元本及び利息の支払いのみを示し、資産が契約上のキャッシュ・フ

ローの回収目的及び金融資産の売却目的で保有された場合、負債性金融商品はその他包括利益を通じた公正価値

で測定されます。かかる金融資産は、損益計算書で認識される減損損失及び戻入れ、為替差損益及び実効金利法

を用いて計算された利息を除き、その他包括利益で認識された公正価値の変動損益と共に公正価値で事後に測定

されます。以前その他包括利益で認識されていた累積損益は、金融資産の認識中止時に、その他包括利益から損

益計算書に再分類されます。

償却原価又はその他包括利益を通じた公正価値の金融資産としての基準に適合しない負債性金融商品は、損

益を通じた公正価値で測定されます。これらの金融資産の受取利息は金融収益に含まれます。

資本性金融商品は、当初認識時に本マネージャーがトレーディング目的で保有していない資本性金融商品に

ついて、取消不能であるその他包括利益を通じた公正価値による測定を選択しない限り、損益を通じた公正価値

で測定されます。かかる投資の配当金は、本マネージャーの支払いを受け取る権利が設定された時に、損益計算

書で認識されます。かかる投資の公正価値の変動はその他包括利益で認識され、資産が売却された時でも決して

損益計算書にリサイクリングされません。

 

(ii)　FRS 109の下

金融資産は、トレーディング目的で保有された場合又は当初認識時に損益を通じた公正価値として指定され

た場合、損益を通じた公正価値の金融資産として分類されます。かかる投資は、取引費用を損益計算書に直接計

上し、当初は公正価値で認識され、事後に公正価値で再測定されます。公正価値の変動による損益は、発生次

第、関連する受取利息及び利息費用並びに配当金と共に、損益計算書で認識されます。

活発な市場における公表価格のない、支払額が固定又は確定されている非デリバティブ金融資産は、貸付金

及び受取債権として分類されます。これらは当初、公正価値に直接帰属取引費用を加えた金額で計上され、事後

に実効金利法を用いた償却原価から減損引当金を差し引いた金額で測定されます。

売却可能金融投資は、上場及び非上場の株式及び債券における非デリバティブ金融資産です。売却可能とし

て分類されたかかる投資は、トレーディング目的で保有されるもの又は損益を通じた公正価値に指定されたもの

のいずれにも分類されません。売却可能金融投資は、公正価値に直接帰属取引費用を加えて当初測定されます。

その後、これらは金融商品が売却又は減損されるまで、売却可能投資再評価準備金におけるその他包括利益とし

て認識された公正価値の変動損益と共に、公正価値で再測定されます。売却可能金融商品の処分時に、累積損益

は損益計算書で認識され、売却可能投資再評価準備金から除外されます。

(i)合理的な見積り公正価値の範囲での変動性がその投資に重要であるため又は(ii)範囲内の様々な見積りの

確率は合理的に評価できず、公正価値を見積もるのに用いることができないため、公表価格のない資本性金融商

品の公正価値が信頼性をもって測定できない場合、かかる金融商品は減損を控除した後の原価で表示されます。
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(b)　減損

(i)　FRS 109の下

本マネージャーは、FRS 115の下の減損、金融保証契約、契約資産及びFRS 17の下のリース受取債権の対象と

なるすべての金融資産に予想信用損失モデルを適用します。

営業債権及びその他の金融資産について、減損引当金は予想信用損失が２つのステージで認識される一般的

なアプローチの下で認識されます。当初認識から信用リスクに著しい増加のなかった信用エクスポージャーにつ

いて、本マネージャーは次の12カ月以内に起こりうるデフォルト事由から生じる信用損失を提供することが要求

されます。当初認識から信用リスクに著しい増加があった信用エクスポージャーについて、デフォルトの時期に

かかわらず、エクスポージャーの残存期間にわたって予想される信用損失に関する損失引当金が要求されます。

本マネージャーは、本マネージャーがより適切なデフォルト基準が適用されるべきであることを示す合理的

及び裏付のある情報がない限り、金融資産の回収期限を90日超過している場合にデフォルトが発生したと考えま

す。

 

(ii)　FRS 39の下

本マネージャーは、貸付金又は貸付金のポートフォリオの減損が発生した客観的証拠がある場合、減損貸付

金の損失を迅速に認識します。減損引当金は、個々の重要な貸付金を個別に評価する場合、又は、類似した信用

リスクの特質をもつ貸付金のポートフォリオ(個別に減損引当金を設定しない個々の評価残高を含みます。)を包

括的に評価する場合があります。

その後見積り減損損失額が、減損が認識された後に起こった事象により増減した場合、引当金勘定を調整す

ることにより、以前に認識された減損損失を増額又は減額します。減損が後に回収された場合、かかる回収は損

益計算書に計上されます。

公正価値で測定された売却可能金融資産が減損した場合、原価(元本支払い及び償却の純額)並びに現在公正

価値の差額から損益計算書で以前認識されていた減損損失を差し引いて構成される金額は、その他包括利益から

除外され、損益計算書で認識されます。売却可能として分類される資本性金融商品の減損損失は損益計算書を通

じて振り戻されません。減損後の公正価値の増額はその他包括利益で直接認識されます。金融商品の公正価値の

増額が、損益計算書で減損損失が認識された後に発生した事由と客観的に関連し得る場合、負債性金融商品の減

損損失は、損益計算書を通じて振り戻されます。

原価から減損を差し引いて測定された公表価格のない資本性金融商品に発生した減損損失の客観的証拠があ

る場合、損失の金額は、資産の帳簿価額及び将来の見積りキャッシュフローを類似金融資産の現在の市場収益率

で割引いた現在価値の差額として測定されます。これらの資産の減損損失は振り戻されません。

 

(c)　認識中止(FRS 109及びFRS 39の下)

金融資産は資産からのキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合、本マネージャーが金融資産のキャッ

シュ・フローを受け取る契約上の権利を譲渡し、実質的にすべての所有によるリスク及び利得を譲渡した場合又は支

配権を保持していない場合、認識が中止されます。
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金融債務

金融債務は、銀行借入及びその他借入、取引未払債務、発生債務及びその他金融債務を含みます。これらは受領した対

価の公正価値から直接帰属する取引費用を差し引いて、当初認識されます。当初認識後、これらは実効金利法を用いて償

却原価で事後に測定されます。

金融債務は消滅した時点で、すなわち債務が履行、解除又は失効した時点で認識が中止されます。

 

現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー計算書において、現金及び現金同等物は、手元現金、要求払預金及び容易に換金可能でかつ価値の

変動について僅少なリスクしか負わない、取得日から３カ月以内に満期となる、流動性の高い短期性投資を含み、未決済

の銀行当座借越を除いたものです。これらは本マネージャーの現金管理の不可欠な部分を構成しています。

財政状態計算書について、現金及び現金同等物は銀行預金を含み、使用については制限されていません。

 

引 当 金

引当金は、過去の事象の結果として(法律上又は推定上の)現在の債務を有しており、債務を清算するために、資源の将

来的流出が生じる可能性が高く、債務の金額について信頼性のある見積りが可能である場合に認識されます。

 

所 得 税

所得税は、当期税金費用及び繰延税金から成ります。認識された項目に関する所得税は、損益計算書外で認識され、そ

の他包括利益又は直接純資産で認識されます。

当期と前期の当期税金資産及び負債は、課税当局からの還付又は課税当局への支払いが予想される金額で測定され、税

額の算定には、本マネージャーが営業活動を行う国における解釈及び普及している実務を踏まえて、実質的に制定されて

いる税率(及び税法)が使用されます。

繰延税金は、報告日における資産及び負債の税務基準額と財務報告目的上の帳簿価額との差(一時差異)について資産負

債法を用いて計上されます。

繰延税金負債は、以下の場合を除き、すべての将来加算一時差異について認識されます。

・　繰延税金負債が、のれんの当初認識、あるいは企業結合ではない取引における資産又は負債の当初認識から生じ、取

引時点で、会計上の利益にも課税所得にも影響を与えない場合。

・　子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーへの投資に関連する将来加算一時差異について、一時差異の戻入れの

タイミングを調整することができ、一時差異は予見可能な将来には解消しない可能性が高い場合。

繰延税金資産は、すべての将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び未使用の税務上の欠損金について認識されま

す。以下の場合を除き、繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び未使用の税務上の欠損金を利用

可能な課税所得が生じると認められる額まで認識されます。
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・　将来減算一時差異に関連する繰延税金資産が、企業結合ではない取引における資産又は負債の当初認識から生じ、取

引時点で、会計上の利益にも課税所得にも影響を与えない場合。

・　子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーへの投資に関連する将来減算一時差異について、繰延税金資産は、予

測可能な将来に一時差異が解消する可能性が高く、一時差異に対して利用可能な課税所得が生じると認められる額ま

で認識されます。

繰延税金資産の帳簿価額は各報告期間末に見直され、全部又は一部の繰延税金資産を利用するだけの十分な課税所得が

生じる可能性がもはや高いとはいえなくなった範囲で減額されます。未認識繰延税金資産は各報告期間末に再評価され、

将来の課税所得により全部又は一部の繰延税金資産を回収できると認められる範囲で認識されます。

繰延税金資産及び負債は、その資産が回収されるか負債が決済される年に適用されることが、報告期間末において立法

化されているか又は実質的に立法化されている税率(及び税法)に基づき予測される税率で測定されます。

本マネージャーが当期税金資産と当期税金負債を相殺する法的に実施可能な権利を有し、かつ、繰延税金資産と繰延税

金負債が、同一の課税当局により、同一の納税主体又は相当な金額の繰延税金負債若しくは資産が決済若しくは回復され

る将来の計算期間において純額ベースで現在の税金負債及び資産を決済する若しくは資産の実現と同時に負債を決済する

意思を有する異なる納税主体のいずれかに対して課される所得税に関係している場合にのみ、繰延税金資産及び繰延税金

負債は相殺されます。

 

収益の認識(FRS 115の下)

顧客との契約から生じる収益

顧客との契約から生じる収益は、顧客に物又はサービスの支配権が移転された時点で、それらの物又はサービスと引き

換えに本マネージャーが受け取りを予定している権利の対価を反映した金額で認識されます。

　契約における対価が変動金額を含む場合、対価の金額は、顧客に対し物又はサービスを移転するのと引き換えに本マ

ネージャーが受け取りを予定している権利となります。変動対価は契約開始時に見積られ、変動対価に関連する不確実性

が事後に解決された場合に、収益認識累計額の重大な収益の戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲に制限されます。

　顧客に１年を超えて物又はサービスの移転の資金調達により顧客に大きな利益を提供する金融要素が契約に含まれる場

合、収益は受取債権金額の現在価値で測定され、契約開始時に本マネージャー及び顧客の間の別の資金調達取引に反映さ

れるであろう割引率を使って割り引かれます。本マネージャーに１年を超えて大きな財務利益を提供する金融要素が契約

に含まれる場合、契約の下で認識された収益には実効金利法に基づく契約負債に発生計上される利息費用が含まれます。

顧客による支払い及び約束された物又はサービスの移転の間の期間が１年以下の契約については、FRS 115の実務上の便

法を用いて、重要な金融要素の影響に関する取引価格の調整を行いません。

 

(a)　顧問及び運用報酬収入

　投資運用サービス及び顧問サービスの提供からの収益は、投資運用サービス及び顧問サービスが提供された時点で

予定されている期間にわたり定額法で認識されます。
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その他の収入

受取利息は実効金利法による期間配分基準で認識されます。受取債権が減損された時点で本マネージャーは帳簿価額を

回収可能額(将来の見積りキャッシュ・フローをその金融商品の当初の実行利率で割引いた現在価値)まで減少し、その時

点の割引額を受取利息として計上し続けます。

移転価格による収益は、取り決められたサービスが提供された時点に基づき一定時点で収益として認識されます。

 

収益の認識(FRS 18の下)

収益は、以下に基づいて、本マネージャーに経済的便益が流入する可能性が高く、収益が信頼性をもって測定できる場

合において認識されます。

a)　顧問及び運用報酬収入について、投資運用サービス及び顧問サービスが提供された時点、

b)　移転価格による収益について、運用サービスが提供された時点、並びに

c)　受取利息について、金融商品の期待存続年数又は(適切であれば)これを下回る期間にわたり、将来の見積現金収入を

金融資産の正味帳簿価額まで正確に割引くレートを適用することによる、実効金利法による発生主義。

 

株式報酬

本マネージャーの最終持株会社は、本マネージャーの事業の成功に貢献した有資格参加者に奨励及び報酬を提供する目

的で、株式オプション報酬及び株式報酬を含む持分奨励制度を運営します。本マネージャーの従業員(取締役を含みま

す。)は、株式報酬の形で報酬を受領するため、従業員は最終持株会社の資本性金融商品に対する対価として役務を提供し

ます(以下「持分決済取引」といいます。)。

本マネージャーレベルでは、取引は株式決済取引に分類されます。現金決済取引の原価は、金融商品の付与にかかる条

件を考慮して付与日の当初公正価値で測定されます。公正価値は、付与日に持分の市場価格に基づき、予想される配当利

回りを控除して決定されます。その詳細は財務書類に対する注記17に記載されています。

公正価値は、権利確定期間又は必要な従業員勤務期間のうち、いずれか短い期間にわたり費用として計上され、権利確

定日まで(当日を含みます。)、損益計算書において認識される公正価値の変化に伴い、各事業年度末に測定されます。

 

その他従業員給付費用

確定拠出制度

本マネージャーは、確定拠出年金制度であるシンガポールの中央積立基金制度(Central Provident Fund Scheme)に拠出

しています。国民年金制度への拠出は、関連する役務が提供された期に費用として認識されます。

 

有給休暇の繰越し

本マネージャーは、暦年ベースで、従業員に対し、その雇用契約に基づき年次有給休暇を付与します。従業員が期中に

取得した有給休暇の予想される将来の費用及び繰越しは、報告期間末に発生主義で計上されます。
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外国通貨

これらの財務書類はシンガポール・ドルで表示され、シンガポール・ドルは本マネージャーの機能通貨です。

外国通貨取引は、当初取引日の機能通貨レートで計上されます。外国通貨建ての貨幣性の金融資産及び負債は、報告期

間末の為替の機能通貨レートで換算されます。貨幣性項目の決済又は換算で生じた差額は、損益計算書で認識されます。

外国通貨の取得原価で測定された非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートで換算されます。外国通貨の公正価値で測定

された非貨幣性項目は、公正価値が測定された日の為替レートで換算されます。公正価値で測定された非貨幣性項目の換

算で生じた損益は、項目の公正価値における損益の変動の認識に沿って処理されます(つまり、その他包括利益、損益計算

書で認識された公正価値の損益の項目の換算差額は、それぞれその他包括利益、損益計算書において認識されます。)。

 

３. 重要な会計上の判断及び見積り

 

財務書類はFRSに準拠して作成され、収益、費用、資産及び負債認識額に影響する判断、見積り及び仮定を行うこと、付

随する開示及び偶発債務の開示を経営陣に求めます。これらの仮定及び見積りの不確実性は、結果として影響を受けた資

産及び負債の帳簿価額に将来において重大な調整をもたらす可能性があります。

 

見積りの仮定

次事業年度の資産及び負債の帳簿価額への重大な調整をもたらす重大なリスクを持つ、報告期間末時点における将来に

関する主要な前提及び推定の不確実性に係るその他の主原因は以下に記述されます。

(a) 所 得 税

本マネージャーは主にシンガポールにおいて課税対象となります。特定の取引の将来の課税上の取扱いについての

重大な判断は、所得税引当金を決めるにあたり要求されます。本マネージャーは取引への課税を慎重に評価し、税引

当金はそれに従い計上されます。かかる取引の課税上の取扱いは、税法のすべての変更を考慮するために定期的に再

考されます。

 

(b) 繰延税金

将来の課税所得の予測される時期及び水準並びに将来の税務戦略に基づき認識される繰延税金資産の額の決定には

重要な経営判断が必要とされます。繰延税金資産に対して利用可能な課税所得が生じると考えられていないため、

19,962シンガポール・ドル(2017年:11,000シンガポール・ドル)の繰延税金資産は、認識していません。
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(c) 営業債権及びその他の受取債権の減損

営業債権及びその他の受取債権の減損引当金は、予想信用損失についての仮定に基づきます。本マネージャーは、

個々の未回収の受取債権の日数並びに各報告期間末の本マネージャーの過去の実績及び将来の予測に関する情報に基

づき、これらの仮定を行う及び引当金計算への入力を選択する際、判断を下します。これらの仮定及び見積りの変更

は評価の結果に著しい影響を与える可能性があり、損益に追加的な引当金の計上がなされる必要があるかもしれませ

ん。営業債権及びその他の受取債権の詳細は財務書類に対する注記９、10及び18にそれぞれ記載されています。

 

４. 収益及びその他収入

 

本マネージャーの売上高でもある収益は、当年度中、投資運用及び投資顧問業務の提供に対して受領した手数料を示し

ます。

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル  千シンガポール・ドル

収益    

投資運用及び顧問業務の提供に対して受領した手数料 10,846  8,495

その他収入    

移転価格による収益 807  526

受取利息 44  12

 851  538

 11,697  9,033

 

顧客との契約から得る、投資運用及び顧問業務の提供からの収益は、投資運用及び顧問業務が提供された時に予定され

ている期間にわたり定額法で認識されます。

 

５. 給与及び従業員福利

 

12月31日に終了した各年度の給与及び従業員福利は以下を含んでいました。

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル  千シンガポール・ドル

給与及び従業員福利:    

給与及び関連費用 3,497  3,110

リストラクチャリング費用 561  -

株式報酬費用 308  677

中央積立基金への拠出 207  181

 4,573  3,968
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６. その他営業費用

 

12月31日に終了した各年度のその他営業費用は以下を含んでいました。

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル  千シンガポール・ドル

その他営業費用:    

マーケティング費用 1,964  -

投資顧問業務費用(注記16(a)(ⅰ)) 1,013  747

ファンド運用費用 820  850

一般的事務所賃借費用(注記16(a)(ⅲ)) 530  476

マーケット・データ・サービス手数料 208  122

旅　　費 137  228

遠隔アクセス手数料(注記16(a)(ⅴ)) 105  133

専門家報酬 70  62

監査人報酬 57  66

施設費用 37  22

一般従業員給付費用 16  10

弁護士報酬 △31  116

その他費用 150  583

 5,076  3,415

 

７. 所得税

 

各年度中にシンガポールで生じた見積課税利益について、シンガポールの所得税が17.0%(2017年度:17.0%)のレートで課

税されます。

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

各年度の税金 347  309

過年度の引当超過額 -  △27

 347  282

 

税引前利益に適用される法定税率の税費用と実効税率の税費用の調整は次の通りです。

 

 2018年度  2017年度

 
千シンガポー
ル・ドル

%  
千シンガポー
ル・ドル

%

税引前利益 2,048   1,650  

法定税率による税金 348 17.0  281 17.0

前年度の引当超過額 - -  △27 △1.6

課税の対象でない所得 △63 △3.1  △87 △5.3

税務上損金算入されない費用 72 3.5  130 7.9

そ の 他 △10 △0.5  △15 △0.9

実効税率による税金 347 16.9  282 17.1
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本マネージャーは、117,000シンガポール・ドル(2017年度:65,000シンガポール・ドル)の、香港で生じた将来減算一時

差異を有します。

取締役は、その額が財務書類上重要であると考えていないため、将来減算一時差異に関する繰延税金資産を認識してい

ません(2017年度:なし)。

 

８. 有形固定資産

 

 事務用機器 事務用什器備品 賃借物件改良工事 合　　計

2018年12月31日
千シンガポール

・ドル
千シンガポール

・ドル
千シンガポール

・ドル
千シンガポール

・ドル

2018年１月１日現在:     

原　　価 283 174 195 652

減価償却累計額 △283 △174 △195 △652

正味帳簿価額 - - - -

2018年１月１日現在、
減価償却累計額控除後

- - - -

当年度の減価償却費 - - - -

2018年12月31日現在、
減価償却累計額控除後

- - - -

2018年12月31日現在:     

原　　価 283 174 195 652

減価償却累計額 △283 △174 △195 △652

正味帳簿価額 - - - -

 

 事務用機器 事務用什器備品 賃借物件改良工事 合　　計

2017年12月31日
千シンガポール

・ドル
千シンガポール

・ドル
千シンガポール

・ドル
千シンガポール

・ドル

2017年１月１日現在:     

原　　価 283 174 195 652

減価償却累計額 △283 △174 △195 △652

正味帳簿価額 - - - -

2017年１月１日現在、
減価償却累計額控除後

- - - -

当年度の減価償却費 - - - -

2017年12月31日現在、
減価償却累計額控除後

- - - -

2017年12月31日現在:     

原　　価 283 174 195 652

減価償却累計額 △283 △174 △195 △652

正味帳簿価額 - - - -

 

９. 受取債権

 

本マネージャーは未回収の受取債権について厳しい管理を維持しようと努め、信用リスクを監視するため信用管理部門

を有しています。回収遅延分は経営陣により定期的に点検されます。前述及び本マネージャーの受取債権がかなりの数の

多様な顧客に関連するという事実から、信用リスクの著しい集中はありません。本マネージャーは、その債権残高に対し

て担保その他信用補完を有していません。
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受取債権は無利息であり、一般に期限は１カ月以内です。受取債権は当初認識時の公正価値を表す当初請求額で認識さ

れます。2018年12月31日時点で減損された又は減損されていないが回収期限を徒過した額はありません(2017年度:なし)。

 

10. 前払、預金及びその他受取債権

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

非流動資産    

預　　金 2  2

クラブ会費 12  12

 14  14

流動資産    

諸債権 102  -

前払費用 4  12

その他資産 14  15

 120  27

 

上記資産は、回収期限の徒過又は減損はありません。

 

11. 兄弟会社から受け取るべき債権/兄弟会社に対する債務

 

兄弟会社に対する収支は、取引関連、無担保、無利息であり、現金決済が予定されており、要求に応じて返済されま

す。

 

12. 現金及び現金同等物

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

現金及び銀行残高 9,560  28,751

 

12月31日現在のその他外国通貨建て現金及び現金同等物は次の通りです。

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

米ドル 5,057  3,950

香港ドル 47  42

 

香港ドルの銀行預金は、銀行の日々の預金金利に基づく変動金利による利息が付されます。現金及び現金同等物の帳簿

価額は、その公正価値と近似します。
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13. その他未払及び発生債務

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

    

マーケティング費用予備前受金 3,217  3,707

未払奨励給与 826  728

諸 債 務 262  258

リストラクチャリング引当金 561  -

未払GST 108  288

未払いの保管手数料及び受託者手数料 200  92

 5,174  5,073

 

残高には香港ドル建ての2,000シンガポール・ドル(2017年度:3,000シンガポール・ドル)及び米ドル建ての3,217,000シ

ンガポール・ドル(2017年度:3,706,000シンガポール・ドル)が含まれています。その他未払及び発生債務は無利息です。

 

14. 配当金

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

中間－普通株１株当たり14.7シンガポール・ドル
(2017年度:なし)

20,000
 

-

 

15. 株式資本

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

授権された株式:    

１株当たり１シンガポール・ドルの普通株
2,000,000株(2017年度:2,000,000株)

2,000
 

2,000

発行され満額払い込まれた株式:    

１株当たり１シンガポール・ドルの普通株
1,360,000株(2017年度:1,360,000株)

1,360
 

1,360

 

普通株保有者は本マネージャーが宣言したときに配当金を受け取る権利を持っています。普通株にはすべて、１株当た

り１議決権が無制限で与えられます。普通株は額面１シンガポール・ドルです。
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16. 関連当事者取引

 

(a) 財務書類の他の個所で開示された関連当事者取引情報に加え、本マネージャー及び関連当事者の間の以下の重要な取

引が、当事者間で取り決められた条件に従い期中に行われました。

 

  2018年度 2017年度

 注記 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

    

兄弟会社に支払われた投資顧問業務費用 (ⅰ) 1,013 747

兄弟会社に支払われた投資関連の管理・保管費用 (ⅱ) 205 205

兄弟会社に支払われた一般的事務所賃借料 (ⅲ) 530 476

兄弟会社に支払われたマーケティング業務報酬 (ⅳ) 6 4

兄弟会社に支払われた遠隔アクセス手数料 (ⅴ) 105 133

兄弟会社から受け取った投資顧問業務報酬 (ⅵ) 236 146

兄弟会社から受け取った移転価格による収益 (ⅶ) 807 526

 

(ⅰ) 投資顧問業務費用は、本グループの移転価格方針に従い兄弟会社へ支払われました。

(ⅱ) 管理業務報酬は、管理業務契約に従い兄弟会社に支払われました。

(ⅲ) 一般的事務所賃借料は、業務契約に従い兄弟会社に支払われました。

(ⅳ) マーケティング業務報酬は、副顧問契約に従い兄弟会社に支払われました。

(ⅴ) 投資運用システムの開発及び管理に関する遠隔アクセス手数料は、本グループの移転価格方針に従い、共通原価基準

に基づいて兄弟会社に支払われました。

(ⅵ) 投資顧問業務報酬を、副顧問契約に従い兄弟会社から受け取りました。

(ⅶ) 管理業務及び利益配分に関する移転価格による収益は、本グループの移転価格方針に従い兄弟会社から受け取りまし

た。

 

(b) 経営幹部の報酬

 

 2018年度  2017年度

 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル

短期的従業員給付費用 436  568

年金及び退職後医療給付 17  14

株式報酬費用 7  452

経営幹部に支払われた報酬合計 460  1,034

以下に支払われた金額で構成されます。    

本マネージャーの取締役 460  1,034
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17. 株式に基づく支払い

 

株式オプション報酬

本マネージャーの持株会社は、2004年以降、株式オプション報酬を付与していません。すべての株式オプション報酬

は、すべて権利が確定しており、対象の権利確定期間(直近のものは2008年12月31日より前に終了しています。)にわたり

費用として計上されました。2018年12月31日時点における未行使のオプションはありません(2017年度:なし)。

 

株式報酬

本マネージャーは、有資格従業員への株式に基づく報酬の発行を通じて、本グループの持分奨励制度に参加していま

す。これらの付与は、４年間にわたります。

本マネージャーは株式に基づく報酬を、付与日の報酬の公正価値に基づき、財務書類において報酬費用として記録し、

公正価値は、付与日に一般的な市場価格に基づき、予想される将来の失効を考慮して調整を加えながら決定されます。公

正価値は、報酬の権利確定期間又は必要な従業員勤務期間のいずれか短い期間にわたり費用計上され、決済日(その日を含

みます。)まで各報告期間末現在で測定され、公正価値の変動は損益計算書において認識されます。

本マネージャーが損益計算書の給与及び従業員給付費用の構成部分として記録する繰延株式報酬に関わる報酬費用は、

2018年12月31日に終了した年度について308,000シンガポール・ドル(2017年度:677,000シンガポール・ドル)でした。当該

金額は、中間持株会社と共に、社内会計を通じて決済されました。

本マネージャーの取締役及び従業員に与えられた繰延株式報酬の情報は、下記の繰延株式報酬の表の通りです。

 

次へ
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以下は、2018年12月31日及び2017年12月31日現在で本マネージャーの取締役及び従業員に付与された繰延株式報酬、並

びに事業年度開始時の各職位による調整の要約です。

 

 繰延株式報酬の数  

参加者の
カテゴリー
名

2018年１月
１日
現在

 
年度中の
付与

 
年度中
の

再分類
 
年度中
の
転入

 
年度中の
転出

 
年度中の
権利付与

 
年度中
の
失効

 
年度中
の

取消し
 
2018年12月

31日
現在

繰延株式報酬
の付与日

権利確定
期間

繰延株式報
酬

の報告期間
末

現在の価格

                    米ドル

取 締 役                     

合　　計 4,403  305  -  -  △4,403  △57  -  -  248

2014年２月20
日～

2018年２月26
日

付与日か
ら

様々な期
間

63.07

その他の従
業員

                    

合　　計 1,989  1,469  -  -  -  △1,369  -  -  2,089

2014年２月20
日～

2018年２月26
日

付与日か
ら

様々な期
間

63.07

 6,392  1,774  -  -  △4,403  △1,426  -  -  2,337    

 

 繰延株式報酬の数  

参加者の
カテゴリー名

2017年１月
１日
現在

 
年度中の
付与

 
年度中
の

再分類
 
年度中
の
転入

 
年度中
の
転出

 

年度中の
権利付与

 
年度中
の
失効

 
年度中
の

取消し
 
2017年12月

31日
現在

繰延株式報酬
の付与日

権利確定
期間

繰延株式報
酬

の報告期間
末

現在の価格

                    米ドル

取 締 役                     

合　　計 5,102  2,058  -  -  -

 

△2,757  -  -  4,403

2013年２月21
日～

2017年２月27
日

付与日か
ら

様々な期
間

97.61

その他の従業
員

         
 

          

合　　計 3,012  943  -  -  -

 

△1,966  -  -  1,989

2013年２月21
日～

2017年２月27
日

付与日か
ら

様々な期
間

97.61

 8,114  3,001  -  -  -  △4,723  -  -  6,392    
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18. 金融リスク管理の目標と方針

 

本マネージャーの主要な金融商品は現金及び現金同等物から構成されます。本マネージャーは、受取債権及び未払債務

など本マネージャーの運営から直接発生する様々な金融資産及び負債を有しています。

本マネージャーの金融商品から生じる主要なリスクは、信用リスク、流動性リスク、金利リスク及び為替リスクが挙げ

られます。取締役会はこれらのリスクを管理する方針及び手続きを検討し、以下にまとめました。

 

信用リスク

本マネージャーの信用リスクに対するエクスポージャーは主に受取債権及びその他受取債権から生じます。信用供与に

値する顧客にのみ信用期間を供与するのが本マネージャーの方針です。受取債権は継続的に監視されており、不良債権に

対する本マネージャーのエクスポージャーはあまり重大ではありません。本マネージャーはいかなる相手方にも信用リス

クを著しく集中させることをしていません。そのため、経営陣は信用リスクは低いと考えています。

その他の金融資産(現金及び現金同等物を含みます。)については、本マネージャーは信用格付けが高い相手方との間で

のみ取引を行うことによって信用リスクを最小限に抑えました。本マネージャーはシンガポールに所在する金融機関の

コール口座において大部分の現金を保有していました。その金額は2018年12月31日現在で総資産の74%(2017年度:92%)に達

します。すべての償却減価の金融資産は、ステージ１の信用エクスポージャーとして考えられ、予想信用損失は重要では

ありません。

 

流動性リスク

本マネージャーの流動性リスクに対するエクスポージャーは、主に金融資産及び債務間の満期の不一致から生じます。

本マネージャーの目標は、その時々において本マネージャーの流動資本の状況を把握することにより、スタンド・バイ・

クレジット・ファシリティの利用を通じて資金調達の継続性と柔軟性とのバランスを保つことです。

　以下の表は、12月31日に終了した各年度における本マネージャーの主要な金融資産及び債務の満期の構成を示していま

す。金融資産及び債務の契約上の割引前キャッシュ・フローの開示は、以下の満期の構成と同一です。

 

2018年12月31日 要求払い ３カ月未満
３カ月から
１年未満

１年から５年 合　　計

 
千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

受取債権 - 2,733 - - 2,733

預金及びその他受取債権に含まれ
る金融資産

- 102 14 14 130

兄弟会社から受け取るべき債権 - 564 - - 564

現金及び現金同等物 9,560 - - - 9,560

関連会社に対する債権 - △331 - - △331

その他未払及び発生債務 - △1,199 △3,975 - △5,174

 9,560 1,869 △3,961 14 7,482
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2017年12月31日 要求払い ３カ月未満
３カ月から
１年未満

１年から５年 合　　計

 
千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

千シンガポー
ル・ドル

受取債権 - 2,378 - - 2,378

預金及びその他受取債権に含まれ
る金融資産

- - 15 14 29

現金及び現金同等物 28,751 - - - 28,751

兄弟会社に対する債権 △326 - - - △326

その他未払及び発生債務 - △754 △4,319 - △5,073

 28,425 1,624 △4,304 14 25,759

 

金利リスク

金利リスクは、本マネージャーの金融商品の公正価値又は将来のキャッシュ・フローが市場金利の動向により変動する

リスクです。

本マネージャーの利益及び営業キャッシュ・フローは市場金利の動向により著しく影響を受けることはなく、金融資産

の大部分は無利息預金口座において保有しています。経営陣は本マネージャーの金利リスクに対するエクスポージャーは

低いと考えています。

 

外国通貨リスク

本マネージャーには、本マネージャーの機能通貨以外の通貨による売買から生じる取引通貨のエクスポージャーが存在

します。これらの取引で用いられる外国通貨は主に米ドルです。

2018年12月31日現在、外国通貨のエクスポージャーは3,578,000シンガポール・ドル(2017年度:1,656,000シンガポー

ル・ドル)相当です。

以下の表は、本マネージャーの税引前利益(金融資産及び債務の公正価値の変動により生じるもの)について、報告期間

末における合理的に生じ得る米ドルの為替変動(他のすべての変動要素は一定に保たれているものとします。)に対する感

応度を示しています。

 

 
増加/(減少)

米ドルのレート
増加/(減少)
税引前利益

 % 千シンガポール・ドル

2018年   

シンガポール・ドル安米ドル高の場合 5 △179

シンガポール・ドル高米ドル安の場合 △5 179

   

2017年   

シンガポール・ドル安米ドル高の場合 5 △83

シンガポール・ドル高米ドル安の場合 △5 83
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資本管理

本マネージャーはシンガポール通貨監督庁(以下「MAS」といいます。)による規制のもとに活動を行う許可を得ていま

す。

資本市場業務免許により、本マネージャーは、最低1,000,000シンガポール・ドルの流動資本を維持しなければなりませ

ん。2018年12月31日現在、本マネージャーは合計9,560,000シンガポール・ドル(2017年度:28,751,000シンガポール・ド

ル)の現金及び現金同等物を保有しています。

本マネージャーの資本管理の主な目的は、事業を支えるために十分な資本を維持し、株主価値を最大化することです。

資本構造の維持又は調整のため、本マネージャーは株主に支払われる配当金を調整し、又は新株を発行します。本マネー

ジャーは財政状態計算書に記載された資本合計に基づき、資本を管理します。本マネージャーの戦略は、長期の事業の発

展を支えるため、強固な資本基盤を維持することです。当年度中、資本管理の目的、方針又は戦略に変更はありませんで

した。

さらに、本マネージャーは、香港証券先物条令に基づき規制された活動を行うための認可を取得しており、香港証券先

物(財源)規則(以下「FRR」といいます。)に基づく所要流動資本を超える流動資本の水準を維持する必要があります。免許

を取得した企業の所要流動資本は、以下のいずれか高い方と同額です。

・　本マネージャーの場合の所要流動資本の最低額　100,000香港ドル

・　変動的な所要流動資本　調整された負債の合計額の５%

当年度中、本マネージャーはFRRに基づく流動資本を維持することができました。2018年12月31日現在、本マネージャー

の流動資本は約36,913,000香港ドル(2017年度:146,709,000香港ドル)でした。

 

19. 金融商品

 

公正価値

本マネージャーは、2018年及び2017年12月31日時点において、公正価値で測定される金融商品を持っていませんでし

た。

価値の見積りが実施可能であって、公正価値で測定されていない各クラスの金融商品の公正価値を見積もるために、以

下の方法及び仮定が採用されています。

 

現金及び現金同等物、預金及びその他受取債権並びにその他未払及び発生債務

これらの金額の帳簿価額は、その性質が短期であるため公正価値に近似しています。

 

受取債権及び関連会社からの/に対する債務

受取債権の帳簿価額は、通常取引の信用期間に従っているため公正価値に近似しています。

関連会社に対する債務残高については、それらが無利息であり支払いに固定の期限がないため十分な信頼性をもってそ

れらの公正価値の測定が実施可能でないという理由から、公正価値の開示を行っていません。
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20. キャッシュ・フロー計算書に対する注記

 

財務活動から生じた負債の調整:

 

  未払配当金

  2018年

  香港ドル

   

１月１日現在  -

宣言された中間配当金  20,000,000

支払われた配当金  △20,000,000

   

12月31日現在  -

 

21. 財務書類の許可

 

財務書類は、2019年５月28日の取締役会により発行が許可及び承認されました。
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４【利害関係人との取引制限】

本受託者、本マネージャー、本上場代理人、本アドミニストレーター、本カストディアン、本受付代理人、本登録機関

及びいずれかの株主並びにそれらの関係者(定義は上記「第一部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　２ 投資方針　

(１) 投資方針　② 投資の基本方針　(ⅳ) 証券の貸付」を参照してください。)は、以下を行うことができます。

(ⅰ) 契約又は金融、銀行、保険若しくはその他の取引を、相互間で、受益者と、認定参加者と又はその証券が本信託の本

預託財産の一部を形成する法人若しくは組織と行うこと及びこれらの法人若しくは組織と利害関係を持つこと。

(ⅱ) 本信託の財産に包含される種類の証券又は財産につき、自己の勘定又は第三者の勘定で投資及び取引すること。

本受託者と本マネージャーのいずれも、本受託者からの若しくは本受託者への投資対象の売買において、本信託の勘定

で本人として行為してはならず、又はその他本信託との間で本人として取引をしてはなりません。ただし、本受託者の事

前の書面による同意をもって、本マネージャーの関係者は、本信託との間の証券又はその他の投資対象の売買において代

理人又は本人として取引することができます。当該関係者は、発生する利得につき、本信託又は受益者に対して説明する

義務はなく、当該当事者が当該利益を保持することができます。ただし、当該取引は、独立当事者間取引の原則の下、取

引の種類、規模及び時期を考慮して本信託にとって最良の価格で行われるものとします。

本信託の現金は、本受託者若しくは本マネージャーのいずれかの関係者に預託すること、又は当該関係者が発行する預

託証券若しくは銀行取引たる投資対象に投資することができます。ただし、当該預託又は銀行取引商品から得た利息は、

当該規模及び条件の預託の一般的な商業利率以上の利率で維持されるものとします。銀行取引又は類似の取引もまた、関

係者との間で、又はこれを通じて行うことができます。

本受託者の事前の書面による同意を得て、本マネージャーは、本マネージャー又はその関係者のいずれかが、商品、

サービス又はその他の給付の提供についての取決めを有する者の代理により又はこれを通じて、本信託の勘定で、取引を

執行することができます。

本マネージャー又はその関係者のいずれかが、本信託から支払われた手数料の全部又は一部から現金による割戻しを受

領した場合、当該本マネージャー又はその関係者は、当該現金による割戻しを保持する権利を有せず、本信託の財産とし

て保管すべく、本受託者に説明し同額を支払うものとします。

本マネージャーは、これを通じた本信託の勘定で取引の執行を行うため、ブローカー及びディーラーを選任する責任を

有します(本マネージャー、本受託者又はそのいずれかの関係者を含む可能性があります。)。本マネージャーは、いずれ

かの会計期間中に、本マネージャーの関係者であるブローカー及びディーラーを通じて執行された全取引の総額が、当該

会計期間中に本信託の勘定で執行された全取引の総額の50%を超過しないよう、確保するものとします。

適用ある法令に従って、本マネージャーは、投資の売買の双方が本マネージャー及び/又はその関係者の顧客のために執

行される、双方代理取引を執行することができます(本信託を一方当事者とする場合を含みます。)。ただし、売買の判断

が双方の顧客の利害に関わり、双方の顧客の投資ガイドライン/投資目的の範囲内で認められており、かつ当該取引が、独

立当事者間取引の原則の下、取引の種類、規模及び時期を考慮して本信託にとって最良の価格で行われる場合に限りま

す。
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本マネージャーは、その業務の過程で、本信託と潜在的に利益相反となる可能性があります。かかる場合、本マネー

ジャーは、利益相反が生じる可能性のある投資対象を取引する際に、本信託証書に基づく義務、とりわけ、他の顧客に対

する義務を考慮しつつ、可能な限り本信託及び受益者の最善の利益のために行為する義務を考慮するものとします。当該

利益相反が実際に生じた場合、本マネージャーはかかる相反を公平に解決するよう、最大限努力するものとします。

本マネージャーが自己の利益及び受益者の利益との間の利益相反に直面する可能性のある議決権に関しては、本マネー

ジャーは、本受託者と協議して当該議決権を行使するものとします。
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５【その他】

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(１)　HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッド(本受託者)

①　資本金の額

本受託者の発行済かつ払込済資本金は、5,150,000.00シンガポール・ドル(2018年12月31日現在)です。

②　事業の内容

HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッド(以下「HTSG」といいます。)

(旧バミューダ・トラスト(シンガポール)リミテッド)は、ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレー

ション・リミテッド、ホンコン(Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong)の完全所有子

会社です。HTSGの究極の持株会社は、イギリス及びウェールズで設立された公開有限会社たるHSBCホールディングス

plcです。HTSGは、1949年にシンガポールで設立され、2004年９月17日に現在の名称に改称されました。

HTSGは、シンガポール証券先物法に基づき、シンガポールにおける承認された集団投資スキームの受託者として活

動する承認を受けており、規制されている有価証券のためのカストディーのサービスを提供することができる資本市

場業務許可の保有者です。また、HTSGは、信託会社法に基づき、シンガポール通貨庁により与えられたトラスト・ビ

ジネス・ライセンスの保有者でもあります。

 

(２)　HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(本アドミニストレーター、本カスト

ディアン、本登録機関及び本受付代理人)

①　資本金の額

発行済株式資本：

発行済株式の総額は50,000,000.00香港ドルであり、発行済株式総数は500,000株です(2019年８月31日現在)。

②　事業の内容

HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドは、1974年９月27日に香港で設立さ

れ、イギリスで設立された公開有限会社たるHSBCホールディングスplcの間接的な完全所有子会社です。HSBCインス

ティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドは、香港の信託令第77条に従う信託会社として登

録され、強制退職積立金制度令に従う承認受託者です。承認受託者として登録されているため、強制退職積立金制度

管理局による法的規制の対象となります。HSBCグループは、アジア太平洋地域、欧州、中東、及び南北アメリカで、

主要な商業銀行及び投資銀行業務を行っています。
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(３)　HSBCバンク・ピーエルシー(証券貸付代理人)

①　資本金の額

発行済株式資本：

HSBCホールディングスの支払済みの発行済株式資本の額面金額は10,180,420,748ドルであり、内訳は以下です

(2018年12月31日現在)。

-　１株0.50ドルの普通株式20,360,841,496株

-　１株0.01ドルの非累積優先株式1,450,000株

-　0.0ポンドの非累積優先株式１株

上記は、HSBCホールディングスの支払済みの発行済株式資本合計の額面金額のそれぞれ99.9999%、0.0001%及び０%

を占めています(2018年12月31日現在)。

②　事業の内容

HSBCバンク・ピーエルシーは、英国を拠点とするHSBCセキュリティーズ・サービシーズのすべての顧客のための契

約事業体であり、一部には、大陸ヨーロッパ及び中東・北アフリカ地域を含むその他の地域の顧客も存在します。英

国より、HSBCセキュリティーズ・サービシーズは、証券貸付、グローバル・カストディー、英国直接保管、FX、現金

管理及びロンドンのHSBC本社からのトレジャリー・サービスを提供していますが、会計、パフォーマンス測定及びデ

リバティブ処理を含むミドルオフィス・サービスがエディンバラにあるHSBCセキュリティーズ・サービシーズの事業

所より提供されています。

HSBCセキュリティーズ・サービシーズは、世界的な取扱商品及び多様な地理的カバレッジを有しており、世界各地

の最も複雑なファンド構造を持つ顧客の要求に応じることが可能になっています。

HSBCバンク・ピーエルシーは、総合的かつグローバルな、地域的及び国内の保管サービス並びに現金管理、外国為

替、法人の信託統治、発行支払代理人サービス、代替的及び伝統的ファンド事務管理、受託及び預託サービス並びに

幅広い投資管理及び業績コンサルタントサービスを提供します。

HSBCは、1909年から保管及び関連サービスを提供し、1941年からは世界レベルで提供しています。HSBCのグローバ

ル・カストディー事業は、1969年にアジアで開始されました。HSBCセキュリティーズ・サービシーズは、1988年に設

立され、HSBCバンク・ピーエルシーは、そのさまざまな保管及び関連サービスを統合し、一元管理しました。それゆ

え、HSBCセキュリティーズ・サービシーズは、HSBCグループの専属かつ世界的なカストディアン及びセキュリティー

サービスのプロバイダーです。HSBCセキュリティーズ・サービシーズは、グループによって設定された戦略的要請に

十分に関与しており、グループの株主にとって、大変有益な経済的利益のジェネレーターです。
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２【関係業務の概要】

(１)　HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッド

HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドは、本信託の受託者です。

 

(２)　HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド

HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドは、本信託のアドミニストレーター、カ

ストディアン、登録機関及び受付代理人です。

 

(３)　HSBCバンク・ピーエルシー

HSBCバンク・ピーエルシーは、本信託の証券貸付代理人です。

HSBCバンク・ピーエルシーは、下記の付加価値サービスを提供することができます。

•　保管

•　発行者サービス

•　ファンド事務管理

•　証券貸借

•　受託及び預託サービス

•　現金管理及び外国為替サービス

•　パッシブヘッジ

•　遵守監視

•　パフォーマンス解析

•　OTCサービス

•　リスク分析

•　ミドルオフィス(取引処理、担保管理、デリバティブ運用、法人活動処理、仲裁、データ・プロビジョニング、事前

リスク)

 

３【資本関係】

本マネージャーは、本受託者、本アドミニストレーター及び証券貸付代理人との間に資本関係はありません。
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第３【投資信託制度の概要】
 

１. シンガポール証券先物法の集団投資スキーム(CIS)募集要件

CISのシンガポールにおけるすべての募集は、シンガポール証券先物法に従わなければならず、シンガポール証券先物法を管

理している規制当局はシンガポール通貨庁です。

 

CISの募集に関するシンガポール証券先物法の規制体制は、次のCISの３大カテゴリーをカバーしています。

 

(１) シンガポールの個人投資家向けに募集されるシンガポール籍のCIS

(２) シンガポールの個人投資家向けに募集されるオフショア籍のCIS

(３) (シンガポール籍かオフショア籍かにかかわらず)募集要件の免除を受けて募集されるCIS

 

① シンガポールの個人投資家向けに募集されるシンガポール籍のCIS

 

(ⅰ) シンガポールCISの構造

シンガポールの個人投資家向けに募集されるシンガポールで設立されたCISの大部分は、ユニット・トラスト

として組成されます。現在シンガポールにおいては、投資法人の設立に関する法律は存在しませんが、2018年変

動資本会社法(2018年第44号)が施行された場合には、資金投資に利用することのできる変動資本会社という新し

い形態の会社の設立について規定します。現在シンガポールでは、リミテッドパートナーシップ構成も可能です

が、それは比較的新しいタイプの投資ビークルであり、シンガポールの個人投資家向けに募集されるファンド構

造としては用いられていません。

ユニット・トラストでは、マネージャー(その主たる役割は、CISの投資を管理することです。)、及び受託者

(その主たる役割は、CISのために信託財産を保有し、受益者の権利と利益を守ることです。)が存在します。ユ

ニット・トラストの設定文書は信託証書であり、その証書では受益者、マネージャー及び受託者の権利と義務、

並びにCISの構造、特色及び運用上の手続きが規定されます。

 

(ⅱ) シンガポールCISの認可

シンガポールの個人投資家向けに募集されるシンガポール籍のCISは、シンガポール証券先物法の第286条に基

づいて、シンガポール通貨庁により認可されなければなりません。

シンガポール証券先物法の第286条に基づいてユニット・トラストとして設立されるシンガポール籍のCISが認

可を受けるための主要な要件は次の通りです。

・　ファンドの運営に必要な資本市場業務許可(CISが上場不動産投資信託である場合には、不動産投資信託運用

のための資本市場業務許可)の保有者である、又はシンガポール証券先物法に基づいて、シンガポールで許

認可を有する銀行、商業銀行、金融会社、保険会社若しくは協同組合であるためにファンドの運営に必要な

資本市場業務許可の取得が免除されており、かつ適正なCISのマネージャーが存在しなければなりません。

・　シンガポール証券先物法の第289条に基づいて承認されたCISの受託者が存在しなければなりません。
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・　CISには、マネージャー及び受託者により締結される、所定の要件(これらの要件はシンガポール証券先物規

則において記述されています。)を満たした信託証書がなければなりません。

・　CIS、マネージャー及び受託者は、シンガポール証券先物法とシンガポール集団投資スキーム規約に従わな

ければなりません。

 

(ⅲ) 目論見書の登録及び更新

認可されたCISの目論見書は、シンガポール証券先物法第296条に従い、シンガポール通貨庁に提出され、そこ

で登録されなければなりません。シンガポール通貨庁は届出期間中にかかる目論見書を審査し、それに対する見

解を示します。目論見書登録のための主要な要件は、かかる目論見書が、シンガポール証券先物規則の別紙３に

定められた所定の目論見書開示要件及びシンガポール集団投資スキーム規約において適用される追加的な開示要

件を遵守していることです。シンガポール目論見書は、目論見書における優れたドラフト記述に関するシンガ

ポール通貨庁のガイドライン(2016年２月１日以降にシンガポール通貨庁に提出された目論見書すべてに適用さ

れます。)にも沿うものとされます。

認可されたCISがシンガポールで募集される限り、かかる認可されたCISの目論見書は、再登録のため１年ごと

に更新し、シンガポール通貨庁に届け出なければなりません(なお、シンガポール証券先物法の下では、登録さ

れた目論見書は１年間のみ有効です。)。

目論見書の有効期間中、CISの募集を行っている者が、かかる目論見書に虚偽の若しくは誤解を招く文言が含

まれていること、目論見書に記載しなければならない情報が遺漏していること、又はシンガポール通貨庁への届

出前に発生していればシンガポール証券先物法に従い目論見書に記載しなければならなかった、投資家の観点か

ら見て重大な悪影響をもたらすと考えられる新たな状況が届出後に発生したことに気付いた場合、かかる目論見

書は、補足目論見書の発行又は目論見書の差替によって修正されなければなりません。

 

(ⅳ) 商品ハイライト・シートの提出

CISのマネージャーは、シンガポール証券先物規則及びシンガポール証券先物法第296条Aに従って、シンガ

ポール通貨庁により発布された商品ハイライト・シートに関する業務通達に則った商品ハイライト・シートの作

成及び投資家に対する提供もしなければなりません。商品ハイライト・シートは、シンガポール通貨庁に提出さ

れなければなりません。

 

(ⅴ) 受託者

認可されたCISの受託者は、シンガポール証券先物法第289条(シンガポール証券先物規則はこの条項に基づい

て、受託者に一定の財務要件及びその他の基準を課しています。)に基づいて承認を受けなければならず、ま

た、マネージャーから独立した存在でなければなりません。受託者はシンガポール証券先物規則において規定さ

れる運用上の要件に従うことになります。同規制は受託者に対してとりわけ、CISのすべての財産を保管又は管

理し受益者のために保有すること、CISの財産と受託者自身の財産や他の顧客の財産との区別を確保すること、

及び受益者の名簿を維持する又は維持させることを求めています。
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(ⅵ) 信託証書

認可されたCISの信託証書は、シンガポール証券先物規則において規定される所定の条項(これらには、CISの

ために帳簿を維持し決算書及び報告書を作成する義務や受託者に帳簿の閲覧を認める義務をマネージャーに負わ

せる条項、並びに受益者の権利及び利益を保護するためすべての相当な注意及び警戒を払う義務や年次決算書の

監査を毎年行わせる義務を受託者に負わせる条項が含まれています。)及び特定のその他の規定を組み入れなけ

ればなりません。

 

(ⅶ) 投資ガイドライン

認可されたCISは、シンガポール集団投資スキーム規約に定められている、関連する投資及び借入に関するガ

イドライン並びに制限に従うことになります。

 

(ⅷ) 継続的な運用上の要件

シンガポール集団投資スキーム規約は、とりわけ認可されたCISのマネージャーと受託者の各々の継続的な責

任と運用上の義務(CISの財産からのマーケティング費用支払いの禁止、関連当事者との取引の制限、受益者に対

する償還代金の支払時期、受益者に対する報告書及び決算書の作成と送付に関する要件、受益者に対する重要な

変更の通知の送付に関する要件、信託証書の修正のために受益者の会合が必要とされる状況、ファンド資産の評

価方法に関するガイドライン、評価エラーに関する補償の要件、現金割戻し及びソフト・ダラーの受領に対する

制限を含みます。)について規定しています。

認可されたCISのマネージャーと受託者は、CISの信託証書において記述される継続的な要件にも従うことにな

ります。

 

(ⅸ) 決算書及び報告書

シンガポール集団投資スキーム規約に基づき、認可されたCISのマネージャーは下記を作成することが求めら

れ、認可されたCISの受託者は下記を送付すること(又は電子的手段により入手可能にすること)が求められま

す。

・　CISの中間期終了後２カ月以内に受益者に送付されるべき、半期報告書及び半期(未監査)決算書。

・　CISの会計年度終了後３カ月以内に受益者に送付されるべき、年次報告書及び年次監査済決算書。

 

(ⅹ) 広告

CISのすべての広告は、シンガポール証券先物法第300条及びシンガポール証券先物規則に規定される広告に関

する規則に服します。これにはとりわけ所定の免責条項を組み込む要件及び過去の実績値の提示に関する規則が

含まれ、関連する商品の「公正かつバランスの取れた視点」を提供し、「虚偽又はミスリーディング」であって

はならず、「『現在の』情報を明確に」、「明確で読みやすく」、定められたフォントサイズに従っており、シ

ンガポール通貨庁は当該広告又は公表物をレビューしていない趣旨の所定の記載を含んでおり、所定の要件に従

い内部的に承認されたものである必要があります。
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② シンガポールの個人投資家向けに募集されるオフショア籍のCIS

 

(ⅰ) オフショアCISの構造

シンガポール通貨庁は、信託、オープン・エンドの会社型投信(例：SICAV)及びfonds commun de placementと

して組成されたオフショアCISを含め、シンガポールの個人投資家向けに募集される様々な構造のオフショアCIS

を容認してきました。

 

(ⅱ) オフショアCISの認証

シンガポールの個人投資家向けに募集されるオフショアCISは、シンガポール証券先物法第287条に従ってシン

ガポール通貨庁の認証を受ける必要があります。

オフショアCISがシンガポール証券先物法第287条に従って認証を受けるための主要な要件は以下の通りです。

 

・　オフショアCISのマネージャーは、その主たる営業場所の司法区域において許認可を取得し、又は規制に服

し、シンガポール通貨庁が適正と判断する者でなければなりません。

・　オフショアCISが構成され、規制を受ける司法区域の法律及び慣行は、シンガポール証券先物法及びシンガ

ポール集団投資スキーム規約に従って認可される同等のスキームが提供するものと同等の保護をシンガポー

ルの投資家に提供するものでなければなりません。又は、オフショアCISがシンガポール証券先物規則で定

められた、シンガポールの投資家が同等のスキームに基づいて受ける保護と最低限同等の保護を受けている

という基準を満たさなければなりません。

・　オフショアCISの投資ガイドラインは、シンガポール集団投資スキーム規約において関連する種類のファン

ドに適用される投資ガイドラインと大部分において類似するものでなければなりません。

・　オフショアCISには、投資家とオフショアCIS又はオフショア・マネージャーとの間の連絡役を務め、シンガ

ポール証券先物法の定める事務的役割を果たすシンガポールにおける代表者がいなければなりません。

・　オフショアCISのマネージャー(及びその関連会社)は、シンガポール国内で少なくとも５億シンガポール・

ドルの投資一任ファンドを運用していなければなりません。

・　CIS、マネージャー及び受託者(適用される場合には)は、シンガポール証券先物法とシンガポール集団投資

スキーム規約に従わなければなりません。

・　CISの責任者は、シンガポール通貨庁に、シンガポールにおける代表者、シンガポールにおける所在地(当該

代表者が会社の場合)及びその他所定の情報を提出しなければなりません。
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(ⅲ) オフショアCISのシンガポール目論見書の登録

認証されたCISのシンガポール目論見書は、シンガポール証券先物法第296条に従い、シンガポール通貨庁に提

出され、そこで登録されなければなりません。シンガポール通貨庁は、届出期間中にかかるシンガポール目論見

書を審査し、それに対する見解を示します。シンガポール目論見書登録のための主要な要件は、かかるシンガ

ポール目論見書が、シンガポール証券先物規則の別紙３及びシンガポール集団投資スキーム規約で適用される追

加開示要件に定められた所定の目論見書開示要件を遵守していることです。シンガポール目論見書は、目論見書

における優れたドラフト記述に関するシンガポール通貨庁のガイドライン(2016年２月１日以降にシンガポール

通貨庁に提出された目論見書すべてに適用されます。)にも沿うものとされます。

認証されたCISがシンガポールで募集される限り、かかる認証されたCISのシンガポール目論見書は、再登録の

ため１年ごとに更新し、シンガポール通貨庁に届け出なければなりません(なお、シンガポール証券先物法の下

では、登録された目論見書は１年間のみ有効です。)。

シンガポール目論見書の有効期間中、CISの募集を行っている者が、かかるシンガポール目論見書の中に虚偽

の若しくは誤解を招く文言が含まれていること、シンガポール目論見書に記載しなければならない情報が遺漏し

ていること、又はシンガポール通貨庁への届出前に発生していればシンガポール証券先物法に従いシンガポール

目論見書に記載しなければならなかった、投資家の観点から見て重大な悪影響をもたらすと考えられる新たな状

況が届出後に発生したことに気付いた場合、かかるシンガポール目論見書は、補足目論見書の発行又は目論見書

の差替によって修正されなければなりません。

 

(ⅳ) オフショアCISの商品ハイライト・シートの提出

CISのマネージャーは、シンガポール証券先物法第296条Aに従って、シンガポール証券先物規則及びシンガ

ポール通貨庁により発布された商品ハイライト・シートに関する業務通達に則った商品ハイライト・シートの作

成及び投資家に対する提供もしなければなりません。商品ハイライト・シートは、シンガポール通貨庁に提出さ

れなければなりません。

 

(ⅴ) シンガポールにおける代表者

オフショアCISは、投資家とオフショアCIS又はオフショア・マネージャーとの間の連絡役を務め、ユニットの

発行及び償還の支援、価格の公表、投資家への報告書の送付並びにシンガポール投資家の補助登録の維持管理と

いった、シンガポール証券先物法の定める事務的役割を果たすシンガポールにおける代表者を任命しなければな

りません。なお、シンガポール代表者は、必要であればオフショアCIS又はオフショア・マネージャーに代わり

訴状の送達も受けなければなりません。

シンガポール代表者は、シンガポールに居住する個人、シンガポールで設立された会社、又は外国企業のシン

ガポール支店のいずれかとします。
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(ⅵ) 投資ガイドライン

オフショアCISは、認証前には、シンガポール集団投資スキーム規約の中の関連する投資ガイドラインを「実

質的に遵守して」投資しなければなりません。シンガポール集団投資スキーム規約に定める投資ガイドラインの

完全なる遵守を認証後に確保するための要件は現在存在しませんが、オフショアCISは、目論見書に規定された

投資ガイドライン、設立関連書類及び認証申請の過程でシンガポール通貨庁に対して行ったその他の追加的な表

明を遵守し続けなければなりません。

 

(ⅶ) 広告

CISのすべての広告は、シンガポール証券先物法第300条及びシンガポール証券先物規則に規定される広告に関

する規則に服します。これにはとりわけ所定の免責条項を組み込む要件及び過去の実績値の提示に関する規則が

含まれ、関連する商品の「公正かつバランスの取れた視点」を提供し、「虚偽又はミスリーディング」であって

はならず、「『現在の』情報を明確に」、「明確で読みやすく」、定められたフォントサイズに従っており、シ

ンガポール通貨庁は当該広告又は公表物をレビューしていない趣旨の所定の記載を含んでおり、所定の要件に従

い内部的に承認されたものである必要があります。

 

(ⅷ) マーケティング資料における開示

オフショアCISが金融デリバティブの使用又は投資を意図する場合、シンガポール集団投資スキーム規約に

従って、当該意図への注意を喚起する文言が、オフショアCISのマーケティング資料に含まれなければなりませ

ん。

オフショアCISのNAVがその投資方針又はポートフォリオ運用技術のため高いボラティリティを有する可能性が

ある場合、シンガポール集団投資スキーム規約に従って、当該可能性への注意を喚起する文言が、オフショア

CISのマーケティング資料に含まれなければなりません。

 

③ 募集要件の免除を受けて募集されるCIS

 

(シンガポール籍又はオフショア籍であるかにかかわらず)シンガポール証券先物法のパートXIII、第２部第(４)節

に規定される募集要件の免除に従って募集されたCISは、上に述べた認可/認証要件及び目論見書登録要件の遵守を免

除されます。

シンガポール証券先物法の定めるCIS募集要件の免除の例としては、以下のものがあります。

 

・　シンガポール証券先物法第304条の定める機関投資家についての免除 - これは、機関投資家のみを対象とした募

集を免除するものです。

・　シンガポール証券先物法第305条の定める適格投資家及びその他の関連する者についての免除 - これは、適格投

資家及びその他の関連する者(又は各取引においてユニットが200,000シンガポール・ドル(又はこれに相当する

外貨)以上でのみ取得される募集で、当初取得者としてユニットを取得する者)のみを対象とした制限付募集で、

その他一定の要件(CISのシンガポール通貨庁の管理する制限付スキームのリストへの掲載要件及び広告の禁止を

含みます。)を遵守した制限付募集を免除するものです。
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・　シンガポール証券先物法第302条(C)の定める私募発行についての免除 - これは、12カ月以内に50名以下を対象

として行われ、広告の禁止等その他一定の要件を遵守した私募発行を免除するものです。

・　シンガポール証券先物法第302条(B)の定める小規模募集についての免除 - これは、12カ月以内に総額５百万シ

ンガポール・ドル(又はこれに相当する外貨)以下の資金を集め、シンガポールの投資家向けに所定の免責事項の

提示要件及び広告の禁止等その他一定の要件を遵守する個人的募集を免除するものです。

 

２. シンガポール証券先物法の定める、目論見書内の誤った又は誤解を招く文言に関する刑事・民事責任

シンガポール証券先物法第302条(第253条と併せて読む)の下では、シンガポールで募集されるCISの目論見書に誤った若しく

は誤解を招く文言が含まれる場合、シンガポール証券先物法に従って目論見書に記載しなければならない情報が遺漏している

場合、又はシンガポール通貨庁への届出前に出現していればシンガポール証券先物法に従って目論見書に記載しなければなら

なかった新たな状況がシンガポール通貨庁への届出後に出現したにもかかわらず、その旨が記載されていない場合、かかる違

反の行為者と目される者は、有罪と認められた場合、150,000シンガポール・ドル以下の罰金若しくは２年以下の禁固刑、又は

その両方を科せられます。

シンガポール証券先物法第302条(第254条と併せて読む)の下では、シンガポールで募集されるCISの目論見書に誤った若しく

は誤解を招く文言が含まれる場合、シンガポール証券先物法に従って目論見書に記載しなければならない情報が遺漏している

場合、又はシンガポール通貨庁への届出前に出現していればシンガポール証券先物法に従って目論見書に記載しなければなら

なかった新たな状況がシンガポール通貨庁への届出後に出現したにもかかわらず、その旨が記載されていない場合、責任があ

ると目される者は、目論見書の中の誤った又は誤解を招く文言又は遺漏により損失又は損害を被った者に対して賠償する責任

を負います。

 

３. シンガポール証券先物法下でのシンガポール通貨庁の監督権

シンガポール証券先物法下でのシンガポール通貨庁の監督権の例としては、以下のものがあります。

 

・　シンガポール通貨庁は、認可又は認証されたCISの責任者に対し、シンガポール証券先物法の適切な管理のためにシンガ

ポール通貨庁が随時必要とするCISに関する情報又は記録の提供を求めることができます。

・　ユニット・トラストとして組成され認可されたCISのマネージャーがシンガポール証券先物法又はシンガポール集団投資ス

キーム規約の遵守を怠った場合、シンガポール通貨庁は、認可されたCISの受託者に対し、マネージャーの解任及び新しい

マネージャーの任命を指示することができます。

・　シンガポール通貨庁は、例えば、認可若しくは認証申請又はシンガポール通貨庁に提出された関連情報若しくは記録が重

要な点において誤りであるか若しくは誤解を招くものであり、又は提出の時点でシンガポール通貨庁が知悉していれば認

可若しくは認証を与えなかったであろうと考えられる重要な点が遺漏している場合、シンガポール通貨庁がCISの認可又は

認証を維持することが投資家の不利になる又は公共の利益に反すると判断する場合、シンガポール若しくはシンガポール

通貨庁が当事者であるCISのクロス・ボーダー募集に関連する取り決めの定めを有効にするため従前認証されたスキームの

認証を取り消す必要があるとシンガポール通貨庁が判断する場合、又はCISの責任者が認可若しくは認証の条件を充足し続

けることができない場合には、CISの認可又は認証を取り消すことができます。
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・　CISの認可又は認証を取り消す場合、シンガポール通貨庁は、CISの責任者に対し、自らが適当と判断する命令(投資家から

の出資金を全額払い戻すか、又はシンガポール通貨庁の承認する条件により投資家に対して、投資家からの出資金を全額

払い戻すか若しくはユニット/持分を償還するかを選択する権利を与えることを含みます。)を出すことができます。

・　認可又は認証されたCISの目論見書が既に登録されており、かつかかる目論見書に誤った若しくは誤解を招く文言が含まれ

ている、目論見書に記載しなければならない情報が遺漏している、若しくはシンガポール証券先物規則により目論見書へ

の記載が禁止されている情報が含まれているとシンガポール通貨庁が判断する場合、かかる目論見書がシンガポール証券

先物法の要件を遵守していないとシンガポール通貨庁が判断する場合、又はそうすることが公益に適うとシンガポール通

貨庁が判断する場合、シンガポール通貨庁は、CIS募集者に対し、それ以降のCISユニット/持分の発行又は販売を禁じる停

止命令を発することができます。
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第４【参考情報】
 

有価証券報告書及び添付書類

提出日：2018年12月27日

提出先：関東財務局長

計算期間：第13期　(自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)

 

半期報告書及び添付書類

提出日：2019年３月27日

提出先：関東財務局長

計算期間：第14期中　(自　2018年７月１日　至　2018年12月31日)

 

半期報告書の訂正報告書及び添付書類

2019年３月27日に関東財務局長に提出した半期報告書の訂正報告書

提出日：2019年６月26日

提出先：関東財務局長

計算期間：第14期中　(自　2018年７月１日　至　2018年12月31日)
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第５【その他】
 

該当事項はありません。
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[参考和訳]

 

ABF汎アジア債券インデックス・ファンドのユニット保有者に対する独立監査人の報告書

 

財務書類監査報告書

 

監査意見

 

我々の意見では、ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(以下「本信託」といいます。)の添付の財務書類

は国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に従って作成され、2018年6月30日現在の本信託の財務状

態、並びに同日に終了した事業年度の本信託の経営成績、償還可能ユニットの保有者に帰属する純資産の変

動及びキャッシュ・フローについて、真実かつ公正な外観を示しています。

 

監査事項

 

本信託の財務書類は、以下により構成されています。

・　2018年6月30日現在の純資産計算書

・　2018年6月30日に終了した事業年度の包括利益計算書

・　2018年6月30日に終了した事業年度の償還可能ユニットの保有者に帰属する純資産の変動表

・　2018年6月30日に終了した事業年度のキャッシュ・フロー計算書

・　重要な会計方針の要約を含む、財務書類に対する注記

 

監査意見の根拠

 

我々は、国際監査基準(以下「ISA」といいます。)に従って監査を行いました。それらの基準に基づく我々の

責任は、我々の報告書における財務書類の監査に対する監査人の責任の項にさらに詳述されています。

 

我々は、我々が取得した監査証拠は監査意見の根拠を提供するために十分かつ適切であると考えています。

 

独立性

 

我々は、シンガポールにおける財務書類の我々の監査に関連する倫理的要件とともに、会計企業規制庁によ

る公認会計士及び会計事務所のための職業行動規範及び職業倫理規定(以下「ACRA規範」といいます。)に

従って、本信託から独立しています。また、我々はこれらの要件及びACRA規範に従って、その他の倫理的責

任を果たしています。
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監査アプローチ

 

監査計画の策定の一環として、我々は重要性の基準値を決定し、添付の財務書類における重要な虚偽表示リ

スクの評価を行いました。我々は特に、経営陣が主観的な判断を行う場合(例えば、仮定の作成及び固有の不

確実性を伴う将来の事象に関する検討を含む重要な会計上の見積もり)について、検討を行いました。また

我々は、我々のすべての監査と同様に、特に不正による重要な虚偽表示リスクを表す偏向の証拠の有無の検

討を含め、経営陣による内部統制の無効化リスクについても検討しました。

 

監査上の主要な事項

 

以下に記載している監査上の主要な事項は、当期の財務書類の監査において我々の職業的専門家としての判

断に際し最も重要な事項でした。これらの事項は、全体としての財務書類に関する我々の監査において、ま

た、それに対する我々の監査意見の形成において検討されたものですが、当該事項に対して個別の意見を表

明するものではありません。

 

監査において明らかになった監査上の主要な事項は、投資の実在性及び評価に関連しています。

 

監査上の主要な事項 監査上の主要な事項に対する対応方法

投資の評価及び実在性

本信託の投資の価値は、純資産計算書に表示され

ています。

 

純資産計算書に開示されているとおり、投資は純

資産価値の重要な構成要素であるため、我々は投

資の評価及び実在性に焦点を置きました。

我々は、評価に利用されている価格と第三者ソー

スによる価格とを比較することで本信託の投資

ポートフォリオの評価を検討しました。本信託に

おいて使用されている価格と我々の検討結果は一

致していました。

 

我々は、保有している投資の数量についてカスト

ディアンから直接確認状を得ることにより投資の

実在性を検討しました。我々は手続きを通じて本

信託が保有している投資の数量が受領した確認状

と一致していることを理解しました。

 

その他の情報

 

マネージャー及び本受託者(以下「本マネージャー」といいます。)は、その他の情報について責任を負って

います。その他の情報は、年次報告書のすべての項から構成されていますが、財務書類及びそれに関する

我々の監査報告書は含まれません。
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財務書類に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい

かなる形式の保証の結論も表明しません。

 

財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を通読し、その過程で、その他の情報が財務書類若し

くは我々が監査上入手した知識と著しく矛盾していないか、又はそれ以外に重要な虚偽表示であると疑われ

るようなものがないかを検討することです。我々は、実施した手続きに基づき、その他の情報に重要な虚偽

表示があるとの結論に至った場合、かかる事実を報告する必要があります。この点に関し、我々が報告すべ

きことはありません。

 

財務書類に対する本マネージャーの責任

 

本信託の本マネージャーは、IFRSに従った真実かつ公正な概観を示す財務書類の作成に責任を負っていると

同時に、未承認の資産の使用又は処分から生じる損失から保護されているということを合理的に保証するた

め、また取引が適切に承認されることを通じて真実かつ公正な財務書類の作成を可能とするため、そして資

産についての説明責任を維持するために十分な内部会計統制システムを考案し維持することに責任を負って

います。

 

財務書類の作成において、本マネージャーは、本信託の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の

開示(該当する場合)及び継続企業の前提による会計処理の実施に責任を負っています。ただし、本マネー

ジャーが本信託を清算若しくは本信託の業務を停止する意思を有する場合、又はそうするより他に現実的な

代替方法がない場合はこの限りでありません。

 

本マネージャーの責任には、本信託の財務報告プロセスの監視責任が含まれています。

 

さらに、本信託の本マネージャーは、その財務書類が2005年６月21日付け本信託証書(その後の修正を含みま

す。)(以下「本信託証書」といいます。)の関連する開示条項並びに香港証券先物委員会により発行されたユ

ニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド規約(以下「証券先物委員会規約」といいます。)の付属書E

の関連する開示条項に従い適切に作成されていることを確実にすることが求められています。
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財務書類の監査に対する監査人の責任

 

我々の目的は、全体としての財務書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的

な保証を得て、我々の監査意見を含む監査報告書を発行することです。合理的な保証は、高い水準の保証で

すが、ISAに従って実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではあり

ません。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又はその全体が、当該財務書類に基

づいてなされた利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

されます。また、我々は、本信託の財務書類がすべての重要な点において本信託証書の関連する開示条項及

び証券先物委員会規約の付属書Eの関連する開示条項に従って適切に作成されたかどうかについて評価を行う

ことを求められています。

 

ISAに従った監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保

持する他、以下を行います。

 

・　不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続

を立案、実施し、我々の監査意見の根拠を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手します。不正による

重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなります。これは、不正に

は、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明、又は内部統制の無効化が伴うためです。

 

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解しますが、本信託の内

部統制の有効性に対する意見を表明することを目的としていません。

 

・　本マネージャーが採用した会計方針の適切性並びに本マネージャーによって行われた会計上の見積もり

及び関連する開示の妥当性について評価します。

 

・　本マネージャーが継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監

査証拠に基づき、本信託の継続企業としての存続可能性に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して、重要な不確実性が存在するか否かについて結論付けます。重要な不確実性が存在するとの結

論に至った場合、当監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、又は当該開

示が不適切な場合は、我々の監査意見を修正する必要があります。我々の結論は、当監査報告書の日付

までに入手した監査証拠に基づいています。しかし、将来の事象又は状況により、本信託が継続企業と

して存続しなくなる可能性があります。

 

・　財務書類の全体としての表示、構成及び内容(開示を含みます。)、並びに財務書類が基礎となる取引や

会計事象を適正に表しているかを評価します。
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我々は、本マネージャーと、特に、計画した監査の範囲及びその実施時期、並びに監査上の重要な発見事項

(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含みます。)に関して、協議します。

 

また、我々は、本マネージャーに、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守している旨を書面で伝達

し、また、独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、及び該当する場合には

関連するセーフガードについて本マネージャーと協議します。

 

我々は、本マネージャーとの協議事項のうち、当期の財務書類の監査において最も重要性のある事項、すな

わち監査上の主要な事項を決定し、かかる事項を監査報告書に記載します。ただし、法令により当該事項の

公開が禁止されている場合、あるいは極めてまれな状況ではありますが、監査報告書において言及すること

による悪影響が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるために、監査報告書で当該事項について言及すべ

きではないと我々が判断した場合は、この限りではありません。

 

本信託証書の関連する開示条項及び証券先物委員会規約の付属書Eの関連する開示条項に基づく事項に関する

報告

 

我々の意見では、財務書類は、すべての重要な点において本信託証書の関連する開示条項及び証券先物委員

会規約の付属書Eの関連する開示条項に従い適切に作成されています。

 

本独立監査人の監査報告書の基礎となった監査に関する監査責任者は、リム・ケン・ワーです。

 

 

プライスウォーターハウス・クーパース・エルエルピー

公共会計士及び勅許会計士

シンガポール　2018年９月26日
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT
 
OUR OPINION
 
In our opinion, the accompanying financial statements of ABF Pan Asia Bond Index Fund (the “Fund”) are drawn up
in accordance with the International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) so as to give a true and fair view of
the financial position of the Fund as at 30 June 2018 and of the financial performance, change in net assets
attributable to holders of redeemable units and the cash flows of the Fund for the financial year ended on that date.
 
WHAT WE HAVE AUDITED
 
The financial statements of the Fund comprise:
・　the statement of net assets as at 30 June 2018;
・　the statement of comprehensive income for the year ended 30 June 2018;
・　the statement of changes in net assets attributable to holders of redeemable units for the year ended 30 June

2018;
・　the statement of cash flows for the year ended 30 June 2018; and
・　the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
 
BASIS FOR OPINION
 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of our report.
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
 
INDEPENDENCE
 
We are independent of the Fund in accordance with the Accounting and Corporate Regulatory Authority Code of
Professional Conduct and Ethics for Public Accountants and Accounting Entities (“ACRA Code”) together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Singapore, and we have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ACRA Code.
 
OUR AUDIT APPROACH
 
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the
accompanying financial statements. In particular we considered where management made subjective judgements;
for example, in respect of significant accounting estimates that involved making assumptions and considering
future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management
override of internal controls, including among other matters consideration of whether there was evidence of bias
that represented a risk of material misstatement due to fraud.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

KEY AUDIT MATTERS
 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the
financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these
matters.
 
The key audit matter identified in our audit is related to existence and valuation of investments.
 

Key Audit Matter How our audit addressed the
Key Audit Matter

Valuation and existence of investments
 
The value of the Fund’s investments is
presented on the statement of net assets.
 
The valuation and existence of investments
were areas of focus because investments
represent the principal element of net asset
value as disclosed on the statement of net
assets.

We tested the valuation of the Fund’s
investment portfolio by comparing the prices
used in valuation to third party sources. The
results of our testing were consistent with the
pricing used in the Fund.
 
We tested the existence of investments by
obtaining confirmation directly from the
custodian regarding the quantity of the
investment holding. Based on the procedures
we performed, we found the Fund’s holdings of
investments to be in agreement with the
confirmation received.

 
OTHER INFORMATION
 
The Manager and the Trustee (the “Management”) is responsible for the other information. The other information
comprises all the sections of the annual report but does not include the financial statements and our auditor’s report
thereon.
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express
any form of assurance conclusion thereon.
 
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

RESPONSIBILITIES OF THE MANAGEMENT FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
 
The Management of the Fund is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view
in accordance with the IFRSs, and for devising and maintaining a system of internal accounting controls sufficient
to provide a reasonable assurance that assets are safeguarded against loss from unauthorised use or disposition;
and transactions are properly authorised and that they are recorded as necessary to permit the preparation of true
and fair financial statements and to maintain accountability of assets.
 
In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the Fund’s ability to continue as
a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the Management either intends to liquidate the Fund or to cease the Fund’s operations, or has
no realistic alternative but to do so.
 
The Management’s responsibilities include overseeing the Fund’s financial reporting process.
 
In addition, the Management of the Fund is required to ensure that the financial statements have been properly
prepared in accordance with the relevant disclosure provisions of the Trust Deed dated 21 June 2005, as amended
(“Trust Deed”) and the relevant disclosure provisions of Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds
issued by the Hong Kong Securities and Futures Commission (the “SFC Code”).
 
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. In addition, we are required to assess
whether the financial statements of the Fund have been properly prepared, in all material respects, in accordance
with the relevant disclosure provisions of the Trust Deed and the relevant disclosure provisions of Appendix E of
the SFC Code.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
 
・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 
・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control.

 
・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and

related disclosures made by the Management.
 

・　Conclude on the appropriateness of the Management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based
on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Fund to cease to continue as a going concern.

 
・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,

and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.

 
We communicate with the Management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our
audit.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 
We also provide the Management with a statement that we have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
 
From the matters communicated with the Management, we determine those matters that were of most significance
in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe
these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when,
in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.
 
REPORT ON MATTERS UNDER THE RELEVANT DISCLOSURE PROVISIONS OF THE TRUST DEED AND
THE RELEVANT DISCLOSURE PROVISIONS OF APPENDIX E OF THE SFC CODE
 
In our opinion, the financial statements have been properly prepared, in all material respects, in accordance with
the relevant disclosure provisions of the Trust Deed and the relevant disclosure provisions of Appendix E of the
SFC Code.
 
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Lim Kheng Wah.
 
 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers LLP
Public Accountants and Chartered Accountants
Singapore, 26 September 2018
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[訳　　文]

 

独立監査人の報告書

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(シンガポールで設立され

た有限責任会社)のメンバー各位

 

意見

 

我々は、7頁から34頁(訳者注：原文のページである。)のステート・ストリート・グローバル・アドバイザー

ズ・シンガポール・リミテッド(以下「当社」という。)の財務書類、すなわち2017年12月31日現在の財政状

態計算書、同日に終了した事業年度の損益及びその他の包括利益計算書、株主持分変動計算書及びキャッ

シュ・フロー計算書、並びに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記を監査した。

 

我々の意見では、財務書類は、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が発行する香港財務報告基準

(以下「HKFRS」という。)に従って、2017年12月31日現在の当社の財政状態、並びに同日に終了した事業年度

の当社の経営成績及びキャッシュ・フローに関して真実かつ公正な概観を示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 

我々は、香港監査基準(以下「HKSA」という。)に準拠し、HKICPAが発行した実務指針 820(改訂版) 認可企業

及び仲介業者の関連会社の監査を参照して監査を行った。我々の責任は、本報告書の「財務書類監査に対す

る監査人の責任」区分に詳述されている。我々は、HKICPAの会計監査人倫理規定(以下「規範」という。)の

下で、当社から独立しており、当該規範に定められるその他の倫理的責任を果たした。我々は、意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

財務書類及びその監査報告書以外の情報

 

取締役は、その他の情報に責任を負っている。その他の情報は、取締役報告書に含まれる情報から構成され

る。

 

財務書類に対する我々の意見には、その他の情報はその範囲に含まれず、これに対していかなる形式の保証

の結論も表明しない。
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財務書類の監査における我々の責任は、その他の情報を通読し、その過程においてその他の情報と、財務書

類又は我々が監査の過程で得た知識との間に重要な相違又は重要な虚偽表示の兆候があるかどうかを検討す

ることにある。我々は、実施した手続に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があるとの結論付ける場合

には、かかる事実を報告することが求められる。この点において、我々が報告すべき事項はない。

 

財務書類に対する取締役の責任

 

取締役には、HKICPAが発行したHKFRSに準拠して、真実かつ公正な概観を示す財務書類の作成に対し責任があ

り、また、取締役が、重大な虚偽表示(故意又は過失を問わない。)のない財務書類を作成するために必要と

判断する内部統制について責任がある。

 

財務書類の作成において、取締役には、当社の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の開示(該当

する場合)及び継続企業の前提による会計処理を実施する責任がある。ただし、取締役が当社を清算若しくは

業務を停止する意思を有する場合、又はそれ以外に現実的な代替方法がない場合はこの限りでない。取締役

の責任には、当社の財務報告プロセスの監視が含まれる。

 

さらに、取締役は、財務書類が必ず、香港証券先物(記録管理)規則の記録保持に準拠し、かつ、香港証券先

物(会計監査)規則の要件を満たすことが求められる。

 

財務書類監査に対する監査人の責任

 

我々の目的は、全体としての財務書類に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理

的な保証を得て、意見を含む監査報告書を発行することにある。我々の報告書は、全体として、当社のため

だけに作成され、その他の目的を有しない。我々は、本報告書の内容について、如何なる他者に対しても責

任を負い、又は法的な責任を引き受けることはない。

 

合理的な保証は、高い水準の保証であるが、HKSAに準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を

常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。さらに、我々は、財務書類が香港証券先物(記録管理)規則における記録保持に準

拠しており、かつ、香港証券先物(会計監査)規則の要件を満たしているかに関する合理的な保証を得る必要

がある。
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HKSAに従った監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を

保持する他、以下を行う。

 

・　不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続

を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重

要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共

謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明、又は内部統制の無効化が伴うためである。

 

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解するが、当社の内部統

制の有効性に対する意見を表明することを目的としていない。

 

・　取締役が採用した会計方針の適切性並びに経営陣によって行われた会計上の見積もり及び関連する開示

の妥当性を評価する。

 

・　取締役が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性、入手した監査証拠に基づき、当社の

継続企業としての存続可能性に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して、重要な不確実性

が存在するか否かについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、当監査報告書に

おいて、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、又は当該開示が不適切な場合は、我々の監査

意見を修正する必要がある。我々の結論は、当監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいてい

る。しかし、将来の事象又は状況により、当社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。

 

・　財務書類の全体としての表示、構成及び内容(開示を含む。)、並びに財務書類が基礎となる取引や会計

事象を適正に表しているかどうかを評価する。

 

我々は、取締役会と、計画した監査の範囲及びその実施時期、並びに監査の過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む、監査上の重要な発見事項に関して協議する。
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香港証券先物条例の香港証券先物(記録管理)規則及び香港証券先物(会計監査)規則に基づく事項に関する報

告

 

我々の意見では、財務書類は香港証券先物(記録管理)規則における記録保持に準拠しており、かつ、香港証

券先物(会計監査)規則の要件を満たしていると認める。

 

(署名)

　

公認公共会計士

香港

2018年４月25日
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Independent auditor's report
To the members of State Street Global Advisors Singapore Limited
(Incorporated in Singapore with limited liability)
 
 
Opinion
We have audited the financial statements of State Street Global Advisors Singapore Limited (the "Company") set
out on pages 7 to 34, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2017, and the
statement of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in equity and the
statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
 
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31
December 2017, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRSs") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public
Accountants ("HKICPA").
 
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing ("HKSAs") and with reference to
Practice Note 820 (Revised), The Audit of Licensed Corporations and Associated Entities of Intermediaries
issued by the HKICPA. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the
Company in accordance with the HKICPA's Code of Ethics for Professional Accountants (the "Code"), and we
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code. We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
 
Information other than the financial statements and auditor's report thereon
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included
in the report of the directors.
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
 
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact.  We have nothing to report in this regard.
 
Responsibilities of the directors for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with HKFRSs issued by the HKICPA, and for such internal control as the directors determine is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
 
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations or
have no realistic alternative but to do so. 
In addition, the directors are required to ensure that the financial statements are in accordance with the records
kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the
Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
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Independent auditor's report (continued)
To the members of State Street Global Advisors Singapore Limited
(Incorporated in Singapore with limited liability)
 
 
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Our report is made solely to you, as a body, and for no other purpose. We do not assume responsibility
towards or accept liability to any other person for the contents of this report.
 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with HKSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.  In addition, we are
required to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are in accordance with the
records kept under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the
requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
 
As part of an audit in accordance with HKSAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
 

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company's internal control.

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the directors.

・　Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

We communicate with the board of directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
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Independent auditor's report (continued)
To the members of State Street Global Advisors Singapore Limited
(Incorporated in Singapore with limited liability)
 
 
Report on matters under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and Hong Kong
Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance
 
In our opinion, the financial statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong Securities
and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong Securities and Futures
(Accounts and Audit) Rules.
 
 
 
 
 

 
 
 
Certified Public Accountants
Hong Kong
25 April 2018
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[参考和訳]

 

ABF汎アジア債券インデックス・ファンドのユニット保有者に対する独立監査人の報告書

 

財務書類監査報告書

 

監査意見

 

我々の意見では、ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(以下「本信託」といいます。)の添付の財務書類

は国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に従って適切に作成され、2019年6月30日現在の本信託の財

務状態、並びに同日に終了した事業年度の本信託の経営成績、ユニット保有者に帰属する純資産の変動及び

キャッシュ・フローについて、真実かつ公正な外観を示しています。

 

監査事項

 

本信託の財務書類は、以下により構成されています。

・　2019年6月30日現在の純資産計算書

・　2019年6月30日に終了した事業年度の包括利益計算書

・　2019年6月30日に終了した事業年度のユニット保有者に帰属する純資産の変動表

・　2019年6月30日に終了した事業年度のキャッシュ・フロー計算書

・　重要な会計方針の要約を含む、財務書類に対する注記

 

監査意見の根拠

 

我々は、国際監査基準(以下「ISA」といいます。)に従って監査を行いました。それらの基準に基づく我々の

責任は、我々の報告書における財務書類の監査に対する監査人の責任の項にさらに詳述されています。

 

我々は、我々が取得した監査証拠は監査意見の根拠を提供するために十分かつ適切であると考えています。

 

独立性

 

我々は、シンガポールにおける財務書類の我々の監査に関連する倫理的要件とともに、会計企業規制庁によ

る公認会計士及び会計事務所のための職業行動規範及び職業倫理規定(以下「ACRA規範」といいます。)に

従って、本信託から独立しています。また、我々はこれらの要件及びACRA規範に従って、その他の倫理的責

任を果たしています。
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監査アプローチ

 

監査計画の策定の一環として、我々は重要性の基準値を決定し、添付の財務書類における重要な虚偽表示リ

スクの評価を行いました。我々は特に、経営陣が主観的な判断を行う場合(例えば、仮定の作成及び固有の不

確実性を伴う将来の事象に関する検討を含む重要な会計上の見積もり)について、検討を行いました。また

我々は、我々のすべての監査と同様に、特に不正による重要な虚偽表示リスクを表す偏向の証拠の有無の検

討を含め、経営陣による内部統制の無効化リスクについても検討しました。

 

監査上の主要な事項

 

以下に記載している監査上の主要な事項は、当期の財務書類の監査において我々の職業的専門家としての判

断に際し最も重要な事項でした。これらの事項は、全体としての財務書類に関する我々の監査において、ま

た、それに対する我々の監査意見の形成において検討されたものですが、当該事項に対して個別の意見を表

明するものではありません。

 

監査において明らかになった監査上の主要な事項は、投資の実在性及び評価に関連しています。

 

監査上の主要な事項 監査上の主要な事項に対する対応方法

投資の評価及び実在性

本信託の投資の価値は、純資産計算書に表示さ

れています。

 

純資産計算書に開示されているとおり、投資は

純資産価値の重要な構成要素であるため、我々

は投資の評価及び実在性に焦点を置きました。

我々は、評価に利用されている価格と第三者

ソースによる価格とを比較することで本信託の

投資ポートフォリオの評価を検討しました。本

信託において使用されている価格と我々の検討

結果は一致していました。

 

我々は、保有している投資の数量についてカス

トディアンから直接確認状を得ることにより投

資の実在性を検討しました。我々は手続きを通

じて本信託が保有している投資の数量が受領し

た確認状と一致していることを理解しました。

 

その他の情報

 

マネージャー及び本受託者(以下「本マネージャー」といいます。)は、その他の情報について責任を負って

います。その他の情報は、年次報告書のすべての項から構成されていますが、財務書類及びそれに関する

我々の監査報告書は含まれません。
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財務書類に関する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対してい

かなる形式の保証の結論も表明しません。

 

財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を通読し、その過程で、その他の情報が財務書類若し

くは我々が監査上入手した知識と著しく矛盾していないか、又はそれ以外に重要な虚偽表示であると疑われ

るようなものがないかを検討することです。我々は、実施した手続きに基づき、その他の情報に重要な虚偽

表示があるとの結論に至った場合、かかる事実を報告する必要があります。この点に関し、我々が報告すべ

きことはありません。

 

財務書類に対する本マネージャーの責任

 

本信託の本マネージャーは、IFRSに従った真実かつ公正な概観を示す財務書類の作成に責任を負っていると

同時に、未承認の資産の使用又は処分から生じる損失から保護されているということを合理的に保証するた

め、また取引が適切に承認されることを通じて真実かつ公正な財務書類の作成を可能とするため、そして資

産についての説明責任を維持するために十分な内部会計統制システムを考案し維持することに責任を負って

います。

 

財務書類の作成において、本マネージャーは、本信託の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の

開示(該当する場合)及び継続企業の前提による会計処理の実施に責任を負っています。ただし、本マネー

ジャーが本信託を清算若しくは本信託の業務を停止する意思を有する場合、又はそうするより他に現実的な

代替方法がない場合はこの限りでありません。

 

本マネージャーの責任には、本信託の財務報告プロセスの監視責任が含まれています。

 

さらに、本信託の本マネージャーは、その財務書類が2005年６月21日付け本信託証書(その後の修正を含みま

す。)(以下「本信託証書」といいます。)の関連する開示条項並びに香港証券先物委員会により発行されたユ

ニット・トラスト及びミューチュアル・ファンド規約(以下「証券先物委員会規約」といいます。)の付属書E

の関連する開示条項に従い適切に作成されていることを確実にすることが求められています。
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財務書類の監査に対する監査人の責任

 

我々の目的は、全体としての財務書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的

な保証を得て、我々の監査意見を含む監査報告書を発行することです。合理的な保証は、高い水準の保証で

すが、ISAに従って実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではあり

ません。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又はその全体が、当該財務書類に基

づいてなされた利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

されます。また、我々は、本信託の財務書類がすべての重要な点において本信託証書の関連する開示条項及

び証券先物委員会規約の付属書Eの関連する開示条項に従って適切に作成されたかどうかについて評価を行う

ことを求められています。

 

ISAに従った監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保

持する他、以下を行います。

 

・　不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続

を立案、実施し、我々の監査意見の根拠を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手します。不正による

重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなります。これは、不正に

は、共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明、又は内部統制の無効化が伴うためです。

 

・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解しますが、本信託の内

部統制の有効性に対する意見を表明することを目的としていません。

 

・　本マネージャーが採用した会計方針の適切性並びに本マネージャーによって行われた会計上の見積もり

及び関連する開示の妥当性について評価します。

 

・　本マネージャーが継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について、また、入手した監

査証拠に基づき、本信託の継続企業としての存続可能性に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して、重要な不確実性が存在するか否かについて結論付けます。重要な不確実性が存在するとの結

論に至った場合、当監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、又は当該開

示が不適切な場合は、我々の監査意見を修正する必要があります。我々の結論は、当監査報告書の日付

までに入手した監査証拠に基づいています。しかし、将来の事象又は状況により、本信託が継続企業と

して存続しなくなる可能性があります。

 

・　財務書類の全体としての表示、構成及び内容(開示を含みます。)、並びに財務書類が基礎となる取引や

会計事象を適正に表しているかを評価します。
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我々は、本マネージャーと、特に、計画した監査の範囲及びその実施時期、並びに監査上の重要な発見事項

(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含みます。)に関して、協議します。

 

また、我々は、本マネージャーに、独立性についての職業倫理に関する規定を遵守している旨を書面で伝達

し、また、独立性に影響を与えると合理的に考えられる全ての関係やその他の事項、及び該当する場合には

関連するセーフガードについて本マネージャーと協議します。

 

我々は、本マネージャーとの協議事項のうち、当期の財務書類の監査において最も重要性のある事項、すな

わち監査上の主要な事項を決定し、かかる事項を監査報告書に記載します。ただし、法令により当該事項の

公開が禁止されている場合、あるいは極めてまれな状況ではありますが、監査報告書において言及すること

による悪影響が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるために、監査報告書で当該事項について言及すべ

きではないと我々が判断した場合は、この限りではありません。

 

本信託証書の関連する開示条項及び証券先物委員会規約の付属書Eの関連する開示条項に基づく事項に関する

報告

 

我々の意見では、財務書類は、すべての重要な点において本信託証書の関連する開示条項及び証券先物委員

会規約の付属書Eの関連する開示条項に従い適切に作成されています。

 

本独立監査人の監査報告書の基礎となった監査に関する監査責任者は、リム・ケン・ワーです。

 

 

プライスウォーターハウス・クーパース・エルエルピー

公共会計士及び勅許会計士

シンガポール　2019年９月27日
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS OUR OPINION
 

In our opinion, the accompanying financial statements of ABF Pan Asia Bond Index Fund (“the Fund”)
are properly drawn up in accordance with the International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) so as to give a true and fair view of the financial position
of the Fund as at 30 June 2019 and of the financial performance, changes in net assets attributable to unitholders and the cash flows of the Fund for the
financial year ended on that date.

 
WHAT WE HAVE AUDITED

 
The financial statements of the Fund comprise:

 
・　the statement of net assets as at 30 June 2019;

 
・　the statement of comprehensive income for the year ended 30 June 2019;

 
・　the statement of changes in net assets attributable to unitholders for the year ended 30 June 2019;

 
・　the statement of cash flows for the year ended 30 June 2019; and

 
・　the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

 
BASIS FOR OPINION

 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities under those standards are further described
in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report.

 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

 
INDEPENDENCE

 
We are independent of the Fund in accordance with the Accounting and Corporate Regulatory Authority Code of Professional Conduct and Ethics for Public
Accountants and Accounting Entities (“ACRA Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in
Singapore, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ACRA Code.

 
OUR AUDIT APPROACH

 
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the accompanying financial statements. In
particular we considered where management made subjective judgements; for example, in respect of significant accounting estimates that involved making
assumptions and considering future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management override of internal
controls, including among other matters consideration of whether there was evidence of bias that represented a risk of material misstatement due to fraud.
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INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

KEY AUDIT MATTERS
 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period.
These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a
separate opinion on these matters.

 
The key audit matter identified in our audit is related to existence and valuation of investments.

 

Key Audit Matter How our audit addressed the Key Audit Matter

 
Valuation and existence of investments

 
The value of the Fund’s investments is presented on the statement of
net assets.

 
The valuation and existence of investments were areas of focus
because investments represent the principal element of net asset value
as disclosed on the statement of net assets.

 

We tested the valuation of the Fund’s investment portfolio by
comparing the prices used in valuation to third party sources. The
results of our testing were consistent with the pricing used in the Fund.

 
We tested the existence of investments by obtaining
conf i rmat ion di rect ly from the custodian regarding the
quant i ty of the investment holding. Based on the procedures we
performed, we found the Fund’s holdings of investments to be in
agreement with the confirmation received.

 
OTHER INFORMATION

 
The Manager and the Trustee (the “Management”) is responsible for the other information. The other information comprises all the sections of the annual
report but does not include the financial statements and our auditor’s report thereon.

 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

 
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We
have nothing to report in this regard.

 

EDINET提出書類

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

199/208



INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

RESPONSIBILITIES OF THE MANAGEMENT FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
 

The Management of the Fund is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the IFRSs, and for
devising and maintaining a system of internal accounting controls sufficient to provide a reasonable assurance that assets are safeguarded against loss from
unauthorised use or disposition; and transactions are properly authorised and that they are recorded as necessary to permit the preparation of true and fair
financial statements and to maintain accountability of assets.

 
In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the Fund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the Fund or
to cease the Fund’s operations,or has no realistic alternative but to do so.

 
The Management’s responsibilities include overseeing the Fund’s financial reporting process.

 
In addition, the Management of the Fund is required to ensure that the financial statements have been properly prepared in accordance with the relevant
disclosure provisions of the Trust Deed dated 21 June 2005, as amended (“Trust Deed”) and the relevant disclosure provisions of Appendix E of the Code on
Unit Trusts and Mutual Funds issued by the Hong Kong Securities and Futures Commission (the “SFC Code”).

 
AUDITOR ’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to
fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements. In addition, we are required to assess whether the financial statements of the Fund have been properly prepared, in all material
respects, in accordance with the relevant disclosure provisions of the Trust Deed and the relevant disclosure provisions of Appendix E of the SFC Code.
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INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

AUDITOR ’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
 
・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures

responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

 
・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not

for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal control.
 
・ 　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the

Management.
 
・　Conclude on the appropriateness of the Management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,

whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s ability to continue as a going concern. If
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s
report. However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.

 
・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 

We communicate with the Management regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including
any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT TO THE UNITHOLDERS OF
ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND (Continued)

AUDITOR ’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
 

We also provide the Management with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to
communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.

 
From the matters communicated with the Management, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of
the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes public
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

 
REPORT ON MATTERS UNDER THE RELEVANT DISCLOSURE PROVISIONS OF THE TRUST DEED AND THE RELEVANT DISCLOSURE PROVISIONS
OF APPENDIX E OF THE SFC CODE

 
In our opinion, the financial statements have been properly prepared, in all material respects, in accordance with the relevant disclosure provisions of the Trust
Deed and the relevant disclosure provisions of Appendix E of the SFC Code.

 
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Lim Kheng Wah.

 
 
 
 
 
 

PricewaterhouseCoopers LLP
Public Accountants and Chartered Accountants
Singapore, 27th September 2019
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[訳　　文]

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

2018年12月31日に終了した事業年度に関する独立監査人の報告書

 

独立監査人の報告書

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドのメンバー各位

 

財務書類監査報告

 

意見

 

我々はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(以下「当社」とい

う。)の財務書類、すなわち2018年12月31日現在の財政状態計算書、同日に終了した事業年度の損益及びその

他の包括利益計算書、株主持分変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書、並びに重要な会計方針の要約を

含む財務書類に対する注記を監査した。

 

我々の意見では、添付の財務書類は、2018年12月31日現在の当社の財政状態、並びに同日に終了した事業年

度の当社の経営成績、株主持分の変動及びキャッシュ・フローに関して真実かつ公正な概観を示すために、

シンガポール会社法第50章(以下「会社法」という。)の規定及びシンガポール財務報告基準(以下「FRS」と

いう。)に準拠して、適切に作成されている。

 

監査意見の根拠

 

我々は、シンガポール監査基準(以下「SSA」という。)に準拠して監査を行った。我々の責任は、本報告書の

「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。我々は、会計企業規制庁(以下「ACRA」とい

う。)の公認会計士及び監査法人に対する行動規範及び職業倫理規定(以下「ACRA規範」という。)及び我々の

シンガポールでの財務書類監査に関連する倫理要件の下で、当社から独立しており、当該職業倫理及びACRA

規範に定められるその他の倫理的責任を果たした。我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手したと判断している。

 

その他の情報

 

経営陣は、その他の情報に責任を負っており、それは取締役報告書から構成される。

 

財務書類に対する我々の意見には、その他の情報はその範囲に含まれず、これに対していかなる形式の保証

の結論も表明しない。
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財務書類の監査における我々の責任は、その他の情報を通読し、その過程においてその他の情報と、財務書

類又は我々が監査の過程で得た知識との間に重要な相違又は重要な虚偽表示の兆候があるかどうかを検討す

ることにある。我々は、実施した手続に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があるとの結論付ける場合

には、かかる事実を報告することが求められる。この点において、我々が報告すべき事項はない。

 

財務書類に対する経営陣及び取締役の責任

 

経営陣には、会社法及びFRSの規定に準拠して、真実かつ公正な概観を示す財務書類の作成に対し責任があ

り、また、資産が不正な使用や処分による損失から保護されること並びに取引が適正に承認され、真実かつ

公正な財務書類を作成し、資産に関する説明責任を維持するために必要に応じて当該取引が記録されること

を合理的に保証するために十分な内部統制システムを整備し維持する責任がある。

 

財務書類の作成において、経営陣には、当社の継続企業の前提の評価、継続企業に関連する事項の開示(該当

する場合)及び継続企業の前提による会計処理を実施する責任がある。ただし、経営陣が当社を清算若しくは

業務を停止する意思を有する場合、又はそれ以外に現実的な代替方法がない場合はこの限りでない。取締役

の責任には、当社の財務報告プロセスの監視が含まれる。

 

財務書類監査に対する監査人の責任

 

我々の目的は、全体としての財務書類に、不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理

的な保証を得て、意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高い水準の保証である

が、SSAに準拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではな

い。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務書類の利用者

の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 

SSAに従った監査の一環として、我々は、監査を通じて職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保

持する他、以下を行う。

 

・　不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続

を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重

要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共

謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の言明、又は内部統制の無効化が伴うためである。

 

EDINET提出書類

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201)

有価証券報告書（外国投資信託受益証券）

204/208



・　状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解するが、当社の内部統

制の有効性に対する意見を表明することを目的としていない。

 

・　経営陣が採用した会計方針の適切性並びに経営陣によって行われた会計上の見積もり及び関連する開示

の妥当性を評価する。

 

・　経営陣が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性、入手した監査証拠に基づき、当社の

継続企業としての存続可能性に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して、重要な不確実性

が存在するか否かについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、当監査報告書に

おいて、財務書類の関連する開示を参照するよう促すか、又は当該開示が不適切な場合は、我々の監査

意見を修正する必要がある。我々の結論は、当監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいてい

る。しかし、将来の事象又は状況により、当社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。

 

・　財務書類の全体としての表示、構成及び内容(開示を含む。)、並びに財務書類が基礎となる取引や会計

事象を適正に表しているかどうかを評価する。

 

我々は、取締役と、計画した監査の範囲及びその実施時期、並びに監査の過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む、監査上の重要な発見事項に関して、協議する。

 

その他の法的及び規制上の要求に関する報告

 

我々の意見では、会社法が保存を義務づけている会計及びその他の記録は、当社によって会社法の規定に準

拠して適切に保存されている。

 

(署名)アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー

 

アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー

公共会計士及び勅許会計士

シンガポール

2019年５月28日
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Independent auditor's report
For the financial year ended 31 December 2018
 
Independent auditor's report to the member State Street Global Advisors Singapore Limited
 
 
 
Report on the audit of the financial statements
 
Opinion
 
We have audited the financial statements of State Street Global Advisors Singapore Limited (the "Company"),
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, and the statement of profit or loss and
other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows of the Company for the
year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
 
In our opinion, the accompanying financial statements are properly drawn up in accordance with the provisions of
the Companies Act, Chapter 50 (the Act) and Financial Reporting Standards in Singapore (FRSs) so as to give a
true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2018 and of the financial
performance, changes in equity and cash flows of the Company for the year ended on that date.
 
Basis for opinion
 
We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing (SSAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Accounting and Corporate
Regulatory Authority (ACRA) Code of Professional Conduct and Ethics for Public Accountants and Accounting
Entities (ACRA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in Singapore, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements and the ACRA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
 
Other information
 
Management is responsible for other information, which comprises directors' statement.
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
 
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
that fact. We have nothing to report in this regard.
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Independent auditor's report
For the financial year ended 31 December 2018
 
Independent auditor's report to the member State Street Global Advisors Singapore Limited
 
 
 
Responsibilities of management and directors for the financial statements
 
Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance
with the provisions of the Act and FRSs, and for devising and maintaining a system of internal accounting controls
sufficient to provide a reasonable assurance that assets are safeguarded against loss from unauthorised use or
disposition; and transactions are properly authorised and that they are recorded as necessary to permit the
preparation of true and fair financial statements and to maintain accountability of assets.
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
 
The directors' responsibilities include overseeing the Company's financial reporting process.
 
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with SSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
 
As part of an audit in accordance with SSAs, we exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
 

・ 　　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 

・　　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Company's internal control.

 

・　　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
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Independent auditor's report
For the financial year ended 31 December 2018
 
Independent auditor's report to the member State Street Global Advisors Singapore Limited
 
 
 
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (cont'd)
 

・　　Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

 

・ 　　Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

 
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
 
Report on other legal and regulatory requirements
 
In our opinion, the accounting and other records required by the Act to be kept by the Company have been properly
kept in accordance with the provisions of the Act.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst & Young LLP
Public Accountants and
Chartered Accountants
Singapore
28 May 2019
 

前へ
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